
満 - ∞ 国 務 爪 W C 〉 代 C 山 市 l V 凶 Y S 凶 池 内 ゆ 鋪 時 酬 - m 邑 m . = - m ω ・ m h

亡 、 〆 代 己 申 l w 山 Y S

塑 汁 針 創 調 理

l 調 珊 蹴 話 湖 S 開 潜 週 一 n u ω 汁 リ パ l

、 年 回 路 〉 田 勢 調 川 嚇 棉 町 山 」 〉 代 占 中 i 竹、 ω ぃ 、 ↓ 治 品 川



灘 高 国 務 砂 亡 〉 代 己 申 l Y 凶 V 車 潤 u n ゆ 難 曲 珊 -m百 四 ・ = - m ω ・m h

亡 、 〆 代 己 申 l w 山 Y S

塑 汁 針 山 明 細 亜

l 調 珊 瑚 語 瀦 S 期 満 運 行 制 汁 ο パ l

浬 固 い 伸 〉 回 一 勢 調 嚇 時 占 〉 代 - 」 -w・ l 竹 、 山 Y 蔀 品 川



・~ '0 ・....，. • •• oO.'・ . ・ .， ・・. ー
-、 ・‘ ・ .・. . ~.. .ー ・.・・，，_ .. 司、-
ι '1-:~'.~.・\・ rヲ. ' 

• . -t.. . .‘ ・ ¥‘ .-'.;1 ー
・ ー 一一 、... ' ・マ.・，・ a

'L・ ー官，・ . ‘ .. 
" '0 • ・・ ・‘..竺.

噌 ー・"'-:.
e ・ ・ 苦・ . ・匂

'. .ュ 臥.'.'1. 

氏一一座E

リハビリテーションの新たなる展開
一障害者施策の転換期にあたって一

言用実行委員長日本障害者 リハビ リテーション協会会長

山下 異臣 氏

'.;.0'，. ;. "~白 1一 . ・ .. 
~.'・、1 ・ ‘， .

;::.:'.-，':，$.' ..， '.‘.ー
、二ー .:. ... . '~::".. ' :": ・へ ， ・・~- ~" . . .. .• ...、 一‘

，・.}・‘ソュリ
‘'.- " ':.t' ':....、 w

~ . -，'， • .. ;1"" '.ιー.，
I .':、 ・調~ ..  

第四回総合リハビリテーション研究大怠
実隠財殴，去人臼本隠密者υハピリテーション協会

全体会



圃圃圃圃園 大会アラカルト

第 |分科会

5¥¥)1  

第 2分科会

参加者

総括シンポジウム



大会アラカルト

ナイトテーイスカッション

~ . 

.../ ~ム 、--/

介科会会場で

受付



大会アラカルト

3ζ ご?三三ぷ〉、
I)IL -:z.工



目次

開 会

主催者あいさつ -----------ーーーーー ーー 一一一一一一一一一一一一一山下

実行委員長あいさつ ーーーーー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一調

基調講演

リハビリテーションの新たなる展開 一障害者施策の転換期にあたって 板山

トピック

特別なニーズ教育とインクルージョン教育 一一 一 一ーーーー清水

精神保健福祉法の制定をめぐって 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一天野

知的障害者の能力開発と企業就労の新たな展開 ー 一ー 関

高次脳機能障害と障害認定 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一大橋

ウェルフェアテクノハウス構想 一一一 一一一 一一一ー 池田

第 1分科会「災害と地域生活」

まとめ 一一一一一一一一 一一一一一一一------一一[座長]丸山

聴覚障害者救援対策本部活動経過報告 一一一一一一一一一一一一一一ー高木

重度障害(自閉傾向)の息子を抱えて 一 一一ー ーーー 出来

障害者支援センターの設置とその活動 一 一一 一一一 亀井

災害時における施設の役割 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一清水

災害と地域生活一行政の役割一 一一一一一一一一一一ーー一一一一一一一一一一吉岡

第 2分科会「社会リハの概念と実践」

まとめ-------- 一一ー 一 一一一一 一一一一 一[座長]大木 勉 71

社会リハビリテーションの概念の体系化に向けて 一一一一一一一一一一一一奥野 英子 72 

身体障害者更生施設における社会リハビリテーションの実践 一一一一一大塚庸次 76 
地域における社会リハビリテーションの実践 ー一一一一 一一ーー 高橋流里子 82

第 3分科会「障害者と情報保障」

まとめ一一一 一ーー 一一 一 [座長]中野敏子 89

聴覚障害者の情報保障 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一高田 英- 90 

情報アクセス・コミュニケーションは人権 一一一一一一一一一一一一一一一一一薗部 英夫 93 

視覚障害者と情報の障害一現状と提言一 一一一一一一一一一一 一ー 牧田克輔 96

知的障害者における情報保障 一一一一__..1_一一一一一一一一一一一一一一一一一一松友 了 100

人聞が情報に追い回される時代 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 寺田 純一 104

第4分科会「地域生活と介護」

まとめ -----一一一一一一一一一一一一一一一-------- 一一一一一一一一一一一一一 [座長]橋本 泰子 109

これからの在宅ケア 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一井上千津子 110

通所施設のなかで 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一ー 日浦美智江 112

重度の障害者が地域で生活していくために 一 一 一一-------------高橋幸恵 113

障害者プランの策定に向けて 一一一一一一一一一一--------一一一一一一一一一一一梶尾 雅宏 116

唱----

員臣 5 

一興 7 

賢治 11 

貞夫 25 

宗和 36 

宏之 39 

正洋 40 

喜一 43 

一郎 51 

成 52

蛇江 55 

勝 58

明彦 60 

崇 64



私からの提言(1)

生活体験を通しての提言

聴覚障害の立場から ---------一一一一一一一一一--------ー一一一…-井上

私の願い 一一一---------一一一一一一一一一一一一一一一-----------阿部

内部障害者〈腎機能障害者〉からの当面の 3つの願い 一一一一一一一木村

私からの提言(2)

シンポジウム ー障害者運動を通して一

薫 121

八重 122

妙子 123

129 

[座長]手塚直樹

[シンポジスト]山城完治

広 田 和 子

三津 了

総括シンポジウム

リハビリテーションの新たなる展開 一障害者施策の転換期にあたって- ----------- 149 

[座長]小川 孟

伊 藤 利 之

[シンポジスト]調 一興

高松鶴吉

大熊由紀子

尾 上 浩 二

閉 会

閉会のあいさつ 一一一一一一一一一一一一一一一---------------------手塚直樹 177

次回開催地から 司--------一一------------一一一一一一一一一一一一…中込 直 118

資料

(1)開催要綱 --------ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一- 181 
(2)プログラム 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-. 182 
(3)アンケート結果 一一一一一一一一一一一一一--------ー一一一一一----------- 184 

(4)実行委員会委員一覧 一一一------------------一一---------------一一一一一一一 188

円，“



.開 A 
Z玄

実行委員長あいさつ調

主催者あいさつ山下員臣

一興

n毛
U



主催者あいさつ

第18回総合リハビリテーション研究大会の

開催に当たり、主催者として一言ごあいさつ

申し上げます。

本年は兵庫県開催ということで、兵庫県リ

ハビリテーションセンターを中心に準備が進

められておりましたがご承知の大震災で、急

逮この神奈川県葉山町「中央福祉学院」にお

いての開催ということに変更されました。

先ずは、実行委員会の皆さまをはじめ、関

係者各位のご労苦に対し，心からお礼を申し上

げる次第でございます。

この研究大会は、昭和52年に「リハビリテ

ーション交流セミナー」として、いわゆる医

学・教育・職業・社会のリハビリテーション

専門の分野で、日常業務に携わる人々や研究

者が一堂に会して、それぞれの分野の課題を

学び合い、障害当事者の参加を得て互いに交

流しようという目的で始められたのでござい

ます。

当初は、資金もなく有志の手弁当で企画さ

れ、開催されたのでございますが、好評を得

て以後毎年続くことになったわけでございま

す。

昭和56年の国際障害者年には「国際リハビ

リテーション交流セミナー」ということで外

国からも多くの著名な専門家を招聴いたした

ところでございます。

その翌年からは地方での開催という要望が

高まり、福岡市を皮切りに、仙台、横浜、札

幌、北九州、大阪、そして昨年は愛知と続き、

参加者は年々増えてまいったわけでございま

す。

山下員臣

日本障害者リハビリテーション協会会長

さて、国際障害者年以来、我が国の障害者

施策は大きく前進をいたしました。

「完全参加と平等」と「ノーマライゼーショ

ン」という理念を具現する共生の社会づくり

は、 21世紀へ向けての国民的課題であります。

そのさきがけとして 3年前に始まった「ア

ジア・太平洋障害者の十年」、それと、これ

に連動した政府の「障害者施策に関する新長

期計画」が策定されました。また、障害者基

本法の成立に端を発し、精神保健福祉法の改

正それに続きまして、建設省関係の高齢者・

障害者の利用に関するいわゆるハートピル法、

郵政省の通信・放送利用円滑化法などをはじ

めとして、政府施策全般にわたり、障害者施

策の展開をみておるところでございます。

また、厚生省におかれましては、多年の懸

案であった障害者行政の一元化を図るという

ことで、現在、官房に障害者に関する部を作

るという要求をして、その実現に努力してお

られると承っております。

リハビリテーションにかかわっております

我々としては、これらの動向を注意深く見守

ってし、く必要があるという認識に立ちまして、

今後のリハビリテーションサービスのあるべ

き姿について共に考える機会にいしたいと存

ずる次第でございます。

今回は、多様な実践報告や研究発表に加え

て、こうした動向をふまえた政策課題につい

ての論議も、予定しておるところでございま

す。

ホテルのあるこの会場で、気楽なディスカ

ッションの場も用意しております。多くの方

F
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々との交流を期待しておるところでございま 福祉・医療事業団、全国社会福祉協議会中央

す。 福祉学院に対し、厚く御礼を申し上げまして

終わりに、この研究大会の開催に当たり、 開会のごあいさつといたします。

多大のご支援を賜りました神奈川県及び社会

主催者挨拶 -6 -



実行委員長あいさつ

今日はこうしてたくさんの方にお集まりい

ただきましたことに、まず感謝申し上げます。

この研究大会は、山下会長があいさつで述

べられたような目的で、昭和52年にリハビリ

テーション交流セミナーということで始まり

ました。そして、ただいまも紹介がありまし

たが、昭和56年には国際リハビリテーション

交流セミナーということで聞かれました。こ

のときにはアメリカから、 3年ほど前に亡く

なったエド・ロパーツ氏が、鉄の肺を入れて

参加をして感動的な講演をしました。また、

いまカナダにおられる、国際的にも著名な、

精神科医の林宗義先生を招聴しました。この

ときの林宗義先生のお話はいまも示唆に富ん

でおりますが、精神障害者の問題について次

のように述べておられます。 r精神科の医療

と福祉は、それぞれ別の分野である。役割と

体系を整理した上で、医療と福祉の聞に大き

な橋を架けることが、精神障害者の社会生活

をつくる上での原別である」と。日本では医

療と福祉は一体のものであるという論調があ

りますが、医療と福祉は別のものであるとい

うことをはっきりさせた上で、大きな橋を架

けることが、精神障害者の社会生活を保障す

る基本であるということを、その国際セミナ

ーで述べられたことを、私はいまでも忘れま

せん。

「国際障害者年」以来我が国の障害者対策

は、量的にも質的にも大きく前進しました。

しかし、障害者福祉の基本として使用されて

おります用語、すなわち「完全参加と平等」

調 一興

第18回総合リハビリテーション研究大会実行委員長

東京コロニ一理事長

「ノーマライゼーションJrインテグレーシ

ョンJrリハビリテーションJrQ 0 LJ 
「バリアフリー」、これらの理念からみれば、

我が国の障害者対策においては、まだまだ多

くの課題が残されていることは明らかであり

ます。

3年前に始まった「アジア・太平洋障害者

の十年」と、それと連動した政府の「障害者

施策に関する新長期計画」に基づいて、いく

つかの新法が制定され、障害者基本法の成立

をはじめとする障害者関係法律の改正も行わ

れました。また、関係各省庁による障害者施

策が取りまとめられて、実施に移されつつあ

ります。

これらの現実を見る限り、障害者に対する

施策は、全体として進んでいると言えるであ

りましょう。そして新しい法律や法改正、あ

るいは諸施策は、徐々に効果をもたらすであ

ろうことも予測できなくはありません。しか

し、ここ数年の障害者関係の予算の推移を注

意深く見てみますと、ほとんど横這いであり

ます。自然増にとどまっております。また、

施策は焦点が基本的な理念に沿ったものとな

っておりません。ここに根本的な問題がある

と思います。形だけがつくられて中身が伴っ

ていないのであります。

重度身体障害者の地域での自立生活は、現

在でも極めて困難であります。精神薄弱者の

3分の l強の約9万人が施設生活であります。

現在もなお入所施設は増え続けております。

「国際障害者年」あるいは「国連・障害者の

司
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十年」の聞に、毎年 3.000人以上の若い知的

障害者を、本人の意思とは無関係に施設に送

り続けてきておるのであります。精神障害者

は 108万人のうち、 34万人が入院生活を続け

ておりまして、社会生活を営む条件の整備は

遅々として進んでおりません。

新しく介護保険制度が、高齢者介護対策を

テーマとして急ピッチに進められております。

障害者を含めた介護制度を作るには、 「ゴー

ルドプラン」に基づいて計画的に進められて

いる高齢者対策と、障害者対策との聞の大き

な格差が問題であるという認識があります。

保険制度の是非についても検討が必要であり

ましょう。

以上述べたような状況の中でようやく政府

与党や厚生省などで、より具体的な障害者対

策が必要であるとの認識が深まっておりまし

て、基本的な理念に沿った本格的な施策確立

へ向けての動きが見られるようになっており

ます。すなわち、厚生省の障害者保健福祉施

策推進本部が7月25日に出しました中間報告

であります。その他、総理府障害者対策推進

本部が各省庁に対して、重点施策をこの12月

末までにまとめるようにということで動いて

主催者挨拶

おります。与党もそういったことについて活

発な動きをしております。

今回はこういう情勢の下で、実践報告や研

究発表に加えて、こうした動向を念頭におい

た政策課題について、かなりの時間を割いて

議論をすることにしております。既に厚生省

では、障害者保健福祉部を大臣官房に設置す

るということを決定しておりますが、この年

末に予定されている厚生省障害者保健施策推

進本部最終報告と、同時に発表される可能性

のあるそれらの関係省庁の重点施策(このあ

と12月18日「障害者プラン」として政府決定)

が、より良い内容となることを目指して、私

たちは行動しつつ見つめているところであり

ます。

また今回は、夜間ディスカッションという

プログラムを企画しておりまして、多少のア

ルコールを入れながら、気楽にディスカッシ

ョンをしようというような場も用意しており

ます。どうかこのプログラムにも、できるだ

け多くの方がご参加くださるようにお願いを

して、私のあいさつを終わりにしたいと思い

ます。ありがとうございました。
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リハビリテーションの新たなる展開
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板山賢治
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基調 講演

リハビリテーションの新たなる展開
-障害者施策の転換期にあたって-

本日は、最近の障害者施策がどのような動

きを示しているか、そんなことを考えながら、

これからのリハビリテーションについて考え

るきっかけになるお話ができたらと思ってお

ります。私のお話から人それぞれに何かをお

感じいただけたら有り難いと思います。

私は現在いろいろな障害者の問題、団体な

どにかかわっています。今日も視力障害者団

体のリーダーの何人かがお見えでございます

が、このごろ私がかかわっている団体で、さ

まざまなグループが集まりを持ちます。その

都度、今度理事長になったのだから出て来い、

ということでお呼びをいただきます。

奈良県の壷坂寺で盲老人ホームの人たちの

集まりがあったときのことです。盲老人ホー

ムは、できた昭和30年代の後半と比べてみて、

内容的にひとつも充実してきていない。 r国
際障害者年」以後の10年、一体何が我々の生

活、我々の仕事の現場を変えてきたかという

ような述懐を聞かされます。あるいは、点字

図書館関係の集まりがあります。この情報化

社会、この素晴らしいデジタルを中心とする

マルチメディアの進歩の中で、視覚障害者の

情報、コミュニケーションのために、どれだ

け政府の手が打たれたかというようなことに

ついて、問題提起をされるのであります。あ

るいはあんま・マッサージ・鋪灸、三療とい

う分野で働く視覚障害者の皆さんから、我々

の仕事はだんだんに晴眼者、目の自由がある
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日本障害者リハビリテーション協会副会長

人々に侵略されてきている、かつて 7割を占

めた盲人のあんま・マッサージ・錦灸の職場

が、今や3割を切ろうとしているのではない

か、一体国際障害者年以後、日本の障害者施

策は我々をどのように考えて、我々の働く場

をどうつくろうとしているのだろうか、とい

うような問題提起も受けます。

私は先ほど司会者から、来年は古希という、

希に到達するであろう年齢に達する人間だと

いうご紹介をいただきました。そういう年に

なりますと、私たちの仲間も時々病気になっ

たり、脳血管障害で倒れます。そのようなと

きに、私に相談がありますと、国立身体障害

者リハビリテーションセンターに行って診て

もらったらどうかとすすめます。そうすると

入院となることがよくあります。緊急入院の

聞はいいのでありますが、いずれは退院をし

なくてはいけません。奥様から、住宅の改造

をしなければ、車椅子で暮らす体制を作らな

ければ、家に帰って来てもらっても困るとい

う話を聞きます。家に帰っても、通院をして

リハビリテーションを受ける所がない。一体

日本の施策は障害者の暮らしをどこまで変え

る、支える体制になってきているのだろうか

というようなことを、しみじみと感ずるので

あります。

聴覚障害者の人たちにつきましても、確か

に、先般の参議院選挙の政見放送で、手話は

比例区だけ採用されました。それ以外の選挙



に、手話通訳をなぜつけようとしないのか。

コミュニケーションがいちばん大切なろうあ

者にとって、母なる言葉、手話をなぜもっと

ろう学校教育の中に取り入れてくれないのか。

そんな声も私たちを強く強く責めるのであり

ます。

確かに日本の障害者対策は、先ほど来ごあ

いさつにもありましたように、 「国際障害者

年」以降、第一次「国連障害者の十年」等を

通して、あるいは「新長期計画」に至る政府

の努力等もありまして、法律や制度は、これ

から申し上げますように改善されてまいりま

した。サービスも、メニューとしては増えて

きた。しかしながら本当に、 1人ひとりの障

害者の暮らしを変えるような役割を果たして

いるであろうか。これがいま問いかけられて

いるのであります。

新しい時代のリハビリテーションというの

は、決して新しいものが突然出てくるのでは

ありません。私たちの長い間の努力によって

っくり上げられてきた、法律や施策や制度、

専門機関、あるいは専門職を、 1人ひとりの

障害者の暮らしの中に、人間らしく生きてい

こうとする努力の中に、どう結びつけていく

か、生かしていくか。それが私たちリハビリ

テーション関係者に問L、かけられている課題

ではなL、かと、思うのであります。

そんなことを考えながら、これから少しお

話をし、皆さん方と一緒に考えるきっかけに

していただければ有り難いと思うのでありま

す。

最近における障害者施策の急進展

レジュメの最初のところは「最近における

施策の展開は急ピッチで進んでいるJ0 r急
進展」と書きました。このことはすでに山下

会長や調実行委員長のあいさつにも出てまい

りましたので、簡単に触れるだけにとどめま

す。

ついこの 3年あまりの聞に、展開された施

策や法律の改善の状況の跡を辿って見ますと、

8項目もの政策・施策が出てくるのでありま

す。全員参加の社会づくりを目指しての「新

長期計画」のスタート、 「アジア・太平洋障

害者の十年」のスター卜ももちろんその背景

にあるわけでありますが、また「福祉用具の

研究開発及び普及の促進に関する法律」とい

った全く予想もしなかったような法律ができ

上がったのであります。さらには、先ほどお

話がありましたが、 「身体障害者の利便の増

進に資する通信、放送に関する法律」すらも

できてまいりました。そして私たちの長年の

努力、あるいは集大成と言ってもよい「障害

者基本法」という形に結実いたしました。ま

た、多年、懸案でありました障害者の定義も

明確に「三障害を対象とする」と定められま

したし、 「障害者の日」も、法律で12月9日

と明記されたのであります。また、国民の協

力、事業主や地方自治体の責務等についても

規定がされ、第 1回の「障害者白書」が国会

に報告されました。障害者計画を中央も地方

も作らなければいけないという時代を迎える、

そんな基礎づくりがなされたのであります。

そして建設省は「ハートビル法」を作り、

また、これも多年の懸案でありました精神保

健の分野に関して「精神障害者の福祉に関す

る法律」が誕生したのであります。まさに全

国精神障害者家族会連合会をはじめとする、

関係団体の長い間の苦労が実るという形にな

ってきたのであります。

厚生省は障害者保健福祉推進本部を設置す

ることとして、去る 7月に中間報告を発表し、

この12月を期して、私たちが多年主張してお

りました「数値目標を持つ計画」、 「老人対

策におけるゴールドプランに対応するような

ものを、障害者福祉の保健福祉においても作

る」ということに、いま踏み切ろうとしてい

るのであります。

さらには、障害者の生活、情報、文化に関

する情報ネットワークを作ろう。将来は、 1
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人ひとりの障害者が家庭でパ、ノコンのスイッ

チlつ押せば、欲しい生活文化情報を手にす

ることができる時代をつくろう。そんなこと

も当協会を拠点にして、いま始まろうとして

いるのであります。これは今年の 2回の補正

予算を通して、ハード面、ソフト面について

手当がされ、恐らくこの 5、6年のうちには、

この夢も実現するのではなL、かと思われると

ころまで来ているのであります。

まさに「急展開」をしている日本の障害者

施策ではなし、かと思うのでありますが、実は

ここに 1つの陥し穴もあるのであります。先

ほど申しましたように、 1人ひとりの障害者

にとって、本当にこういった法律や施策が生

かされているか。我々の暮らしを変えるよう

に、それが中身のあるものになっているかど

うか。これがいま問L、かけられているように

思うのであります。リハビリテーションの第

一線において苦労し、取り組んでいる私たち

関係者がお互いに考えなければならないのは、

ここにあるのではないかと思っておるのであ

ります。障害者施策の真の目標は、 1人ひと

りの障害者が持っている問題解決のために、

各種の資源を生かし、その可能性を生かしな

がら、人間らしい暮らしを実現していくとこ

ろに究極の目標があるのですから、このよう

に展開するさまざまな施策や制度が、法律が、

予算が、どのように生かされるかを見極めな

ければ、本当の私たちの使命は終わったこと

にならないのであります。そういう意味で、

私たちの活動をいま一遍振り返り、点検をし

てみる必要があるように思っているのであり

ます。

障害者施策における90年体制の確立

さて、このように急展開を遂げている障害

者施策でありますが、そこには lつ、共通の

流れがございます。従来「国際障害者年」前

後まで、障害者施策と言いますと、イコール

福祉。精神薄弱者福祉も身体障害者福祉も、
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あるいは精神障害者に関しましでも、まずは

「福祉法を作れ」といった、それが障害者施

策でいちばん早く手を着けなければいけない

分野だと言われてまいりました。精神障害者

についてもそうでありましたし、すべての障

害者対策はイコール福祉。 iそれは厚生省だ」

と、こんなふうに言われていたのであります

が、ここ数年間における急展開は、 「障害者

対策はイコール福祉ではなく、政治、政策そ

のものである。社会全体の問題だ」と、いま

は捉えられようとしているように思われます。

私はこれは素晴らしい進歩ではなし、かと思う

のであります。

文部省も労働省も、そして郵政省も建設省

も自治省も、すべての省庁がこれに取り組ま

なければいけないという雰囲気だけはできて

きた。だから法律が変わり、対策が打ち出さ

れたと、こう言ってもいいように思うのであ

ります。それは同時に、他の社会的な政策的

な基盤がある程度でき、残されているものを

よくよく調べてみたら、それは障害者問題で

あった、と言ってもいいのかもしれません。

しかしどんな原因であろうと、障害者対策イ

コール福祉、イコール厚生省。せいぜい文部

省、労働省という時代から、全省庁、全政策

が、障害者問題に目を向けなければいけない

時代を迎えているという点では、素晴らしい

ことだと思うのであります。

そしてもう 1つ、国がすべての責任を持つ

という体制から、地方主権の時代に変わりつ

つあります。福祉全般を通してそうでありま

すが、福祉地方主権時代がし、まつくられよう

としています。身体障害者福祉はもちろん、

精神薄弱者福祉も、あるいは精神障害者福祉

もそのような方向に向かいつつあります。確

かに精神薄弱者の分野における措置権、決定

権等は、まだ知事の権限に残っているものも

あります。精神障害者対策も行政の末端、保

健所レベルにおける実施体制という問題も残

っています。市町村が本当に自分たちの責任



だと受け止めている向きは、まだ極めて少な

い。それも事実でありますが、いま大きく園、

都道府県レベルから、市町村への福祉主権時

代が進行しつつあることを、私たちは確認を

しなければいけないと思うのであります。

このように障害者対策イコール福祉からの

脱却。全政策が障害者対策を視野に入れなが

ら展開する。そして、市町村主権の時代が来

ている。私はこれを「障害者対策における90

年体制」と呼びたいのであります。

昭和25年、 1950年の「新生活保護法」の確

立をもって、いわゆる 150年体制」が日本の

福祉であったと言われています。そしてそれ

が40年続いた。この50年体制を打破するとこ

ろに、新しい日本の福祉があるということで、

いま福祉改革が進んでいますが、私はし、ま日

本の障害者対策は「総合政策J1市町村障害

者福祉主権」というものを踏まえて、 90年体

制が確立しつつある、ょうやくそこに到達し

たと言いたいのであります。この 190年体制」

の確立こそが、これから残されている10年の

課題ではなし、かと思っているのであります。

ですから私たちの目は単に福祉という分野だ

けではなくて、さまざまな政策、さまざまな

部面にわたる障害者問題解決への国民的・政

策的努力をどのように組み立てていくかに向

けられなければいけませんし、同時に、それ

が具体化されるのは市町村という、私たちの

身近な自治体であるということに目を向けな

がら、ここに90年体制としての障害者政策の

確立を考えなければいけないと、思っている

のであります。

新長期計画の4つのポイン卜

さて、急展開をする中で新しい流れが生ま

れてきておりますが、こうした新しい方向を

支えているものとしてさまざまな理念や考え

方があるように思います。レジュメにも少し

書いておきましたが、完全参加と平等を目指

す「国際障害者年」以後のノーマライゼーシ
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ョン理念やリハビリテーションの理念という

ものの考え方に支えられて、こうした対策、

施策は展開されようとしています。とりわけ

政府は、 「万人がともに生きるJ 1万人共生

のための社会に向けて」ということをスロー

ガンにして「障害者対策に関する新長期計画」

を作りました。私はこの計画には 4つのポイ

ントがあるように思っております。

そのポイントは、まず、国民、市民、そし

て障害者を含む相五の理解の促進と交流の推

進ということが、 lつの柱になっているよう

に思うのであります。啓発・広報、あるいは

障害者と一般市民との交流、国際交流等、さ

まざまな形を通してこれを推進しようという

ことが1つのポイントになっています。

2つ目として、社会そのものが障害者の自

立、あるいは人間らしい暮らしを実現してい

くための、基盤づくりに取り組まなければい

けないとも言っておるのであります。そして

それは障害をもっ子供たちを含む障害者の育

成や教育の部面、あるいは雇用・就業、さら

にはスポーツやレクリエーション、文化活動

なども含めて幅広い形で社会が、障害者の自

立、人間らしい暮らし実現のための基盤を用

意してし、かなければいけないということを、

強調しているように思うのであります。

3つ目は、障害者 l人ひとりの日々の暮ら

しの中に、それが実現できるような基盤をつ

くらなければいけない。それは保健であり、

医療であり、所得保障であり、あるいは社会

参加の機会づくりであると思うのであります。

4つ目のポイントは、物理的な環境も含め

て、住み良い社会環境を用意するといったこ

とが強調されていると思うのであります。そ

れは具体的に言えば福祉の町づくりであり、

あるいは、時に緊急災害への対応で・あり、防

犯、安全の確保であるというようなことにも、

目が向けられておるのであります。

私はこれらをこの「新長期計画10年」の 4

つのポイントと受け止めておるのであります



が、しかしここにもまた 1つ大きな問題がご

ざいます。やはりこういった長期計画が推進

される中で、本当に大切なことは、障害をも

っl人ひとりの暮らしが変わっていくこと、

人間らしい暮らしが実現できることだと思う

のでありますが、そのために何が必要なのか。

この点が私が最後に申し上げたいことであり

ますが、その前にもう 1つだけ申し上げたい

ことがございます。

障害者関連施策にも目を向ける

それは、 「関連施策の展開」ということで

ございます。これも 1つ忘れてはいけないこ

とだと思うのです。障害者施策が90年体制の

確立に向けて、急ピッチで展開していると申

しましたが、それと同時に私どもは、障害者

関連施策にも目を向けておかなければいけな

いように思います。

具体的に 1つ申し上げますと、この 7月4

日に社会保障制度審議会から、日本の社会保

障体制の再構築についての勧告が出されまし

た。先ほどあいさつをされた山下会長もこの

制度審議会の委員になっておられます。この

制度審の勧告は、日本の戦後50年の社会保障

の展開の中で、その節目節目に、それからの

方向を示唆する重要な鍵を握る勧告であった

ことが、たびたびありました。今回の勧告も

また21世紀という新しい時代、新しい社会に

向けての日本の社会保障のあり方を示唆する

キーワードを、いくつか持っているのであり

ます。

皆様に、これはぜひお読みいただきたいの

でありますが、その中に二つ三つ、大変大事

なことがあるのであります。 1つはこういう

言葉であります。 r日本の社会保障において

取り残されてきた大きな問題は、社会福祉に

かかわる問題である。心身に障害をもっ人々、

高齢となって家族的あるいは社会的介護を必

要とする人々などに対する生存権の保障は、

従来、ともすると最低限の措置にとどまった。
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今後は人間の尊厳の理念に立つ社会保障の体

系の中に、明確に位置づけられ対応を講じら

れなければならなし、」。この一節は大変重要

な意味を持っていると思います。社会保障制

度は憲法に基づき、生存権を国家の責任で保

障するものとして整備されてきました。具体

的には、心身の障害や社会的状況、さらには

高齢、健康等の事情により、生活の維持に困

難な事態が生じた場合には、国家が責任を持

って対処するのが社会保障の体制であります。

今後、生活水準の上昇に伴い、生活保障のあ

り方が多様化し、ここに社会保障の受け手の

側に認められるべき選択権の問題が生じてく

る。その選択の幅は、生存権の枠を越えて拡

大していくであろう。このような多くの問題

が従来の社会保障制度の枠を越えて、その理

念の実現化を要請するものとして立ち現れて

くる。まさに21世紀、これからの我が国が当

面するさまざまな社会問題、特に心身に障害

をもっ人々や介護を要する高齢者などの登場

によって、社会保障が取り組まなければなら

ない課題を、生存権の保障として、人間の権

利としてそれを守る仕組みを、体系的に整備

しなければいけないことを明確に宣言してい

るのであります。そして重度障害者、高齢者

などの介護の制度化を提言し、障害者対策の

重要性も指摘されておるのであります。

介護保険問題は、今日新聞やテレビで議論

されていますが、こうした勧告をパックにし

て、いま制度化への道を辿ろうとしているの

であります。

この「社会保障制度審議会勧告J。私たち

はこういうものをしっかりと見つめながら、

日本の障害者施策のこれから、リハビリテー

ション活動のこれからに、目を向けなければ

いけないのであります。

関連施策の展開とともに障害者施策も前進す

る

さらに、昨年の12月16日に、 「エンゼルプ



ラン」というものが発表されました。これは

子供の問題を中心とする子育て支援社会づく

りのためのプログラムであります。従来、と

もすると遅れがちであった子供の問題に目が

向けられた。 21世紀、日本の重要なテーマは

少子高齢社会への対応だということを、政策

的にも確認したということで、重要な意味を

持っています。そしてこの子育ての中には、

障害をもっ子供たちの問題もしっかりと位置

づけられなければし、けない。さらに今年の 7

月26日、新たな高齢者介護についてのシステ

ムの確立が、検討委員会から発表されました。

これはまさに、介護保険システムの導入を目

指す動きの出発点でもあったわけであります。

こういう動きの中で、障害者対策はなぜ取

り残されているのか。 Iエンゼ、ルプラン」が

生まれ「ゴールドプラン」が創られ、そして

「高齢者介護システム」が提言される。なの

に、障害者対策に関する確たる動きがないで

はないか。ここが私どもに寄せられた障害者

関係団体、ならびに障害者の人たちの焦り、

注文であったように思うのであります。しか

し行政、政策というものは、決しであるグル

ープだけを取り残すものではありません。政

策の整合性、バランスというのは大変重視さ

れているテーマであります。高齢者対策が

「ゴールドプランJを中心に推進され、子供

の問題が「エンゼルプラン」を中心に推進さ

れる。このような状況で障害者対策を放って

おいてはいけないという声が出てくるのは、

当然であります。こうした関係施策が展開す

る中で、障害者対策もまた一緒に前進する、

という確信を持っていいと思っているのであ

ります。問題はその時期を、誰がどのような

形で火をつけ、アクセルを踏むかということ

にかかってくるように、思っておるのであり

ます。

こういう背景があって厚生省は障害者保健

福祉推進本部をっくり、そしてその中間報告

を出し、 12月末をもって、新しい展開をと考
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えておられるようであります。しかしながら、

いつもしっかりと見極めておかなければいけ

ないことはその将来の方向であります、例え

ば介護保険の問題にしても、若い障害者の介

護が対象になるのかと言えば、ならないとい

うことも、考えておかなければいけないと思

うのであります。高齢者介護保険であります

から、その給付の対象は、いま高齢者の定義

であります65歳以上の人が介護を要する状態

になれば、給付をされるでしょうが、 30歳や

40歳の障害者の介護に給付がなされるという

ことを、予定してはいけないと思うのであり

ます。

政策的に高齢者介護保険を作るためには、

65歳未満の若年層の要介護者についての給付

は、別な体系でやるのだ、そうしなければ介

護保険そのものの成立が難しい、というよう

な政策判断が、恐らく下されるに違いない。

そうしますと、若年障害者に対する介護の体

制は、介護保険に期待することは無理だ。だ

とすれば、その介護保険の関連施策としての

障害者の介護対策は、保険ではなくて一般対

策として確立しなければいけない。そういう

声を私たちはしっかりと上げなければいけな

い。それに対するプログラムを政府に、自治

体に要求しなければいけないように、思うの

であります。

まだ介護保険の具体的な姿が表に出てきて

いません。いま、公聴会などが聞かれており

ますが、さまざまな意見が出ています。その

中には、障害者も加えよという意見もありま

す。しかし、私は政策的にみて恐らく若年障

害者の介護は、別な体系でやるという選択が

なされるのではなし、かという予感を持ってい

ます。

もう 1つ、高齢者の身辺介助を中心とする

介護と、障害者の介助は違うということも、

基本的に考えておかなければいけないのであ

ります。

今朝、私は素晴らしいメモを頂戴しました。



支援を受けながら自立できる体制をつくるこ

とが、これからの障害者対策や障害者福祉施

設で取り組まなければならない方向だ。障害

者は介助付き自立を目指す、そういう捉え方

をすべきではないかというものです。その介

助付き自立、その拠点として施設があり、地

域の中で介助付き自立を促進する支援体制づ

くりが大切なことであります。自立にはさま

ざまな形がありますが、もし介助付き自立を

目指すのが障害者の介護であれば、それは寝

たきりや痴呆性のお年寄りを介護する介護保

険が目指す介護とは、質的にもひろがりとし

ても大きな差があることも事実であります。

私どもは障害者介助については、別な体系、

観点で、まさに障害者独自の介助というもの

の定義を定め、これに対する支援システムを、

どういう仕組みで制度化していくかを、考え

なければいけないと思っているのであります。

しかしながら、このように老人や子供に関

する施策が展開していくほど、それとの比較

において、障害者対策をなんとかしなければ

いけないという政治的・政策的ニーズ、世論

が湧き起こってくることも、私たちは期待を

していいのであります。しかし、それに火を

つけアクセルを踏み、どういう方向づけをし

て、どこにゴールを目指すかということは、

私たち関係者自身がしっかりと勉強をし、問

題提起をし、時には誘導していかなければい

けない面があることも、事実であります。

我が国の障害者施策の行方

そんな意味で障害者施策の急進展、関連施

策が展開していく中で、日本の障害者施策は

将来どのような方向に行くのか。これを考え

てみたいと思うのであります。しかし今日は

リハビリテーションにかかわる私たちの集ま

りでありますから、リハビリテーションの分

野において、このような動きをどのように受

け止め、どう対応していったら良いかについ

て、少しお話をしてみたいと，思っています。

最近の障害者施策の進展はすべて障害者の

自立を目指す運動、人間らしく生きていく基

盤づくり、あるいは社会参加や機会均等を実

現することに、焦点があるように思うのであ

ります。私どもは従来、伝統的なリハビリテ

ーション分野を医学的リハビリテーション、

教育的リハビリテーション(あるいは心理的

リハビリテーション)、そして職業的リハビ

リテーション、社会的リハビリテーションと、

大きく 4つないしは 5つに分けていたのであ

りますが、実は最近、この分け方を少し整理

してみる必要があると思っているのでありま

す。すでに小島蓉子先生をはじめ、先覚者は

そのような意味で、リハビリテーションの定

義を私たちに提示してくださっておりましたo

Fムのレジュメ 12 リハビリテーションのこ

れから」のところに少し書いておきましたが、

そうした先輩各位の研究の成果、努力等が実

って、国連は「国連・障害者の十年」、そし

て第二次の十年の展開の中で「障害者に関す

る世界行動計画」及び「障害者の機会均等に

関する標準規則」というものを制定しました。

この制定にあたってその定義を明確にし、予

防とリハビリテーションという概念、そして

もう 1つ、 「機会均等化」という概念をはっ

きりと打ち出しているのであります。私たち

がこれから取り組むリハビリテーション分野

における諸活動においても、この定義の整理

は大変参考になるのではないかと思い、あえ

てレジュメに書きました。特に「リハビリテ

ーション」と「機会の均等化」に関する概念

の整理は、大変重要だと思っております。と

もしますと従来私どもは、社会的リハビリテ

ーションは、障害者自身が社会的に自立して

し、く、社会参加していくという個人個人の努

力と同時にもう lつ、その障害者が社会に参

加できる、機会均等化ができるような社会サ

イドの条件整備を含むものであると理解して

いることがしばしばでありました。これは私

の不勉強でもあったわけですが、それを「リ
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ハピリテーションとは、 1人ひとりの障害者

への働きかけを中心とするプロセスをいう」

と整理をしてくれたように思うのであります。

そして、そうした個人の自立、社会参加が可

能であるような社会サイドの条件整備、社会

を変えていく努力を、 「機会均等化Jという

表現で整理していくことは、これからの施策

を考えていくときに、大変有効ではないかと

思ったわけであります。

この点については最近素晴らしい本ができ

ております。今日もあとで第2分科会の発言

者として参加されますが、私たちの仲間であ

る奥野英子さん、そしていまは亡き小島蓉子

さんが中心になってまとめられた、国際リハ

ビリテーション協会を中心とする研究の成果

が、 「新社会リハビリテーション』という本

になっております。関心のある人は目をお通

しいただきたいと思います。この本の中で、

私たちがこれから目指すべきリハビリテーシ

ョン分野の諸活動に対する、理論的な整理も

していただいているように思うので、あえて

ご紹介したわけであります。

この「機会均等化に関する標準規則」の中

で私が特に注目いたしましたのは、目標分野

が8つありまして、物理的な環境アクセス、

あるいは情報やコミュニケーションに関する

利便性ということを、強く主張している点で

あります。障害者1人ひとりが社会参加する、

平等な生活を実現するための努力をする。そ

うした努力は、リハビリテーションの諸活動

を通してなされるであろう。そして、そうし

た努力を受け止める社会が変わってし、かなけ

ればいけなし、。それが「機会均等化に関する

準則」の目指すものであると、理解している

のであります。 I機会の均等化」とは、物理

的環境の改善や情報・コミュニケーションな

どのアクセスを、より便利なものにしていけ

ということが、 1つの目標でありましょう。

2つ目は、教育についても統合教育を目指す

べしです。しかしこれはある程度の妥協がさ
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れていまして、特殊教育もまたあってもいい

と、言っているようであります。 3番目の雇

用・就業につきましても、人権としての就労

を基本理念にして、一般雇用あるいは授産・

保護雇用等を通して取り組むよう指摘をして

おります。 4番目は収入、所得の保障、生活

の基盤としての条件づくりが必要だというこ

とであります。 5番目に、家庭生活と個人の

尊厳が守られるような社会条件をつくれとも

うたっておるのであります。また、文化活動

やレクリエーション、スポーツ等についての

受け入れ体制、条件整備も強調されています。

さらに、これは国連の特殊性でありましょう

が、この機会均等に関する準則では、日本の

場合はともすると見過ごされがちな、宗教の

問題にまで触れております。 21世紀の日本の

リハビリテーションを考えるときに、こうい

ったこともまた、私たちの参考になるような

気がするのであります。

リハ関係者としての取り組み

そこで、このように障害者施策や関連施策、

さらにはリハビリテーションの考え方等が変

化する中で、私たちに投げかけられている課

題は一体何でありましょうか。先ほど調実行

委員長のお話にもありましたが、この研究大

会は昭和52年に、教育や医学、工学、福祉等

々、それまでさまざまな分野に分立していた

リハビリテーションの専門領域の研究や活動

を、横につなぐことをめざして「リハビリテ

ーション交流セミナー」ということで生まれ

ました。大変素晴らしいことであります。そ

して国際交流をも含むセミナーとして開催さ

れてきました。障害の種別を越え、専門領域

を越えて、関係者がここに集まる。そして当

事者の皆さんにもご参加をいただく。専門職

の皆さんの姿勢、あるいは関係行政関係者の

取り組み、障害当事者団体等の取り組みが、

この研究大会に結集しているのでありまして、

大変有り難いことであります。しかしながら、



いま日本の障害者リハビリテーション、ある

いはそのための施策は大きく変わってきてお

りますから、我々も絶えずこれに目を向けて、

リハビリテーション関係者として、なすべき

ことを明らかにしてL、かなければいけないと

思うのであります。

実は昨日厚生省に寄って参りました。いま

厚生省は障害者保健福祉推進本部、その最終

的な目標を実現するために悪戦苦闘をしてお

ります。いま私どもは12月に出される「数値

目標」を持った障害者計画、仮にその名前を

「ゴールドプランJに対して「ノーマライゼ

ーションプラン」などという言葉を使って呼

ぶとすれば、その目標が数値を持って、より

良いものになったらなぁと大変期待をしてお

ります。また、いま 3局に分かれている障害

者福祉行政が一元化され、官房に障害者保健

福祉部ができるという。しかし、問題はその

中身なのであります。単に組織が変わるだけ

ではいけない。本当の意味で、障害者施策が

一元化、総合化されるであろうか。そんなこ

とを固唾を呑んで見守っているのであります

が、昨日あたりの感触では大変に厳しい。良

いことだから、本部の中間報告が発表されて、

行政的に手続きをすれば、それが実現できる、

そんなものではないということを、密かに痛

感して帰って来たのであります。

私たち関係者が手を束ねて傍観している聞

に、本当にこうあってほしいという願いは雲

散霧消するかもしれない。そのような危険す

ら感ずる。私たち関係者が、どういう取り組

みをするか、実はここに大きな問題があるよ

うに思うのであります。行政関係者の努力に

は大いに期待をし、また考えてもらわねばな

らないのでありますが、この障害福祉にかか

わる係長や課長さん、行政官がどれだけの姿

勢をもって取り組むかが、その結果にかなり

大きな差をもたらすということを、ぜひお考

えおきいただきたいのであります。今日この

研究大会の席上に厚生省の局長や課長が来て、

皆さんの本当の声を受け止めて、これはやら

なければいかんなあと思って帰ってもらうよ

うな、そういう機会も作らなければいけない

のではなし、かと、いま感じているのでありま

す。 l人の係長や課長が動くことが、 Iつの

法律を変えることよりも、大きなメリットを

持つということも、国レベル、県レベル、市

町村レベルにおいてお考えいただきたいよう

にも、思っておるのであります。我々が良い

ことだからぜひ実現してほしいと思っていて

も、それは簡単な努力で実現できるものでは

ありません。それを支える広い裾野、大きな

エネルギーが必要だということを、私自身の

体験の中で感ずるのでありまして、これから

のリハビリテーション関係者が取り組む lつ

のテーマとして、何がなされるべきかをぜひ、

この機会にお考えいただきたいように思うの

であります。

もう 1つ、先ほど障害者福祉、障害者施策

における90年体制は、市町村主権の時代だ、

と申しましたが、この点についても同様だと

思うのであります。 3.300の市町村で、 「障

害者基本法」にし、う「障害者基本計画」をど

れだけつくっているかということを、昨日総

理府に聞いてみました。総理府が現在持って

いる数字では 300ぐらいの市町村が「障害者

基本計画」をつくったと言っています。市町

村の数は 3.300あり、その中で 300ですから

l割、 10%にも及ばない数の市町村がつくっ

たにすぎません。つくる計画を持っているの

がし 100ぐらいだと言ってました。合わせて

し400。残りの 2.000余りは、計画すら持っ

ていないということになるのであります。ぜ

ひ皆さんが働いておられる地元の市町村に、

時にその様子を聞き、その必要性を説いてい

ただきたいのであります。

国際障害者年第二次の十年である「アジア

・太平洋障害者の十年」推進のために、日本

身体障害者団体連合会、全国社会福祉協議会、

J D (日本障害者協議会)、そして当協会の
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4団体で、 「新・障害者の十年推進会議」と

いうのを組織しております。この会議の名前

において近く、 12月3日から始まります第 1

回の「障害者週間」に全市町村長宛てに「障

害者計画をつくっていますか、つくる計画が

ありますか」、 「障害者担当の係はあります

か、人はいますか」ということについて、ア

ンケートを出すことを計画しております。こ

れはアンケート調査であると同時に、アンケ

ートを通して「障害者基本計画」をぜひつく

ってほしいという、ソーシャルアクションで

もあるわけであります。これがよい結果とな

るためには皆さんが、地元の市町村長にお声

をかけてくださることが、極めて適切で有効

であります。ぜひそういった動きもあります

ことを含めてこの集まりを、リハビリテーシ

ョン関係者として、何をなすべきかも考える

機会にしていただければ、有り難いように思

うのであります。

3つ目に私が言いたいことは、さまざまな

施策や制度やメニューは用意されてきた、少

しずつ増えていることも事実ですが、障害者

の具体的な暮らしは変わらない、というので

はいけないということです。それを変えるの

は実践にあたる私たちリハビリテーション関

係者の努力であります。実力をつけ、障害者

の信頼を得て、ともに完全参加と平等を実現

するために取り組む毎日の活動の中に、その

鍵があると、こう言いたいのであります。私

たちリハビリテーション専門職は、本当に障

害者の自立と生活、人権実現のための認識を

持っているであろうか。本当の専門職として

の実力を身につけつつあるかということも、

問われているように思っているのであります。

さらには、リハビリテーション専門職は時

に障害者のある人を、能力の低L、人、対象者

というような捉え方をしていないか。良きパ

ートナーになっているかどうかも問われてい

るように思うのであります。ある人はこう言

いました。 Iこのごろ障害者施設に働く人々
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は、老人ホームに働く人々に比べて、介護福

祉士や社会福祉士の資格を取ろうとする人が

少ない。これで本当に、 l人の人間としての

障害者の良きパートナーとしての専門職に成

り得るであろうか」。私たち関係者は、そう

した専門職者としてのモラルと実質的実力を

身につけることに、取り組まなければいけな

いように考えるのであります。 Iリハビリテ

ーション従事者倫理綱領」なんていうものが

必要になるときも近いのではなL、かと考えて

おります。

まとめにかえて

この研究大会は第18回を迎えました。 20回

がもう間近であります。私は20回大会あたり

において、この研究大会という名前自体を考

え直してよいときが来ているのではないか、

とも思うのであります。第一部が研究大会、

第二部がリハビリテーション大会というよう

に、研究という字を外してほしいようにも、

個人的には思うのであります。そして、我々

リハビリテーション専門職や関係団体、当事

者の方など、第一部の研究大会で話し合われ

たことを、第二部で決議文としてまとめてい

ただくときが、近づいているように思うので

あります。専門領域、働く分野、障害の種別

を越えて結集した私たちが、新しい時代にお

けるリハビリテーション従事者として、何を

求め何を期待しているか、その意思を明らか

にする場があってもいいのではなし、かと、思

うのであります。いつまでも情報交換と研究

成果の発表の場であってはし、けないのではな

いか、と思うのでありますが、これはぜひ常

任委員会での検討を通して、 20回大会あたり

を目指して、そういうものをお考えいただき

たいと思うのであります。

障害者福祉の展開、さまざまな関連施策の

展開の中で日本のリハビリテーション関係者

が、どのような方向に歩みを進めるか。これ

は大変に重要な意味を持っておりまして、こ



の研究大会、そしてそれをさらに発展させた

リハビリテーション大会といったものに、 1

年1年発展していきますことを、心から期待

したいのであります。今日私は、本日予定さ

れております、トピックでのさまざまな分野

からの提言や分科会、また明日のプログラム

の内容については、一切触れることはいたし
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ませんでした。最近の急進展する障害者施策

と、我々リハビリテーション関係者がどのよ

うな取り組みをしていったらよいのか、私が

考えていることをいくつか申し上げまして、

ご参考に供しました。ご清聴ありがとうござ

いました。
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トピック

特別なニーズ教育とインクルージョン教育

1 障害児教育を支える論理

障害児教育という制度は、学習や社会適応

上の困難を抱えた子どもの一部である障害児

(特に知的遅滞を示す子ども〉、それも教育

法制上で対象規定された障害児の救済システ

ムと考えられている。だが、通常学級で教育

指導上の困難を惹起させる子どもの中から障

害児だけを判別することは簡単なことではな

い。障害児がもっとされる障害病理は、明白

に確認できるものから、推測されるに過ぎな

いものまで、連続的事象であり、障害は非障

害と連続し、その程度は多様である。また、

それだけでなく、障害病理が生活の営みにと

って阻害要因 Cdisability)を引き起こす程

度は、単純に障害病理の種類や程度だけが決

定要因にならない。そのため、学校教育で特

別に救済対象となる障害の種別と程度が「判

別基準」として示されている。その「判別基

準」は、特定の歴史・社会的文脈の中で学校

教育が特別な救済対象児の範囲を示すという

性格をもつことから、医学的というよりも、

優れて教育施策的性質(学校教育学的性質)

をもったもので、可変的なものである。学校

教育の場では、通常学級内で教育的対応がで

きない児童生徒として顕在化することから

(障害病理の明白で機能レベルが重篤に発達

の遅れた児童生徒は就学前に顕在化する)、

通常学級の教育条件などによって規定される。

本来的には、学校教育で使用している障害児

対象規定である「判別基準」は、学校教育の
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機能である学習指導(知識・技能の再生産〉

と人格の形成(社会化)という目的に照らし

て、通常学級での教育指導になじまない程度

を明示する指標を使用すべきであると考えら

れる。

だが、 「判別基準」は基本的には医学的あ

るいは心理学的な障害概念をもとにしたもの

になっている。そのため、障害児教育は、対

象範囲を拡大して困難を抱える子どもを多く

抱え込もうとすると、新しい障害概念を新規

に採用するか、困難を抱える子どもをより多

く包摂するように障害概念内容を修正するか

(例えば、精神遅滞定義に含まれる範囲を変

更するなど)、障害概念を柔軟に適用して非

障害児も救済対象にするか、の 3つの方策し

かない。障害児教育としての「特殊教育」は、

初期においては、通常教育で教育的対応でき

ない子どもを障害病理に関係なく「混合」さ

せて対象としてきたが、整備の過程で、非障

害児を排除して名実ともに障害児教育になら

んとしてきた(これが実現しているか否かは

はなはだ疑問ではあるが)。また、新しい障

害概念を添加あるいは分化させるかたちで対

象範囲を拡大してきた。近年では、 「情緒障

害」に続いて「学習障害」を学校教育上の障

害概念に新規に加える方向が障害児教育界で

は議論されている(合衆国では、注意欠陥症

候群が同じ方向で議論され、日本の障害児心

理学研究者にも追従する者もいる)。

ところで、障害児教育は、その対象児を医

学的あるいは心理学的な障害定義に合致する



か否かで判別するということから、対象児を

個人内に病理をもっ子どもとして把握してい

ると言える。この考え方は、通俗的には、医

療モデルあるいは欠陥モデルといわれるので

ある。対象児は、何よりも、特定の学校環境

下(場面)で、教師との相互作用、子ども相

互の相互作用、学習内容との相互作用の中で、

困難を抱えた子どもとして顕在化する。彼ら

に対する教育指導の困難は単一ではなく複雑

な要因の函数として生起してくる。それにも

かかわらず、彼らの教育指導の困難は個人内

病理と結びついて生起しているものとして理

解されるのである。その結果として、個人内

病理と学習や行動での逸脱を因果論的に結び

付けることが単純にはできないにもかかわず、

それが“推測"あるいは“仮定"されて、教

育活動が治療的に組織されたりする。

障害児教育は、こうした論理に支えられて

進展してきたのである。そこでは、障害児教

育の進展は、一面では、障害概念の新規の添

加と分化の歴史とみることができる。また、

障害児が個人内病理をもち、特別な教育指導

が必要とされるということで、障害児教育の

拡充が進められた。こうした拡充の進展の下

で、学校教育から排除されていた重度あるい

は重複障害児にも教育が保障されるようにな

った。だが、他方で、この論理は、障害児教

育を通常教育から切り離すように機能したこ

とも確かである。障害児は障害児教育システ

ムで教育的に対応し、通常教育は障害児を守

備範囲としないかのような錯誤を生み出した

のである。しかし、障害児は、通常教育の中

で教育困難児の一部として顕在化し、個人内

病理が短絡的にその教育困難につながってい

るわけではない。個人内病理があっても通常

教育で教育指導できる子どもも存在する。障

害児が通常教育での教育指導になじむか否か

は通常教育のあり方にかかわっているのであ

る。こうした認識は、障害児教育の見直しを

求めているとともに、通常教育の見直しをも
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同時に求めている。学校改革は、通常教育の

あり方だけを問うだけでなく、障害児教育の

あり方を含めて論じられなければならないの

である。

2 障害児教育の見直しの方向

ーウォーノック報告1)ー

障害児教育の進展を支える論理は、 1970年

代になって、批判の対象になり、合衆国では

“カテゴリーなしの特殊教育 Cnoncategori-

cal special education)"幻の主張が登場す

る。当時、合衆国では、重度重複障害児の学

校教育への組み込みが各地の訴訟で確定し、

それと同時進行で、情緒障害と学習障害が特

殊教育を提供される対象としての障害概念に

なる。それは、通常教育で教育指導できない

にもかかわらず、法制の規定する障害概念範

囲外であることで子どもに対しても特別な教

育指導を提供する必要性が叫ばれたことによ

る。その叫ぴに、障害児教育は、新規の障害

概念を制度化することで、その対象範囲を拡

大したのであった。換言すれば、学習や社会

適応上の「失敗 Cfail)Jを子どもの個人内

病理に帰属させて、その子どもへの対応を考

えるという論理で、新規の障害概念が法制化

されたのである。これに対して、病理・心理

的な障害概念を子どもに添付しないで、特別

な教育指導を提供すべきとの論議は、 “カテ

ゴリーなしの特殊教育"として主張され、実

際、 1972年には、この立場はマサチュセッツ

教育法 (Chapter762)で採用された。そこで

は、障害カテゴリーが廃棄されて特別な教育

指導の対象は「特別なニーズをもっ子ども

(Children with Special Needs)Jとして一

括されたのである。ただし、合衆国では、連

邦法(全障害児教育法、 Educationfor All 

Handicapped Children;PL.94-142)で障害種

別ごとに障害児をカウントし、そのカウント

数に応じて補助金が支出されるために、 “カ

テゴリーなしの特殊教育"はすべての州政府



が採用するところとはなっていない。

しかし、こうした動向の典型は、イギリス

のウォーノック報告 0978年)であろう。ウ

ォーノック報告は、各種の障害カテゴリーに

代えて「特別な教育的ニーズ (specialedu-

cational needs) J (以下ではSENと略記

する)という用語で、学校教育で教育(学習)

困難を示す子どもを掌握し、必要とするサー

ビスを提供することを提案したのである。こ

うした提案の背景には、旧来の障害カテゴリ

ー別の障害児教育への批判があった。

すなわち、①障害名が子どもにスティクママ

を貼付することになり自己意識を劣化させる、

②障害の種別と程度の同定は必ずしも子ども

が必要としている教育措置を明示しない、③

同一障害種別であっても子どもが必要とする

教育上のニーズには個人差がある、④障害の

程度は連続した事象であるにもかかわらず、

いずれかの点で線引きをして障害児教育の提

供を決定するのでは不公正である、⑤障害が

学習上の困難につながっているか否かは、学

習上の環境整備とかかわり相対的なものであ

る、などが、障害カテゴリー別の障害児教育

の弱点として主張されたのである。こうした

主張をもとに、障害児と非障害児という子ど

もの 2分法の解消をめざして、子どもの学習

困難は、子どもの所持する知識・技能・経験

と子どもに要求を突きつける学習場面との相

互作用におけるミスマッチの結果とみなされ、

そこに「付加的な援助・支援」を必要とする

ところに SENが生起すると考えられた。そ

して、 SENに対応した「教育上の措置(edu-

cational provisions)Jが講じられなければ

ならないとしたのである。障害は医学的ある

いは心理学的診断概念であるが、 SENは社

会・教育学的概念であり、 SENは相互作用

的・相対的な性質をもつことが強調され、

「付加的な援助・支援Jである「教育上の措

置Jは障害児(特殊)学校の専有でなく通常

の学校にも及ぶとされた。ここでは、旧来の

障害を主因とする学習困難に加えて、さまざ

まな要因による学習困難が、通常学校内での

「付加的な援助・支援」の対象と考えられた

のである。

ウォーノック報告は、大きな議論を巻き起

こしながらも、 1981年教育法以降の諸法で具

体化が進められた。 L、かなる状態がSENと

認定され、 SENと認定された子どもは学校

でいかなる地位を占めることになるのか。 S

ENが新しいスティグマにならないか。通常

の教育的ニーズと SENの境界は何をもって

区分し、 L、かなる特別なサービスを iSE N 
の子ども」に提供するのか。こうした議論や

論争が今日においても続いている。また、現

実には、サッチャー主義の財政緊縮政策のも

とで十分な財政的な裏付けがないために、ウ

ォーノック報告が通常教育内での SENへの

対応というスタンスを強調したにもかかわら

ず、障害児学級や障害児学校での「教育上の

措置」あるいは「付加的な援助・支援」が従

来と同じように維持されていると批判され、

SENの認定に地域間・学校間格差が生まれ

ているとも言われる。だが、 iS ENをもっ

子ども(childrenwith special educational 

needs)Jという概念を提起することで、医学

モデルあるいは欠陥モデルによる障害児把握

から訣別し、障害児と非障害児という子ども

分類における 2分法にとらわれないで iS E 
Nの子ども」に通常教育を含めて「特別なサ

ービス」を用意する方向は、今後も概念の明

確化がなされなければならないが、歓迎され

るべきことのように思われる。

しかしながら、こうした見方は、世界的に

見たとき、必ずしも、障害児(特殊)教育制

度を現実に変革するまでに浸透しているとは

言えない。障害児教育の改革が各国で主張さ

れ続けていることは事実であっても、学校教

育での SEN認定あるいは障害認定は、公教

育の対象とされる児童生徒の中で、通常教育

に加えて特別な財政措置を必要とする特別な
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教育措置を講じる対象範囲を明確化させる行

為であり、教育経費の配分にかかわる事項で

あることから、障害カテゴリー別の障害児教

育を確立している諸国では、その枠組みを簡

単にくずすことができないという事情がある。

加えて、障害カテゴリー別の障害児教育を確

立していない諸国では、盲・聾という伝統的

な障害カテゴリーの障害児教育が確立してい

ても、情緒障害、軽度精神遅滞、学習障害な

どの新規の障害カテゴリーが未成立であると

ともに、 ISENの子ども」として問題にな

る子どもたちへの「特別な教育指導やサービ

ス」にまで財源を割り振りできない状況があ

るのであろう。だが、後述するように、今日

では、ユネスコが、ストリート・チルドレン、

就労を余儀なくされる児童、貧困や慢性的栄

養失調の児童など、社会・経済・文化的な要

因で学校教育から利益を得ていない子どもを

ISENの子ども」として把握して、そうし

た子どもを含めて、すべての子どもに教育を

保障するために SEN概念を世界に普及して

いることを等閑にしてはいけない。

3 インテグレーションの推進と 15E Nの

子ども」

1981年教育法につながったウォーノック報

告は、 SENという概念を定立することで、

明白に障害児と認定できない子どもに限定し

ないかたちで、特別な教育サービスの対象を

拡大する方向を示した。だが、ウォーノック

報告は単にそれだけのことではなかった。 19

70年代後半以降、障害児教育では、旧来の分

離的なサービスの提供が批判され、インテグ

レーションが唱導された。ウォーノック報告

が、そうした世界的な障害児(特殊〉教育見

直しの趨勢を無視することはなかった。実際、

ウォーノック報告が「付加的援助 (anyform 

of additional help )Jを必要とする子ども

として推定したのは20%にのぼり、少なくと

も、そのうちの18%は通常の学校で学ぷ子ど
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もであった。こうした多数にのぼる子どもを

分離された場で特別な教育サービスを提供す

ることには困難があり不可能なことであった。

こうした事情を踏まえて、ウォーノック報告

は、 IS ENをもっ子ども」の多数が通常の

学校で判明し、そこで援助を受けることを明

言している。そして、通常学校内での「付加

的援助」の提供方式として，次の 4つを指摘

している。

(I)必要とする援助かサポートをともなった

通常学級での教育

(II)特別な学級ないしはユニット、または、

の他のサポート提供の場への抽出をともな

った通常学級での教育

(III )常学級に出席する時間があり、通常の

学校で行われるコミュニティでの活動や課

外活動に完全に参加をするかたちをとる特

別な学級ないしはユニットでの教育

(IV)当該通常学校と社会的な接触をもっ特別

な学級ないしはユニットでフルタイムの教

育指導

このように、ウォーノック報告は、通常の

教育措置から極めて特別と考えられる教育措

置にいたるまで連続体を構成するかたちで教

育措置をSENの子どもに用意しなければ、

連続的に事象である SENへの対応となり得

ないと考えたのである。それと同時に、ウォ

ーノック報告は、重度障害児や高度行動障害

児などについて障害児(特殊)学校の必要性

を指摘していることも忘れてはならない。同

報告は、障害児(特殊)学校と通常学校のリ

ソースを共有するなどで共同を強めることを

推奨し、インテグレーションには、位置的統

合 (locationalintegration)、機能的統合

(functional integration)、社会的統合

(social integration)の3形態があるとし

た。障害児〈特殊)学校と通常学校との連携

では、両者が、敷地を共有したり、リソース

や教育プログラムとか社会経験の共同を推奨



し、障害児〈特殊〉学校がリソース・センタ

ーとして機能することを構想している。むし

ろ、ウォーノック報告は、障害児(特殊〉学

校のもつ機能の新規な「拡充 (extention)J 

を勧めたともいえる。こうした立場は、より

強力にインテグレーション推進を唱導する立

場からは、現実妥協的過ぎる故に落胆さるも

のであったことは確かである。

以上は、ウォーノック報告の概要であるが、

世界の障害児教育の趨勢が可能な限りのイン

テグレーションの推進に向かっていることは

事実である。だが、各国では、学校教育の歴

史と伝統、ならびに通常教育(通常学級の学

級定員など)の条件、また、履修内容基準の

明確度・強制度・密度、さらに「特別な教育

サービス」の対象範囲が異なり、インテグレ

ーションの実情は異なっている。合衆国では、

LRE (最少制約環境〉という司法概念をも

とにしてメインストリーミングの名称のもと

にインテグレーションが推進されてきたが、

全障害カテゴリーで1985-90年にかけてリソ

ースルームでの教育〈リソースでの教育指導

が学習時間の21-61%になる場合〉から通常

学級での教育(学習時間の20%以下の抽出指

導を伴う場合を含めて)へとシフトが起こり

ながらも0985-86年度と1989-90年度を比べ

ると全障害カテゴリーで6%のシフト)、障

害カテゴリ一種別で差異があり、精神遅滞児

でも、通常学級への教育措置が増加しながら

も、全体しては、障害種別の中で、固定式障

害(特殊)学級に引き続き教育措置され続け

ている、と報告3)されている。イギリスでは、

1981年以降、地域によっては、障害児(特殊)

学校の閉鎖があるなど、 iSENの子ども」

が障害児(特殊)学校よりも通常学校で教育

を受ける傾向を強めているが、地域間格差が

あるとともに、未だ多数が分離学校で学ぶ実

態が大きくかわってはいないようである。 4)

しかし、分離学校と通常学校との聞で、多様

なリンクが生まれてきていると言われる。 5)
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英米における状況と比較して、日本における

実態は、学習障害が障害カテゴリーの種別に

加えられていないなど「特別な教育指導とサ

ービス」の対象が狭く学齢人口の0.89%が障

害児教育を受給しているにとどまり、 「特別

な教育指導とサービス」を受けないまま通常

学級に在籍する者が少なくないとも言われて

いる。 6)また、 1993年度から「通級による指

導」が制度化されながらも、通常学級に在籍

しながら「特別な教育指導とサービス」を受

ける体制が未整備の状態であり続けている。

いずれにしろ、インテグレーションの潮流

は、障害児(特殊)教育のあり方に変化をも

たらすことは明白であろう。それは、インテ

グレーションが、障害児者が社会の主権者で

あり、マージナルな存在ではないという障害

者観におけるパラダイム・シフトに淵源する

ものであり、それを否定することはできない

からであろう。だが、インテグレーションの

推進は、 「特別な教育指導とサービス」を受

ける権利を障害児に否定するものでないとい

うことを確認しておかなければならない。す

なわち、教育におけるインテグレーションは、

「特別な教育指導とサービス」なしに通常学校

あるいは通常学級に障害児を投げむこと(ダ

ンピング)ではない。また、 「特別な教育指

導とサービスJの提供を特定の場所に頑強に

結び付けないこと、とくに分離された教育の

場での「特別な教育指導とサービス」の提供

だけが障害児(特殊)教育ではなく通常教育の

場でも障害児(特殊)教育が可能な限り行われ、

その可能性を拡大するということである。

現在の障害児(特殊)教育の改革のドライブ

は、一方で、障害概念の見直しであり、他方

では、インテグレーションの推進である。こ

の2つをキー・コンセプトとしながら、障害

児(特殊)教育の改革が目指されているのであ

る。ウォーノック報告は、この 2つのキー・

コンセプトを盛り込んだ報告書だったのであ

る。そして、前者は、概念定義上の唆昧さを



含みながらも、 SEN概念に収散し、後者は、

今日では、多くの論争を含みながらも、イン

クルージョンという用語で包括されてきてい

るのである。

4 特別なニーズ教育及びインクルージョン

教育

今日、障害児教育は大きく変革されようと

している。その変革の基礎には、学校教育に

おける障害概念の見直しであり、インテグレ

ーションの推進である。前者は、 rs ENの

子ども」への教育として「特別なニーズ教育」

という用語が使用され始めた。後者は、今や、

「インクルージョン教育」という用語が新規

に登場して唱導されている。これら二つが、

障害児教育改革の鍵概念である。

障害概念の見直しは、まずもって、学校教

育における医学あるいは欠陥モデルからの訣

別であり、その訣別は、医学および関連学問

分野が障害病理の医学的・病理的診断を障害

カテゴリーによって行うことを否定するもの

ではない。むしろ、教育サービスを提供する

システムとしての学校機関が、サービス提供

の対象と方式を規定するものとして、適切な

子ども分類をもつべきであるとする主張であ

る。医学は、独自の学問的専門性と役割をも

ち、障害病理を把握して医学的対処を試みる。

これは当然の論理である。障害概念や定義は、

対人サービス分野では、サービス対象の範囲

を決定し呼称する機能をもつものであるから、

当該の対人サービス分野で適切な範囲と呼称

が採用されるべきであるということである。

学校教育で子どもが「特別な教育指導やサー

ビス」対象になるのは、当該児童生徒が学習

困難や行動不適応を示したときであり、それ

は「障害」としてではなく「教育的ニーズ」

として把握して必要な教育的対応をとるべき

であるとするのが新しい見方である。

こうした障害概念の見直しの動向は、 AA

MR (全米精神遅滞協会)の新しい精神遅滞
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定義 (1993年)りにも見て取ることができる。

AAMRは、その障害定義(概念)を「ニー

ズ」として把握する方向を明白に示し、時代

の動向を反映させている。 AAMRは、個人

の知的・適応スキルは、当該個人が生活する

環境に関係し、社会的サポートの質や量とも

関係した状態として把握するサポート・モデ

ルを提起し、精神遅滞の診断は、 4次元3段

階プロセス(精神遅滞と適応スキルの診断、

心理/情緒状態の把握、身体・健康状態と病

因の把握、環境要因の把握という 4次元と、

知的障害定義への適合、個人の「強さ」と

「弱さ」の両面の評価、個人の必要とするサ

ポートの質量の明瞭化の 3段階)により、そ

れは、個別的なニーズと必要なサポートの種

類と量を明らかにする過程であるというパラ

ダイムを提起した。 AAMRの精神遅滞定義

は、精神遅滞を環境(家庭、就労社会、学校、

地域社会)との相互関係の中で把握する立場

を明らかにしたばかりか、精神遅滞者を当該

環境の中でニーズをもちサポートを要求する

権利主体と認識したのである。換言すれば、

SEN概念の背景をなす論理は、 AAMRの

精神遅滞定義に反映していると言える。こう

した理解をするなら、 SEN概念の革新性は、

障害概念を見直し、今日の障害理解に即しな

がら、障害を医学あるいは心理学的モデルか

らサポート・モデルに変換したということで

ある。

今日、国際社会で、 IS ENの子ども」に

対する教育を「特別なニーズ教育」と呼称し

て、その普及に尽力しているのがユネスコで

ある。ユネスコは、 「すべての者に教育

( Education for All)Jを保障するために尽

力してきたが、就学を拒まれている子どもの

多くが障害児だけでない「特別なニーズ」を

もっとの認識をもち、 1994年6月には、 「特

別なニーズ教育に関するサラマンカ宣言CThe

Salamanca StatemeRt)Jと「行動のための大

綱CFrameworkfor Action)Jを採択するにい



たる。 8)

次に、インテグレーションは、今日、イン

クルージョンあるいはインクルージョン教育

Cinclusive education )という用語を使用

して推進されるにいたっている。誰がし、っ、

インテグレーションという用語をインクルー

ジョン教育という用語に代えたかは寡聞にし

て知らないが、インテグレーションあるいは

メインストリーミングが分離された障害児を

通常教育に向けて近接させたり統合すること

を推進するのに対して、多様なニーズをもっ

子どもを包摂した通常教育の構築を目指し、

多様性共存の学校教育を通常教育の改革とし

て追求しようとするのがインクルージョンで

ありインクルージョン教育である。ここには、

視点の変化がある。すなわち、インテグレー

ションあるし、はメインストリーミングは、障

害児(特殊)教育分野を基点にしながら通常

教育への接近の問題として追求されてきたが、

インテグレーションを通常教育の改革として

捉え直して推進しようとしたときに、インテ

グレーションはインクルージョン教育になる

と理解できるであろう。通常教育は、障害児

などが「失敗 CfaiDJする場であり、そこ

から iSENの子ども」が生み出されるとい

う事実に注目し、それを改革することなくし

て、インテグレーションの進展はないとの認

識が根底にあるとも言えよう。その意味で、

特に、通常教育のカリキュラムを障害児を含

めた多様性を包摂できるようにするという改

革がインクルージョン教育の核心があると言

える。窪島務氏は、 「通常の学級のカリキュ

ラムに障害児を統合することを追求するイン

テグレーションが、結局うまくいかなかった

ことの帰結であるJ9 )と述べているが、確か

に、そうした側面をもっているが、インクル

ージョン教育は先ずもって通常教育の改革を

めざすと理解されるべきである。事実、合衆

国でのインクルージョン教育の論議は、地方

教育学区レベルでの通常教育改革を意味する
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レストラクチャリング Crestructuring)と

結合している。すなわち、通常教育の改革視

点、からインテグレーションを把握し直すとイ

ンクルージョン教育になると考えられる。

だが、インクルージョン教育は、世界を華

々しく巡っているが、その主張には人によっ

て差異がある。その共通項をあえて列記すれ

ば、①障害児を含むすべての子どもが、地域

の学校への可能な限り就学する、②「特別な

教育指導とサービス」の提供を特定の固定し

た場所に限定しないで、必要に応じて児童生

徒と教師にサポートとして提供する、③通常

学校の学習環境を可能な限り多様性を包摂し

た共同協同の場にすることで障害児を析出す

る場でなくする、④障害児への「特別な教育

指導とサービス」の質と量は、障害の程度と

直接的には関係しないと考える、などを指摘

できるであろう。インクルージョン唱導者は、

インクルージョンがダンピングを意味してい

ないと公言している。そのため、 「特別なニ

ーズ」をもっ児童生徒が通常学級に在籍する

とき、補助教師やサポートが提供されるべき

であると主張する。だが、インクルージョン

反対論者は、インクルージョンが障害者に対

してサービスの連続体 Cthe continuum of 

sevices )を用意することを排除すると理解

され実行されることに強い懸念を表明してい

る。インクルージョン唱導者は、おしなべて、

障害児が可能な限りの地域の学校に就学する

ことを主張するが、例外があってしかるべき

であるとする主張もある。我々としては、イ

ンクルージョン教育が障害児教育の改革であ

る以上に通常教育の改革であることを見落と

してはならないばかりか、合衆国でも 10) 、

その主張の中身は多様であることを見落とす

べきではないであろう。

インクルージョン教育は、ユネスコが、今

日、 「特別なニーズ教育」と一体のものとし

て強力に唱導するものとなっている。既述の

「サマランカ宣言」と「行動のための大綱」



で、学校教育がインクルージョン教育になる

ことで「特別なニーズ教育」が推進されると

いう見地を明確にしている。これら 2文書は、

障害児の通常教育へのインテグレーションと

いう国際的潮流を意識しながら、 ISENの

子ども」を含めて「すべての者に教育」を実

現するために、インクルージョン教育の原則

を採用するよう各国に求めている。インクル

ージョン教育は障害児教育だけでなく通常教

育の見直しと改革であるが、ユネスコが強く

意識しているのも、 「すべての者に教育」を

保障する一環として通常教育の改革としての

インクルージョン教育である。世界には、経

済・社会発展上の諸理由で、義務教育学校に

就学できない子どもを多く抱えた諸国が存在

している。そして、就学できないでいる子ど

もには障害児が少なからず含まれているので

ある。こうした状況で、 「すべての者に教育」

を保障するためには、学校教育が、障害児を

含めて ISENの子ども」を対象として、ど

れだけインクルージョン教育を実現し得るか

が問題になる。ユネスコがインクルージョン

教育を唱導する立場は、ここにある。ここで

も、インクルージョン教育の主張が通常教育

の改革の唱導であることを確認できょう。

5 今日の日本における通常教育改革問題

今日、通常教育は大きな困難に直面してい

る。通常教育は、いじめ、自殺、不登校の問

題にいかに対応するかで困惑を深めている。

そればかりでなく、学習についていけない子

どもがかなり存在することも指摘されている。

そうした中で、学校現場では，少なくない子

どもが「癒し」を必要としている事実が指摘

されるとともに、基礎的な学力をいかに子ど

もに保障するかが論議されている。こうした

状況は、医学・心理学的診断によって障害児

と認定された児童生徒だけが、 「特別な教育

サーピス」を必要としているのでないと受け

とめることができる。すなわち、 IS ENの

子ども」が通常学級に在籍し、 「救済」を必

要としているという事実が存在するというこ

とである。

こうした状況下で、文部行政は「学習指導

要録」の改訂とかかわって、知識・理解より

も意欲・態度を相対的に重視する「新しい学

力観」、つまり、知識・理解だけを偏重する

するのでない学力観を唱導しはじめた。文部

省・高岡浩二教育課程企画官は、 「これまで

知識や技能を共通的に身につけることを重視

して進められてきた学習指導を根本的に見直

す必要がある」と主張し、 「新しい学力観に

立つ学習指導は、 (指導する必要がある知識

や技能ではなく) (筆者加筆)子どもが自ら

考え主体的に判断し、表現できる資質や能力

の育成を基礎的・基本的な内容の中核をなす

ものととらえ、子ども自らの力によって獲得

することを基本とする必要がある」と言う。

そして、高岡は、 「基礎的・基本的な内容は、

弾力性や多様性のあるもの」と把握されるべ

きで、 「関心・意欲・態度、思考力、判断力、

表現力などの能力、技能、知識・理解などの

資質や能力を指している。なかでも、子ども

たちの自己実現に生きて働く関心・意欲・態

度や思考力、判断力、表現力などの能力は、

これからの教育において中核をなすものであ

る」と言う。 11)

こうした「新しい学力観」は、知識・技能

の獲得よりも関心・意欲・態度を先ずもって

重視する「学力観」とだけ把握するなら、子

どもが通常教育で学習上の困難のために障害

児(特殊)教育システムに移ることを否定す

ることになるばかりか、学習上の困難を示す

障害児がより通常教育への教育活動に参加で

きるようにする「学力観」と言える。障害児

が障害児〈特殊)教育システムで教育を受け

るのは、当該障害児が通常教育の用意するカ

リキュラムでは適切な教育保障にならなし、か

らであるが、通常教育のカリキュラムが子ど

もが獲得し消化するものとして設定されなく
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なるなら、障害児、特に、精神遅滞児の場合、

通常教育の中へのインテグレーションは飛躍

的に進むことになる。

しかしながら、学校教育は、 3Rと言われ

る読書算の基礎知識・技能を授けなくなるの

であろうか。その点で、 「新しい学力観」は、

各学年での指導目標と指導項目を示した学習

指導要領を廃止するということとセットで提

起されてはいない。学習指導要領で示された

基礎知識・技能の教授=学習は維持されつづ

けるのである。むしろ、学習指導要領に示さ

れた指導目標と指導項目は、むしろ、週5日

制の実施のなかで、盛り沢山になっているこ

とが教育現場では批判の対象になっている。

換言すれば、 「新しい学力観Jは、学校知に

対する児童生徒の全体的な著しい衰弱傾向の

顕在化の状況に対応するために、学校現場に

関心・意欲・態度のさらなる鼓舞をもとめた

に過ぎないし、履修すべき内容で修得すべき

ないようとして示されていない日本のカリキ

ュラムの性格を改めて明らかにしたに過ぎな

いとも言える。このように「新しい学力観」

理解をすると、 「新しい学力観」は、日本の

カリキュラムが履修すべき内容を明示したも

ので修得すべき内容を明示したものではない

ことを改めて公的に宣言したと言える。これ

は、履修すべき内容の修得を公教育の守備範

囲内から市場原理下に置くことを述べたと言

えるかもしれない。それは、関心・意欲・態

度を引き出す活動の展開を学校教育として先

ずもって重視し、基礎知識・技能の修得は塾

などのダブル・スクーリングに依存させよう

とするものだからである。学校教育が、この

ような変質をとげるなら、基礎知識・技能の

修得は子どもの社会・経済・文化的背景に強

く影響されて、社会・経済・文化的に不利な

立場の子どもが「落ちこぼれ」、ますます関

心・意欲・態度を喪失することになるであろ

う。事実、この点の危慎を駒林邦男氏が明確

に指摘している。 12) これは、通常教育が
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iS ENの子ども」を多出するようになるこ

とを意味し、インクルージョン教育とはかけ

離れることを意味している。

とまれ、 「新しい学力観」の行く末を論じ

るのが本稿の目的ではなし、。通常教育の学校

改革が「新しい学力観」でなくとも、その改

革内容は、障害児(特殊)教育に連動するもの

であるから、通常教育の改革は、障害児(特

殊)教育と連動して論じられなければならな

いと主張したかったのである。その点で、通

常教育界に見られる改革論議で、障害児(特

殊)教育を視野にいれた議論は寡聞ながら見

当たらないように思われてしかたがない。

6.今日の日本における障害児教育改革論議

通常教育における学校改革が、障害児教育

を視野に入れることなく論議されていること

を指摘した。障害児(特殊)教育分野でも、

通常教育と同様に改革論議がさかんになって

きているが、障害児(特殊)教育分野での論

議も、また、通常教育での論議と同じことが

言えるように思われる。

障害児(特殊)教育分野では、一方で、合

衆国から持ち込まれた「学習障害」を「特別

な教育サービス」の対象範囲として障害概念

の一つに加える方向で議論が進んでいる。こ

れは、学習上の困難を医学・心理学的診断名

を付して、 「特別な教育サービスJの対象と

なる障害種別を拡大するとし、う伝統的な方向

の踏襲である。他方、平成5年度から、精神

遅滞児を除く軽度障害児を対象として「通級

による指導」が公的なものとして制度化され

て、通常学級に在籍しながら「特別な教育サ

ービス」を受ける方向が認知されている。こ

の「通級による指導」は、教員の過員対策的

性格をもち、制度化されていなかった下で行

われていた通級指導を公認したという性格を

こえないもので、障害児(特殊)教育を変革す

るものになってはいない。

しかし、こうした行政レベルでの施策とは



別に、社会の少子化傾向を反映しながら、少

人数学級の増加、重度障害児の障害児(特殊)

学級在籍の増加、障害児(特殊)学校高等部の

拡大傾向などを受けつつ、日本の障害児(特

殊〉教育をいかに改革するかについての論議

が展開されている。そうした論議のうちで、

SENという概念で障害児(特殊)教育をとら

え直す方向は、山口薫氏が、将来の方向とし

て「心身に障害がなくとも特別な教育的ニー

ズがあれば特殊教育の対象にする方向を目指

すJ18) と述べている。

SEN概念で子どもを把握する方向は、一

つに、医学・心理学的な障害カテゴリー別の

障害児(特殊)教育の改革をめざすものではあ

るが、その点で、日本の障害児(特殊)教育は、

厳密な意味で、障害カテゴリー別の障害児

(特殊)教育が法制で規定されながらも運営が

非障害カテゴリー別の障害児(特殊)教育運営

になっているという事情がある。そのため、

障害カテゴリー的学級編制をより強く求める

ことが、非障害カテゴリー的運営で実質的に

教育条件の改善につながるという利点をもっ

ている。こうした状況下で、 SENという包

括的な概念を導入することが教育条件の改善

につながらない側面をもっているのである。

また、 SEN概念で子どもを把握することは、

障害児に限定しないで障害児(特殊)教育の対

象を拡大する方向であるが、この点でも、前

述の山口薫の意見は別にして、障害児(特殊)

教育家の見解は必ずしも明確とはいえない。

例えば、宮崎典男氏は、 「通常の学級には、

通常の教育課程を履修することがやや困難、

あるいは著しく困難な子どもが2-3%いる

と推測される」と述べながら、 「障害児教育

関係教師は、これまで培ってきた指導内容・

方法を通常の教育の中で生かすよい時期と心

得ることが必要である」と述べるにとどまっ

ている。 14) 宮崎は、通常学級で履修上の著

しい困難を抱える子どもについて言及しなが

らも、それが障害児(特殊)教育教師の「心得」
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の問題にされ、障害児(特殊)教育の対象拡大

を必ずしも意図しているわけではない。さら

に、 SEN概念という子ども把握は、障害児

(特殊)教育を障害児(特殊)学校や障害児(特

殊)学級という場での教育と把握する見方の

変革であるが、障害児(特殊)教育関係者の期

待に反して、 「通級による指導」が制度変革

上の意義が現状では大きくないが故に、通常

学級に障害児が在籍するとき、 「配慮、による

指導」の徹底あるいは教師加配を宮崎が主張

しているくらいで、十分な改革論議に発展し

ていない。

だが、筆者を含めて、 「特別なニーズ教育

とインテグレーション学会」が設立され、日

本的な rS ENの子ども」の教育を障害児

(特殊)教育の改革とからめて探求しようと

している人たちがいることを付言しておきた

い。例えば、渡部昭男氏は、障害児(特殊)学

校や障害児(特殊)学級に限定されなし、かたち

で、 「特別な教育的ニーズ」に対応する教育

が存在し、そのうちで「障害故に特別な教育

的ニーズをもっ障害児」の教育が障害児教育

として概念化している。 15) 筆者としては、

通常学級でのカリキュラムでは履修が困難な

ために別に用意される「特別な教育指導」と、

作業療法、理学療法、言語治療、学校カウン

セラ一、医療的ケアなど教師以外の専門家が

提供する「特別なサービス/サポート」の 2

種類を区分して、これらの双方あるいは一方

が、その必要性が障害故に発生しているか否

かに関係なくニーズ判定を受けたら障害カテ

ゴリーのレイプリングなしに、提供されるべ

きであると考えている。いずれにしろ、日本

においては、 SEN概念をもとに通常教育と

障害児(特殊)教育をいかに変革するかは、こ

れからの課題であると言えよう。

それにもかかわらず、今日、障害児(特殊)

教育関係者は、通常教育の改革と障害児〈特

殊〉教育の改革が不可分であると十分に意識

しているようには思われない。通常教育の改
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革は、障害児(特殊)教育に改革につながり、

障害児(特殊)教育の改革は通常教育の改革と

関係するものである。こうした認識をもとに、

障害児(特殊)教育関係者は、通常教育の改革

論議に参入すべきであり、通常教育改革論者

は、障害児(特殊)教育の改革論議に参入すべ

きであろう。そうでなければ、教育学は通常

教育学と障害児(特殊)教育学に二分され、両

者は対比的構図で共存構図にはならないであ

ろう。
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精神保健福祉法の制定をめぐって

皆様もご存知のとおり、 「精神保健福祉法」

というは通称で「精神保健法」が改正され

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」

というのが正式な名称です。

ここまでに至る歴史を少し振り返りますと、

レジメにありますように明治33年に治安の要

請が強い「私宅監置」を中心とした「精神病

者監護法」ができました。大正8年に「精神

病院法」ができ道府県が精神病院を設置する

ように定められましたが、一向に進展しませ

んでした。この頃、大正7年ですが東京帝国

医科大学教授で巣鴨病院長であった呉秀三先

生が全国の私宅監置の状況を調査し、有名な

言葉として「この病を受けたる不幸の他に、

この国に生まれたるの不幸を重するものとい

うべし」がありますが、諸外国に比べまだこ

の言葉が現在も生きている気がしてなりませ

ん。

諸外国だけでなく、最近は全国の地域間格

差が広がっており、 「この病を受けたる不幸

の他に、この県、市に生まれたる不幸を重す

るものというべしJといってもL、L、ような全

国状況でもあります。

昭和20年代までは、薬物療法が未発達で収

容保護が主たる対処方法で、社会防衛的機能

に重点が置かれていました。

昭和30年代から40年代前半にかけて精神病

院が大増設されました。それは、施設整備費

と運営費に公費補助を導入したからで、昭和

30年に 4万4.000床だった病床数が昭和45年

には25万床、平成6年では36万床となってい

ます。

天野宗和
埼玉県立精神保健総合センター

相談部技術協力課長

先程、この県に生まれたる不幸と言いまし

たが、各県や市の事業、制度、マンパワーな

どを一応置いておいても、都道府県別の人口

万対病床数をみると西高東低で 16.08床(神

奈川)から57.5床(鹿児島)まで 3.6倍の聞

きがあります。

在院日数でみると、山形県は 298.6日で和

歌山県は 697.1日となっています。鹿児島県

は神奈川県より 3.6倍も入院しなければなら

ない患者さんが多いのか、和歌山県の患者さ

んは、山形県より 2倍以上治りの悪い患者さ

んが多いのか、どうしても納得がし、きません。

昔、私たちが小学生の頃、通学途上や近所

』こ一人言を言ったり、一人笑いをしている人

たちが今から思えばいました。子供心に「変

な人、かわいそうな人」と，思っていましたが

「怖い人」という印象は残っていません。そ

のころの方がノーマライゼーションが進んで

いたように思えます。精神障害者が病院に大

量に隔離されたことにより、地域から精神障

害者が消えました。 I分裂病男云々、錯乱男

殺人」などが新聞やマスコミでさわがれ、分

裂病のイメージができ、今もある現在の偏見、

差別につながっています。

家族会や当事者の抗議で最近のマスコミの取

り扱いは配慮がなされてきていますが、まだ

まだ問題はあると思います。

昭和41年の精神衛生法の改正は、ライシャ

ワー駐日米国大使刺傷事件、精神保健法は宇

トピック 36 -



都宮病院事件と事件があって改正されるとい

うのが日本の精神保健行政の歴史でした。

しかし、 「国連・障害者の10年Jそれに続

く「アジア太平洋障害者の10年」アメリカの

iADA (障害を持つアメリカ人法)Jの成

立、などの世界の潮流のなかで、平成5年に

「心身障害者対策基本法」が24年ぷりに改正

され「障害者基本法」ができました。

また、保健、医療、福祉の統合化を目指し

地域保健の新たな体系を構築するとされる

「地域保健法」が平成6年12月に成立いたし

ました。

このような背景の中で、 「精神保健法」は

改正され「精神保健福祉法」が成立いたしま

した。要点は次のとおりです。

<改正の要点>

1.精神障害者の社会復帰のための福祉施策

の充実

( 1 )法体系全体における福祉施策の位置づ

けの強化

・法律名の変更

「精神保健法」→「精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律」

-法律の目的

これまでの「医療及び保護J i社会復帰

の促進Ji国民の精神的健康の保持増進」

に加え:， i自立と社会参加の促進のため

の援助」という福祉の要素を位置づけた0

. i保健及び福祉」の章を新たに設けた。

-精神保健センタ一、地方精神保健審議会、

精神保健相談員に福祉の業務を加え、名

称も変更。

( 2 )精神障害者保健福祉手帳の創設

(3)社会復帰施設、事業の充実

・社会復婦施設として、生活訓練施設(援

護寮)、授産施設、福祉ホーム、福祉工

場の 4施設類型の規定を法律上明記した0

.通院患者リハビリテーション事業の法定

化(社会適応訓練事業〉

(4 )正しい知識の普及啓発や相談指導等の

地域精神保健福祉施策の充実と市町村の役

割の明示

2.より良い精神医療の確保等

( 1 )精神保健指定医制度の充実

-医療保護入院等を行う精神病院では常勤

の指定医を置くこととした。

-指定医の 5年ごとの研修の受講を促進す

るための措置を講じた。

(2 )医療保護入院の際の告知義務の徹底

-人権保護のための入院時の告知義務につ

いて、精神障害者の症状に照らして告知

を延期できる旨の例外規定に、 4週間の

期限制限を設けた。

(3 )通院公費負担医療の事務等の合理化

・認定の有効期限を延長 (6か月→2年)

.手帳の交付を受けた者について通院公費

の認定を省略

3.公費負担医療の公費優先の見直し(保険

優先化)

制度発足当時以来の精神医療の進歩や、

医療保険制度の充実等の諸状況の変化を踏

まえ、これまでの公費優先の仕組みを保険

優先の仕組みに改めた。

<現状と課題>

現在、全国の病院に入院している約34万人

の患者さんの内、 2割から 3割が社会的入院

と言われています。昭和62年精神保健法から

平成6年2月までに援護寮49、福祉ホーム55、

通所授産施設46、入所授産施設2、グループ

ホーム89しかできていません。

このような現状の中で、精神病院協会では

最近「こころのケアセンター」が必要だ、と

提言しています。 i社会復帰施設の整備が根

強い社会的偏見により地域の住民の反対があ

る。また、施設といっても医療的配慮、が欠け

ているので安心して生活していける "第2

の家庭"としての『こころのケアーホーム』

の需要が今後ますます広がってくる」という
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ノーマライゼーションの立場と逆行する方向

の意見も出されてきています。この意見に対

してはグループホーム等の住む場所を地域に

たくさん作り、作業所、いこいの家等の生活

する場を創設していかねばなりませんが、関

係者の頑張りで不可能だとは思いません。

精神保健ボランティア講座には定員の倍以

上の申し込みがあり住民の意識、こころの病

に関する関心は非常に変化してきています。

ボランティア講座の中でのデイケアや作業所

の見学で障害者と接すると、参加者は今まで

の自分の考えていた障害者観を変えてしまい

ます。

ボランティアや地域の民生委員や住民の協

力をえながら、地域の社会資源を増やしてい

くことがし、ま求められています。そのために

も、現在棚上げになっている PSW、臨床心

理士の国家資格化を実現させ、地域で障害者

の生活を支えるマンパワーを増やすことが必

要です。

今回の精神障害者保健福祉手帳のメリッ卜

は、通院公費負担の手続きの簡略化、障害者

控除等の税制措置(1級)、生活保護の障害

者加算(2級まで)、公共施設の利用料の減

免等がありますが、メリットはあまりありま
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せん。それにもかかわらず手帳の申請に 1万

5. 000円かかったという話も聞きました。

写真を貼るか貼らないか、証明書として手

帳はいる、いらない、他の障害者の手帳が現

在に至るまで、に時間がかかったと聞いていま

すが、精神障害者の場合も当事者の意見が煮

つまらなければならないし、メリットが増え

れば大きく変化すると思われます。

今回の法は、歴史的な経過から言えば、精

神障害者福祉が法的に位置づけられたという

意味では前進ですが、長年に渡り全国精神障

害者家族連合会が要求し続けてきた精神障害

者福祉法とは違うし、当事者の一部から批判

があるように、医療法に名目的な福祉をつけ

ただけであるとも言えます。

将来的には、すべての障害者の福祉法が 1

本になるべきで、"揺れる障害者"である配

慮、もありながら、今後も大きく改正されてい

かなければならないと思います。併せて他の

関連法律、たとえば看護基準の見直し、就労

の問題では障害者の雇用率のカウントに精神

障害者を入れる、欠格条項の撤廃、など精神

障害者を取り巻く法的な偏見差別をどのよう

に国は取り組んでくれるのか、今回の改正が

出発点だと思います。



知的障害者の能力開発と企業就労の新たな展開

昭和58年度を境に、養護学校高等部を卒業

した知的障害者の就労者と施設入所者数が逆

転し、 「ノーマライゼーション」や「機会の

均等化」が叫ばれている今日でもこの傾向に

改善の兆しはない。さまざまな制約から就労

を断念せざるを得ない場合もあり、企業就労

が最適の選択だとはし、えないが、本人ではな

く、周囲の都合によって就労機会が奪われて

一生を施設で過ごしたり、就職したものの適

切な支援がないために離職して社会の片隅で

ひっそりと暮らしている人達がいるという現

状が看過されていいわけがなし、。

労働省は、障害者能開校や能開施設での能

力開発を拡充し、障害者職業センターでも職

域開発援助事業として行っていたサポーテッ

ド・エンプロイメン卜を作業所にまで適用し

たり、障害者雇用支援センターを設置するな

ど、地域における就労支援のための新たな施

策を打ち出している。また、先進的な地方自

治体でも就労支援事業を制度化して雇用の促

進や継続を図ろうとしている。しかしながら、

拠点施策であり、知的障害者の就労ニードに

応えうる資源が整備されたわけではない。

地域には、職安・職業センターなどがあり、
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関 宏之
大阪市職業リハビリテーションセンタ一所長

また、社会福祉施設(更生施設・授産施設・

通勤寮・作業所など)や育成会などの団体も

活躍している。就労支援に向けてのこれらの

機関や団体の有機的な連携がし、われて久しい

が、自己完結的な業務に終始している。

このようなさなか、地味な事業だが、労働

省は、 1994年度より、知的障害者の保護者・

支援者・事業主などに向けて、雇用に関する

情報提供・支援を行うなどして、職業自立を

支援・推進することを目的とした「精神薄弱

者の職業的自立援助事業」を全日本精神薄弱

者育成会に委託した。職業自立の援助に関す

る冊子を作成して配布するとともに、それに

もとづいて各地で「職業的自立援助セミナーJ

を開催することとされている。

昨年度は、冊子「今からでも早くはない・

今でも遅くはなL、」に基づいて、大阪・仙台

・北九州でセミナーを開催し、 1995年度には

5カ所で開催する。今、新しい冊子の作成準

備もしている。単発的な事業が多いなかで、

地域の社会資源の連携を促して、知的障害者

の就労を支援しようとするこの試みはささや

かだが、正に時宜を得たものだといえる。



高次脳機能障害と障害認定
一脳外傷患者における問題点ー

病気や怪我で脳に損傷が及ぶと、さまざま

な症状や障害が出現する。ところで身体の障

害は、外見から障害があることや程度を判断

しやすい。また身体障害は、いままでできて

いた動作ができなくなる主な原因でもある。

したがって身体障害に対する治療法や福祉的

サービスは、いろいろと工夫されてきた。し

かしできていた動作ができなくなる原因とし

ては、高次脳機能障害が原因であることも少

なくない。ところが高次脳機能障害は、外見

からその性質や程度を判定しにくい。したが

って治療法や福祉的サービスについて十分な

検討がされていない問題でもある。このよう

な矛盾は、すでに多くの方々によって指摘さ

れている。トピックの内容は、残念ながら上

に述べたような矛盾の解決方法が見つかった

という報告ではない。総合リハビリテーショ

ン病院で最近見ることが多くなっている脳外

傷患者の状況を紹介するものである。なぜな

らば多くの脳外傷患者にとって高次脳機能障

害への対応方法を確立することは極めて重要

だからである。

1988年から1991年の 3年間に、神奈川リハ

ビリテーション病院へリハビリテーション目

的で入院した脳外傷患者は 170名であった。

その特長は10代、 20代の若者が圧倒的に多く、

また男女比が約5対1と男性に多いことであ

る。働き手となるべきこれらの人々が効果的

に社会復帰できるかどうかは、社会経済学的

見地からも重要な課題と考えられる。ちなみ

に脳外傷受傷原因の 4分の 3は交通事故であ

っ7こ。
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大橋正洋

神奈川リハビリテーション病院

リハビリテーション部長

脳外傷患者は、関節拘縮、運動麻棒、記憶

力低下、人格変化など極めて多彩な症状ある

いは障害をもっている。したがって理学療法

士や作業療法士が身体障害への対応を行うだ

けでは不十分である。たとえば臨床心理士が、

高次脳機能障害の評価や訓練を行う必要があ

る。また脳外傷患者の家族は、突然の事故に

引き続く命が助かるかどうかの不安な時期に

引き続いて、リハビリテーション病院では重

大な障害が残ることを宣告される。このよう

な状況にある患者の家族へは、ソーシャルワ

ーカーがカウンセリングを行い、さらには病

院入院だけでは解決できない問題に、長期的

にどう対応すべきかを示すことが重要になる。

このように脳外傷患者のリハビリテーション

には、多くの専門職種による総合的なかかわ

りが必要である。

退院時の状況をまとめてみると、復学や復

職ができなくなったために社会的処遇が決ま

らず、とりあえず自宅復帰して家族と生活す

るようにと勧めざるを得なかった場合が 170
例中70例と多数を占めた。社会的処遇が決ま

らなかった症例について、その理由を明らか

にできた場合を検討してみた。その結果、復

学あるいは復職できなかった理由は、身体障

害20例、知的障害22例、対人関係を正常に行

うことができないという心理社会的障害12例

となった。すなわち若年男性に多い脳外傷患

者を復職・復学させるためには、麻捧など身

体障害への対応だけで‘なく、認知・記憶障害

や対人関係維持の障害、すなわち高次脳機能

障害に配慮したプログラムが必要と言うこと



になる。

交通事故などで、高速に動いている状態の

頭部が道路などに激突すると、前頭葉と側頭

葉が高頻度に損傷される。前頭葉の機能は、

物事を計画すること、周囲の状況に合わせた

柔軟な対応をすること、自分の行動を抑制す

ること、あるいは意欲的に物事に取り組むこ

と、などとされている。いっぽう側頭葉には、

記憶の重要な中枢があるとされている。もし

前頭葉や側頭葉に損傷を受けて、今述べたよ

うな高次脳機能障害をもつに至ると、現代生

活に適応することが極めて困難になることを

容易に想像することができる。

さて昨年、脳外傷患者のリハビリテーショ

ンを行っている施設にアンケート調査をする

機会があった。知的障害へのプログラムに関

しては、大多数の施設が不足していると回答

していた。また不足しているとことの理由と

しては、専門スタッフカ旬、ない、あるいは確

立されたプログラムがそもそも存在しないと

し、う回答が多数であった。

重症頭部外傷から急性期を切り抜けて、同

じ時期にリハビリテーション病棟に入院した

3症例について紹介する。いずれも20代半ば

の男性で、 1人は右片麻捧と知能および記憶

障害、 1人は知的に正常であったが重度の四

肢麻庫、そして残りの 1人は身体障害はない

ものの重度の記憶障害および人格変化があっ

た。 3例とも障害が重度なため社会的な展望

がひらけず、家族と生活しながら外来通院を

続けた。 3例の家族には、情報を交換したり

共にレクリエーションを楽しんだりする頻繁

な交流があった。この 3例について、 6年間

外来で経過を見ることができた。その結果、

身体障害が主たる問題であった 2例では、わ

ずかずつの機能改善があり、社会性向上を目

的として身体障害者更生援護施設を利用でき

るようになった。記憶障害と人格変化、すな

わち高次脳機能障害が問題となっていた残り

の1例についてだが、制度上、この症例だけ
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は身体障害者更生施設を利用することができ

ない。またこの症例が施設に適応できるかど

うかに不安もあった。しかし他の 2人の仲間

がこの人の問題点を補ってくれることに期待

して、さらに施設への不適応があれば退所し

ていただくことを条件に、同じ施設に入所さ

せることができた。

前述の各リハビリテーション施設に対する

アンケー卜では、脳外傷リハビリテーション

に不足している事柄として、行動障害や知的

障害に対する評価訓練プログラムが確立され

ていないこと、社会的受け皿がないこと、身

障法で後天的な知的障害の認定がされないこ

と、などの問題点が多数の意見として指摘さ

れていた。

さて高次脳機能とは何かについて簡単にま

とめておく。高次脳機能とは複雑な精神活動

を営むのに必要な脳機能のことである。高次

脳機能は、大脳のいくつかのパートの連携作

業で行われている。したがってシステムとし

ての冗長性あるいは余裕があることになる。

余裕のないシステムでは、中枢が破壊される

とその機能が完全に失われる。しかし高次脳

機能の場合には、脳の一部が破壊されても、

残存している脳により機能が代償されること

に期待できる。高次脳機能障害による症状と

しては、失行・失認・失語・健忘症・意欲注

意力障害・痴呆などがあげられる。ロシアの

神経心理学者であるルリアは、高次脳機能障

害にリハビリテーション訓練を行えると主張

している。その考え方は高次脳機能障害につ

いて精密な評価を行った後に、障害されてい

ない脳機能を再編成して、機能を代償させよ

うとするものである。

つぎに脳外傷などの結果、主として高次脳

機能障害が残った患者を、身体障害者福祉法

で処遇する場合の問題点を考えてみる。身障

法による障害者の規定の中に高次脳機能障害

は含まれていない。したがって、在宅サービ

スや身体障害者更生施設などを利用できない



問題がある。ここで高次脳機能障害に関する

処遇上の課題を考えてみると、まず高次脳機

能障害を医学的に判定する基準がないことを

指摘できる。また福祉的サービスを行うと決

めた場合に、どのような援助をすべきかの検

討も十分ではない。おそらく必要な援助とは、

長期生活施設の提供、生活訓練あるいは職業

訓練を受ける場の提供、能力代償に必要な事

柄の提供、家族への負担軽減措置、就労を維

持するための援助などが考えられる。いっぽ

う身体障害者福祉法以外の、知的障害または

精神障害として処遇することで問題が解決す

るかどうかの可能性についての検討も必要だ。

さてここで脳外傷リハビリテーションにつ

いて活発な動きを示している米国の状況を簡

単に説明する。 NHIFすなわち National

Head Injury Foundationは、 1980年に脳外傷

患者の家族8人が、患者のための社会的資源

を探す目的で会合を聞き、それをきっかけに

発足している。その後10年以内に、会員が2

万人近くに増加し、さらに脳外傷患者の治療

に携わる専門家 7，000人が参加することにな

っている。この協会の主な活動は、脳外傷に

関する情報提供と治療研究への援助を行うこ

とがある。 1986年に、この協会が関連した脳

外傷治療研究費の総額は 4，400万ドルで、こ

れを現在の通貨レートで日本円に換算すると、

36億円の研究が行われたことになる。 NHI

Fが発行した脳外傷治療を行う全米施設の名

簿1995年版は、電話帳のような厚さがある。
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この中には、米国各地域別に脳外傷リハビリ

テーション施設について、その所在と、それ

ぞれの場所で提供されるプログラム、スタッ

フの構成、ベッド数などが示されている。さ

らに患者の立場で施設を選択する場合の注意

点、訴訟が必要な場合の弁護士の選び方、脳

外傷に関する用語の解説、脳外傷患者の援助

を行う米国のさまざまな組織などについての

情報が示されている。米国の脳外傷リハビリ

テーション病院の一例を、その病院のパンフ

レットから紹介する。米国シアトルのNorth-

west病院内にある脳外傷患者のための施設に

は、ハリウッドの映画のセットのような町並

みができている。この施設では、記憶や見当

識など高次脳機能障害のある患者の治療を行

っている。患者が実際の町に出掛ける前に、

この架空の町並みの中で買い物や銀行のキャ

ッシュカードを扱う練習をするもののようで

ある。

まとめにかえて、最後に高次脳機能障害に

かかわる課題として追加すべきことを挙げて

おく。それは、これらの障害者がどのような

不利益を被っているかについて社会的啓発が

必要ということである。ただしその場合には、

高次脳機能障害者について、年齢、傷病名、

あるいは障害種類別などの、どのようなグル

ープ単位でまとめることが適当かを検討する

必要がある。その上で、社会的連携のための

当事者グループを形成し、情報交換を行える

場が必要と考えている。



ウェノレフ ェアテクノハウス構想

我が国の凄まじい速さの高齢化に伴い、自

立促進・介護軽減という課題がクローズアッ

プされてきた。これらの課題を解決する手段

として福祉機器の開発があるが、なかなか世

の中に普及していないのが現状である。その

打開策として考えられたのが、福祉の現場の

提供である。すなわち、ウェルフェアテクノ

図 1

池 田 喜

機械技術研究所ロボット工学部

福祉応用研究室主任研究員

ハウスである。

図 1に人口ピラミッドの推移を示す。 1950
年には富士山型をしており65歳以上の高齢化

率は 5%以下でした。その40年後の1990年に

は、ひょうたん型の人口構成となり、その高

齢化率は13%を越えていました。さらに30年
後の2025年には、壷型に変わって行き 4人に

1人は高齢者、すなわち
人口ピラミッドの推移

(1) 昭和25年(富士山型) (2) 平成 2年(ひょうたん型)
25%の高齢化率になると

予想されている。さらに

2090年には安定した釣り

鐘式の人口構成になるも

のと推計されている。

女 男

(3) 平成37年〈つぽ型) (4) 

男

資料:(1)及び(2)は総務庁統計局「国勢調査」

平成102年(つり鑓型〉
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(3)及び(4)は厚生省人口問題研究所「日本の将来推計人口

(平成3年 6月暫定後針(中位推計) ) J 
注 :・ 1 第 l次ベビーブーム世代

• 2 第 2次ベビープーム世代
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女

司・1

女

図2に主要先進国の65

歳以上の人口割合を示す。

日本では65歳以上の高齢

者の割合が、 1970年には

7%であったものが1995
年には倍の14%になって

いる。その 7%から14%
になるまでの倍加する期

間が 1つの高齢化速度の

指標になる。日本では25
年、アメリカでは65年、

ドイツでは45年、スウェ

ーデンでは85年と日本に

比べて遥かに長い時間を

かけて高齢化している。

この時間の短さが、行政

上の立ち遅れや施策の遅

れ等に影響を及ぼすこと

になる。



図2 主要先進国の65歳以上の人口割合

65歳以上 日本 アメリカ ドイツ スウェ ーテン

人口割合

7% 1970 1945 1930 1890 

10% 1985 1975 1955 1950 

14% 1995 2010 1975 1975 

7・>14% 25 65 45 85 
20% 2015 2015 2015 

図3出生数および合計特殊出生率の推移
(万人)

~ w ~ ~ u ~ ~ w 

資料 厚生省大臣官房統計情報部「人口動態統計」

図3にl人の女性が一生涯に産む子供の数、

いわゆる合計特殊出生率の推移を示す。昭和

22年 (1947年)から単調に減少しており、平

成7年 0995年)では1.47を下回っている。

この 2つの関係から明らかなように、将来的

にも子供の数が少なく高齢者の数が増えるこ

とから、若い人たちにとって介護負担が今後

も増えていくことが予想される。

図4に家族構成比の推移を示す。特に、 65

歳以上の高齢者のいる世帯に着目すると、 3

世代世帯の割合は1972年には55.8%であった

ものが、 17年後の1989年には40.7%と、この

17年間に15%以上も低下していることがわ

かる。また、核家族化も進み、夫婦のみの世

帯は11.3%から20.9%とかなり多くなってい

る。さらに単独世帯数も増えている。このよ

うに20年前には半数以上が3世代世帯でお年

寄りを若い人たちが介護する形をとっていま

トピック 44 

したが、近年では核家族化に伴い、高齢者が

高齢者の面倒を見るあるいは単独世帯での生

活となっている。今後さらにこのような悲惨

な状況が深まっていくものと思われる。

一方、その状況に対応する介護機器として、

例えば、多機能車椅子、多機能ベッド等があ

る。図5に多機能車椅子を示す。フットレス

卜やアームレストが取り外し自由になってい

る他、アルミ製であるため軽量化されている。

また、図 6に多機能ベッドを示す。横になっ

ている患者の足を持ち上げたり、上半身を持

ち上げたり、全体を上下することもできるよ

うになっている。

研究開発の段階では、 NEDO

(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の

補助金による入浴介護用リフター(図 7参照〉

がある。この基本構造は突っ張り棒になって

いる支柱から突き出たア ム先端からスリン

グがぶら下がり、人が乗れるようになってい

る。またその動力としては、水道の水圧を用

いてリフトの上下を行っている。

さらに国のプロジェク卜としては、デジタ

ル補聴器(図 8参照)がある。通常の補聴器

はアナログ式であるため周波数別の感度調節

は難しく、高齢者は高い周波数の感度だけが

低下していることから、その帯域のレベルだ

けを高めれば良いが、とても困難である。ア

ナログ式では難しいその調整をディジタル式

では簡単に行うことができ、またノイズも上

手くカッ卜することができる。そのため、多

様な高齢者の耳の特徴に合わせた補聴器がで

きる。

しかし、現在まで多くの福祉機器が開発さ

れてきたが、なかなか世の中に普及されてい

ないという現状がある。その反省に立って、

通産省で司は福祉機器開発における福祉現場を

提供することから、ウェルフェアテクノハウ

ス (以後、略してWTHとよぷ)構想を展開

している。

図9にWTH調布の全景を示す。 3階建て



家族構成比の推移図4
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単

高さ、ホームエレベーターあるいは床暖房に

関心があった。

次に、機器の改善ということで滞在実験を

行った。図13に、歩行障害者の方が電動車椅

子に乗りキッチンにある電動昇降式流し台の

スイッチを押しているところの写真を示す。

ここのスイッチはフラットになっているため、

指の力が弱L、と押しているうち動いて、隣の

スイッチを押すことがあった。また、電動車

椅子に付いているコントローラーが流しの角

に当たってしまい流しの下に入り込めず、蛇

口まで手が届かなかった。スイッチについて

は、その表面を摩擦係数の大きなもので覆う

等の改善が必要であり、また、コントローラ

ーについては、リンク機構等で動かせるよう

にしておくとよい。

電動式食器棚では、降りてもそこまで手が

で、 2階は自立支援機器が配置

され、 3階は介護支援機器が配

置されている。すでに全国に 7

棟(札幌、調布、鴨川、静岡、

大阪、大分、新居浜)が建てら

れ、さらに今年度、新たに 6棟

が追加整備され、現在、合計13

カ所が全国に展開されることに

なる。

ウェルフェアテクノハウスの

目的は、①一般の方に現在ある

先進的な福祉機器を見て、触っ

て、体験してもらうことで、福

祉機器の啓蒙・普及を図る場、

②現在あるいは今後開発される

福祉機器の改良、改善のための

研究及び実験の場、を提供する

ことにある。①の啓蒙活動につ

いては、一般の方に建物の中を

見てもらい、図10のアンケー卜

を書いてもらっている。始めに、

どのようなメディアで知ったか、

福祉機器に対する関心度につい

て、設備機器に対する関心度等について聞い

ている。

図11にWTH内にある福祉機器に関する関

心度(興味の有無)の集計結果を示す。右の

数値は、 11月17日現在での関心度のトータル

を示す。興味の順から、非常時に周囲の人達

に連絡するコールボタン、多機能ベッドそし

て浴用チェアである。さらに、インターホン、

天井走行用リフターそして昇降式流し台等に

も興味が持たれていることがわかる。

図12に住宅設備における関心度の年代比較

を示す。 30歳代から50歳代は介護する観点か

ら、段差なしの建物あるいは廊下の幅等の介

護のために必要な余剰空間、浴室や台所に関

心が高か

った。また、 70歳代以上の方達は、できるだ

け自立して歩きたいということから、階段の
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図 5多機能車椅子

図8 デジタル補聴器

期締型デジヲル補聴留の構成図

相互E
州ζ豆J

信号処混ユニット

図 6 多機能ベッド

完成予想図

嶋幅悶m

マイク

入出ηユニット
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図7 介護用リフター

ia
 



WHT見学アンケート

下記のアンケートについて、今後の活動の容考にさせていただきたいと患います.

ご協力をお願いいたします.

1 )ウ品Jレフ忌アテクノ，、ウスをどの媒体でお知りになりましたか?

A. 新聞 B. テレビ C 情報総 D 広告 ⑤ 知 人

その他( ) F. 

2)福祉機器の関心の度合いを記入して下さい。

(⑬:是非必要 。:ある程度必要 ム:あれば良い
コメント

x いらなL，) 

スロープ

自動ドア

段~昇降機

ホーiムエレベータ

階段昇降機

昇降式i荒し台

可動式食録制

ホームパスシステム

コーJレボタン

昇降式座精子

天井走行用リフター(全自動J

天井走行用リフター(平勤武】

多祖!lt.1tペッド

島理事帥IJ街1袋盆〈綿布だけに3i髭ヲ

カーテン自動開問機

雨戸自動開問機

手助率精子

電動車椅子

に心拍、脈波、筋電あるいは脳波等の生体計

測機器があり、いつでも自由に計測できる準

備ができている。

最後に、今後の展開として以下の 6つを示す。

1 啓蒙活動を展開するために、見学会の充

実、アンケートの充実。

インター7:>1"ン

国定式リフター

浴用チェアー

縦型挽混後

t霊鹿昇l機織

可動式肘栂け

、
、

、，、，，、，.

t)  。
。。

_'d!ij，乙τ3てゴ〈 ↓ 

届かないということから、

降りてからさらに手前にく

る機構の付加が必要である。

また、横型の洗濯機では、

車椅子を用いた場合、洗橿

機の奥まで手が届かないこ

とがあった。高さ調節や薄

型にする等の必要性が感じ

られる。

さらに、車椅子から階段

昇降機への移乗では、介助

するケースワーカーのスペ

ースが十分にとれないため、

ケースワーカーが階段を一

歩上がったところで移乗し

なければならないことがあ

った。非常に苦しい体勢で

の移乗となる。ここでは階

段昇降機を回転できるよう

にしたり、階段付近の空間

を多く取れるようにするこ

とが必要となる。

このように、 WTH内に

はいろいろな問題点がある。

当然良いところもあり、悪

いところもある。しかし、

ここでの問題点は決して悪

いことではなく、それらの

点を整理し指摘して行くと

ころにウェlレフェアテクノ

ノ、ウスの目的がある。ここ

ではそのいくつかの間題点

に対する解決策を示した。

図14に各地のウェルフェ

アテクノハウスの研究内容を示す。調査内容

については、滞在実験、機器の性能評価実験、

操作性・安全性の実験、介護負担評価実験等

が考えられている。また、ウェルフェアテク

ノハウス調布内には、動くものの速度、加速

度あるいは圧力分布等を計測する機器、さら

図10
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2 各種パターンの高齢者の自

立・介護に関する宿泊実験。

例えば， 80歳代の被介護者に

対して60歳代の介護者という

ような、いろいろな組み合わ

せが可能である。

3 従来ある福祉機器の性能評

価実験。

4 今後開発する機器の性能評

価実験。

5 ウェノレフェアテクノハウス

の情報を発信するためのシン

ポジウム、研究会の開催。

6 全国的な展開。

図11 福祉機器に関する関心度
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図12住宅設備についての関心度の年代比較 図13歩行障害者の方が電動車いすに乗り・ー
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.第 1分科会

災害と地域生活

まとめ [座長]丸山一郎

聴覚障害者救援対策本部活動経過報告高木 成

重度障害(自閉傾向〉の息子を抱えて 出 来 誼 江

障害者支援センターの設置とその活動亀井 勝

災害時における施設の役割清水明彦

災害と地域生活→子政の役割一吉岡 足-n芸q 
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第 1分科会「災害と地域生活」

まとめ

阪神・淡路大震災は、大都市直撃という未

曾有の大惨事となったが、被災住民の中でも、

障害をもっ人々にとっても、多くの犠牲者が

出たほか、甚大な被害となり、過酷な体験を

強いられた。

被災直後の惨状や、緊急時の対応の欠加や

不備、避難所生活や被災家屋での生活の困窮、

さらには復興支援の弱さなど、防災対策にお

ける障害をもっ人々への配慮の欠如はもとよ

り、そもそも平素の地域生活を支える基盤の

弱さが改めて露呈したといえる。

このことは、我が社会の人間的な面におけ

る根本的な脆弱さを直視させ、地域社会と行

政施策における欠陥についての反省と早急な

取り組みを促すものであるが、障害者施策や

リハビリテーションサービスにも欠如してい

た災害に関する視点をも見直しを迫られてい

る。

今回の被災者と直ちに救援活動をされた方

を招いて、障害をもっ人々の地域社会と今回

の災害について、その実際と対応の実情を検

証し、これからの課題につき討議した。

被災された阪神地区からパネラーすべてが

こられたが、被災のみならず、救援活動や復

興にも携わっておられる方々である。

高木さんには、聴覚障害の人々の被災状況

と全日本ろうあ連盟を中心とする救援活動を。

出来さんには知的障害の人々の被災状況を。

亀井さんには、震災直後に神戸市内に設け
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座長丸山一郎

全国社会福祉協議会障害福祉部長

られた障害者支援センターの活動から見ての

さまざまな障害をもっ人々の被害状況と福祉

関係者の動きを。

清水さんには、わが国の先駆的事業である

重症心身障害児者の通所事業や生活ホームの

被災状況や、これらの事業や施設が、災害時

に果たした役割を。

吉岡さんには、市行政担当者として、被災

した市職員や市の障害をもっ人々への対応を。

それぞれ報告を後述のようにしていただい

fこ。

これらの報告は、地域生活を送っていた障

害をもっ人々とその家族が受けた被害の甚大

さの一部ではあるものの、改めて多くの障害

をもっ人々の地域生活基盤の弱さを示すもの

であり、防災対策を含め基本的な施策が欠落

しており、住民との関係の弱さを示すもので

あった。典型的な例は、高木さんの報告にあ

った、聴覚障害者が3日も生き埋めの中で外

へ助けを求めていたことであり、災害の情報

がテレビ、ラジオからも得られることができ

なかったこと、そして避難所の中でも取り残

され、水や食事が得られなかったことである。

災害直後の安否の確認も、外部の障害団体

等によってようやく一部ができたが、地域で

存在していた障害をもっ人々への認識は、緊

急時の用を満たすものでは到底なかった。辛

うじてあった福祉サービ、ス受給者への確認手

段も、自身が被災した上に、遺体処理に追わ

れた福祉施策担当者には不可能であった。

今回の災害で使われたライフラインという



水・電気・ガスといった生活や生命の基本線

に加え、障害をもっ人々に関する情報・介助

・医療サービスといったライフラインは、そ

もそもの不十分さに震災が追い打ちをかけた

のである。

また「まちづくり」のすすんでいたといわ

れる神戸市においても、避難所のアクセスが

全くなかったことや、住民の障害をもっ人々

への配慮の不足は、ノーマライゼーションの

我が社会での浸透の薄さをも露呈した。

しかしながら、今回の体験の中から学び得

たことも多い。それらは、障害者や関係団体、

さらには社会福祉施設等の支援活動に発祥し

た力と、今後の行政との協同活動の可能性で

ある。そしてそのことは、障害をもっ人々が、

いかに重度であっても、地域に生活し、地域

活動に参加できるようにすることが、最大の

防災対策であることでもある。

重症心身障害児者の地域生活支援の拠点で

あった「青葉園J (西宮市)の被災体験と復

興体験から、清水さんがまとめられた下記の

ことは、参加者に強L、感銘と、これからのリ

ハビリテーション専門職としての仕事に勇気

を与えてくれた。すなわち「重い障害をもっ

て地域に生活する障害をもっ人々(と家族)

は、その毎日が災害に出逢っているともいえ

る。この事実を改めて、もう一度根性を入れ

直して、再び地震で揺すられてもピクともし

ない地域生活の確立に向けて活動してし、かな

ければならない。」とし、そのための人々の

協力のネットワークを訴えたのである。

この分科会を設定したねらいは、この言葉

によって完遂された。

聴覚障害者救援対策本部活動経過報告

高木 成

阪神・淡路大震災聴覚障害者現地救援対策本部事務局長

1 聴覚障害者救援対策本部活動経過報告

1月17日の午前5時46分に未明の激震つま

り阪神・淡路大震災(当初は兵庫県南部地震

と呼ばれていた)発生直後から全日本ろうあ

連盟は、兵庫県・神戸市などに地震被災地の

聴覚障害者の安否の確認や情報提供に配慮、す

るように要請すると同時に独自に被災調査を

開始しました。その後、事態を重く見た全日

本ろうあ連盟は、 1月21日に緊急の関係者会

議を招集し、神戸ろうあハウスに聴覚障害者

救援対策本部を置くことを決定しました。

1月22日に神戸ろうあハウスに聴覚障害者

救援対策本部在開設してからの主な救援活動

は下記の通りです。

(1)支援体制(別表組織図 1 改正体制は

組織図 2)

①全日本ろうあ連盟は、東京本部事務所内

に「全国救援対策本部J (本部長安藤豊喜〉

を設置しました。全国の都道府県が被災地の

聴覚障害者へ手話通訳の派遣などの支援を行

うことを要請、全国的な義援金の募集も行い

ました。

②被災地である近畿には「現地救援対策室」

(責任者松本昌行〉をおき、主に大阪・京

都で救援行動隊や通訳相談要員を調整して現

地へ送り、また救援物資は大阪ろうあ会館が

集約担当となり、調達と現地への配送を行い
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ました。

③「兵庫県聴覚障害者救援対策本部J(本部

長須磨喜三郎)は、神戸ろうあハウスに本部

をおき、被災地の聴覚障害者の安否確認や通

訳派遣依頼、相談依頼などに対応してきまし

た。この対策本部の下には、姫路・阪神の 2

つの支部が置かれ、各々の被災地域での調整

援助活動と神戸ろうあハウスへの人的・物的

後方支援にあたってまいりました。 4月12日

以降、救援対策本部を現地救援対策本部に改

め、事務所も(社)兵庫県聴覚障害者協会の

分室に移転しました。対策本部移転に伴い、

神戸ろうあハウスに新たに神戸支部を設けま

しfこ。

(2 )聴覚障害被災者の安否確認

兵庫県聴覚障害者協会、神戸ろうあ協会、

全国手話通訳問題研究会兵庫県支部、兵庫県

手話サークル連絡会、神戸市手話サークル連

絡会のメンバーをはじめ、兵庫県神戸市や全

日本ろうあ連盟などの要請にこたえて被災地

に入り、救援活動に従事する手話活動者・支

援行動隊によって4月25日現在のべ1.600名

余りの聴覚障害者の安否の確認を行うことが

できました。

(3 )支援行動隊の活動

①近畿各府県および全国からの支援を受け

て組織された支援行動隊が神戸市内の 580カ

所の避難所を、阪神地域内(特に芦屋市・西

宮市・他の市を含む)の 600カ所の避難所を

訪問、約 350人の聴覚障害者と面接し、被災

後の実情を聴取(手話による読み取りを含む)、

当面必要とする日常生活用品や補聴器の電池

の支給、補聴器破損者へ寄贈補聴器の支給、

手話通訳者派遣依頼、生活相談などに応じま

した。

②支援行動隊は、困難な交通事情の下で 1

月24日以降、神戸ろうあハウスを拠点に、東

大阪市から、少し遅れて神戸市から寄贈を受

けた70台の自転車を利用して避難所や被災家

庭を訪問、被災後の困難な中での生活を励ま
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しながら実情を聞きました。

2月3日以後は、さらに阪神青木駅から神

戸市東部(東灘区・灘区)での訪問活動を開

始しした。この活動の中での困難は、神戸ろ

うあハウスに保管された行動用自転車を現地

(青木駅)へ運搬することで、京都聴言福祉

会の I~ 、こいの村」よりトラックの提供を受

け、自転車を積んで運送しました。

③仮設住宅申込後、抽選の結果当たった方

は7月はじめ頃まで、仮設住宅へのヲ|っ越し

関係で家具などを積んで運送しました。件数

(4)手話通訳・相談援助活動

①現在までに救援本部に依頼のあった手話

通訳は 2月1日から 4月25日まで(Tel対応

を除く)のべ1900件(阪神支部・淡路支部を

含む)、相談援助にあたった 120名で、うち

48件が継続して相談援助にあたりました。

②相談援助ケースは、兵庫県の委託する聴

覚障害者相談員をはじめ、兵庫県神戸市の要

請に応えて全国から派遣された「相当の経験

を要する手話通訳者(生活相談員)Jの手に

よって、順次援助・相談の手がさしのべられ

ました。

( 5 )被災聴覚障害者への情報提供と支援物資

の配布

①実情を把握しつつある被災した聴覚障害

者に適切な情報提供を行うために、支援ニュ

ースを発行、手話による情報提供を行いまし

た。

②全国から現地対策室(大阪ろうあ会館)

を通じて寄せられた救援物資を支援行動隊の

協力も得ながら順次配布しました。

③朝日新聞厚生事業団などから寄贈された

FAX器(220台)を破損・故障したFAX

器と取り替えました。

2 現在の活動と現状・課題

(1)現在の活動

・仮設住宅関係の手続きなどの手話通訳・

相談(職業を含む)



-神戸市各福祉事務所へ手話奉仕員派遣の

ためのコーディネート

・被災聴覚障害者へ情報提供

.大震災関連報告書作成

-各ろうあ協会へ市対交渉を進める

.その他

(2 )現状・課題

窓口への手話通訳者の配置

仮設住宅の申込や斡旋、倒壊家屋根の解体

撤去の公費負担申請、義援金の配分申請など、

今回の地震災害による様々な行政措置につい

ては、神戸市内の各区役所や県市町の窓口に

聴覚障害者もたびたび足を運んでいますが、

目下の緊急課題は、このような被災した聴覚

障害者が他の健常被災者と差別なく情報の提

供を受けるために、当該窓口で手話通訳者を

通じて自由に相談・質問のできる体制を作っ

ていますが、ノウハウ・技術の習得について

もっと研修しなければならないと痛感してお

ります。

他に、仮設住宅申込の結果当たらなかった

方に対して励ましをしなければならないこと

もあり、今は該当者すべて仮設住宅に住んで

いても震災前の生活環境など大変違うため、

励ましなど相談援助してきました。これまで

も求められていたように、当該窓口への手話

通訳者配置の強化、また未配置の窓口への新

震災時における課題

問題 ，?J， 

たな手話通訳者の配置がこれまで以上に切実

に求められています。

①神戸市各区

市内 (5区)東灘・灘・須磨・兵庫・長田

区に 2月6日から 5月31日の問、手話通訳者

の配置をすることを各区と合意しました。対

策本部より神戸市内の奉仕員を中心に通訳者

を派遣しています。 3月中旬からは中央区、

4月からは西区、 5月からは垂水区のほうに

も派遣しており、現在は垂水・北両区を除い

て7区へ派遣しています。(5月まで土曜日

を除いて平日午前9時から午後5時まで、 6

月から 8月にかけて毎月・水・金曜日午前9時

30分から午後4時30分まで)

9月から毎週月曜日午前9時30分から午後

3時30分まで手話奉仕員を配置することにな

りました。今後は区役所への専任手話通訳者

の設置を求めて、働きかけを強める方針です。

②神戸市外の地域

各市福祉事務所に非嘱託の手話通訳者が設

置していますが、公務員に準ずるなみの正職

員に切り替えたいという要望書を提出するつ

もりでいます。まだ設置されていない市町に

おいては、県や市町の独自の手話通訳者の設

置・派遣費用を予算化してくださるよう要望

してし、く方針です。

1995.6. 13作成

要 望

l 災害が起こることを想定し、避難所の場所を確認
できていなかった

災害時の避難所一覧表等を作成し
周知する

2 災害時、テレビやラジオなどからの情報が得られ
ない
(対策本部として読みやすいニュースを作成し、配
布して情報提供を図った)

3 避難所で救援物資(水や食事なども含む)の配布の
アナウンスがあるが聴覚障害のために出遅れた
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日常からテレビの全番組(特に報
道番組〉に手話通訳や字幕を挿入
「文字の見えるラジオ」が開発、

発売と聞いているが十分であれば
日常生活用具として給付

電光掲示根などの設置
避難者名簿作成時に障害等の有無
を把握し、ケアする



問題 点 要 望

4 水道・電気・ガスなどの故障のため、関係会社に
修理の依頼をしようとしても電話のみで連絡ができ
ない

関係会社の連絡をFAXも利用で
きるようにし、 FAX番号を請求
書などに明示することを周知

5 行政機聞からの震災関連ニュースの読解力の問題
(対策本部に相談に来られた人については、わか

広報などの編集方法の工夫
行政の相談窓口に手話通訳の設置

りやすく説明した〉

6 震災による FAXの故障、補聴器紛失、電抽切れ
(協力メーカーより贈呈があり、対応できた〉

緊急時の手続きの簡略化 所得制
限などの給付、貸与条件親和、撤
廃公衆FAXの普及

7 職業安定所へ相談に行きたいが、手話協力員が常
時配置されていないため、充分に相談できない

職業安定所の手話協力員設置条件
の見直し

8 仮設住宅入居期聞が短いため将来を考えると不安

9 行政機関での各種手続きが手話通訳者がいないた
めスムーズに手続きできない

入居期間3年に

日常より、福祉事務所にろうあ者
相談員、手話通訳者を常勤で設置

(対策本部より各区福祉事務所へ通訳者を派遣〉

重度障害〈自閉傾向〉の息子を抱えて

私の家族は、主人、私、知的障害の息子

(剛志〉、娘の 4人で地震発生までは、神戸

市の東部に位置する灘区に住んでおりました。

平成7年 1月17日早朝、そろそろ起きなけ

ればと，思っていると、ドスンドスンと家が揺

れはじめました。何が何だか分からないうち

にまた、グラグラとすごい揺れ、横で寝てい

た息子に「剛志、布団を被りなさい。」と声

かけし、私も布団を被りジーッとしていまし

た。回りではガチャンガチャンと何の音だか

すごい音がしていました。しばらくすると主

人が「オーイ、大丈夫かあ」私が「大丈夫。」

と答えているのに何回も「オーイ、オーイ」

と叫んでいます。どうも私の返事が聞こえな
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出 来 蛇 江

神戸市育成会灘支部長

いようです。それではと起きかけるのですが、

背中に何かあるらしく起きることができませ

ん。回りは真っ暗で何も見えず図りましたが、

しばらくゴソゴソするうちに、どうにか起き

ることができました。あとで見てみると、タ

ンスが私たちの背中に倒れていたのですが、

押入の中断で止まっており、少し隙聞ができ、

私と息子、命拾いしたようです。

どうにか玄関までたどり着き、曲がったド

アから外へ出ました。そのときまた余震でグ

ラーッと揺れました。それから家が崩れると

危ないということで、公園に避難しました。

雪がチラチラ降っていましたが、周囲の変わ

りょうがひどく、まるで悪い夢を見ているよ



うで、寒さを感じているどころではありませ

ん。主人は近所の人たちと力を合わせ、埋ま

っている人を助けたり、会社関係の人の安否

確認のため、走り回っておりました。

時間のたつのが分からず、ラジオを聴いて

もまだピンときません。救急車、消防車の音

がけたたましく鳴り響き、止むことがありま

せん。ヘリコプターもズーッと飛んでいたよ

うに思います。何カ所かで黒煙があがり、マ

ンション等が燃えているようですが、消化水

がないらしく、消防車も傍まで行き、見守る

だけとのことでした。

この状態がいつ収まるかと待っておりまし

たが、崩れた物は崩れたまま、地面もしょっ

ちゅう揺れております。このままジーッとし

てもおられず、今夜寝る場所を確保しなくて

はなりません。壊れかけの家は恐くて帰れな

いし、どこか避難場所を探さなくてはと、区

役所に行きました。学校関係が避難場所だと

いうことを教えてもらい、近くの灘小学校へ

私と息子で場所取りに行きました。どうにか

12人分(祖母、叔母、主人、私、息子、娘、

隣人6人)の場所を教室内に見つけることが

できました。私たちより遅く学校へ来た人は、

すでに教室内は満員で、寒い廊下で我慢して

おりました。

一応避難場所が確保できると、次は何も食

べる物がないのに気づきました。このままで

はまずい、息子たちがかわいそうだと思い、

息子と一緒に買い出しに行きました。いつも

のスーパーは閉まったまま、いつもの市場は

崩れており、底前に人だかりがしております。

遺体を置いているようですが、見ずに通りま

しfこ。

食べ物を求め、家の崩れていない山手へ、

山手へと歩き、ようやく聞いているパン屋ま

でたどり着きました。私たちの行くのが遅か

ったらしく、クッキー数袋、ジュース数個し

か残っておりません。それでもないよりまし

と、それを買いました。それからも食事にな

るような物を求め、歩き回りましたが収穫は

なく、しかたなく小学校へ戻りました。食欲

があるのは、息子と一緒に避難しているダウ

ン症の男性だけでした。

夜になり、教室の責任者を決め、それから

毛布、食べ物を配ってもらいました。家から

持ち出した毛布ともらった毛布にくるまって

寝るのですが、私たちが避難している教室に

は41人登録されており、寝返りすらうてる状

態ではありません。ヘリコプターが低空飛行

するので、窓ガラスが揺れ、また地震だとピ

クビクし、なかなか寝ることができません。

そのような状態の中、息子だけはいつも通り、

「シッコよ、ウンコよ。」と言うなり人をま

たいで(踏まないだけでもましだったかも)

トイレに走ります。(私たちは便秘になるの

に)主人と私、交互に「スミマセン。」と言

いながら息子の後を追っかけます。水も出な

いトイレの後始末は大変でした。

息子も少しは役に立つということを分かつ

てもらおうと救援物資運びを私と息子で手伝

ったのですが、息子は少々行動が荒いので、

物資をすぐに投げて置おこうとします。物に

よっては壊れたり、傷んだりするのでこれは

まずいと思い、 3回手伝ってそれから止めま

した。

主人は震災後 1週間くらいから出社しなく

てはならなくなり、残った私たちがし、ろんな

当番をしなくてはなりませんでした。仲間の

安否も気になりましたが、なかなか動くこと

ができません。

それでもどうにか時間を見つけ、電話をし

たり、仲間の家を探しに出かけますが、家も

崩れてなかったり、また家はあっても人がい

なかったりでなかなか消息がつかめませんで

しfこ。

私が灘支部長をしている関係で、育成会事

務局からは、いろいろと情報を聞くのですが、

悲しし、かな私から情報を流す先が分かりませ

んでした。もう少し調査をすれば、いろんな
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手段はあったかも知れませんが、自分の生活

で手一杯で、それどころではなかったのが本

音です。

プールの水をトイレに運ぶこと、救援物資

配り、自衛隊風目の当番等、避難している皆

さんと一緒にいろいろと手伝いをした小学校

避難生活を24日間で終え、現在芦屋市にある

主人の会社社宅のお世話になり、多分半年後

にできるであろう自宅に帰ることを心待ちに

して毎日を送っております。

今回の震災では、ワークセンターいわや、

みのたに園、あゆみの里等、いろんな施設の

先生方がよく動いてくださいました。仲間の

安否確認をあの交通事情の悪い中、一生懸命

してくださっておりました。ある施設では、

一般の避難場所では窮屈だろうと、わざわざ

避難所まで障害者を連れに来てくれ、施設で

預かつてくれたり、また落ち着き先が見つか

るまで取り出せた家財道具を預かつてくれた

施設もあります。

さて、私の息子は自問的傾向のある重度知

的障害者で現在22才です。ワークセンターい

わやという授産施設に通っており、元気だけ

が取り柄という言葉少ない男性です。

振り返ってみますに、震災時特にふだんと変

わったことは、小学校避難時にはなかったと

思います。イライラした時そばにいる人を噛

んだりつねったり、奇声を出したりしますが、

そういうことで皆さんに迷惑をかけないよう

に、私たちの方で気を使い外につれ出したり

はしておりました。ただ、社宅生活に移った

当初、タンス、窓の開け閉めを頻繁にやって

おりました。

障害児(者)の場合も、健常者と同様、個

人差があります。人によっては、

・地震の時に、一人で寝ていた自室に入ろう

とせずに、突然そこを指差して大声で泣く

・寝つかない、家から出ない、しばらくは 5

分おきにトイレに行く、少しの音にも敏感

になった、長い間自室に入ろうとしない
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-笑顔がなくなり、言葉が少なくなることが

3カ月くらい続いた。

-余震のたびにパニックを起こし、寝なかっ

た……等、精神的後遺症が見られたという

例も聞いております。

大災害への対応策ですが、災害発生当初は

世間全体がパニック状態にあり、助けを求め

ても無理なので、その何日間は、家族がしっ

かりと支えあわなければならないと思います

し、また今回はそうした家族が多かったよう

です。ある調査において、この震災で誰が一

番頼りになったかとの質問に、ほとんどの人

が、夫や妻、あるいは子供、兄弟と答えてお

ります。

それから世の中が少し落ち着いてから、福

祉施策を積極的に活用するようにならなけれ

ばなりません。親自身が非常時のことを考え、

民生局、福祉事務所への働きかけを常日頃よ

り心がけておかなければと思います。

私の所属している育成会の情報連絡方法も、

会から支部長、支部長から会員というルート

が崩れた今回の震災の場合を思いますと、逆

ルートとして被災会員から会への連絡方法も

考えておく必要があります。被災者自身から

の働きかけ、要求等がなければ、どのように

困っているのか他人には判断しにくいのです

から。

行政に対しては、緊急時に備えて障害児

(者)をよく把握していて欲しい、もう少し

早い時期より本来の業務遂行できるよう、ボ

ランティア団体等の上手な連携プレイをお願

いしたいと思います。

今回の震災への行政の対応策で、すが、しあ

わせの村での「緊急ケアセンターの設置」、

障害児(者)が一時的に通いやすい施設へ通

うという「施設相互の緊急措置J I他施設を

使った分場の設置JI居住施設、通所施設の

収容人員の緊急拡大」等いろいろの措置をし

てくださったことには感謝しております。

あるアンケー卜結果に、障害者のための避



難場所が欲しいという声が多かったとありま

す。当然のことだとは思いますが、なかなか

難しい問題だとも思います。親の努力でどう

にか一般の方と生活できる程度の障害者であ

れば、我慢しながらでも避難生活が送れます。

障害者のみの云々という場合の障害者は個性

が強すぎるので一般の中では無理ということ

です。そういう障害者のいる家族ばかりが集

まった場合、どうなるのでしょう。何も問題

が起こらずに避難生活が送れるでしょうか。

ある例ですが、高齢者と障害者用の寮形式

の地域型仮設住宅に入居している家族がおり

ます。その障害者は夜俳個する、台所をうろ

つく等するため、高齢者とうまくゆかず、障

害者用の仮設でありながら、当の障害者は収

容施設に一時預けられ、家族のみが仮設住宅

に残っております。この場合は高齢者との摩

擦ですが、障害者家族同士でも問題は起こり

うると思います。住宅に関していえば弱者の

みの施策というのは、難しい問題があると思

います。

今回の震災で育成会関係死亡者は26人(う

ち障害者9人〉おられます。その中には、親

しくしていただいた人もおられ、本当に悲し

き思っております。生かされた私たち、その

方達の分まで、子供達の将来が少しでも明る

くなるよう、がんばらなくてはと，思っており

ます。

障害者支援センターの設置とその活動

私は大阪に住んでいますが、この度の阪神

・淡路大地震は大阪でも自分の家も壊れると

思うぐらい大きな振動があった。

全国社会福祉協議会の障害福祉部から電話

があり被害の状況を調査して欲しいという依

頼があり現地の各施設に電話をかけた。しか

し全くつながらず、そのうちTVやラジオか

ら被害の大きいことが伝えられてきた。

大阪から神戸へは自動車で1時間もかから

ない距離にある。ところが被災時には5時間

以上もかかった。神戸市は東西に長く南北に

短い細く長い街である。 3本の鉄道と 2本の

国道が東西に走り、大阪と神戸の聞には淀川

と武庫川の大きな川が2本ありこの川に架か

る橋が壊れた。武庫川に架かる橋は 2本しか

通れなく神戸への車両はすべてこの 2本の橋

に集中した。

亀井勝

障害者支援センタ一代表

歩道の上に倒壊した家屋が覆い被さってい

る。人が歩道を歩けない。バイ夕、自動車に

占有された道路上を縫うように人と自転車が

通行する。人は両手に荷物を持ち背中にも荷

物を背負っている。時たまけたたましいサイ

レンの音を響かせたパトカーに先導された緊

急車両が走り去る。乗っている荷物は救援物

資と遺体を収容するための棺である。

このような状況下で施設や利用者、職員は

どうしているのか、何か支援することはでき

なし、かということで障害者支援センターが設

置された。全社協の全面的なパックアップを

もとに県社協のある兵庫県福祉センターの 1

階の一室に 3台の仮設電話(1台はFAX専

用)を備え 1月23日より活動を開始した。

中心メンバーは大阪のセルプセンターの職

員と共作連の近畿地区の職員で、他には東京
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リハビリセンターのように職員を常時 1名、

1カ月以上も派遣していただし、たところもあ

った。ボランティアは全国からおよそ 3.000 

人を超える人たちが集まってきた。多いとき

は1日に 300人を超えた。

被災当時の県福祉センターでは、ガラスは

割れ床には細かい破片が飛び、散っている。壁

は大きくヒピが入り、水道は出ない、便所は

使えなく仮設便所が設置されていた。辛うじ

て電気は通っているものの容量の関係で暖房

器が使えなく、夜は底冷えするコンクリー卜

の床の上に眠る日が続いた。

障害者支援センターでは活動を大阪と神戸

に分担した。芦屋市より東は大阪の障害者セ

ンターを拠点に、神戸市より西は県福祉セン

ターの障害者支援センターを拠点とし、兵庫

県に最も隣接している吹田市のセルプ施設に

救援物資のセンターを構え救援物資の調達、

確保をした。

予測もしない大きな災害であったために活

動は全く何もないところから始まった。先ず

最初に調査票と調査表を記入するためのマニ

ュアルづくりを始めた。神戸市から避難所所

在地の一覧表を、全社協、共作連からは施設

(作業所)の一覧表の提供を受けた。しかし

神戸市の避難所所在地の一覧表には住所が記

入されてないので電話帳をもとに住所を探す

ことになった。

救援物資の搬送は昼間はとても走れる状況

でない。従って夜に運ぶことになる。夜8時

頃に出発し翌朝早くに障害者支援センター前

に到着するようにした。

最初の内の調査は施設(作業所)の被害状

況調査と利用者、職員の安否確認で 1週間位

の聞に終わることができた。どうしても調査

できないところがある。焼けたところ、壊れ

て誰も居ないところである。

調査活動は 3人-5人を 1チームとし、そ

の構成は一般ボランティアに必ず施設職員を

組み入れた。避難所を訪問した場合、避難所
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の責任者に障害をもっ人の確認を問うても

「知らなし、」と答えられればそれまでで、問

うだけでなく必ず中を探す、この場合探し出

せる能力は一般ボランティアよりも施設職員

のほうが毎日かかわっている以上高いはずで

ある。また、見かけたときの対応も声をかけ

るのも、家族との会話にも同じことがし、える。

「障害をもって困っている人は電話をして

くださし、」と障害者支援センターの電話番号

を記したポスターをセルプで2500枚印刷した。

避難所への訪問にはこのポスターをもってい

き目につくところに貼りだした。その結果が

即、障害者支援センターの電話に表れた。 2

台の電話器は鳴りっぱなしで障害をもっ人た

ちにとっては生活の必需品(白杖、補聴器、

車椅子、ポータブルトイレ等)を紛失、破損

したということである。他にもポリタンクが

欲しい、カセットコンロが欲しい等のヘルプ

コールがあり、そのほとんどについては精力

的に対応することができた。白杖 1本届ける

のに 5時間以上もかかった例もある。支援活

動は決して派手な活動で・はなかった。

避難所への訪問で、分かつたことは、不法建

築物がL、かに災害を大きくしたかということ

である。建坪率を守らずに建てられた物、道

路いっぱいに建てられた建物、それらが壊れ

道路を覆い救援活動を妨げていた。

また、無認可の小規模作業所に多くの被害

が出ていた。 30カ所の作業所が損壊し、その

ほとんどが無認可の小規模作業所で-ある。家

賃や保証金の安い物件であるため老朽化が進

んでいたことが原因であろう。特に精神障害

をもっ人たちの作業所は本人にとっても、家

族にとっても他に掛け替えのないもととなっ

ている。

精神障害をもっ人たちは社会から隔離され

たような生活を余儀なくされている。それは

精神障害をもっ人たちに対する正しい理解が

得られずに偏見や差別がそうさせてきたので



ある。障害者支援センターでは兵庫県と神戸

市に作業所の再建、再開を求める申し入れを

行い要望書を提出した。このとき、精神障害

をもっ人の家族から「みんなで力を合わせる

時がきた。これからは堂々と生きていけるよ

うに訓練していきます」と話された。

精神障害をもっ人たちは保健婦を中心に活

動していた。避難所の中にも精神障害をもっ

人たちに対する正しい理解がされないことか

ら、いろいろなハプニングがおこりその度に

精神障害についてきっちりと話すことで理解

を得てきた。この大惨事を目の当たりにして

精神を病まれた人も少なくはなかった。精神

障害をもっ人たちへの対応は障害者支援セン

ターに参加していた全国精神障害者家族連合

会関係の作業所職員が中心であった。

安否確認はどこの組織にも加入していない

障害をもっ人たちにとっては重要だった。

視力障害をもっ人たちの関係団体は障害者

支援センターと同じ建物の県福祉センター内

に「ハビイー」という支援団体を組織し、視

力障害をもっ人たちへの支援活動が行われた。

パソコンに会員名簿がインプットされていて

立ち上がりも早く、収束も早かった。障害者

支援センターへかかってくる視力障害をもっ

人たちのヘルプコールはすべて「ハビイー」

で受けてもらうことができた。

神戸市は障害者支援センターに 3行政区内

の在宅で障害をもっ人たちの名簿を提示し安

否確認の依頼をしてきた。約2週間ほどで全

部完了した。 1行政区 1ボランティア団体に

依頼するということは、ボランティア団体に

よって調査方法が異なり、従ってデータの出

し方もまた異なることと思われる。

単なる安否確認程度ではこれでよし、かもし

れないが、もっと詳しいデーターを得るには

統ーした様式を整備することが今後の課題で

ある。

常備薬を服用している内部障害のある人や、

精神障害のある人には最小限度の必要事項が

記されたカルテや処方筆を個人の責任で保管

すべきではないか。

障害をもっ人たちが一般の避難所での避難

生活ができない条件がある以上は、障害者施

設をはじめ社会福祉施設や養護学校等を障害

をもっ人たちの避難所として指定すべきであ

る。避難所に指定されなければ救援物資や災

害に対するインフォメーションが届かないと

いう問題があり、特に障害をもっ人たちへの

インフォメーションは手話や点字等を用いる

が必要である。

災害時における施設の役割

1 青葉国の活動概要

西宮市にある「青葉園」は、西宮市社会福

祉協議会が運営する、市内在住の非常に障害

の重い人たちの地域活動拠点で、西宮市独自

清水明彦

西宮市社会福祉協議会「青葉園」園長

の法外の通所施設です。

西宮市の重度障害児者の地域生活運動の展

開の中で1981年に成立し、 15年間活動を続け

てきました。日常の通所活動だけでなく、通

所者 l人ひとりが住むまちの一員として社会
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参加していこうと、各々の住むまちの地区行

事への積極的参加や地域の人たちとの定例的

交流会・懇談会を聞くなど、社協運営の特性

を活かして、地域住民の主体的な地域福祉活

動と連携し、各地域でさまざまな活動を行っ

ています。また、どんなに障害が重くても、

地域の一員として暮らし続けていこうと、親

以外の介護でも生活していけるよう、地域で

の生活を広げていくための体験的宿泊や地域

生活継続のためのレスパイトサービス的宿泊

などの園でのナイトプログラムを続けてきま

した。そして、将来的にも地域で普通に暮ら

し続けるため、聞に通所する人たちを入居者

とする生活ホーム〈グループホーム)づくり

の運動に発展してきました。

2 被災後の青葉園の経過

このたびの震災で、私たちのまち西宮市

(人口 震災前約 42.5万・震災後約40万〉は

大きな被害を受けました。 (7/19日現在市内

で亡くなった方1.088人倒壊家屋59.869世帯、

最大避難者数 1/19日 44.351人)そして青

葉園でも通所者48名のうち 9家庭が全壊、 10

家庭が半壊する等、すべての家庭が何らかの

被害を受けています。またみんなでつくりあ

げてきたグ、ループホーム「あおば生活ホーム」

も損壊して住めなくなってしまいました。

①発生直後

園に通う人の多くは、重度重複障害をもっ

人で、日常生活の大部分に介護を要し、自力

での移動や姿勢の変換も困難な場合がほとん

どですので、地震発生直後は、倒壊した家屋

の下に埋もれてしまったり、倒れた家具に親

子で下敷きになったり、多くの家庭が大変な

状況でした。倒壊をまぬがれでも室内は物が

投げ付けられ、ガラス戸や照明器具が飛び散

り、かきまわしたようになっていて、高齢の

親が通所者を抱えて脱出するのはまず不可能

な状態でしたので、近所の人の協力で救出さ

れたケースがほとんどでした。また倒壊家屋
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の多くは木造2階建てで、 1階部分がぺしゃ

んこになっており、通所者はみんな l階で暮

らしているわけで、多くの人が非常に危険な

所で暮らしていたことになります。怪我をし

た人はいたものの、全員が無事でいられたこ

とが奇跡に思われます。

建物が無事残った園には職員が集まり、バ

イクや自転車で各通所者の家を回り、昼過ぎ

には全員の状況把握ができました。この時点

で全員と連絡をとれたことは私たち皆にとっ

て大きな励みになりました。

倒壊した家から救出され、毛布にくるまっ

て道路に寝かされていたり、とりあえず近く

の駐車場の車の中に避難していたりの状態か

ら、固からワゴン車を出すなどして次々と園

に集まり、園は昼ごろには通所者と家族を中

心とした30名ぐらいの避難所となりました。

②避難生活

建物は崩れなかったものの圏内はひどい有

様で、とりあえず必要な毛布や食料品をひっ

ぱり出し、倒れた机やロッカーなどを片付け

ました。電気のみが非常時の自家発電のおか

げで機能しておりましたが、余震の続く中、

水や食料確保のめどもなく、 1日目の夜は皆

で不安な夜を過ごしました。しかし次の日か

らとても多くの、私たちの活動を知ってくれ

ていた関係施設や団体が、園の支援にかけつ

けてくださいました。当初はおにぎりやお米

等の食料を、続いて紙おしめ、使いすて食器、

カセットコンロなどが次々に届きました。車

やバイクで、またたくさんの人たちがリュッ

クを背負い、次々と運んでいただき、人のあ

りがたさをしみじみ感じました。こういった

物資については、他国体や地域にも回すこと

ができました。

医療の面では、常用薬が持ち出せなかった、

毎日飲まなくてはならない薬がもう少しでな

くなるといった状況がありましたが、園で把

握していた個人の医療データを頼りに通所者

同士で薬を分けあったり、大阪の病院まで出



向いて連絡を取るなど、当初はさまざまな対

応を必要としました。まもなく、園の向かい

にありいつも診察してもらっている肢体不自

由児通園施設の診療所が24時間体制を取って、

診察・治療・薬の処方をしてもらえるように

なり、また、園に日頃からかかわっているド

クターが泊まり込みで、衛生管理や健康管理

についての細かい指示を出してくれたので、

おかげで1人の重体者を出すことなく避難生

活を乗りきることができました。

食事については、当初は園に残っていたお

米をかき集め、カセットコンロや炊飯器で炊

き出しをしました。その後は関係施設や団体

より継続的に食料の補給をいただき、水は浄

水場まで車で汲みにいき、親・職員・ボラン

ティアで協力しながら、 1日3食、数十人分

の炊き出しを続けました。 1日のほとんどが

食事づくりにおわれている感もありましたが、

温かく、通所者が食べやすく、栄養があるこ

とを基本に食事づくりを続けたことが、避難

しているみんなの健康を維持し、命を守るこ

とにつながったと思います。

入浴については、支援物資でいただし、た清

拭剤で体を拭いたり、水のいらないシャンプ

ーを使う日々が続きましたが、市内のボラン

ティアさん宅に「プロパンガスでお風呂が沸

かせるので使ってくださし、」と誘っていただ

いて近所の通所者が定期的に利用させてもら

ったり、大阪の施設も入浴を組み込んだパス

ツアーを企画してくださったこともありまし

た。 2月末には灯油で沸かせるボイラーを貸

していただき、おかげで園でも入浴ができる

ようになりました。

震災直後から非常に多くのボランティアが

かかわってくれました。日頃からかかわって

くれていた人は泊まり込みで職員と同じよう

に動いてくれたり、他にも全国から学生を中

心に多くの人がかけつけ、総数にして 100名

を越えるボランティアが、食事づくり、入浴

のサポート、トイレや部屋の掃除、水汲み、

布団干し、通所者との散歩、介護など、それ

ぞれの人が役割をもって主体的に動いて園の

生活を支えてくれました。また、他施設から

の応援職員は、即戦力となり、精神的にも大

きな力となりました。長期に泊まり込んだボ

ランティアは、避難している通所者との関係

が深まり、今でもかかわりが続いています。

避難生活を維持しながら園の機能を再開させ

ていけたのは、このようなボランティアや応

援職員の力が大きかったと思います。

③通所活動の再開

一方園に避難していない通所者の多くは、

家屋の倒壊はまぬがれたものの、ライフライ

ンがストップしている中で、各家庭でがんば

っている人がほとんどでした。その人たちに

対しては必要な物資や常用薬を届けたり、通

院や入浴を支援するなどの訪問活動をはじめ

ました。

家族は余震の恐れからも通所者 1人にして

外出できない場合も多く、水や食料の確保が

大変な毎日が続き、通所者自身は家に閉じこ

もりきりで、ストレスや孤立感が増していた

ようです。市外の親戚などに一時避難してい

た家庭も次々戻ってきだし、何よりも皆の顔

がみたいということで、通所再開の必要性を

感じたため、 2月1日よりとりあえずひとり

週l回、半日の通所活動を再開しました。ま

だ市内の交通が混乱しており、かなり時間は

かかったものの、リフト車やタクシーで送迎

を行い、通所・訪問の 2本のラインで日常活

動を部分的にはじめていきました。(この頃、

園で避難している人たちの家族は住宅確保に

走り回り、一般の住宅を確保できたり、住み

にくい条件ながらも仮設住宅に移ったりして、

少しずつ避難家庭の数が減っていきました。)

4月には、この春に養護学校を卒業した新

入の通所者を迎え入れることができ、 5月に

は、通所機能についてはほぼ震災前の状態に

戻すことができました。

④仮設の生活ホームづくり
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ところで、今回の震災で、民家を借り上げ

園の通所者を入居者としたグループホーム

「あおば生活ホームJが損壊してしまいまし

た。 i地域で当たり前に暮らす」という願い

からみんなでつくりあげてきた、地域生活の

継続の砦となっていたホームを失ったことは、

皆にとって大きなショックでした。しかしそ

んな中で、仮設で生活ホームを建て、生活再

建に向けて立ち上がり、活動を進めていきた

いという思いが高まってきました。最も障害

の重い人の地域生活の復活からスタートする

ことは、今後の地域復興の方向を明らかにす

るのではないかとも思われれました。

そんな私たちの思いを受けた民間の援助団

体が、資金援助をしてくれることになり、仮

設の生活ホーム建設のプロジェクトが開始さ

れました。このプロジェクトについてはほん

とうにたくさんの支援をいただきました。あ

る建築の専門家の方は、わざわざ東京から再

三出向いてくれ、仮設ホームで暮らすことに

なる通所者と会い、設計上の指示をしてくれ、

完成するまでサポートしてくださいました。

また、福祉機器や住宅の専門家によるボラン

ティア集団が、全面的に支援してくれ、仮設

ホームの建設は具体的に進められていきまし

た。木材や内装資材、設備機器、電気製品は、

プロジェクトに賛同してくれた団体や企業か

ら提供を受け、多くのボランティアも手作業

で建設にあたってくれました。そして4月末、

園のすぐ隣の公園に、仮設ホームが立派にで

きあがり、支援してくれた人たちと一緒に完

成を祝って、最後まで避難生活を続けていた

生活ホーム入居者と、園に残っていた2家庭

が仮設ホームに引っ越し、園の避難所機能は

終了となりました。

3 被災体験から

震災直後の倒壊した町の風景が目に焼きつ

いています。倒壊家屋の多くは、ほとんどが

古い木造で、お年寄りや障害をもっ人たちが
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多く住んでいました。なぜ最も安全なところ

に住んでいなければいけない人が、こんなに

も危険な場所に住んでいたのかと思わずには

いられませんでした。また、ノーマライゼー

ション実践を担ってきた地域の中での作業所

やグワレープホームなどが、大きな被害を受け

ています。結局は、制度的に未整備の中、不

十分な基盤の上でこれらの実践が展開されて

いたことを物語っています。そしてまた、避

難生活が終り、ライフラインが復旧していく

中で、結局、重度障害者は取り残され、なお

ライフラインが不十分のまま(介護という重

度障害者にとってのライフラインが保障され

ないまま〉での地域生活を余儀なくされ続け

ていく現実も痛感しました。

お年寄りや障害をもっ人など、弱い立場の

人たちは、町の中で、結局危なつかしい状況

に追いやられて生き続けていたという事実を

身をもって感じ、言葉だけのノーマライゼー

ションの空しさをつくづく感じました。

この反省のもとに、もう一度根性を入れ直

して、地域福祉の展開を進めてし、かなくては

と考えています。揺すられても壊れない地域

生活の確立に向けて活動していかなければな

らないと，思っています。

一方で、この被災体験の中で本当に多くの

支援を得て、人のありがたさをしみじみ感じ、

人はかかわりの中でこそ生きているものだと

いうことを実感しています。住み続けてきた

この西宮で、この関係の中で、皆で一緒にこ

の状況を切り抜けたいという l人ひとりの思

いと、それを支えてくれた人たちによって、

被災後の活動は展開されました。

ふりかえってみると、通所者 1人ひとりが、

家に閉じこもってしまうのではなく、地域の

人たちとのかかわりを持ち続けていこうとし

てきた地域での活動や、園で宿泊体験を積み

重ねてきたナイトプログラム、また、将来も

ずっと地域で暮らしていきたいと展開してき

た生活ホームづくりの運動などが、被災後の



展開を形づくることとなっています。

重い障害をもっ人の災害時の緊急対策の問

題についてですが、このことは、日常の地域

での平生のあり方抜きには考えらないと思い

ます。災害時には、日常の地域生活支援のシ

ステムがその日常の本来機能を拡大させるこ

とにより、非常事態に対応し、多くの支援を

得、その力量を高めていくことが大切なよう

に思われます。

日頃の地域活動拠点となる福祉施設等が、

取り急ぎ家を失った人たちの家族も含めた避

難所となり、外部からの情報を集め、地域内

の1人ひとりに必要な情報を送り、連絡を取

り合い、また外部に情報を発信し、外部から

の支援を得、そして地域内の 1人ひとりの家

庭に出向いていき支援していく、日ごろの地

域活動拠点が避難拠点・情報拠点、そして支

援拠点として一本化し、他からの支援を受け

入れていき、その機能強化を計っていく体制

が妥当なように思われます。

小地域の中で、重い障害をもっ人たちの具

体的・実効的な地域生活支援が、障害をもっ

本人と地域住民の主体的なかかわりによって、

日常的に展開できていれば、災害時にはそれ

がそのまま、地域住民皆の救援システムとも

なり得るのではないでしょうか。

被災時の避難所ともなる、学校等が障害を

もっ人もいつでも利用できるようにしておく

等のまちづくりはもちろんのことですが、日

ご、ろから地域連帯の拠点となっているグルー

プホームや活動拠点などが町々にあれば、そ

れがみんなの安心拠点としても機能するので

はないでしょうか。

これからの町の復興はハード面での再建だ

けで済まされるものではありません。被災体

験からの反省をふまえ、どんなに弱L、立場の

人も地域で豊かに暮らしていけるシステムを、

当事者や地域住民の意志と参画で進めていく

ことこそが大切だと思います。そのことが本

当の意味の復興ではないでしょうか。そして

それこそがノーマライゼーションの具現化そ

のものであると思います。この体験をくぐり、

今こそ本当に 1人ひとりが尊重されて支えあ

っていくまちづくりを進めてL、かなければと

考えています。

災害と地域生活一行政の役割一

1 はじめに

阪神淡路大震災から既に10カ月経ち、一時

23万7.000人いた避難者も1.300余人になりま

した。最近では、復旧復興の槌音も高くなっ

てきています。

当時は、膨大な教援物資や多数の方々のボ

ランティア活動等種々のご支援をいただき誠

吉岡 崇

神戸市民政局，心身障害者福祉室育成課長

にありがとうございました。

神戸市も、平成7年5月に「市民福祉復興

プラン」として、震災によって生じた新たな

ニーズに対応すべく 3カ年計画を策定しまし

た。①「生活自立のための支援」 ②「高齢

者・障害者・児童などの要援護者へのサービ

スの拡充」 ③「人にやさしい福祉のまちづ

くり」の 3つの視点から、具体的数値目標を
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掲げ計画的に実行する予定です。

2 神戸市の地域防災計画

神戸市は、風化の進んだ六甲山地を市街地

にかかえ、普段は海と山に囲まれた風光明娼

な街として、市民に安らぎを与えている反面、

大雨に弱く、それが市民の生命・財産をおび

やかすことになります。過去の大きな災害

(昭和13年7月豪雨=谷崎潤一郎の細雪の

中にも記述されている。昭和36年 6月豪雨。

昭和42年7月豪雨。)はすべて梅雨期の豪雨

によってもたらされています。したがって神

戸の災害対策は、まず梅雨期の豪雨に向けら

れています。

地震については、 「六甲変動」と呼ばれて

いる複雑な断層系が発達し、地震に対して必

ずしも安全な地質条件にあるものとはいえな

いとしています。しかし、過去の有史以来の

地震の発生状況から推計し、震度階級Vを最

高に、南海道、大阪枚方周辺、兵庫県山崎町

周辺の震源地を想定して防災計画が作られて

います。

3 震災による被害状況

今回の震災による神戸市内の主な被害状況

は以下のとおりです。

(1)人的被害

死亡者 4，319人、負傷者14，679人行方不明

者 1人(平成7年11月市災害対策本部)。

身体障害者手帳所持者 50，612人中死者135

人(平成7年9月)、疲育手帳所持者 5.312

人中死亡者 12人(向上)

(2)障害者施設の被害

障害賠蹴

小糠作新

rイサーピス

設歯損壊

5 

2 
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4 被災後の障害者の状況

今回の震災では、多くの市民の生命が奪わ

れただけでなく、生活基盤の家屋が焼失、損

壊のほかさまざまな被害があり、市民の生活

は大きな影響を受けました。とりわけ日常生

活に援護を必要とする障害者にとっては、そ

の影響が時に大きく、断水、停電、ガス供給

停止等ライフラインが途絶え、情報不足の中

で、困難で不安な日々を過ごされました。

地域の小学校等公的施設が災害時の避難所

に指定されていますが、震災当日 497カ所に

20万2，000余人が避難され、その後避難者は増

え続け、 1月24日には、 589カ所に23万7，000 

人弱になりました。

自力あるいは家族や近隣者の援助により無

事避難された方も多数おられた反面、エレベ

ーターが故障、車椅子が倒壊した家屋から取

り出せずに避難することも困難な障害者もい

ました。各区の対策本部や福祉事務所に iS

o SJが入り対応できたこともありましたが、

市職員が災害関連業務に追われ、ボランティ

アに援助を依頼したこともありました。

一方、避難所での生活も障害者には困難が

ありました。暖房がなく体調を崩したり、毛

布にくるまったままの生活の中で、心身機能

が低下する障害者も多数いました。要介護状

態で、個人スペースがないため着替え、排f世
等に困難をきわめました。

また、設備面で障害者対応ができていない

避難所が多く、移動が容易にできない、トイ

レが使えない等生活上の困難が生じました。

さらに、視・聴覚障害者からは情報が届か

ないという声も多くありました。

避難所がこのような状態ですから、居住困

難にもかかわらず無理をして在宅生活を送っ

た障害者もあり、ライフラインの未復旧、交

通機関の遮断、街の状況の激変等のため、水

くみ、入浴、救援物資の入手、通院等ができ

ず日常生活も自由にできませんでした。



5 要援護者への支援活動

(1)安否確認

在宅障害者について、震災直後より、施設

やサービス提供機関を通じて利用者の安否確

認を行うとともに、福祉事務所の相談活動の

中で状況把握に努めたが、市内在住約5万人

の障害者の状況把握はなかなか困難でした。

一方、震災直後より、ボランティアグルー

プが安否確認、支援活動を進めていましたが、

市として、ボランティアグループの協力を得

ることを決定し、障害者のプライバシ一保護

に十分配慮、しつつ、 1月下旬より障害者名簿

の開示に踏み切りました。そのため住所、氏

名等の最低限の情報とし、福祉事務所や育成

課で台帳の書き写し作業を行いました。その

後、 2月中旬から、福祉事務所、保健所職員

等による要援護者実態調査(高齢者・児童を

含む)を行い、ニーズの把握に努めました。

(2)緊急ショートステイ

ほとんどの避難所で、設備面で障害者対応

ができていなかったこと、また、在宅の障害

者もライフラインの断絶や情報不足等のため

日常生活を送るのに多くの困難が生じました。

避難所からの通報や本人、家族からの相談

を受けて、福祉事務所で状況把握を行い、障

害者施設で緊急ショートステイによる受け入

れを行いました。

入所については、 1月20日付厚生省通知に

基づき、各施設のショートステイ定員を超え

ての入所や他県市の施設への入所等柔軟な対

応がとられました。また、兵庫県社会福祉協

議会に障害者支援センターが設置されたほか、

大阪府、京都府等にも受け入れ施設のコーデ

ィネートを行う窓口が設置され、迅速、円滑

な対応が行われました。

平成7年2月21日が最多で、 41施設、 167 

人が緊急ショートステイを利用しました。

(3)定員枠を越えての入所措置

緊急ショートステイの利用者について、 3

月上旬に施設を通じて意向調査をするととも

に、福祉事務所が状況確認をした結果、帰宅

のめどが立たない障害者への対応が必要とな

りました。市外施設への入所措置を進める一

方、厚生省と協議の上、市所管施設の定員枠

を越えた入所措置を行った。

また、知的障害者の通所施設についても、

震災により失職した障害者等新たなニーズに

対応するため定員枠を越え入所を行った。

(4)障害者緊急ケアセンター

1月30日より、しあわせの村内に障害者の

ための二次避難所として障害者緊急ケアセン

ターを設置し、避難所等での生活が困難な障

害者を介護者と共に受け入れた。センターで

は公立施設職員やボランティア、愛護協会・

療護施設協議会からの応援職員により介護、

日常生活訓練等を行った。 6月15日の閉鎖ま

でに、介護者を含む46名が利用した。

(5)身体障害者手帳・療育手帳の再交付

震災により、身体障害者手帳・療育手帳を

破損・紛失した障害者に対し、震災直後は手

帳証明書を発行し、その後は身体障害者手帳

.療育手帳の再交付を行った。

1月17日-3月31日 再交付件数

身体障害者手帳 516件

療育手帳 56件
(6)補装具・日常生活用具の交付

補装具・日常生活用具を被災により紛失し

たり、破損した障害者に対し、緊急に用具を

提供するため、政令指定市等に依頼し救援物

資として用具を確保し福祉事務所、保健所等

を通じて配布した。一方、営業可能な補装具

業者を調査するとともに、通常の事務処理を

事後にして補装具・日常生活用具の交付を行

った。

1月17日-3月31日

補装具の交付・修理1， 121件

日常生活用具の給付 367件

救援物資として確保した用具

車椅子 464台 杖 700本
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補聴器 100台 集尿器 100個

(7)ホームヘルプサービス

高齢者ホームヘルプサービスと同様。

3月末現在派遣世帯 227世帯

(8)入浴サービス

高齢者入浴サービスと同様。

3月末現在利用者 46人
市内の療護施設が入浴設備を開放し、在

宅の被災障害者に対し、送迎による入浴サ

ービスを実施した。

(9)ガイド、へルパーの派遣

震災後の街の状況の激変による新たな外

出介護ニーズに対応するため、 4月にガイ

ドへルパーの緊急募集を行~"新たに 140

名の新規登録を行った。

1月17日-3月31日

延べ派遣数 801件

(10)全身性障害者介護人派遣事業

地域で自立生活をめざそうとする重度の

全身性障害者の日常生活全般の幅広いニー

ズに応えるため、平成7年度より派遣時数

の上限を64時間から96時間に拡大した。

3月末現在派遣数 42人

(11)手話奉仕員の派遣

兵庫県聴覚障害者協会との連携により

1)避難所、在宅聴覚障害者に対する手話

通訳による情報提供

2)区窓口(擢災証明・義援金・仮設住宅

受付等)への手話通訳者の配置

を行った。

手話通訳者を確保するため、 1月27日に兵

庫県から各都道府県あて、 2月24日には神戸

市から各政令指定都市あて手話通訳者の派遣

依頼を行い、自治体手話通訳者 213名の応援

を受けるとともに、手話ボランティア60名お

よび神戸市手話奉仕員派遣制度の登録奉仕員

(58名)のうち活動可能な手話奉仕員が合流

して活動した。

1月17日-3月31日

手話通訳件数 1. 055件

窓口での応対件数 439件
(12)小規模作業所・デイサービスの復旧支

援震災による小規模作業所・デイサービス

の被災の状況は

1)小規模作業所

全焼2 全壊5 半壊4

2)デイサービス

全壊2 半壊4

であった。

このうち建物が使用できなくなった小規模

作業所、デイサービス施設については、公園

や私有地に朝日新聞厚生文化事業団の援助に

より、 6カ所の仮設作業所・デイサービス施

設を建設した。

また、阪神・淡路大震災復興基金(新設・

移転費5/6補助)、中央競馬馬主社会福祉

財団(修繕・備品 3/4補助)等の補助のほ

か、市として再開のための補助(全焼・全壊

80万円・半壊40万円)を行った。

ライフラインの復旧等に伴い、 1月下旬よ

り順次再開し、 6月末には32カ所の小規模作

業所、 17カ所のデイサービス施設すべてが再

開した。

6 震災対応の課題・反省

一番の反省は、本庁・福祉事務所職員が災

害関連業務に負われ、被災障害者への対応が

不十分であったということです。

また、日頃から地域で暮らす障害者の状況

把握に努め、緊急時に迅速に対応できる相談

体制、障害者が気軽に援助を求められる相談

窓口の役割を福祉事務所が担う必要性を痛感

しました。

ただ、今回のような大規模災害の場合、行

政の対応には限界があり、地域での支援活動

も必要と思います。民生・児童委員活動等在

宅障害者の地域見守りシステムの体制づくり

も今後の検討課題と考えます。

また、今回の震災ではボランティアが大き

な役割を果たしましたが、多数のボランティ
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ア団体・個人が独自に活動したため、情報が

錯綜し混乱が生じました。ボランティアのコ

ーディネート機関の創設が重要と思います。

さらに、視覚・聴覚障害者に対する災害情

報の伝達が不十分であった。彼らに対する情

報提供システム作りを検討するとともに、福

祉施設に障害者のための避難所や介護用品等

のストックヤードとしての機能を持たせる等

防災拠点化について検討していく必要があり

ます。

7 今後の対策として検討すべきこと

①福祉事務所の体制強化〈災害時の担当業務

の見直し等)、相談体制、援助体制の確率。

②在宅障害者の地域見守りシステムの体制づ

くり(民生・児童委員の活動)。

③ボランティア活動コーディネート機能の確

立。

④情報提供システムづくり

-各区の拠点への文字放送TVの設置。

・情報提供の拠点づくり〈各区単位に拠点

をつくる)。

-手話奉仕員派遣制度の充実。

⑤福祉施設の防災拠点化の検討

-災害に強い施設づくり。

・障害者のための避難所としての役割。

-介護用品のストックヤードとしての役割。
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⑥緊急時のショートステイの受け入れがスム

ーズに行えるシステムづくり。

他にも検討すべき対策は多くあると思いま

すが、平成7年9月1日付朝日新聞社説に

「学ぶべき最大の教訓は、安全には『絶対』

はなく、わが身を守るのはまず自分であり、

家族であり、そして地域の人たちだというこ

とで・はなかったか。次にこの計画を近所の人

たちと共有できる計画につなげたい。一人暮

らしのお年寄りなど災害弱者を枚出する手順、

それを町内会や自治会規模の計画づくりにつ

なげる。地域の企業にも参加をぜひ求めたい。

これを自治体の地域防災計画に結びつけ、

訓練を通して計画を試みてみる。そうやって

初めて、わが家の防災計画から、自治体の防

災計画、国の防災基本計画を生きたものにす

ることができる。」といっています。

お互いが自分でできることから始め、自助、

共助、公助の体制づくりをすることが大切だ

と思います。

二度とこのような大災害が起きないよう祈

るとともに、個人、地域、自治体、国が相互

協力して、被害を最小限にとどめるシステム

づくりをする必要があります。

最後に、神戸市や市民に対して暖かいご支

援ありがとうございました。



.第 2分科会

社会リハの概念と実践

まとめ [座長]大木 勉

社会リハビリテーションの概念の体系化に向けて奥野英子

身体障害者更生施設における社会リハビリテーションの実践大塚庸次

地域における社会リハビリテーションの実践高橋流里子
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第2分科会「社会リハの概念と実践」

まとめ

「社会リハビリテーション」ということば

程、いいやすくまた分かりにくいものはない。

総合リハビリテーションを形成する 4つの分

野のなかで、医学・職業・教育のリハビリテ

ーションは、格別の説明がなくても、それな

りに理解されやすいのに、社会リハビリテー

ションだけは、その 3者以外のすべてといっ

た程度の認識にとどまっているのではないだ

ろうか。

総合リハビリテーション研究大会では、今

回はじめて社会リハビリテーションを真正面

から取り上げ、 「社会リハビリテーションの

概念と実践」というテーマの分科会が開催さ

れた。予想 (30名程度)をはるかに上まわる

100人を越す参加者を得ながら、予め心配さ

れたように、 「学術的すぎてむずかしかった」

「ますますわからなくなってきた」という声

に代表されるような結果になってしまった。

混乱あるいは不消化に終わるだろうという危

慎はあったが、 3人の演者とも発表直前まで

原稿に手を入れるという熱心さにかかわらず、

課題が十分整理され、将来に希望がつなげら

れるような分科会にはなり得なかったことを、

まずは素直に反省したい。

奥野専門官は、国際的にも揺れ動いてきた

社会リハビリテーションを、 「社会生活力

(Social Functioning Ability)を身につけ

ることを目的としたプロセス」であり、 「障

害者福祉Jとの差異をはっきりさせて、施設

サービスや地域サービスのなかに正しく位置

座長大木 勉

貴峯荘職業更生センタ一所長

づけ、社会生活力の向上に寄与したいと整理

し、提言した。大塚副所長は、自ら勤務する

更生施設のプロク守ログラムの中に、社会生活

力の向上のための具体的かつ実際的訓練を組

み込んだ実践結果を紹介した。高橋助教授は、

PTでありソーシャルワーカーでもある立場

からの地域での実体験をこまごまと語った。

もちろん、仮の整理であり実験的試行に類

する発表であったが、問題提起としてはいず

れも優れていたと思う。

テーマが大きすぎ、唐突でまた時期尚早・

準備不足であったということも考えられる。

発表の技術・分科会の進め方にも反省材料が

あったのだろう。反撃が少なかったのは、参

加者の日常の実践と関連づける鋭さが欠けて

いたのだろうと思う。あるいは、参加者にと

ってみれば、上すべりの論議であったかもし

れない。しかし、いつまでも放っておいてよ

いテーマとは思えない。

3人の演者の発表は、この報告書に記載さ

れているように、内容豊かで視点が明確であ

り、また実践の重みをもっている。文字でお

読みいただければ、十分ご理解いただけるは

ずである。 4つの分科会のうちで、断然トッ

プの 100人も集まったことの意味を考えると、

多くの人がこのテーマに興味・関心を寄せて

いることが分かる。 I分からないことは、無

理に分かろうとしなくてもよし、」という意見

もあろうが、関心の深さを重くうけとめ、次

なる機会の充実と発展を祈りたい。
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社会リハビリテーションの概念の体系化に向けて

奥野英子
厚生省社会・援護局更生課 身体障害者福祉専門官

1 はじめに

総合リハビリテーションは医学的リハビリ

テーション、教育リハビリテーション、職業

リハビリテーション、社会リハビリテーショ

ンの4分野から構成されていることは周知の

とおりです。このリハビリテーションの4分

野のなかで「社会リハビリテーション」が分

かりにくく、 「障害者福祉」と混同され、正

しく位置づけられてこなかった現実がありま

す。

1975 (昭和50)年に、関東近辺の身体障害

者更生施設等の職員や研究者が中心となって

「社会リハビリテーション研究会」を設置し、

これまでの20年間に 120固にわたる研究会を

実施してきました。また、日本障害者リハビ

リテーション協会の国際委員会社会部会にお

いても、 「社会リハビリテーションの概念と

枠組み」についての検討を始めたところです。

「社会リハビ、リテーション」と「障害者福

祉」の相違を明らかし、その関係を明確化す

ることにより、リハビリテーションの一分野

である「社会リハビリテーション」の概念の

体系化を図り、 「社会リハビリテーション」

の具体的プログラム実践の促進に貢献できれ

ばと思います。

2 rリハビリテーション」の定義と社会リ

ハピリテーションの位置づけ

リハビリテーションについてはこれまでに

さまざまな定義がなされてます。それらの中

でも代表的な定義は以下のとおりです。

1)全米リハビリテーション協議会による定

義 (943)

「リハビリテーションとは、障害者が可

能な限り、身体的、精神的、社会的及び経

済的に最高限度の有用性を獲得するように

回復させることである。 J

2) WHOによる定義 (969)

「リハビリテーションとは、医学的、社会

的、教育的、職業的な手段を組み合わせ、

かつ相互に調整して、訓練あるいは再訓練

することによって、障害者の機能的能力を

可能な最高レベルに達せしめること。」

3)国連障害者世界行動計画による定義 09
82) 

「リハビリテーションとは、身体的、精神

的、かつまた社会的に最も適した機能水準

の達成を可能とすることによって、各個人

が自らの人生を変革していくための手段を

提供していくことをめざし、かっ時聞を限

定したプロセスで・ある。」

上記のとおり、リハビリテーションの代表

的な 3つの定義において「社会的(social)J

という用語が使われていますが、それらは目

的概念としてや目的達成のための手段として

使用されています。

リハビリテーションは障害がある個人の

(に対する)総合的な取り組みですので、分

野別に分断することは本来できませんが、広

範囲にわたる取り組みであるため、アプロー

チのための拠点として医学、教育、職業、社

会の 4分野に整理されているといえるでしょ

っ。
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3 r社会リハビリテーション」と「障害者

福祉」の概念の検討

「社会リハビリテーション」と「障害者福

祉」の概念および定義について検討するため、

諸文献を当たってみましたが、両者の概念が

日本においては混同していることが明らかに

なりました。代表的な捉え方は以下のとおり

です。

1)上田 敏:障害者福祉事業は社会的リハ

ビリテーションとほとんど同義であり、全

体としてのリハビリテーション事業の一部

である。(rリハビリテーションを考える」

青木書底、 1983)

2)三津義一:身体障害者が社会生活や家庭

生活などに適応するための援助を総称して

社会リハビリテーションといい、主として

ソーシャルワークが関係する部分を社会リ

ハビリテーションと呼よくこともできる... 

障害者の人権の保障から経済的保障、さら

に都市改造に至るまで社会リハビリテーシ

ョンの果たすべき役割は極めて大きなスケ

ールのものとなり、従来いわれていたよう

な狭い意味での「障害者の福祉」とは段違

いの規模の仕事になる。(r身体障害者福

祉論」中央社会福祉学院、 1995)

3)小島蓉子:社会福祉からのアプローチで

ある「障害者福祉」はトータルな社会福祉

論の一翼として、政策論的、歴史的、行政

的な色彩を内包し...各種の障害者福祉立

法を基底に、障害者ニーズの充足に関連す

るサービスを組み立てた国家政策を基幹と

し、さらに施設、機関、人材など民間セク

ターの援助分配網を加え、各種障害者に対

する全国民的な福祉政策論であり、援助科

学技術体系としての「リハビリテーション」

と基本的に異なる。(r障害者福祉論」中

央法規、 1992)
また、そのほかの定義・解説をみると「社

会リハビリテーション」と「障害者福祉」の
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概念が全く逆に捉えられていることも多々あ

りました。

4 r社会リハビリテーション」の概念・定

義の変遷

ニューヨークに本部を置く国際リハビリテ

ーション協会(R1 )はリハビリテーションに

関する代表的国際機関であり、この国際リハ

ビリテーション協会には各種の常置委員会が

設けられています。医学委員会、教育委員会、

職業委員会などとともに、社会委員会が設置

されたのは1961年ですが、社会リハビリテー

ションの概念は幾多の変遺を経ており、主だ

った経過は以下のとおりです。

1) WHOによる「社会リハビリテーション」

の定義 (968)

「社会リハビリテーションは、障害者が家

庭、地域社会、職業上の要求に適応できる

ように援助したり、全体的リハビリテーシ

ョンの過程を妨げる経済的・社会的な負担

を軽減し、障害者を社会に統合または再統

合することを目的としたりハピリテーショ

ン過程の一部分である。 J

2) R 1による「社会リハビリテーションの

将来のための指針J (1972) 

この指針の中で具体的な定義はなされてい

ませんが、 rR 1社会委員会の関心の焦点

は、身体もしくは精神に障害をもっすべて

の人々の生活条件及び個人の福祉を向上す

ることである。」とし、障害者をめぐる環

境として、①物理的環境、②経済的環境、

③法的環境、④社会・文化的環境、⑤心理

・情緒的環境をあげ、これらの環境を改善

することが社会リハビリテーションとして

取り組むべき課題である、とまとめていま

す。

3)小島蓉子による「社会リハビリテーショ

ン」の定義 (978) 

「社会リハビリテーションは、社会関係の

中に生きる障害者自身の全人間的発達と権



等」の重要性をあげています。

「機会均等とは社会の一般的システム、

例えば、物理的、文化的環境、住宅と交通、

社会・保健サービス、教育と労働の機会、

スポーツやレクリエーション施設等を含む

文化・社会的生活をすべての人々に利用可

能にすることである。」

「社会リハビリテーション」と関連諸概

念との関係

5 

以上のように、社会リハビリテーションの

概念・定義は国際的にも変遷を経てきました。

また、 1982年の国連障害者世界行動計画にお

いて「障害に関する主要 3分野」として、

①予防、②リハビリテーション、③機会均等、

の3つの概念が整理されました。これらの経

過をふまえ、 「社会リハビリテーション」と

関連諸概念との関連性を以下のように整理し

たいと思います。

利を確保し、一方、人を取り巻く社会の側

に人聞の可能性の開花を阻む社会的障壁が

あればそれに挑み、障害社会のそのものの

再構築(リハビリテーション)を図る社会

的努力である。」

4) R 1社会委員会による「社会リハビリテ

ション」の定義 (986) 

RI社会委員会では 1980年代初頭から

“Social Rehabilitation"の定義を検討し

てきましたが、 1986年に以下のような定義

を採択しました。

「社会リハビリテーションとは、社会生

活力 (Social Functioning Ability，略称

S F A)を高めることを目的としたプロセ

スである。社会生活力とは、さまざまな社

会的な状況の中で、自分のニーズを満たし、

一人ひとりにとって可能な最大限の豊かな

社会参加を実現する権利を行使する力〈ち

から)を意味する。」

また、この定義の前提として、 「機会均

「社会リハビリテションJと関連諸概念との関係

障

害

者

施

策

予防

リハビリテーション

医学的リハビリテーション

教育リハビリテーション

職業リハビリテーション

① 

② 

障害者福祉

|社会リハビリテ-Yaン|

機会均等③ 

り、その実施主体者は障害のある当事者、家

族、ソーシャルワーカ一、心理職等が中心と

なります。

「社会リハビリテーション」は、 1912年の

「社会リハビリテーションのための指針」に

おいて明記されたとおり、障害者を取り巻く

環境改善への取り組みを重要視していました

1986 (昭和61) 年のRI社会委員会によ

る「社会リハビリテーション」の定義に則り、

医学的リハビリテーションにおける PT訓練、

OT訓練等が障害者の機能の回復をめざすと

同様に、 「社会リハビリテーション」は障害

者が主体的に生きていくための社会生活力の

向上をめざした訓練・指導・援助・支援であ
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が、 1982年の国連障害者世界行動計画により

「リハビリテーション」と「機会均等」が分

けられたことに伴い、障害者を取り巻く環境

の改善は「機会均等」に含まれることになり

ました。 I社会リハビリテーション」は、障

害者と環境との相互関係を視野にいれた取り

組みでもありますので、 「機会均等」と非常

に重要な関係にあります。

そして、 「予防」、「リハビリテーション」、

「機会均等」のすべてへの対応として、 「障

害者施策」があるのではないでしょうか。従

来、障害者に関することはすべて厚生省が対

応しなければならないような風潮がありまし

たが、 「障害者基本法」の制定等に伴い、現

在では全省庁による取り組みに拡大されてい

ます。障害者の「完全参加と平等」と「ノー

マライゼーション」理念の実現をめざす全省

庁による取り組みが「障害者施策」といえる

でしょう。

6 I社会リハビリテーション」と「障害者

福祉」の関係

1)社会リハビリテーション

すでに記述したとおり、 「社会リハビリテ

ーション」はリハビリテーションの一分野で

あり、障害がある者の社会生活力を高めるた

めの援助技術の体系、方法および具体的なプ

ログラムです。

2)障害者福祉

リハビリテーションによって障害者の身体

的、精神的、職業的、社会的な能力を最大限

に高めますが、それでもなお解決されない能

力低下と社会的不利に対応するための社会福

祉からのアプローチが「障害者福祉」であり、

各種の福祉立法を基底に、障害者のニーズを

充足するための福祉サービスを提供する制度

.施策です。

身体障害者手帳等の交付に基づき障害者福

祉サービスを提供するわけですが、具体的に

相談援助、医療費の軽減、補装具・日常生活
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用具の給付、所得保障、在宅福祉サービス、

施設福祉サービス等となります。

7 社会リハビリテーションの実施方法

社会リハビリテーションには理念はあって

も技術体系がないと批判されてきました。し

かし障害者一人ひとりの社会生活力を高める

ための訓練・指導・援助・支援は、①ケース

ワーク、②グループワーク、③コミュニティ

・ワー夕、④ケア・ワーク、⑤カウンセリン

グ、⑥アドボカシー(権利擁護〉、⑦ソーシ

ャル・アクションなどの社会福祉援助技術や

臨床心理技術を活用して実施します。これら

の援助技術は障害者だけを対象としているわ

けではありませんが、障害者の社会生活力を

高めるための訓練・指導・援助・支援のため

にも非常に有効・必須な技術です。

これらの援助技術を活用し、訓練・指導・

援助・支援プログラムを実施していくのです

が、具体的には、①各種施設におけるプログ

ラムと②地域におけるプログラム、に整理す

ることができます。施設におけるプログラム

としては、先駆的な施設において、生活訓練、

社会適応訓練、社会生活技術訓練等の名称で

取り組まれています。地域においては、障害

のある当事者が運営する自立生活センタ一等

において自立生活訓練やピア・カウンセリン

グなどが実施されていることも、社会リハビ

リテーションの具体的なプログラムの一例で

す。また現在、公的機関および私的研究グル

ープが、社会生活力を高めるためのプログラ

ムについての研究およびマニュアル作りに取

り組んでいます。

8. まとめ

「社会リハビリテーション」と「障害者福

祉」の両概念が日本では明確化されていませ

んが、医学的リハビリテーションにおける P

T訓練、 OT訓練等が障害者の機能の回復を

めざし、職業リハビリテーションが職業能力



の獲得をめざすように、 「社会リハビリテー

ション」は社会生活力の向上をめざした訓練

.指導・援助・支援を意味します。

今回は試案として「社会リハビリテーショ

ンJの概念を提示しましたが、今後も、社会

リハビリテーション研究会や日本障害者リハ

概念の体系をさらに明確にしていくため、そ

の実施方法を具体化し、障害がある者の社会

生活力を高める訓練・指導・援助・支援プロ

グラムの実践を促進することに寄与したいと

思います。

ビリテーション協会国際委員会社会部会とと ※参考文献:小島蓉子・奥野英子編著「新・

もに検討を続け、社会リハビリテーションの 社会リハビリテーション」誠信書房、 1994

身体障害者更生施設における

社会リハビリテーションの実践

はじめに

本日は、 「身体障害者更生施設における社

会リハビリテーションの実践」というテーマ

で話をしたいと思います。はじめに身体障害

者更生施設の現状についてお伝えし、次に更

生施設で取り組まれている社会リハについて

お話しをしたいと思います。

1 身体障害者更生施設の現状と課題

それではまず身体障害者更生施設「以下

(更生施設)と略す」の現状について話をし

たいと思います。なお本日の更生施設は肢体

不自由者の施設に限らせていただきますので

予めご承知置きください。

身体障害者の更生「以下(リハビリテーシ

ョン)という」は、昭和20年代の更生指導所

から始まったと言えます。やがて身障法の成

立によって肢体更生施設がその役割を引き継

ぎました。昭和38年には重度障害者の更生施

設として重度身体障害者更生施設「以下(重

度更生施設)と略す」も開設されました。

大塚庸次
七沢更生ホーム副所長

この間一貫して身体障害者の社会復帰の場

としてその役割を果たしてまいりました。昭

和20年代、 30年代と言えばまだまだ施設に対

するニーズは収容と保護の時代であったこと

からすれば、リハビリテーションを前面に出

した事業は大変画期的なことであったといえ

るのではないでしょうか。

特に昭和56年の国際障害者年以降は、ご承

知のように「社会参加と平等」のスローガン

のもと、介助を必要とする最重度障害者の自

立生活が求められ、更生施設の役割は増えこ

そすれ減ることはなく、時あたかも福祉のパ

ラダイムは、施設福祉から地域福祉へと大き

く転換している時でもありますから有期限の

更生施設は、その役割をいかんなく発揮して

いくものと思われました。しかし現実はなぜ

かそのような状況になりませんでした。私は

全国的な傾向を探ろうと平成2年にアンケー

トを取ってみました。その結果、肢体更生施

設は利用者の減少化傾向に歯止めがかからず、

重度更生施設は利用者の長期化に見舞われて

おりました。時代の先取りでありました更生
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施設はその役割を終えようとしているのでし

ょうか。それにしでもなぜこのような状況に

陥ってしまったのでしょう。本日のテーマで

あります社会リハの実践とも関連があります

ので少しこの原因について触れておきたいと

思います。

まず障害者の社会復帰を職業リハを中心と

してスタートした肢体更生施設の場合は、労

働行政が重度障害者の職業的リハまで取り組

むようになったことが一番の原因かと思いま

す。しかもどちらの施設も介助を要する重度

障害者の職業的リハは難しいため介助を要し

ない重度障害者については競合状態になった

と考えられます。一方、重度更生施設の場合

ははっきり言って生活施設であります療護施

設の不足が一番大きな理由と考えますが、同

時に都市部ではリハビリテーション病院の普

及が挙げられのではなし、かと思います。つま

り医学的リハが重度更生施設施設と競合状態

となっていることが考えられます。中途障害

者のほぼ 100%がまずリハ病院を利用します

が、その聞に家族の変化が生じたり社会的要

因のためにスムーズに退院ができないこと等

から、社会的入所として重度更生施設利用す

るため、必然的に利用期間が長くなってくる

わけです。当七沢更生ホームでも脳卒中の方

が約5割近く利用しておりますが、その半数

以上は単身者で占められ、その多くが生活施

設利用待機となっています。

次に更生施設で行われている訓練について

少しお話しておきたいと思います。まず身体

障害者福祉法では、更生施設の役割を「身体

障害者を入所させその更生に必要な治療又は

指導を行い、及びその更生に必要な訓練を行

う施設とする。」としていますが、ここでい

う「治療」は現在はほとんどリハ病院で行わ

れておりますので、リハビリテーションに対

する治療よりは合併症等に対する保存的・継

続的治療と考えられます。また「指導」に関

しては、更生訓練がとどこおりなくできるよ
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うに指導することと理解され、どちらかとい

えば施設生活の適応に向けた指導と解釈でき

ます。また「更生に必要な訓練」については、

(身体障害者更生施設等の設備運営について)

「以下(施設運営基準)と略すJに詳しく載

っていますが、その基本は医学的、職業的、

心理的更生が主となっている。ここではこれ

をリハの三本柱と称しておきたいと思います。

残念ながら本日のテーマで‘あります社会的更

生、すなわち社会リハに関しましてはどこに

も見当たりません。特に肢体更生施設の場合

は、 (肢体不自由者更生施設における医学的

更生並びに職業的的更生に於ける実施の指針

について)の通知の中に大変詳しく紹介され

ている。しかも驚くべきことに本通知は昭和

29年のものですから当時の意気込みが強く感

じられます。

さて社会リハの存在性のなさに追い打ちを

かけるわけではありません、日本リハビリテ

ーション医学会によって編集されました、第

二版リハビリテーション白書におきましでも、

ハッキリと「社会的リハは範囲の唆昧さが課

題である」と指摘し、社会的リハと社会福祉

とどこがどう違うのかのと問L、かけています。

このようにリハビリテーション関係者からも

ほとんど認知が得られていないのが現状であ

ります。一方リハビリテーションとつくため

でしょうか、福祉関係の学者も社会リハにつ

いてはほとんど関心を示していません。

いずれに致しましても社会リハが市民権を

得るまでには、まだまだ道遠しの感が致しま

す。社会リハに関する理解者が一人でも多く

現れてくれるとを願って次に実践についてお

話したいと思います。

2 社会的リハのプログラムの紹介

内外の障害者自身の自立生活運動の取り組

みとノーマライゼイション思想やリハビリテ

ーション理念の高まりによって、重度障害者

の社会参加と平等をさらに進めるために、平



成2年に身体障害者福祉法はその目的を「更

生と保護」から「自立と経済活動への参加」

へと改正されました。しかし同法が改正され

たにもかかわらず、施設運営基準は前のまま

ですから、重度障害者の自立生活すなわち社

会リハに取り組んでいくのか明らかになって

おりません。アメリカのように当事者が積極

的に関係法を改めさせていくことも一つの方

法ですし、北欧のように行政が先手をとって

ノーマライゼイション化を進めていくのも一

つのやり方かと思いますが、日本の場合は、

せっかくアメリカや北欧にはない障害者の更

生施設があるわけですから、これを使わない

手はないと思いますが、いかがでしょうか。

こうした状況にもかかわらず全国の先駆的

な更生施設は、試行錯誤と創意工夫を凝らし

てさまざまな自立生活に向けた援助プログラ

ムを開発してきました。その多くは、肢体更

生施設に見ることができますが、最近のリハ

ビリテーションセンターに併設されておりま

す重度更生施設においても社会リハを前面に

打ち出している施設が出て参りました。ここ

では、詳細な紹介は時間の関係で省かせてい

ただきますが、プログラムの名前から想像し

ていただければと思います。社会生活技術訓

練、社会適応訓練、自立生活プログラム、社

会参加促進プログラム等々があります。

また私が勤務しております七沢更生ホーム

は、昭和48年にスタート致しましたがその特

徴は、神奈川県の総合リハセンターの中に位

置づけられたことと、肢体更生施設と重度更

生施設を一体的に運営していることが挙げら

れます。 Iなお余談ですが更生相談所は同一

敷地内に入っておりません。 J

更生ホームが社会リハらしき援助を始めた

きっかけは、重度障害者のリハビリテーショ

ン訓練が早々とプラトーに達してしまい、日

々施設の中で時閣をもてあます障害者が増え

てきたからに他なりません。リハの三本柱の

限界は施設がオープンするやたちまちゃって

きました。やがてこれらの援助を充実させる

ために、肢体更生施設分の指導員を職員の合

意のもと三交代業務から外し、グループワー

クに専念できるようにして、さまざまなプロ

グラムを整えることができるようになりまし

た(資料 1参照)。やがて自立生活運動の刺

激をうけ、昭和62年に自立実習棟をオープン

させ自立生活訓練を積極的に取り組み始めま

した。しかし更生ホームの状況も全国的な傾

向とあまり大差はなく全介助者や常時要観察

者等の増加により三交代職員に負担が多くか

かるようになってきております。社会リハの

援助については、人も訓練費も全くない中で

行っているため、そのしわ寄せがどうしても

こうした形で出てきてしまいます。重度更生

施設が社会リハの重要性や必要性を主張して

も、法的な支えがないことは予算が全くつか

ないことを意味しております。したがってど

この施設も人と予算のやり繰りに苦労してい

るのが現状かと思います。

3 社会リハの今後の進め方

プログラムのことについて話を戻したいと

思いますが、更生ホームのプログラム名をみ

ていただければおわかりのように、学習以外

は今のところどちらかといえばリハビリテー

ション訓練の延長線上にあるかと思います。

したがってモデル的には、医学モデルをベー

スに取り組んでいるかと思いますが、今日の

テーマである社会リハの場合は、経験的には

医学モデルより生活モデルの視点に立つべき

ではなかと，思っております。この違いの流れ

図については試案としてその対比図を作って

みました(資料5参照〉。

このように生活モデルは、まずアセスメン

トがあることを前提にしてみました。アセス

メントにつきましては資料の 2と3をを参照

してください。このモジュールは備考にも書

いておきました「社会リハビリテーション研

究会」の有志が一昨年より手掛けてきたもの
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プログラム名 プログラムのねらい 時 間 崎所

生 活 学 習 (1)障害について理解を深める(2幅値目制度を学剥31社会資源の活用の仕方を学ぷ:(4地織で暮ら 毎火晦日 2階面接室
脳血管障害 すための情報を得る(5牌来の生活設計を立てる(6)健康管理の方法を学ぶ 14: 10-16:00 

一一
グループ コミ aニケーション (1)コミュニケーションを積極的進める〈失語症の方を中心にグループ化を図る〉 毎水曜日 14:10・16:00 5階多目的室

疾
怠 レクリエーション II凍団生活に潤いを持つ(21f中間意識を育制3崎害の受容を図る 毎木曜日 14:1か16:00 2階ホール
.IlIJ 
グ 童IJ 作 活 動 m作る喜びを体験する12雌能の向上を図る(3滋味の拡大を図る 月一回実施 特に定めず実施
JL-

生 活 学 習 (1伏人に向けての自覚を脊む121自立生活意識を福袋する(3睦活管理の自立を促す(4珠士会重量加の気構 月~金 2階面接室
プ 脳性麻簿者 えを普てる(5)福祉制度を学ぶ(6)社会資源の活用の方法を学ぷ 13:10‘14:00 

ク グループ 体 験 学 習 (1外出体重剣21ボランティアの探し方・依頼の仕方を学ぷ(3)外出計画の方法を学ぶ 月~金 10:10・11:00 5階多目的室

レクリエーション m余暇の楽しみ方・過ごし方を学，S~(21企画立案の仕方を学ぷ 毎木曜日 14:10・16:00 2陪食堂

生 活 学 習 UI障害について理解を深める(2踊祉事肢を学』司3玲士会資源の活用の仕方を学ぶ:(4瑚域で暮らすため 毎水曜日 2階面策室
脊損・頭担者 の情報を得る(5帰来の生活設計を立てる(6)健康管還の方法を学ぶ 15: 10-16:00 

グループ 体 験 学 習 (1)外出体験.121ボランティアの探し方・依頼の仕方を学.&~3庇輩を訪ね自立生活の方法を学ぶ 随時

社会生活自立実習練 (l)家庭生活全般の技術肇得(2)単身生活への挑戦を図る(3)家庭改造の多考資料を得る(4)ポラ -BJ十紅白寸・甜J-A 自立実習棟
生活技術 訓練 ンティアを介して必要な介護内容を自己覚知する(5)集団生活から離れて生活し自信を深める 随時 2DKの一戸建て

プログラム 調 理 割11 練 (1)献立から買い物を体験する(2)調理の体験をする(3)ボランティアを介して自分の好みのもの 基礎調理 随時 2階食堂

目 を作る(4)栄養を考えた調理の体験 応用調理毎木曜 自立実習練

的 散 歩 割iI 錦 (l)歩行の安定・耐久性の向上(2)体力の向上(3)健康の保持 月・火・木・金噂日 中庭.t~9・外局
(PTによる訓練終了者を対象にW/C使用者も含め実施〉 9:10-10:00 自然保護老~9-

君。 ト一一一一一ー一一一
買い物訓練 (1)買い物を通して様々な経験を積む(2)庖員とのコミュニケーション(3)安全に庭内を移動する 第2・3木履日 大手スパー

プ (4)金銭の綬受を学ぶ(5)商品の知識を得る(6)ショッピング・軽食等を適して気分転換を図る 9:10・12:00 デパート

外出技術 一一ー
ロ 市街地移動訓練 (1)市街地歩行の体験(2)交通マナーの獲得(Ew/C含む)(3)横断歩道の確認(4)後維な路面に慣 毎水曜日 厚木市街地

プログラム れる(5)目的地までの移動の体験(6)方向感覚の体験(7)困った時の対応を学ぶ 9:20-12:00 
グ

一般交通機関利用 (l)路線パスや電車などの利用訓練(2)Jt1独移動{I!w/C含む)に向けた諮1I線(3)基礎訓練コース 随時 厚木市街地
ラ 訓線 (4)応用コース 自宅まで

ム 一 日 外 tl:l体験 (1)単独外U:Iが雛しい方を対象にした気分転換(2)訓練の可能性の見極め 第4火曜日 厚木市街地
-・ .. 晶』‘ ・・・・‘ー ・‘ーー ..・・ ・・・・・・・・・・ー -・・・・・ ・且.....ー・・ーー.............・・ 与・・ ・・‘'・ ー・・・・・・ー・・・・・ーー・・・・ーーー・・・・・・・・・・・・・・・・・ー-ー...・..........・ a・・........ 9:50‘15:00 伊勢原市街

半日外出体験 (1)重度障害者用外出体験〈一日では長すぎる震度障害者用〉 第4木曜日9:20・12:00 町田市街
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資料2 S F A (社会生活力)モジュール表 資料3 ニーズ・アセスメントの参考例

l 自己の認識 2 自己決定の表現 モジュール W ~‘昆力-t#--I:::!Ã~ダト底力著書f

3 コミ zニケーションと人間関係 4 介助サービスと介助者

5 時間管理 6 健康管沼

7 補装具と福祉機器 8 金銭管理

自 家庭管理 10 セク yュ7リティ

日家庭生活と育児 12 おつきあい

13 身辺目安全性と危険防止 14 余暇・魅味・スポーツ

15旅行 16 障害者の社会的立場の認践と祉会啓発

17生涯教育 18住宅のアクセス

19 公共建策物のアヲセス 20 交通のアクセス

21 喰業生活の認識 22地域の社会資源

幻自己鎌麗 24 法・行政に関する権利擁護

お人生醐十

器提本SFAモジュールについては、社会リハビリテ-yョン研究会が，先駆的なリハ

ビリテーション施湿の野価項目とシカゴ ILセンター・アクセスリビングの rlnde-

pendenl Living Skills Curricul岨』のモジュールを書考にじて当会が強自に作成し

たも由である。

資料4 社会生活支援プログラム・計画表

lu--〈州|目梱陣桝 〈 飯 川 | 食 生 活 鱒 点

担当生活術導目 111借金士会#加の方法

三三L¥
l 締ト，.付踏帽m:.ついT

2 婚f-，xllltU9{1tついて

3 殴ι・X~樋~tJt肘-，.tついて

4 1 h齢制-/何切なついτ

5 骨髄@刷t繊細91トトE叩T

6 合儲をlIll晴樹d.ttついT

分銅 項 目 本 人 の 自 信 段定 複線等の目栂殴定 探胞内事 支 11 内容 別途JI!(逮り成直感〉 実施予定期間

トー

一一ー一一

ト→ ートー
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です。この表を参考に社会生活力のア

セスメント表を試作してみました。こ

のアセスメントによって障害者自身が

自らの目標設定を見いだし、その目標

に合わせて訓練や学習をどこで行うか

場所(自立活動センタ一、更生施設等〉

を選択をするわけです。したがって更

生施設側からすれば、少なくともアセ

スメントに基づいた援助プログラムが

準備ができていなければ、障害者から

選択していただけないことになるわけ、

です。

資料5 医学モデルと生活モデルの対比図(試案)

|医ーレ| |ーデレ|
事後評価(エバリューション)

によるニーズの把短・ B置E害、

当更生ホームも、一昨年より試験的

にこの方法を取り入れてみようと検討

してみましたが、職員からは賛成が得

られませんでした。それは利用者の大

多数が中途障害者でありその多くがリ

ハ病院において医学的リハがほぼ終了

しているにもかかわらず、更生ホーム

に行けばさらに良くなるよと言われて

来た方々が多く障害の受容が不十分な

ため、アセスメントどころではなかっ

たからです。このため、施設内部の研

究会では、別な方法を考えて取り組み、

その結果「社会生活支援プログラム計

画表J (ソーシャル・ライフ・サポート・プ

ラン)となりまた(資料4参照)。この表の

利用の仕方は面接をしながら埋めていきます。

したがって社会リハだけでなく医学、職業リ

ハも含めこれから施設を出ていくにあたり必

要とされる社会資源の活用も含めトータルに

計画が立てられるようにしてあります。また

高次脳機能障害や頭部外傷が原因で自己決定

が難しい場合は、家族等の協力者から聞きこ

の表を作成していきます。面接で重要なこと

は、とにかく当事者が障害をあるがままに受

容してさて「何をしたいのかJI何をやって

みたのか」の意欲を引き出したり、聞き出す

ことにあります。

身体障害者の利用者予測はこれからも中途

障害者でしかも重度障害者の方の増加が見込

まれています。しかもリハ病院で・どんなに医

学的リハをしてきても障害者にとってはやは

り入所当初は医学的リハや職業的リハがメイ

ンであろうと思います。したがって更生施設

はまずは医学モデルから入ることはやむを得

ないと思いますが、中期以降は生活モデルへ

と移行し、退所後の生活についてあるいは社

会参加の手だてについてを自分自身で考えて

いけるよう援助することが望ましいと，思いま

す。これまではややもすると評価した結果か

ら社会参加の場が規定されてきましたが、障

害者自身が障害をあるがままに認めるなかか

ら何をしたいのかに着目できるように援助す

ることは、まさにリハビリテーションの最終
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ゴールである全人間的復権に叶っているので

はなL、かと思います。

4 社会生活支援プログラム(ソーシャル・

ライフ・サポート・プラン)について

現在、高齢者の福祉、医療、保健では公的

介護保険の導入に向けて議論百出しておりま

すが、身体障害者の関連からみてみますとや

はり介護がどうなるのか強い関心があります

が、本日のテーマからずれますので横に置か

せていただき、ここでは介護を取り巻くソフ

ト面に着目してみたいと思います。公的介護

保険の実践面では、さまざまなところでアセ

スメント、ケアマネジメント、ケアプランな

る言葉が飛びかわっており、また関係する文

献も急増しております。またケアマネジメン

トに関する学習会や研究会はドクターを始め

とした医療関係者が大変先行しております。

それは公的介護保険が医療と福祉の統合化を

目指している証左といえるかも知れません。

ここで提案ですが、障害者の場合(高齢者

も同様に思いますが先行しているためもう難

しいと思われるので)は、アセスメント対し

てはニーズ・アセスメントをケアマネジメン

トに対してはソーシャル・ライフ・サポート

地域における

-マネジメントをケアプランに対してはソー

シャル・ライフ・サポート・プログラム(社

会生活支援プログラム)を使いたいと思いま

すが、いかがでしょうか。なぜならば障害者

が地域で主体的に楽しく活き活きと生活して

いくためには、単にケア(介護)という狭い

領域だけではなく、本人のニーズに則した生

活全体をサポートすることが重要と考えるか

らです。すなわち疾病や老衰による痴呆老人

と同様これから増加が予測されている高次脳

機能障害者や頭部外傷者が引き続き地域で生

活していくためには、人権のサポートや財産

管理の問題等を避けて通ることのできない課

題であり、ケアマネジメン卜だけでは難くサ

ポートマネジメントが必要と思われるからで

す。

今後の更生施設は、これまでの医学モデル

の評価と訓練に加えて生活モデルの視点にた

ったソーシャル・ライフ・サポート・マネー

ジメント(社会生活支援フ。ログラム)を障害

者と共に地域(コミュニティ)に提供できる

力をつけていくことによって、障害者から選

択される施設として生き残れるのではなし、か

と思います。

社会リハビリテーションの実践

はじめに

現在、障害児者の多くが在宅で生活をおく

り、この傾向はますます拡大するであろう。

そのために障害者デイサービス等在宅福祉サ

高橋流里子
日本社会事業大学助教授

ービス施策は拡大し、これらにはリハビリテ

ーション活動も含まれている。また、病院等

医療機関、保健所等保健機関、福祉機関等多

様な機関も「地域リハビリテーション」を実施

している。このような「地域リハビリテーシ

第 2分科会社会リハの概念と実践 -82 -



ョン」では在宅障害者の訪問等による直接サ

ービスから地域の組織化までを含めた広い範

囲の活動を指している。というように地域に

おけるリハビリテーションは形態、活動内容

等さまざまである。しかし、社会リハビリテ

ーション活動はみえにくい。

この報告では地域住民に直接接する市町村

福祉行政機関の地域における社会リハビリテ

ーションについて考えたい。そのためにその

根拠と活動の一端を報告し、本分科会の論議

の素材の提供の役割を果たせればと考えてい

る。

1 福祉行政機関と社会リハビリテーション

にかかわる機能

まず、市町村は社会福祉法の実施機関であ

ること。

社会福祉八法の改正で町村も身体障害者福

祉法、老人福祉法の実施機関になり、措置権

である在宅サービスの決定権限をもっ、つま

り、提供しうるサービスを手中に収めている

ことになる。

次に、法律に基づく措置権限には専門的対

人援助機能が付随しているのである。福祉事

務所が「第一線の現業機関」といわれ、利用者

に直接に専門的技術をもって対応する現業活

動を特徴とし、これを事務処理行政機関との

峻別の指標にしている。そして、リハビリテ

ーションについてはI新福祉事務所運営指針j

0971年)で、身体障害者福祉法の運営にお

いて福祉事務所がリハビリテーション推進の

プロモーターの役割を担う機関と位置づけら

れている。また、社会福祉八法改正後の身体

障害者福祉法は市町村は「直接に、または間

接に、社会的更生の方途を指導すること並び

にこれに付随する業務をJ(第9条3-2)と社会

的更生、つまり、社会リハビリテーションの

機能も課していることがわかる。というよう

に福祉行政機関に対人援助機能を課せられて

いる。
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さらに、住民の生活問題を把握し、保健福

祉計画等計画策定とその実施責任があるとい

う地域の社会資源整備責任もある。社会福祉

の各法で市町村の業務に「福祉に関する実情

の把握」を規定している。このことは管轄地

域全域の児童から高齢者までライフサイクル

を通し、障害者の程度・種類、問題の種類に

かかわりなく、ニーズの発見から相談、サー

ビスの提供などに責任をもつことになる。老

人福祉法・老人保健法や障害者基本法で市町

村の義務・努力業務としている地域の保健・福

祉計画は実態をもとに、策定されるはずであ

る。

福祉行政機関は専門的対人援助に付随する

福祉法の実施にから地域福祉計画までの広範

囲の機能をもっているが、なかでも障害者に

対する専門的対人援助は、個人の社会生活力

を高める援助を伴うならば、社会リハビリテ

ーション活動と解釈できる。

2 福祉行政機関の在宅リハビリテーション

活動の実態

以上のような機能をもっ福祉行政機関での

在宅リハビリテーション活動実態の概略を示

す。

この市は東京から40キロ圏内、現在人口 7

万人、高齢化率約8%で、 1982年からこの活

動を実施している。この事業は県の事業を市

が引き継いだ行政主導で、福祉事務所の法外

援助として開始。在宅身体障害児者の生活の

し易さをめざして機能訓練、家族への介護指

導、相談を業務内容と規定した。当初の主要

な業務は、週1回、 1回半日勤務の非常勤P

Tによる家庭訪問による機能訓練であった。

手帳や申請の有無にかかわらず本人や家族の

承諾でサービスを開始するというように融通

性をもって対応したところ、当初とは方法、

対象、守備範囲が変化した。

6人の利用者で開始し、 1990年代には30人

を越えた。表1のように対象者は児童も成人



も、老人もと年齢は幅があること、障害原因

の多様さ、肢体不自由児者に知的障害、精神

障害との重複している。

利用者との接触はデイサービス職員、へル

パ一、介護支援センタ一、民間の医療機関保

健婦、工務店、へルパーやデイサービス職員

を通して本人から、口コミと多様な経路があ

る。障害、年齢構成の多様さから医療、教育、

施設サービス、在宅サービス等のサービスの

重複利用が多い(表2)。このことが他の機関

や職種との連携・連絡に業務の多くをさかね

ばならないことになっている(表3、表4)。

表 1平成6年度障害原因別・年齢別利用者表

酔中 雌峨マt11I・1トロ7-{-誼胡牌 ハ.ー村山崎

18鯨首 2 2 

18-641 6 6 

65制上 7 

計 13 7 3 2 

表2平成8年度利用者サービス利用状況表

附 E削，1tgγストロ7-{-二締推 藍柑時

医療通院中1) 13 2 
訪問看護 3 

教育専再開・髄鴇 2 

養護報趨

調

福祉保育所

贈腿鵬

施設通所健脚 2 
在宅事-Aヘルハ.ー 8 
福祉 Tィザーピス 11 2 
t-t'x lIg-トステ4 4 

3 援助プロセス

この活動を踏まえて社会リハビリテーショ

ンの援助プロセスを見てし、く。

(1)対人的援助開始の理由

2 

リハビリテーションへの相談の多くはPT

領域の相談でかかわり始める。①住宅改造・

補装具相談(介護をし易くするための浴室の

改造を、車椅子・補装具がほしい、合わない)

②機能訓練の相談(寝たきりらしい、関節が

事制量 二締推 輔蹄 臨 目髄 9~1t 嫡 本.リオ その他 計

7 

2 11 1 22 

8 

2 21 1 37 
L 

男性21入、雄16A

がーキ'1')'1蹄 酬信 脅醐信 臨 醐鵬 リウマチ 噺 ;r9ォその他 計

2 28 
4 

2 
2 

2 

2 
14 

2 19 
5 

1)時制腕組蝶槌胸C翻魁蹴した人

堅くなるのを防ぎたい、転び易くなった、訓

練の方法を知りたい)③介助・介護の方法を

教えてほしい等である。

(2)自立意識の喚起

ところが、当事者・関係者からの情報収集や

観察によりアセスメントをすると、 PT領域

のみの対応では済まない、内面、人間関係が

障害者が主体的な生活形成を阻んでいること

が見えてくる。例えば、①大人の障害をもっ

家族に幼児語等幼児と同じく対応、本人の意
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表3平成8年度業務方法

手段 件数 備考

家庭訪問 60件(40.8描〉 伺4蹴上自翻10A，WI:OJII問調13件2)

他機関の訪問 56件(38.1覧} 内30件が利用者との面談を含む

23回の他機関とのケース会議

電話連絡 30件(20.~) 家族・本人 11件

他機関・他職種 15件

事務所内業窃 l件(0.7X) 

計 147件(I00J;)

1)繍醐雪・棚t遺書眠障{、2)醐鰯臓を障{

表4 平成6年度業務内容

訓練 1 ;運動療法 14 

指導 1 ADL 41 18(5.0描)

相談 |装具・車椅子 701 
-
伯

hu--on"
一談一畑町

一
宅
一
害

一
佐
一
陣

h
J
 

ツエチ

生活相談 8 

その他 81 120(33. 3%) 

家族 |養育・介護方法a援助 141

相談 心理的緩助 II 

その他 31 28(7.8%) 

ヘルパー 73 

ディサービス 61 

医療機関 12 

他償問

との

連絡・

連携 福祉・教育線開 13 

装具等業者 32 

その他 31 194(53.船

360000%) 

件数(%)

計

治療への疑問や不満、病気の進行・心身の衰

えへの不安③年単位で入浴をしていない、

食事内容が貧弱等である。 障害者や家族は

これらを当然のことまたは仕方のないこと受

動的なのである。これまで障害を医学的側面

から捉え、医学モデルの思考と対応に慣れ、

主体性や人権意識が陰に隠れてしまい劣等処

遇に疑問をもてず、主体的生活の阻害になっ

ていることに気づけないでいる。多くの地域

で生活している障害者や家族のニーズ充足の

ためにはまず主体的存在の意識化への援助が

きわめて重要になる。

(3)サービス活用能力の発掘と向上

そして、何かおかしいと感じても、それが

漠然としていることが多い。また、必ずしも

本人が申し出たサービスがニーズ充足の実現

や生活上の具体的問題の解決に至るとは限ら

ない。

何ができるか、何をしたらよいのかが明ら

かにされ、ニーズ充足のためのサービスが確

定でき、サービス受給資格があっても、利用

に対する鴎路、気後れ、サービス利用に伴う

スティグ‘マ、サービスの認知度の低さ、行政

の硬直した対応等が必要なサービスに結びつ

かないことが多い。また、自己の障害への認

識にも影響を受けるが、福祉制度等サービス

を活用して生活を構築するために行動に移し

にくい。障害者や家族が使える力をともに確

認し、力を形にする、表出することを励まし

時に補いながら援助し、その力量を高めて行

く。

公的機関で頻繁に面接や連絡を継続的にと

り、援助が必要なのはこのような内面に秘め

た力が発揮できずに、自己の生活を構築する

のに闘難を生じている人に対してであろう。

こうみてくると、現実には障害者の自立意識

の援助に加え、ニーズ充足のためにサービス

を自らで活用する力の減退、または喪失に対

する援助が不可欠になる。これらの援助は、

近年の社会資源の多様化傾向からケースマネ

ージメント機能にも統合される必要も生じる。

(4)機関職種を越えたチームによる援助

障害者がサーピ‘スにつながったとしても、

サービスの多元化、多様化がかなり進んでき

たため、援助者たちの目標(保護か自律か)や

援助方法における合意、共働が不可欠である。

とくに在宅サービス援助者集団のチームワー

クが強調されなくてはならない。しかし、チ

ーム構成員に共有の視点や職種聞の階層性が

払拭されておらず、縄張り争いや感情的確執

が生じ、障害者に不利益をもたらしている現
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この活動では社会福祉協議会に委託された

ヘルパー、デイサービス職員、民間医療機関

の訪問看護等が同行訪問、障害者をケース会

議等で確認の努力をしている。このチームで

障害者の他者への意，思表示能力を大切にした

例のホームヘルパーの援助例をみる。へルパ

ーは買い物援助には新聞広告を持参、本人が

値段の確認やほしい品物のイメージを明確に

して決め易くする。そして、献立を決めへル

パーが調理する。こうして障害者が自らの生

活を作り上げて行くことを援助するのである。

つまり、へルパーも障害者の社会リハビリ

テーションの一端を担うのである。

リハビリテーションの目標でもある「自立

と社会参加」が法に規定されても、いまだに

地域の障害者と家族にはその意識が十分定着

し、具現化しているわけではない。地域にお

いては措置権やサービスの実施責任をもっ福

祉行政機関が専門的対人援助機能を拡充し、

この援助プロセスを担うことがその基盤にな

るであろう。しかし、福祉行政機関へのソー

シャルワーカーの配置不備から専門的対人援
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助活動の限界や障害者のサービスへの権利性

の限界が問題になる。

4 社会資源等地域環境

住民に身近な福祉行政機関の専門的対人援

助機能による自律の援助を強調してきたが、

社会リハビリテーションは社会資源等地域の

環境問題の影響を直接受ける。更生施設の訓

練を終了しても、地域の援助集団や障害者自

身の力で地域で人生を切り開く力を獲得した

としても、周囲の無理解や利用可能な社会資

源とくにへルパ一等マンパワーの問題のため

に、泣く泣く療護施設や特別養護老人ホーム

へ入所せざるを得ない実態がある。

また、当事者が住民として主体的活動を行

い社会環境づくりに影響を与えているものが

あり、その例に自立生活センターがある。と

くに、自立生活訓練プログラムは、重度障害

者が地域生活を実現するのに役立っている。

地域における社会リハビリテーションには、

このような活動の支援体制や共働システムと

も密接に関係している。



.第 3分科会

障害者と情報保障

まとめ [座長]中野敏子

聴覚障害者の情報保障高田英一

情報アクセス・コミュニケーションは人権薗部英夫

視覚障害者と情報障害一現状と提言ー牧田 克輔

知的障害者における情報保障松友 了

人聞が情報に追い回される時代寺田 純一
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第3分科会「障害者と情報保障」

土
4
山

<情報保障ということ>

近年の情報通信システムの進歩は、まさに

「居ながらにして」情報の提供者として、ま

た情報の受け手としての役割を瞬時に担うこ

とを可能にしてくれる。その歩みは止まると

ころを知らずの勢いである。また、阪神・淡

路大震災は、 「情報」とは何かをわれわれに

改めて問いかける機会となった。 I情報」と

は何か。

国際障害者年と国連・障害者の十年を経過

する中で、障害のある人もあらゆる領域の活

動に参加する権利が保障されるべきであると

いう理念の実現に向けて努力が進められてき

た。この理念の実現にかかわる条件の一つに、

情報の保障があげられる。

国民としてあるいは市民として、国や地方

自治体の政策や施策に精通しその立案・決定

過程に影響を与えたり、また自己の権利を行

使・擁護したり、あるいは消費者として生活

を設計し豊かに暮らすためにも情報の保障は

欠くことのできないことである。

障害者基本法に、国および地方公共団体に

よる情報提供に関する制度の整備についての

努力義務が規定された。 I身体障害者の利便

の増進に資する通信・放送身体障害者利用円

滑化事業の推進に関する法律」の成立や通産

省から出された「障害者等情報処理機器アク

セシビリティ指針」なども情報保障の一つの

動きであろう。

また、さまざまな援助サービスを活用して

と め

座長中野敏子

明治学院大学教授

いく上で、サービ、ス利用者への「インフォー

ムド・コンセント」や「自己決定Jなどが問

われている。そこでは、 「専門職から利用者

へ」の情報は勿論のこと、その情報は、利用

者が「必要としている情報」の提供であるこ

と、そして、利用者から援助する専門職へ、

利用者自身へ、市民へ「情報」をどのように

伝えることができるか、その具体的な検討が

求められている。

<分科会のねらい>

本分科会では、こうした状況を踏まえて、

「情報の保障」という課題をどのように考え、

どのように実現していったらよいのか、その

手がかりを得るために 5人の方々からご意見

をいただき、フロアーを交えた討議を行った。

情報の保障には、各々の障害に応じたサービ

スや個別的な配慮が必要となるといえる。そ

の意味から、 5人の発言者の方々には、 「情

報保障」をめぐって、それぞれ障害種別の課

題の特定性に焦点をあてながら発言していた

だL、た。

<発言から>

それぞれ、貴重なご発言をいただいた中で、

今後の議論を深めていくにあたって、多少、

座長としての私見を含めてであることをお許

しいただきながら、留意しておきたいいくつ

かの点をここに述べさせていただき、分科会

のまとめに換えさせていただくことにする。

第一に、情報保障は新たな人権保障として
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取り組んでいかなくてはならない課題である

ことの再確認(薗部氏〉である。

第二には、科学の進歩は「こんなにも情報

機器が障害者の日常生活にアクセスし、その

生活を豊かにする可能性をもたらしている」

という実感とともに、一方で、「安くてJr容
易な」という要件が満たされない中で、マル

チメディア社会が益々情報に関する「バリア

ー」の壁の厚さを厚くしているという事実で

ある(牧田氏)。

第三は、外見ではわからないことから派生

する「コミュニケーション障害」が語る事実

である。すなわち、聴覚障害者の情報の伝達

手段を「筆談でわかるはず」と思い込んでし

まっている人々、そして手話という手段が

「技術を教え込む」ことにいつのまにか替わ

ってしまっている事実である(高田氏〉。

第四に、知的障害をもっ人たちのように

「情報に参加」できる機会さえない人々へど

のように情報保障を展開していくのか(松友

氏)。

第五には、情報の前に生活の主体者がいる

ということである。情報化社会の中で振り回

される生活は新たな「ハンディキャップ」を

生む。自分たちの生活をいかに創っていくの

かというための「情報」であり、それが生活

に役立つ「生活の知恵」としての「情報」と

いうことがいえる(寺田氏〉。

そして、情報保障にとって何よりも重要な

ことは、日常的な人的ネットワークであると

いえる。それがあればこそ、たとえ、電気が

切れ情報通信機器が使えなくとも、 「人」が

やってくる。だからこそ、情報通信機器を通

しての「情報の保障」が大きな力を持つとい

いうことである。それは、震災という危機下

に証明されたことであった。

最後に、さまざまな人々が生活を共有して

こそ、どうしたら「情報の保障」ができるの

かを体験として確認することができるという

ことを加えておきたい。 r資料を読める人は

言語障害のある人の発言もわかるでしょうが」

という発言をフロアーからいただいた。運営

の不手際で分科会の資料を視覚障害の参加者

のために準備しなかったことから、体験とし

て確認できたことであった。加えて、運営の

不十分さから討議の時聞が十分でなかったこ

とをお詫びしておきたい。

聴覚障害者の情報保障

1 聴覚障害者について

障害者といってもその範囲は広く、その障

害の内容やレベルは異なるが、一般に目にみ

える障害は分かりやすく、目にみえない障害

は分かりにくい。聴覚障害者はそういう意味

で分かりにくい障害者である。

高田英一
全日本ろうあ連盟理事長

見たところ健聴者とはかわらない聴覚障害

者には、目にみえないメンタル(知的あるい

は文化的)な要素が障害となっていることが

多く、それが身体的、肉体的要素よりも障害

の基本を形成している。

それゆえに、われわれの社会的啓発は聴覚

障害者とは何か、何が問題かを説明するとこ
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ろからはじめなければならない。それは、ど

の障害者についてもいえることかもしれない。

しかし、 「耳が聞こえないことJ I喋れない

こと」を理解することは一片の説明では、説

明し切れない問題を多く含んでいる。

その一つの例を説明しよう。このたびの

「阪神・淡路大震災」で行政に手話通訳者の

派遣を要望したときに、行政に「なぜ、手話

通訳者が必要か、筆談で用が足りるではない

か、口を大きくあけて話せば分かるのではな

いか」と問う対応があった。

簡単な内容なら「筆談だけで、口を大きく

あけて話すだけでコミュニケーションができ

る聴覚障害者がし、ること」もあるが、こみい

った内容の問題を筆談だけ、口を大きくあけ

て話すだけで双方が了解に達することが、ど

んなに困難であるか、それは実際に経験した

人にしか分からない。

行政が一方的に自らの意向を伝えることだ

けが目的なら別である。恐らくこのような質

問を発する担当者は、これまで一方的に行政

の意向を伝えることしか経験がないに違いな

い。 I阪神・淡路大震災」でなくても、本当

に救いを求めるなら聴覚障害者ならずとも、

そのような一方的な伝達で納得できるという

ことはない。問題は相談にきた聴覚障害者の

反応をまったく無視して、それで納得してし

まう、納得を押しつける行政にある。

これは、情報あるいは情報伝達の問題とい

うよりコミュニケーションの問題といった方

が正解であろう。だから聴覚障害者にとって

問題となるのは、この場合本質的には、情報

保障というよりコミュニケーション保障とい

うのが正確であろう。

「筆談で、口を大きくあけて話すことで用

が尽くせない」ところに問題がある、という

ことを理解することは決して容易ではない。

2 情報提供について

聴覚障害者は情報障害者といわれる場合も
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あるが、上のような事情で私はこの考えに必

ずしも賛成ではない。

というのは、情報ということばには功利的

な響きがある。情報の価値はその効果の高さ、

それも現実的、世俗的な利益の程度によって

図られる場合が大きい。そして、それらは多

くテレビ、ラジオ、電話その他広報機関など

一般に広く開放されている各種のメディアを

通じて、一方的に提供されるといったイメー

ジである。

しかし、もう lつはこのような功利的な響

きのある情報でなく、日常的な雑談や会話、

会議など、どちらかといえばパーソナルな場

面を通じて得られる情報、あるいはそこでの

状況は情報とはいわないであろう。それらは

コミュニケーションということが相応しい。

「阪神・淡路大震災」では確かに、聴覚障

害者はテレビ、ラジオ、電話その他広報機関

などの情報から疎外され、それは社会的な問

題として改善の指摘を受けているし、改善は

必要である。

しかし、もしこれらが改善されても聴覚障

害者にはやはり問題は残るだろう。

「阪神・淡路大震災」の直後では、誰彼な

く情報から絶たれてしまう。その場合に必要

なのは家族や隣近所のきずなである。ここに

日常的なコミュニケーション関係が確立して

おればお互いが力になる。

避難所の生活でも同様であろう。大きくは

マスメディアに依存していても、例えば、テ

レビは視覚だけでは内容が理解できない、拡

声器でがなり立てる広報車は聴覚障害者には

役に立たない、新聞ではタイミングがずれて

しまう。口コミでは埼外にある。

しかし、聴覚障害者の近くにし、る人達が、

聴覚障害者について理解があれば、さらに簡

単な手話でも知っておれば、それによって聴

覚障害者とコミュニケーションが可能となり、

必要に応じで情報は聴覚障害者に保障される

ことになるだろう。



非常事態にあっても、日常生活においても

必要なのはやはり普通の人間的なコミュニケ

ーション関係の確立である。もし、それがあ

れば、情報はおEいの人間関係の程度、コミ

ュニケーション関係の程度に応じて保障され

るであろう。

聴覚障害者に必要なのは、一義的に情報と

はいえず、情報障害者ということは適切では

ない。

3 必要な人間関係の確立

聴覚障害者の社会関係における本質的な問

題の 1つは、音声語による会話など日常的な

コミュニケーション関係が確立できないこと、

したがって人間的な相互関係が確立しにくい

ところにある。それはまた、情報保障の壁に

なっている。

手話、手話通訳や要約筆記はそういう意味

で、聴覚障害者同士の間で、あるいは聴覚障

害者とそうでない人達の間で、人間的な相互

関係の確立に大きな意義を有し、それは聴覚

障害者による自助的組織集団、手話サークル、

要約筆記サークルなどの支援集団の拡大など

の形で社会的に理解されつつある。行政はそ

れらの関係を手話通訳制度あるいは要約筆記

制度などの形で支援、整備していくことが重

要であろう。

逆にいえば「なぜ、手話通訳者が必要か、

筆談で、あるいは口を大きくあけて話すこと

で用が足りるではないか」と問いかける行政

の対応こそ、聴覚障害者に対する無理解の証

明であり、この無理解が行政の聴覚障害者に

対する施策の遅れをもたらしたものである。

そして，この遅れはこの「阪神・淡路大震

災」において，聴覚障害者の緊急を要する手

話通訳者派遣の要求に、行政は「なぜ、手話

通訳者が必要か、筆談で用が足りるではない

か、口を大きくあけて話せば分かるのではな

いか」と問L、かけ、それを納得させて手話通

訳者の全国的な派遣を実施に移すために貴重

な1週間を越える日数を空費したのである。

災害が起こってからこのような対応では明

らかに遅すぎる。行政は常々まず当事者であ

る聴覚障害者の「ことば」に耳を傾けるべき

である。そして、日々真剣にその対応を図る

べきである。

国や地方自治体など行政によっては、 「な

ぜ、手話通訳者が必要か、筆談で口を大きく

あけて話すことで用が足りるではないか」な

どと初歩的な愚問を発することなく、真剣に

耳を傾け、的確な対応が図られているところ

は少しずつ増えてきている。このような場合、

施策の実現は遅々としている場合(それは決

してよいことではないが)でも着実に施策は

積み上げられてL、く。しかし、行政の思いつ

きだけの施策では、仮に大きな財源を費消し

たとしても無駄遣いに終わってしまうだろう。

聴覚障害者と健聴者のコミュニケーション

はその人間的な相互関係の確立に繋がり、そ

れは聴覚障害者の「完全参加と平等」の前提

となる。

聴覚障害者と行政のコミュニケーション関

}係の確立は「完全参加と平等Jに至る道筋を

保障することになろう。 r阪神・淡路大震災」

の教訓が正しく生かされることを切に願って

いる。
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情報アクセス・コミュニケーションは人権

1 阪神大震災からの 2つの教訓

「ワゴン車4台で紙オムツの入った段ボール

50箱をもらい、夜8時、学校の玄関前でワゴ

ン車l台分の10数箱を垂水養護学校の先生に

渡しました。本当は直接届けたいのですが、

交通規制で許可車以外神戸市内に入れないの

です」

いなみ野養護学校(兵庫県加古郡)に勤務

する市位辰三さん (38歳)は、 1月17日の地

震発生の翌日からくみんなのねがL、ネット>

に救済活動の様子を発信している。

23日19時、 「肢体不自由養護学校で紙オム

ツがたりなL、」と大手パソコン通信に発信さ

れたsosは、その夜のうちに各地の小さな

パソコン通信にも転送され、翌日には、全国

8か所から、じつにし 000枚を越える紙オム

ツが神戸に送られた。先のメッセージはその

活動のーコマだ。

パソコン通信など情報通信ネットワークは

「双方向」で、 「個人レベルで情報発信」が

簡単にできる。しかも電子データは「検索」

と「コピー」が可能である。そのため、災害

時の安否確認や物や人の不足や流通などの情

報交換に抜群の力を発揮した。そこを駆けた

のは「電子」ではなく、熱いハートを持った

1人ひとりのおもいであり、人間のドラマで

あった。

ところで、全障研兵庫支部などの阪神・淡

路大震災障害者実態調査委員会の中間報告に

よれば、流動的な情報や臨時的になされる事

項に関する情報は、口コミや掲示、チラシが
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薗部英夫

全国障害者問題研究会事務局長

有力な手段で、復旧見通しなどの情報は新聞、

ラジオ、テレビなどのマスメディアである。

また、被災後 1週間の情報は70%の人が新聞

をあげ、 「特に信頼できるメディア」も新聞

が85%と群を抜いた。

地震から 5日目の21日、被災障害者の様子

が東京では朝日新聞夕刊ではじめて報道され

た。 i体で覚えた街壊滅 避難所へも行けずJ
「視覚障害者水や食料配布の情報も得られ

ず」の見出しにつつeき、 「目の不自由な亀山

英昭さん (29歳)は、地震で白いつえと義眼

をなくした」とはじまる記事は、音声合成装

置付きのパソコンを使って新聞もパ、ノコンで

「聞いて」いたが停電で使えなくなったこと、

sosを伝えられないうえ、給水や食料配布

の情報からも取り残されている、と述べてい

る。電気もない。電話は通じない。とすれば、

パソコンはただの箱である。これもまた事実

なのだ。

すなわち、生命に直結する緊急連絡のネッ

トワークは、かならずしもハイテク万能では

なく(消防署に緊急、連絡が入っても対応でき

る状況にはなかった)、地域密着型の公務労

働者といえる教員や施設職員、保健婦などの

マンパワーの充実が基本であろう。そして、

情報と情報をつなぎ、人と人とをつなぐ情報

通信ネットワークは、そこを基盤にしてさら

に価値あるものとなっていく。

2 障害者と情報通信ネットワークの意味

<新聞は音で読める>

林英幸さん (25歳〉は小さい頃に視力を失



っている。ディスプレイ(画面)に映る文字

を音声合成装置で「音読」させて、パソコン

を活用する。 i最大の魅力は、新聞をはじめ

とするさまざまな電子情報を手に入れること

ができることです」。スキャナーを使えば英

文であればほぼ 100%電子化された文字とし

て記録できる。だれかに読んでもらうか、点

字をつくってもらうしかなかったあらゆる印

刷物が、瞬時のうちにパ、ノコンで「音読」で

きる。点字ディスプレイで「点字」として読

める。音読されたテープとは違い、電子文字

は「検索」と「コピー」機能が抜群だ。彼は、

大学を卒業してからコンビュータ企業で、ま

さに「戦力」として社内のネットワーク環境

の整備を担当している。彼への連絡はインタ

ーネット経由の電子メールが確実で一番速い。

<ひろがる自己表現の場>

横須賀市の前田豊さん (49歳)は脳'性マヒ

のため言語障害があり、電話でのやりとりに

はかなりの困難がある。何度聞きなおしても

わからないと、お互いが申し訳ないような気

分にもなってくる。その彼が、日常生活用具

のワープロ給付制度を活用して、ワープロ通

信をはじめた。詩や歌も作曲する彼にとって、

いままでの活動エリアをこえ、自己表現のス

テージが全国に拡がった。 i今、通信に夢中

で、素敵な恋人が僕の前に現われたようです」

はある朝、彼から届いた電子メールだ。

<仕事への可能性>

Kさんは42歳。筋ジストロフィー症で入院

している病棟から、金沢の共同作業所に週2

回ほど通っていた。作業所は、零細下請けや

バザー製品づくりがまだまだ主流で、仲間の

工賃も月 5千円ほどだ。そこで、パソコンに

堪能なKさんの技術を仕事に結ひ、つけようと、

データ入力作業を始めた。でも、数字を打ち

込むだけになりがちで工賃もよくない。そん

な折、機械設計事務所の若社長に iCAD 

(製図ソフト)をやってみないか」といわれ

た。 Kさんは、病棟の図書館で作業し、作成

したファイルをパ、ノコン通信で送る。作業所

の工賃の数倍を短時間で稼ぐ。会社の忘年会

にも招待された。若社長が雪の中を車椅子ご

と送迎してくれたそうだ。

<障害者を支援する人たちも>

重度の知的障害者を養育しながら、一方で

植物状態となった実母を9年間介護つづけた

還暦をむかえる中野区の幹子さん。 i眠りつ

づける母と娘と私だけの生活は、会話らしい

会話もなく、また、夜は夫や長女が勤めから

帰る頃に私が眠ってしまう日々で、"なんと

かして普通の話しをしたし、..Jのおもいで、

ワープロで通信をはじめた。社会とつながり、

30数年の子育て記録を整理し、毎週l回、掲

載する。その「連載」はもうすぐ 200固とな

る。

<新しい人権>

郵政省は「情報アクセス、情報発信は新た

な基本的人権」の答申を受け、高齢者・障害

者の社会参加支援のための情報通信の在り方

に関する調査研究会内に「バリアフリー部会」

を設置し、情報の障壁除去のためになにをな

すべきか、行政の役割はなにかを明らかにし

ようとしている。通産省は「アクセシピリテ

ィ指針」を改正し、 「福祉用具センター」構

想をまとめた。厚生省は、 「障害者情報ネッ

トワーク」を96年春にスタートさせる。

障害者権利宣言(1975年)が「障害者は同

年齢の市民と同等の基本的権利を有する」と

うたい、 1993年の「障害を持つ人たちの機会

均等に関する基準規則」によって、 「どのよ

うな障害を持つ人に対しても、政府は、情報

とコミュニケーションを提供するための方策

を開始すべきである」とされた。

情報にアクセスできること、情報を発信し、

コミュニケーションできることは現代の基本

的人権であり、その権利は知的障害を含めて

すべての人たちに保障されなければならない。
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3 小さいことはちょっと素敵

「大きいことはいいことだ」が、 「小さい

ことはちょっと素敵」だ。前者は 400万人近

いといわれる大手パソコン通信や世界中で数

千万人が利用しているインターネットの世界

だ。後者は会員数が数名から大きくても数千

名の「草の根BB S (Bulletin Board Syste 
m) Jといわれる小さなネットワークのことで

ある。障害者関係では全国に30近いBBSが

あるようだ。

小さいことで人と人が身近に感じられる。

オフ会とよぷミーティングも地域に密着し、

必要ならばメンバ一同士で訪問してパ、ノコン

指南もできる。なかば閉じられた見知った関

係のオンライン故に、はじめて書けるという

話もある。コミュニケーションにとっての価

値は密度であるともいえるが

最近の特徴的な動きでは、 「講習、学習の

機会を」の声が障害者のパソコン通信利用者

の増加とともに増えて、講習会活動にとりく

むところが多くなった。1""在宅就労」も大き

なテーマだ。

こうした草の根BBSを大切にし、その結

びつきを強めながら必要な情報を交流しあえ

るネットワークをつくろうというとりくみが、

日本障害者協議会の<ネットBBS>だ。イ

ンターネ・ットのメーリングリストを利用する

ことで、交流したい情報を電子メールで送る

と、登録者全員に配信され、それを各BBS

で掲載する。 94年秋にはじまったが、現在約

15のBBSが協力しあい、 1万名程度が共有

の情報に接している。

4 今後の課題

①日常生活用具にコミュニケーション福祉機

器を

自立と社会参加のためのコミュニケーショ
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ン福祉機器として、パソコンやソフト、通信

モデムなどの個人へのレンタルや購入助成枠

の拡大が必要である。

②マンパワーの育成と総合支援システムの確

立

福祉事務所等の担当者の研修をきちんと位

置づけ、障害と補助機器や具体的な操作の相

談などに応えられる人材の育成強化。

さらに、北欧の補助器具センターのように

コミュニケーション福祉機器などに関する地

域単位の総合的な支援システムが切望される。

(介護支援センタ一、郵便局、補助器具セン

ターとの連携)

③サポート活動への支援

障害者へのサポートは、地域のマンパワー

をネットワーク化しながら、具体的な在宅の

障害者のニーズに応えることだ。そのための

行政サイドからの支援が必要だ。

〈ぱそボラ、技術ボラ、おたすけ隊講習会

活動〉

④社会的情報と著作権

著作権の尊重は学校教育やさまざまな機会

に強調される必要がある。しかし、たとえば

希望する視覚障害者に新聞電子データを届け

るスウェーデンの「デジタル新聞」は、地方

新聞の購読料と同額で「購読」できる。新聞

だけでなく社会的、公共的といえる電子情報

の著作権とアクセスについては「同年齢の市

民と等しく情報を受けられる」視点から充分

検討されなければならない。

⑤インターネットの活用

地球規模での情報交流が可能となったイン

ターネットへの期待は大きい。インターネッ

トのメリットは情報のリンクが簡単にできる

ことだ。国境をこえて、価値ある情報はどん

どんつながってし、く。障害者のアクセシピリ

ティの保障が今後の課題だ。



視聴覚障害と情報の障害
-現状と提言-

視覚障害は「情報障害」

「社会参加と自立」に向けて、障害者には

制度上の壁、物理的な壁、情報の壁、心の壁、

の4つの障壁があるとよく言われる。こうし

た社会の壁がlつ1つ取り除かれなければ、

障害者が共に生きるノーマライゼーション社

会は永遠に実現しない。特に、視覚障害者の

場合、日々の生活の中で「情報の壁」をどう

取り除くか、大きな課題である。

わが国の視覚障害者は1991年11月の厚生省

実態調査によると 35万3.000人、身体障害者

の13%を占めている。 1970年日月の調査では

25万人だったから、 20年間で10万人も増え、

疾病、事故などで視覚障害者は年々増加の傾

向にある。そして、視力を失ったすべての者

が、この情報化社会の中で、 「情報の壁」に

ぶち当たりどうぷち破るか苦労しているのが

現状である。

つまり、墨字(普通の文字)が読めない、

書けないことに起因する種々の問題である。

社会でのコミュニケーションの大半は普通文

字を中心にしたビジュアルな媒体によって行

われており、視覚障害者は情報へのアクセス

が大変難しい立場に置かれている。視覚障害

を“情報障害"というゆえんである。社会と

のコミュニケーションが円滑にできないこと

は、教育や職業をはじめ、日常生活のあらゆ

る場面で、大きなハンディキャップを負うこ

とになる。

点字図書館

牧田克輔

日本盲人会連合情報部長

このため、視力を失った人たち特有の文字

「点字」を利用した点字図書、あるいは音を

利用してテープに吹き込んだ録音図書が全国

に約90カ所ある点字図書館や一般の公共図書

館でサービスされている。

また、週刊の「点字毎日」、月刊の「点字

ジャーナル」などの点字雑誌や録音テープも

発行されており、それなりに情報が送られて

いる。しかし、活字情報に比べて、質、量と

もに大きく劣るのが現状だ。まず、質ではど

うしても“3日遅れの新聞"になることだ。

つまり、点訳したり音訳したりするためには

時聞がかかり、週刊の「点字毎日」でさえ、

ニュースが10日以上遅れる。文庫本などは平

均して録音の場合1カ月、点字の場合3カ月

遅れる。人間の興味はせいぜい持続しても 1

カ月と言われる。録音テープの場合、かろう

じてその興味が持続している聞に聞にあうが、

点字本の場合は、エンド・ユーザーの興味は

すでに次か、あるいは次の次へ移ってしまっ

たときになってようやく届くことになる。い

わゆる“即時性"がまったく無視されている

わけだ。また、ニュースの場合、この時間と

次に述べる量とも関係するが、ある部分は全

文ではなく、要約にならざるを得ないという

内容不足も大きな“バリア"になっている。

一方、量的には点字に訳する場合も、録音

テープにする場合も大きくふくらむ。例えば、

我々が学生時代ポケットに入れて使った英和

辞典、点字にするとB5判で100冊にもなる。

第 3分科会障害者と情報保障 -96 -



一般に文庫本は 5冊前後になり、テープは約

10時間になる。書棚がすぐ一杯になってしま

う。平成5年度の全国点字図書館実態調査に

よると、全国90カ所の点字図書館の点字図書

の蔵書が 39万6.940タイトル、録音図書の蔵

書が 29万3.321タイトル、都道府県レベルの

一般図書館より小さいということになる。こ

れが、点字図書館を中心にした視覚障害者の

読書環境でもある。

パソコンの普及と視覚障害者情報ネットワー

ク

この情報障害というバリアを突き破る一つ

の手段がパソコンに代表される情報機器の活

用である。パソコンの普及と視覚障害者用周

辺機器の開発は、視覚障害者の情報環境を一

変した。視覚障害者用ワープロの開発は、墨

字を独力で書くことをある程度可能にした。

また、 OCR装置を活用すれば、まだ不完全

なものではあるが、自動点訳や自動音訳がで

き、これによって、ごく限られた範囲とはい

え、墨字を効率よく読めるようになった。さ

らに、一般社会で文字情報の電子データ化が

進んでいることは、視覚障害者の'情報へのア

クセスの可能性をさらに拡大するものだ。わ

が国でも視覚障害者のために既にパ、ノコン通

信を利用したいくつかの情報ネットワークが

構築されている。新聞、雑誌、図書の墨字デ

ータからの直接変換や視覚障害に関する各種

情報の提供で、 「点字 JBニュース」、 「て

んやく広場」、 「盲学校点字情報ネットワー

クシステム」、 「点字・録音図書情報ネット

ワーク」などがそれである。

1 点字JBニュース

「点字 JBニュース」は、活字が読めない

視覚障害者に新聞などの情報を点字化し、タ

イムリーに提供することを目的として、社会

福祉法人日本盲人会連合を中央実施機関(ホ

スト)にして都道府県に地方実施機関(地方
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端末)を置いて実施されている点字情報ネッ

トワーク事業である。 1991年4月に稼働を開

始し、 1995年10月現在の地方端末の設置状況

は38カ所、この地方端末で毎日点字プリン卜

される部数は約3.000部。その日のニュース

がほぼリアルタイムで読めるという“即時性

，から、また、一般紙では報道されない視覚

障害者関係のニュースがし、ち早く手に入るこ

とから、視覚障害者にとっては今ゃなくては

ならない“ニュース源"として、今後、ます

ます利用する視覚障害者が増えるものと期待

されている。このネットワークは、ホストで

ある日本盲人会連合が、商用データベース

「日経テレコン・総合版」の新聞情報等を点

字データ化し、地方端末(視覚障害者団体、

点字図書館等〉にパソコン通信ネットワーク

を介して毎日提供、地方端末では、その情報

を取捨選択してエンドユーザーに直接手渡し

たり、郵送したりして届けている。

2 てんやく広場

視覚障害者の読書環境の向上を目的にボラ

ンティアがパ、ノコンで点訳したデータをノfソ

コン通信ネッ卜で結んでいるのが「てんやく

広場」である。 1988年秋からスター卜したこ

のシステムは、ホストコンビュータと全国約

60カ所のプリンテイングセンタ一、約 200人

の視覚障害者ユーザーを電話回線でネット。

l万タイトル近いパソコン点訳図書データを

中心に、点字・録音図書全国総合目録、点字

出版図書目録等13万件に及ぶデータベースを

構築し、開放している。各プリンティングセ

ンターでは、 3.000人近い点訳ボランティア

が活動中で、点訳データは毎月2--300タイト

ルずつ増加中だ。

ところで、この画期的なパソコン点訳を加

えても年間に点字図書、録音図書になるのは

せいぜい 4.000タイトル、一般の図書出版が

年間 4万8.000タイトルと言われているから、

その 1割にも満たないということだ。



これが年々累積されていくから、いかに劣

悪な読書環境、情報環境にあるか、皆さんに

ご理解いただけたと思う。

もちろんすべての出版物を点字や音にして

欲しいと私たちは“ゴリ押し"しているわけ

ではない。必要なときに、必要な人に情報が

提供できる体制一印刷データから直接点訳、

音訳できるようにしておいてほしいわけだ。

3 盲学校点字情報ネットワークシステム

盲学校における点字教材や点字図書を/マソ

コン通信を使って全国の盲学校相互間で利用

するのがこの「盲学校点字情報ネットワーク

システム」である。 1993年にスタート。この

システムは、各盲学校に設置されるネットワ

ーク端末装置(通信用端末機、点字プリンタ

及び入力専用端末機〉と、センタ一機能を果

たすホストコンビュータ(心身障害児教育財

団)を結び、教材等の点字化の迅速化、利用

の効率化で利用可能な情報量を飛躍的に増大

させ、盲学校における教育活動の一層の充実

を図っている。

4 視覚障害者用図書情報ネットワーク

全国の視覚障害者用図書目録等の情報を商

用パ、ノコン通信ネットワーク (PC-VAN)

を使って社会福祉法人日本点字図書館(ホス

ト)が全国の点字図書館 (90カ所)に流して

いるのがこの事業である。 1994年1月から実

施され、日本点字図書館が管理している視覚

障害者用図書(これには国立国会図書館の

「全国点字・録音図書総合目録」も入ってい

る〉を各点字図書館に提供するとともに、各

点字図書館からは、逐次各館製作の図書情報

等を入力してもらい、視覚障害者用図書情報

の拡充を図るシステムである。

新聞を読んでくれるサービス

この他、パソコン通信を使わず、有線放送

や電話を利用して、 “今日の新聞"などを朗

読してくれるボランティア団体や放送組織が

ある。有線放送を利用して視覚障害者関係の

ニュースを流しているのは JBS日本福祉放

送。先程述べた即時性を重視して、毎朝10時

から12時まで全国紙5紙の抜粋を読んでいる。

約 6.000人が契約していると言われている。

以上がわが国の視覚障害者に対する情報環

境であり、点字情報ネットワークの現状であ

る。

安価な端末機器の開発が急務

そこで、視覚障害者の基本的人権の 1つで

ある情報を保障するため、 3つの提言をした

L、。

先程述べたそれぞれのネットワーク、自宅

にパソコンを持つ視覚障害者なら誰でも自由

にアクセスできることはいうまでもない。し

かし、パソコンを自宅に持って自由に操作で

きる視覚障害者はわずかに約 200人程度、ほ

んの一握りだ。漢字仮名まじり文を書くワー

プロだけ操作できる視覚障害者は 1.000人を

超えているが、したがって、まもなく到来す

るマルチメディア社会にも対応するには、こ

の情報を受け取る側の視覚障害者個々人が手

軽に持てる視覚障害者用情報端末機器の開発

・実用化が現時点での最大急務である。安価

で、しかも点字や音声で簡単に操作できるテ

ープレコーダー並の機器だ。

ところで、近年の傾向として、コンビュー

タのコマンド入力のグラフィック化が進み、

代表的なウインドウズの画面操作をマウスで

視覚的に実行させる傾向にある。このことは、

視覚障害者をさらに困難な状況に追い込み、

「バリアフリー」とは逆行、視覚障害者がマ

ルチメディア社会から取り残されるのではな

し、かという危慎さえ出てきている。この危慎

を払拭するには前述の、①視覚障害者が簡単

な操作で扱える機器、②安価に購入できる機

器、③点字と音声操作が可能な機器、④代表

的なパ、ノコン通信にアクセスできて、容易に
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情報の出し入れが可能な機器ーの 4つの条件

を満たした視覚障害者用端末機器の開発・実

用化しかない。 I情報の壁」を突き破り、視

覚障害者の情報環境をさらに一新するため、

ぜひとも実用化したいものだ。これが提言そ

の1だ。

情報機器研究開発をトータルに

視覚障害者の情報環境は今述べた通り、パ

ソコンの普及と視覚障害者用周辺機器の開発

により、大いに改善されてきている。しかし

健常者に比べ、まだまだであることはご理解

いただけたと思う。

このため、さらに改善を図るため、行政サ

イドでいろいろなプロジェク卜が設けられ研

究開発が進められている。

大変、喜ばしいことで、

①厚生省委託で日本障害者リハビリテーショ

ン協会の「障害者情報ネットワーク」を作り

②通産省委託で医療福祉機器研究所が研究開

発を進めている「障害者対応マルチメディア

.システム」

③郵政省の「高齢者・身体障害者の社会参加

のための情報通信の在り方に関する調査研究

会」

④同じく郵政省の「視聴覚障害者向け専門放

送システムに関する調査研究会」

などである。

それぞれユニークな、そして必要な研究開

発調査であり、多いに推進していただきたい。

と同時に一度、これらの研究開発をトータル

に見てみる必要があるのではなかろうかと思

っている。これが2つ目の提言である。

タテ割り行政で局が違えば何をしているか

わからない。ましてや省庁が違えばそれこそ

まったくわからないと言われるが、ユーザー

にとってみればどこの省庁だろうが局だろう

が関係のないこと。要は情報化社会に取り残

されないようにしてもらえれば良いわけで、

改めて、これらの研究開発をトータルにダイ
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ナミックに見てみることを提言したい。

なお、この提言と合わせて、情報分野ばか

りでなく、行動分野でもそうだが、研究開発

に止まっている視覚障害者機器がし、かに多い

ことか。実用化していただきたい。マーケッ

トに出していただきたい。

視覚障害者向け専用放送局

3つ目の提言は、視覚障害者向け専門放送

局の開設である。

冒頭に述べた視覚障害者 35万3.000人のす

べてが点字を必要とする障害者、また点字を

読める人たちではない。点字を読める視覚障

害者は何人いるだろうか。その数字を出した

調査はない。ただ、衆参の国政選挙での投票

数をみてみると、約 l万3.000票前後、その

時々の投票率を掛けてみるとおよそ 3万人と

いう数字が出てくる。つまり、視覚障害者の

90%近くが点字触読が困難で、もちろん活字

を読める視覚障害者もあるわけだが、ほとん

どが音声情報に依存しているといえる。また、

音声で生活情報等が十分に取れる時代になっ

たとも言える。

例えば、前述の全国点字図書館協議会が毎

年1回発行している「日本の点字図書館」を

過去5年間さかのぼってみると、点字図書の

場合、いずれも I館平均の貸出し状況だが、

平成元年が1.124タイトル、平成2年が1.003 

タイトル、平成3年が 996タイトル、平成4

年が 967タイトル、平成5年が925タイトル、

一方、録音図書は平成元年が4.626タイトル、

平成2年が4.781タイトル、平成3年が4.990

タイトル、平成4年が 4.963タイトル、平成

5年が 4.980タイトルだった。録音図書の利

用が点字図書に比べ5倍であり、しかも点字

触読利用者は、年々下降傾向にあり、逆に録

音図書の利用は上昇傾向にあり、視覚障害者

が音声で情報を得ている比率の高さが伺える。

点字図書がコンビュータ製作の時代に入っ

てから、点字図書は比較的容易にかっ早く仕



上がるようになった。しかし、入力、校正、

プリントアウト、製本、整理、郵送というプ

ロセスを経なければならず、速報性は望めな

L、。

通信によるデータ・サービスも現段階では

パソコン操作のできる一部の利用者に限られ

ており、前述のとおり、大多数の視覚障害者

が容易に使える専用機器を待たなければなら

ない。

視覚障害者向け放送は、音声が主体であり、

利便性、速報性、経済性等いずれの観点から

も媒体として優位である。

知的障害者における情報保障

1 定着する新しい動き

知的障害のある人(Peoplewith Intellec 

tual Disability or Handicap)の分野におい

て、新しい動きが定着しようとしている。そ

れは、障害のある本人(Self-Advocate)を中

心に据える、すなわち「本人主体」の考え方

であり、具体的には「本人参加(参画)Jと

「自己決定(Self-Determination)Jのキーワ

ードで示される種々の取り組みである。我が

国においては、身体障害の分野に比べると20

年近い遅れであるが、着実に広がっていると

いえよう。

我が国のこの動きは、国際障害者年 (981)

における提起を受け、 1989年の全日本精神薄

弱者育成会の全国大会(金沢)での「本人分

科会」として具体的に始まった。そして、次

の年 (1980年)の国際知的障害者育成会連盟

(International League of Societies for 

Persons with Mental Handicap/ILSMH. 1995 

年より InclusionInternational/IIと変更)

の第10回世界会議(パリ)への 5人の本人の

参加により、理念においても実践においても

加速された。そこには、欧米の本人組織であ

る iPeopleFirstJの動きも影響を与えてい
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日本精神薄弱者福祉連盟常務理事

る。このような中で全日本育成会は彼・彼女

らの参加を考慮し、差別的なニュアンスを含

む<精神薄弱>を<知的障害>に変更するの

みでなく、本人たちの意向に沿って、会の名

称から障害名を抜き、 「全日本手をつなぐ育

成会」と変更するに至ったのである。

つい先日 (1995年11月11日・ 12日の両日)、

大分県別府市において、全日本育成会の第44

回全国大会が、およそ 4.500人の参加者をも

って開催され、1.000人近い本人が参加した。

そして、全体会においては、例年の著名人に

よる記念講演に代え、本人諸氏によるシンポ

ジウムが聞かれたが、その内容といい、運営

といい、すべての点で参加者に大きな感動を

与えた。

2 本人主体と知的障害

知的障害の分野での「本人主体」の取り組

みの遅れは、その<障害>及び<それのある

人>についての関係者(すなわち、家族と専

門家)の奇妙な「理解」に原因がある、とい

えるであろう。それは、<知的能力>に対す

る文化的な態度にも影響され、その<障害>

を単なる「機能不全 (Impairment)Jや「能力

低下(Disability)Jとして受け止めるのでな



く、くそれがある人>を「社会的に下位の者」

とする捉え方CHandicap)である。それゆえ、

「知的障害の特殊性」の主張は、特別なニー

ズへの援助のシステムや技能(skill)を求め

ることでなく、特別な(低位の)処遇を甘受

する現実への道を聞いたのである。

知的障害については、古い用語の「精神薄

弱Jについて、精神薄弱者福祉法にその「定

義Jが欠落していることでわかるとおり、共

通概念はわが国では確立されているとはし、え

ない。この面で大きな影響を与えてきた、米

国精神遅滞協会 (AmericanAssiciation on 

Mental Retardation~AAMR) の新しい定義1)

では、「精神遅滞CMentalRetardation)jを

「現在の機能の重大な障害を指す。」とし、

その内容は、 18歳以前におきた、明らかに平

均水準以下の「知的能力」と「適応能力」の

障害による、としている。

ここで問題なのは「適応スキルの能力」の

領域であり、それは「コミュニケーション、

身辺自立、家庭生活、社会スキル、地域社会

の利用、自己指南、健康と安全、実用的な学

業科目、レジャー、労働」と規定され、この

うちの 2つ以上の領域に障害があること、と

されている。これでもわかるとおり、能力障

害 (Disability)の部分は環境要因によって

大きく影響を受け、結果として社会的不利益

CHandicap)につながる、ということである。

それゆえ、環境(すなわち各種の「障壁」と

「援助j)が重視され、論じられなければな

らない。これまでは、本人の機能障害(lm-
pairment)の面に比重が置かれ過ぎたといえ

る。

3 情報保障の現状と課題

「自己決定」による「本人参加(参画)j 

を実現するには、その<機会>とく場>が保

障されなければならず、それを判断する<情

報>が不可欠である。また、情報にアクセス

する援助も必要である。ここで問題になるの
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は、まさにそのく障害>、すなわち<知的障

害>の適切な理解であり、そのための援助の

システムと技能である。

現在、知的障害のある人が受け入れられる

情報は、量的にも形態的にも著しく少なく、

皆無に等しいとさえいえる。情報過多といわ

れる現在、それらの情報は他者(障害のない

者〉が一方的に発信したものでしかなく、彼

・彼女らにとってアクセス不能なものである。

これは先に論じたように、情報の受信者の

<障害>を問題とするのでなく、発信者(提

供者)の無策と必要な場合の援助者の不在を

論じるべきである。

しからば、知的障害がある人における保障

とは何か。関係者の熱意で、全日本育成会を

はじめ、各地で実践がなされてきた。その事

例をいくつか取り上げる中で、考えてみたい

と思う。これらはスウェーデンの実践に学ぶ

ことが多く、紹介者に謝意を表したL、2)。

明確に本人を意識して出版された本は、私

の記憶では「わたしとあなた一愛って性つて

なんだろう 3)j である。これは、スウェーデ

ンの本の翻訳であり、もっとも人間性を求め

られる性 CSex)について、その理解と享受を

権利として説明したものである。 r性」とい

うテーマの意外性に加え、本人主体の考え方

に、読者は快い衝撃を覚えた。スウェーデン

では、このように本人向けの本が数多く出版

されているばかりでなく、彼の地の育成会で

ある FUBは、ステーゲット CSTEGET-英語

で'stepという意味)という本人向けの会報を

定期的に発行している。しかし、ここで認識

すべき重要なことは、単に「情報誌の発行」

ということだけではない。その情報の背景に

は、本人が参加できる場が、さまざまな場面

に用意されている、ということである。

次に私が出会った本は、意外にも行政が作

成したものであった。それは、大阪府がいう

なれば「生活手帳」として作成した「くらし

のほほ絵みノーいっという、イラストを多



用したガイドブック (1992年)である。また、

全日本育成会は次の年 0993年)に、 「自立

生活入門ハンドブックーひとりだちするあな

たに日」を発行した。このハンドブックは、

シリーズとなり毎年発行されている。

ここで注目すべきことは、 「自立」や「ひ

とりだちj rくらし(生活)jということが、

意識的に語られていることである。すなわち、

地域の中での主体的な生活を可能にするため

に、その技能を伝授しようというものである。

「主体はあなたです」という認識が確立して

きた、といえるであろう。

さらに<主体>を求めたのが、 1994年に全

日本育成会が上記のハンドッブックの第 2弾

として発行した「わたしにであう本6)j であ

る。これは、彼・彼女の<障害>を自らが認

め、理解し、受け入れる(受容)ためのガイ

ドブックである。当然ながら、情報は知的障

害をもっ本人を対象とし、それが意識してな

されなければならない。それは、彼・彼女ら

の主体性 CIdentity)の尊重であり、自立へ

の援助が思考されなければならない。そのた

めには、彼・彼女らの<障害>についての認

知と受容を前提とするものである。

なお、この本は、 「本人向けの本」と「援

助者向けの本」がセットになっている。これ

は、子どもにおける性的虐待に関する本7)を

参考にしたものであり、本人の理解とそれに

ついての援助者の役割を考慮、したものである。

本人主体は、 「本人」が英語で rSelf-
Advocatejと表記されるように、自らを守る

ことに行き着く。すなわち、自己の権利につ

いての理解である。この点については、今年、

全日本育成会がシリーズの第3弾として「あ

なたをまもるほうりつの本8)j を発行し、東

京都権利擁護センター(すてっぷ)が「ホッ

プ君、大きくジャンプ9)j を出版した。難解

な法律や権利の問題が、わかりやすくイラス

トや漫画で説明されている。

なお、全日本育成会は、機関誌「手をつな
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ぐ10)j 誌上において、本人を対象としたペー

ジを常設している。それは、漫画の連載と本

人の投稿を中心に構成されている。どちらか

というと体験談や意見欄という感じのページ

である。また、本人の編集と原稿による本と

して、 「私たちにも言わせて11) jというシ

リーズ本を1992年から毎年発行している。

以上、いくつかの情報の手段を、主に印刷

物で振り返って見た。それは、提供は主に印

刷物である、ということであり、それも数え

るくらいしかないということでもある。また、

定期発刊といっても年に一度(年刊)でしか

ない。最近、 NHK厚生文化事業団12) や地

方の育成会でビデオを作成している。イラス

卜や漫画以上に有効な手段といえよう。しか

し、テレビやラジオ等の放送はなく、身体障

害の分野で積極的に利用されているパソコン

は、その可能性と有用性については、まだ研

究の緒についたといえる 13・14)。

4 サービスの提供者へ望むこと

さて、最後に育成会を含む、サービスの提

供者へ望むことを提示したい。

第1は、<知的障害>の理解である。隅れ

た障害であり、かっ「理解」や「適応」の障

害は、前述したとおり単なる機能や能力の不

全 Clmpairment. Disability)のみでなく、

その人の人格の低評価につながり、すべてを

本人の責任に課す傾向がある。その時点で、

この障害に対する理解は欠落した、といわざ

るを得ない。本人への障害の認知、理解、受

容を求める前に、我々自身が科学的な理解、

とくに援助との関係についての理解をもっ必

要がある。 rわたしにであう本」の編集の過

程で、我々がいかに<知的障害>について不

十分な理解しかなし、かを、私は断腸の思いで

認識せざるを得なかった。

「わからなし、」ことが彼・彼女らの<障害>

であり、それを援助し、可能にするのが援助

者の職務である。また、 「わからなし、」こと



を認知し、理解し、受容することが、回りの

人に求められることであり、それゆえ回りの

人に対する情報の提供(すなわち、社会啓発)

も重要になってくる。

第2は、この<障害>のある人への情報提

供の技能や方式の開発である。

それは、<障害>の理解に規定されるし、

専門職の技能の中核を形成すると考えられる。

教育・訓練し、彼らの発達を促すことは、決

して彼らの<障害>を治すことではない。ま

た、指導・教育は、発達期に限定して有効な

概念であり、青年期以降は、あるいはそれ以

前においても、基本的な姿勢としては「援助」

であり、それゆえに援助者の<能力>が問わ

れるのである。ましてや、障害の重い人にお

いては特に重要になってくる。

ピクトグラムやマカトン法という、図形や

手ぷり(サイン〉による情報伝達の技法が研

究され、試みられている1日。また、文章に

おいての「わかりやすい表現Jの検討が必要

である。ただ単に「ひらがなのルビをふる」

ことで事足るとはいえない。知的障害におけ

る援助技術は、まず初めに「相手の表現を理

解する」ことが求められ、次に「相手に伝え

る表現を行う」ことである。そして、それは

身ぷり・手ぷり(サイン)から文章表現に至

るまで、印刷物から映像、ニューメディアに

至るまで、じつにさまざまである。

第3は、援助システムの利用であり、創設

である。すなわち、情報提供を助けるマテリ

アル(物)の利用であり、援助者(団体〉の

協力要請や育成である。つまり、放送や新聞

等を利用することであり、その番組や紙面を

作っていくことについて、各方面へ働きかけ

ることである。いうなれば、社会運動CSocia

1 Action)への参加で、ある。時には、それ自

体を作り上げたり育てたりしなければならな

い。単に「情報」そのものの内容や提供技術

のみを問題にすればよい、という時代ではな

い。その仕組みについて論じ、関わって行か
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なければならない。

[注]

1)全日本精神薄弱者育成会: I精神薄弱」とはど

ういう障害なのか一アメリカでの新しい定義より

(今月のもんだし、).手をつなぐ親たち， No.444; 

22-23，全日本精神薄弱者育成会， 1993.2を参照

した。全文は次のとおり。近く翻訳が発刊される。

血目ericanAssiciation on Mental Retardation 

(AAMR) :Mental Retardation Def-inition Clas-

sification，and Systems ofSupport.9th Edition， 

1992 C日本発達障害学会用語委員会監訳:精神遅

滞一定義・分類・支援体系，学苑社/予定〉

2)柴田洋弥・尾添和子:知的障害をもっ人の自己

決定を支えるースウェーデン・ノーマリゼーショ

ンのあゆみ.大揚社 に多くを負った。筆者は19

92年8月、ダスキン企業共同体の資金援助による

「広げよう愛の輪運動基金」の<障害者リーダー

海外研修事業>の責任者としてスウェーデンに行

き、実際にその実践を目にした。その際も、理解

を深めるために、この本がきわめて有用であった。

3) Andersson U.， Eklund B. C大井清吉監修・直

井京子訳):わたしとあなた・愛って性つてなん

だろう，社会評論社， 1982.8 

4)大阪府:くらしのほほ絵みノート. 1992・35)全

日本育成会:自立生活入門ハンドブック一ひとり

だちするあなたに. 1993・2

6)全日本育成会:自立生活ハンドブック E一わた

しにであう本. 1994.4 

7)ロリー・フリーマン(田上時子訳)、キャロル

・ディ チ(絵):わたしのからだだよ!.ビデ

オ・ドック， 1990・5/ジェニ ・ハ トロッシ

(田上時子訳):わたしのからだだよ! (教則本)• 

ビデオ・ドック， 1990・5 パトリシア・キーホー

(田上時子訳〉、キャロル・ディ チ(絵):ラ

イオンさんにはなそうよ!• ビデオ・ドック， 19 

91・6/パトリシア・キーホー(田上時子訳) :ラ

イオンさんにはなそう(教則本).ビデオ・ドッ

ク， 1991・6
8)全日本育成会:自立生活ノ、ンドブック 3ーあな



たをまもるほうりつの本. 1995.3 

9)東京都権利擁護センター(すてつぶ) :ホップ

君、大きくジャンプ(権利擁護ハンドブック①)• 

東京都社会福祉協議会・権利擁護センターすてつ

ぶ， 1995・3
10)全日本育成会の機関誌「手をつなぐ」は、1993

年度より大幅にリニューアルされた。判型も A5

から B5に大きくし、名称も「手をつなぐ親たちJ

から「親たち」を除き、呼称も「指導誌」から「元

気の出る情報・交流誌」と変えた。そして、表紙

に本人の絵を募集し、漫画(みゆきさん)や発言

欄(私たちにも言わせて〉、交流欄(ふれあい交

流通信)を新設、あるいは充実させた。

11)全日本育成会:I私たちにも言わせて」シリー

ズー①ぼくたち私たちのしょうらいについて 09

92・10)、②ゆめときほう 0993・9)③希望への

スタート 0995・3)

12)NH K厚生文化事業団:福祉ビデオシリーズ/

知的障害をもっ人の社会参加第 1集一地域でくら

す， 1995.5 

13)国立特殊教育総合研究所等において研究が進

められてきたが、具厚生省心身障害研究の「心身

障害児(者)の地域福祉に関する総合的研究(主

任研究員 高松鶴吉)において、 1993年度より 3

年計画で始まった。その報告は、現在は下記の通

りである。中邑賢龍・大田茂・笠井新一郎:電子

機器を利用した知的障害を持つ人々の生活支援に

関する研究一電子機器利用可能性の検討.平成5

年度報告書;184 -191中邑賢龍・大田 茂・笠

井新一郎・谷口公彦:知的障害を持つ人々の電子

機器利用可能性の検討(1)一音声出力装置を用い

たコミュニケーション支援について.平成6年度

告書; 313-327 

14)佐々木忠之・中島康明・安永啓司・飯田康雄

.中村孝夫・田村順一:特集/パソコン利用の実

践と課題.月刊実践障害児教育， Vol.270;2 -17， 

学習研究社， 1995・12

15).佐々木正美・藤田継道・西村耕作・津田 望

・東敦子・中巴賢龍・カミングハム久子・望月昭

・土谷良己・片倉信夫:一冊総特集/ことばのな

い子のことばの指導月刊実践障害児教育， Vol. 

266; 1 -54，学習研究社， 1995.8 

人聞が情報に追い回される時代

所得保障や生活の場の問題に取り組んでき

た私が、 「情報保障」をめぐって何を期待さ

れたのか、主催者の意図についての「情報」

が得られぬままにここまで来てしまった。

「障碍者と情報」という取り合わせでよく

話題になるものの一つに、情報機器のアクセ

ス保障の問題があるが、これについて語る資

格は私にはない。脳性マヒ者でパソコンネッ

トなどの活動を手広くやっている人は結構い

るが、私は文章を書くのにラップトップ型の
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寺田純一

東京青い芝の会事務局長

ワープロを置いているだけである。辞書を引

いたり書物を広げることができなくなるので、

デスクトップのパ、ノコンなどは入れない。会

の方からはファックスを入れるように言われ

て久しいが、言を左右にして引き伸ばしてい

る。ただでさえスペースが足りないところ、

便利な機器があるからといって住宅事情を無

視して買い込んでいたら、基本的な生活が成

り立たなくなる。ここ十数年は、本も地域の

図書館で借りられるものはなるべく買わない



ようにしている。最近のパソコンの世界では

ウインドウズの普及でキーボードよりもマウ

スを使っていろいろやる時代になっているが、

微妙な動きを要求されるマウス操作は頚椎を

痛めかねないので使わない。

情報化で人間生活が豊かになると喧伝され

るが、実際には人聞が情報に追い回され、追

いつめられる時代ではないのか。私などは情

報ノイローゼとでもいうべき状態にある。毎

日ごそっと入ってくる折り込みなどのチラシ

類ム何千万円もするマンションからサラ金、

ピザの宅配から、はてはアメリカで身体障害

者用に開発されたというダッチワイフの通信

販売の広告まで入ってくる。ありとあらゆる

経済活動がモノやコトを買わせようと押しか

けてくる。これが文化なのか。いちいち広げ

ていたら後で束ねるのが大変なので、見ない

で捨てる。すると行政の公報など市民生活や

活動の上で目を通しておかなければならない

ものを一緒に捨ててしまい、後であたふたす

ることになる。電話がかかってくると、たま

たまそばにいる場合を除き、受話器にたどり

つくまでに 1分(呼び出し音20回)位はかかる。

たいていは受話器を取る寸前に切れてしまう、

といった具合。現在の住所にヲ|っ越した時に

コードレスをと考えたこともあるが、持った

時にいろいろ余分なところを押してしまうし、

落として壊すのが関の山などでやめた。

「釈迦に説法」になるが、欧米では dis-

abili tyの分類として physical，sensory， 

mental， intelectualという区別がある。

mobility handicapという表現もある。これ

に対して日本では、身体障害の中で視覚障害、

聴覚・言語障害、肢体不自由、内部障害とい

う分け方がなされている。脳性マヒ者は肢体

不自由の中に位置付けられ、整形外科医が扱

うことになっている。

しかし、脳性マヒ者は決して「首から下の」

障碍ではない。東京青い芝の会では、身体障

害者福祉の中で幼い時からの一全身性障碍者
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を明確に位置付けるよう訴えてきた。 r全身

性障碍者」というのは、 「脳性マヒは単なる

肢体不自由ではないし、首から下だけの障碍

ではなし、」という意味である。そして情報化

社会になればなるほど、字を書くことと言語

の障碍が社会生活の上で大きなハンディキャ

ップになる。歩くという行為は自動車や車い

すでかなりの程度代行できるが、窓口での書

類の記入など社会生活上字を書くことは、ワ

ープロで代行できないものが多い。情報伝達

は相互的なもので、発信がまともにできなく

ては、受信もうまく L、かない。脳性マヒでは

言語障碍のほかに聴覚や視覚などsensoryに

属する障碍がある場合も少なくない。私の場

合も、 20代に眼底検査で、乳頭ほっ赤とか乳

頭萎縮とかし、うのがあってメガネをかけても

0.4位にしかならないといわれた。歩いてい

てよく転ぷので、危ないからメガネはかけな

いことにした。ワープロも10年来何種類か使

ってきたが、機種選びの第 1の基準は、機能

の数々よりも表示画面の字が大きし、かどうか

である。英語の辞書を引く時は虫メガネを使

う。目の問題が脳'性マヒと医学上関係がある

のかないのかはさっぱりわからなし、。聴覚に

ついても調べれば何らかの障碍があるかもし

れないが、整形外科医に任されている限り問

題にはならない。

「幼い時からの全身性障碍者」の前段の

「幼い時からの」とは、子供の時から家庭や

学校で過保護と特殊な環境に置かれてきた結

果、社会の荒波の中で生きていくための知恵

や経験を身につける機会を奪われてきたこと

を表している。とりわけ養護学校のような、

地域の他の子供たちから隔離された、無菌状

態とでもいうべき環境が完備することにより、

幼い時からの障碍者が幼いままの障碍者とし

て成人してゆく状況がむしろ強まっている。

ある程度社会的訓練や経験を積んでから障碍

を負った「中途障碍者」との違いがなかなか

理解されないために、ことさら「幼い時から



の」を強調せざるを得ないのである。

情報について論じる場合でも、この問題に

注意を喚起しないわけにはいかない。社会で

生活し活躍している人はさまざまなウルトラ

Cを使っている。重い障碍をもっていても社

会の中で自ら生きている人には、他人が聞け

ばあっと驚くようなウルトラ Cがたくさんあ

る。これを知恵という。情報を理解できる枠

組、本物かにせものかを見分け、膨大な情報

の中から自分に役立つ情報を選び出してを活

用する「知恵」が培われなければ、いかに豊

富な情報があっても「馬の耳に念仏」と同じ

になってしまう。 NHKの大河ドラマ「徳川

吉宗」の脚本を書いているジェームズ三木氏

によると、 「知識・情報は勉強によって取り

入れることができるが、知恵は遊びを通じて

しか身につかない」という。特に「無菌状態」

の関係者や、それを支えている人たちにはよ

く聞いておいてほしい話である。

私の場合、情報を取り込む速度が遅く、 6

秒間の映画の字幕など、読み切らないうちに

消えてしまう。このため、テレビなど早いテ

ンポで勝手に流れて行く現代的メディアより

も、こちらが必要とする時に後戻りして確認

ができる旧来の活字文化に依拠する度合いが

大きい。ただし、本を読むのもペースはかな

り遅いので、量的にはたかが知れている。学

習速度の問題は生得のものなのか、それとも

幼い時からの障碍者故の、成育過程での訓練

の欠如の結果なのか、定かではないが、おそ

らく後者であろう。

ウルトラ Cにひっかけて、福祉機器に関連

した話をひとつ。[""福祉機器展に行くより、

スーパーの百円均一セールを見て歩いた方が

いい」これは私の妻の言いぐさである。彼女

は床に物を落とすと、車いすの上から拾えな

い。出入りの病院で紹介されたのは、 9，500
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円のリーチャーという福祉機器。彼女は、

「孫の手なら 100本買える」といって、実際

何本か買ってきた。ループをつけてあちこち

にぶら下げてある。なぜひもをつけるか?孫

の手自体を落とした時に、他の孫の手で拾え

るからだ。天ぷらを揚げる時にはさむ道具と

して売っていたものも、 3本ほど下げてある。

孫悟空の加意棒を思わせる伸縮可能な孫の手

も見つけてきた。この手のものは常時売って

いるわけではなく、まめに見て歩かないと手

に入らない。もちろん百円玉を落としたら拾

えないし、 「ちょっと拾って」と頼めるよう

な誰かがいつもいる人にとっては、こんな

「情報」はくその役にも立たないのである。

最後に言語障碍の問題に触れる。私がシン

ポジウムなどでスピーカーをつとめることは

誠多にないが、たまたまあると必ず会場から

「誰か通訳しろ」という要求が出てくる。通訳

を要求するのは差別であるとかないとかいう

議論は古くて新しいが、おそらく決着はつか

ない。「あなたがわからなければ、ほかの人も

わからないのですよ。100%わかって通訳がで

きる人なんていません」というのが、私の端的

な答えである。それを避けるために、あらかじ

め決まった発言については文章にして配るの

だが、 15分の発言原稿を作るのに十数時間か

かることに思い至る人がどれだけいるだろう

か。語ろうとする側にそれだけの時聞をかけ

た努力は必要なのだが、同時に聞く側に時間

をかけて・もじっくり聞き取ろうとするゆとり

があれば、コミュニケーションはかなり改善

されるのではないか、という思いが私にはあ

る。「音声補助装置を使え」といわれてくやし

涙を流した仲間もいるが、それを使う場合で

もたいへん時聞がかかる。人間が情報に追い

回される現代社会の中で、そのことがますま

す難しくなってきているのではないだろうか。



.第 4分科会

地域生活と介護

まとめ [座長]橋本泰子

これからの在宅ケア 井上千津子

通所施設のなかで 日浦美智江

重度の障害者が地域で生活していくために 高橋幸恵

障害者プランの策定に向けて梶尾雅宏
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第4分科会「地域生活と介護」

まとめ

18回に及ぶ「総合リハビリテーション研究

大会」において、 "介護"がテーマとして取

り上げられたのは、初めてのことである。誠

によろこばしいことである。リハビリテーシ

ョンの概念が広義となり、幅広い取り組みが

なされてきたものの、従来のリハビリテーシ

ョンが現実には医療モデルであったのに対し、

生活モデルのリハビリテーションが具体化し

てきたということであろう。また、言い換え

るならば、"生活の質"を深ねていけば、

"介護"を抜くことができないことが明らか

になってきたということでもあろう。

分科会では、介護を具体的な対応が求めら

れている社会的課題として捉え、

①今求められている介護とは、どのような

ものなのか(介護の質)

②質の高い介護のために、それぞれ何をし

なければならないのか。

③質の高い介護のために保健・医療・福祉

の関係者はL、かにして連携をすすめるの

か。

④介護を担う人材の確保策と養成のあり方

⑤新しい高齢者介護システムへの期待と課

題

などについて討議した。

意見発表者は、それぞれの学識、経験等を

踏まえた幅広い視野から意見を述べられたが、

特に印象深かったことは、次のような点であ

った。

〈高橋幸恵氏)

重度の心身障害をもっ子どもの親の立場か
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ら意見を発表されたが、障害をもっ者も介護

する親も"どちらも素敵な生活を送るために"

介護問題は重要な課題とされた。また、重度

の障害をもっ者もいろいろな生活形態が確保

されるべきこと、そのためにも、従来のリハ

ビリテーション体制に加えて、生活圏内にデ

イケアと一時入所ケアと医療が確保されるべ

きと述べられた。

(井上千津子氏〉

ご自分がホームヘルパーとして、介護にか

かわった体験も踏まえて意見を発表された。

介護の概念に触れて、介護とは介護を必要と

する人と介護者の願いをかなえることと述べ、

今日の在宅ケアにおいては、医療ケアとホー

ムヘルプサービスの両者が不可欠であるとさ

れた。また、これらの業務にかかわる人々は、

その連携をすすめるために互いに信頼し合う

ことが必要と述べられた。またホームヘルプ

サービスに関しては、サービスの量的整備の

必要性と職業としての確立を強調された。

(日浦美智恵氏)

心身に障害をもっ人々の在宅ケアを支える

施設「朋」の責任者である氏は、朋の運営方

針にも触れながら、介護とは、介護を必要と

している人を独立した 1人ひとりとして、本

人がかくありたいと願う生活を実現させる援

助と定義された。介護を必要としている人の

在宅ケアにおける通所施設の意義について、

本人に対しての、生活のリズムを作ること、

他人の中で生きる能力を高めることをあげ、

家族に対しても休養ケアを含めた家族を支え



る意義について述べられた。また、在宅ケア

における医療との連携の必要性にも触れられ

たが、介護の関係者との関係においては、互

いの専門性の尊重を強調された。

(梶尾雅宏氏〉

氏は、厚生省において障害者福祉対策の立

案に携わる立場から、最近の国の障害者対策

について、障害者対策の目標は障害のある人

々が、住み慣れた地域で普通に住み続けられ

るようにする社会の実現であるとされた。現

在検討が進んでいる障害者プランの中間報告

にも触れて、介護等のサービスの望ましいあ

り方を実現するために、サービスの量と質の

整備の推進を述べられたが、同時に、障害者

対策は厚生省のみならず、建設省や運輸省等

関係省庁との総合的な計画づくりと推進が必

要であることも説かれた。また、中間報告が

なされた高齢者の新介護システムにおける介

護についても触れられ、障害者の介護との関

係においては、そのサービス水準において、

相互に同程度のものであるべきことを強調さ

れた。

以上のような意見発表に基づいて、全体討

議を行ったが、強調されたのは、介護の概念

として、要介護者の主体性のある生き方を保

障することであった。

今回の議論の中で十分話し合えなかったこ

との大きな一つは、施設内の介護の問題であ

った。これはどう考えるべきことであろうか。

また、リハビリテーションとしての枠組みで

介護問題を検討すれば、どうしても高齢では

ない障害者中心の議論になることも考えさせ

られたことであった。今後は、痴呆性老人の

介護問題にも真剣に取り組むべきことであろ

う。いずれにしても、高齢ではない障害者の

介護問題と高齢者の介護問題は全く同じでは

ないこと痛感させられたことであった。

これからの在宅ケア

1 はじめに

高齢化が急テンポですすみ、国民的課題と

して介護問題が浮上してきている。

多くの高齢者は、できることなら住み慣れ

た地域で親しい人に固まれて一生を送りたい

という願いをもっている。この誰でもがもっ

ている願いをかなえるためにどうあるべきか

を考えてみたい。

2 在宅介護の実態

(1)医療依存度の高い状態で在宅化が進んで
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いる。医療法が変わってから、入院が制限さ

れ、看護や介護が日常的に必要な状態の人が

退院してくる。たとえば、人工呼吸、人工透

析、酸素療法、糖尿病によるインスリン療法、

じよく創、導尿、 TVH、胃ろうなどである。

実際には、このようにかなりの医療技術を要

する処置に対して、素人である家族が短期間

にその手法を身につけて退院してくるわけで

あり、在宅サービスが不十分の中での在宅介

護には問題があるといえる。

(2)重介護状態による介護量の増大

白内障による視力障害、脳血管障害や骨折



による寝たきり、関節の拘縮やじよく創など

運動障害による介護ニーズが増大し、介護負

担が高くなっている。

(3)介護者の高齢化や腰痛、高血圧、関節痛、

心臓病、腎臓病などの疾病により治療が必要

な状態であり、当然介護不足になり、さらに

家事機能が低下し、家庭生活の崩壊に結びつ

いている。

(4)核家族化や単身者の増加‘日中の独り暮

らしの増加により、日中の介護力が低下して

いる。

このようなさまざまに理由により、介護力

が低下し介護不足になり、病状の悪化へと結

びつき、介護量が増大するといった悪循環が

発生しているのが在宅介護の現実である。

この悪循環を早期に断ち切る条件をどのよ

うに造りだすかが課題となろう。

この悪循環を断ち切るためには、濃密なホ

ームヘルプサービスと適切な医療的ノ〈ックア

ップつまり、往診、訪問看護、訪問リハビり

などのサービスが連動して、いつでも、どこ

でも、必要なときに必要なだけ受けられる体

制が不可欠である。

3 在宅ケアの条件

(1)チームケアの必要

在宅介護を継続するためには、保健、福祉、

医療など複数の分野にわたるサービスが必要

になる。しかし、複数の分野がバラバラにサ

ービスをしていたのでは、非合理であるばか

りでなく、受け入れ側の人間性まで無視する

ことになりかねない。たとえおむつに包まれ

ていようと、全面依存の状態であったとして

も、住み慣れた地域で暮らしたいという願い

をかなえるためにも、また、家族の人権と生

活を守りよ家族聞の連携や相互扶助による安

らぎを高めるためにも、チームケアが必要に

なる。

(2)サービスメニューの拡大とサービス量の

充実

福祉分野においてホームへルパーの増員が

見込まれてはいるものの(今年度国の予算で

は3万5，000人) そのうち7割がパートとい

う現状では、 24時間対応の必要性が認識され

たとしても質の高いサービスが保証されるか

疑問である。やはり、常勤ヘルパーの増員の

裏づけが必須条件といえる。さらに在宅介護

の3本柱の一つ、ショートステイにしても緊

急時や、希望する時間にベットがあいていな

いなどの理由から、その機能が果たせない場

合が多い。また、デイサービスにしても、待

機者の増加で利用できる日数が限られている。

在宅介護をすすめるうえで大きな期待をよせ

た在宅支援センターにしても、実戦部隊のな

い状態では果たして支援の機能が果たせるか

疑問である。

ホームヘルプサービ‘スをパックアップする

医療、保健の分野にしても、往診をしてくれ

る医師の数は年々不足し、寝たきりの期間が

長くなればなるほど医療から遠ざかっている

現状であり、医療の継続と緊急時の対応は難

しいといわざるを得ない。

さらに在宅介護にとって不可欠な訪問看護

にしても、潤沢にサービスが提供されている

わけではない。やはりここでも、人的な不足

が大きな障害になっている。訪問リハビリに

取り組むOT、PTの姿は地域には見えず、

しかもOT、PTは、医学的側面からの管理

にとどまっていることが多L、。もちろん先駆

的に素晴らしい活動事例を目にすることはあ

るがそれも決して多い数とはいえない。実際

には病院や施設で回復した機能も、自宅に戻

った途端に退行してしまう例は少なくない。

こうした状況の中で求められることは、サ

ービスのメニュー化だけではなく、サービス

の絶対量を整備することが必須条件である。

(3)介護の質を高めることの重要性

介護福祉士という国家資格が法制化され、

すでに 7年の歳月が経過し、全国的に介護福

祉士が6万人有余が誕生している。しかし、
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資格はとったもののその資格が社会的に位置

づけられていないという事実がある。

介護にかかわる者が、誇りをもってライフ

ワークとして選ぶことができる職業としての

擁立が必要である。

4 まとめ

サービスを充実するために、介護問題を自

分たちの問題としてとらえ、与えられるサー

ビ‘スからサービスをつくっていくという姿勢

をもつべきであり、サービスを生活の場に引

き寄せ、生かしていくことがなによりも重要

であろう。

通所施設のなかで

はじめに

まず最初に介護を「かくありたいと願う本

人の願いや行動を実現させる援助」と考えた

いと思います。従って決定はあくまで本人で

あるべきで企謹昼本人ができないところを通

うものであるということが大切だと思ってい

ます。

そんな前提にたって朋という重度で重複し

て障害のある人たちの通所施設での実践を述

べてみたいと思います。

朋のメンバーの特徴は、

(1)全介助を要する

(2)表現する力が弱くコミュニケーショ

ンが難しい

(3)健康的に注意を要する

(4)年齢にふさわしい経験に乏しい

ということが言えると思います。

そんなメンバーの地域生活の援助で・配慮し

ていることをいくつかあげてみます。

1 本人が心地よい環境を整えること

身体的には部屋の温度・湿度・採光、痛み

はないだろうか、呼吸は苦しくないかなどで
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訪問の家 「朋」施設長

姿勢のチェックや健康状態の把握は大切です。

心理的には安心できる人間関係をつくってい

るかどうか、ありのままを受け入れその存在

を大切に考えてくれる人たちに固まれている

かどうかはその人の心地よい環境のなかで最

も大きな要素だといえます。

2 本人が好む状態をつくる

本人の表現が弱くコミュニケーションがと

りにくい人たちの場合、その人に関する情報

をできるだけ多く家族や関係者から得ること

は大切です。加えて細かし、観察をしながら表

情、身体の動きなどから本人の意思の確認を

しますが、確認が難しい場合、仮説をたてて

行動し、観察そして評価をし、また次の行動

につないでいきます。青年としての経験をで

きるだけ増やしたいと考えていますが、その

場合大切なのが職員の想像力と創造力だと思

っています。想像する基点はもし私だったら

ということだと思いますが、一方向じ人間は

2人いないという視点を忘れると独りよがり

の一方的な援助になる危険性があることに注

意しています。その人の今後の生活に有効だ

と私たちが考えるのものをカンファレンスで



討議しプログラム化していきますが、健康的

に大丈夫かということを基本にし、その人の

周りに人という財産をできるだけ増やしてい

きたいと、人との出会いを多くもつようにし

ています。

3 他の機関との連携

朋のメンバ一、重症の障害をもっ人たちに

とって医療との連携は欠かせません。幸い朋

には3年前に施設内に開設した朋診療所があ

ります。医療が生活のパートナーになること

で、みんなの生活の幅は大きくなり、さらに

いつもと違う様子の発見と早い処置で入院回

数が減ってきました。いま重度の人の地域生

活を語るとき、その大半は家族によって支え

られている現実があります。家族との連携、

家族のレスパイト・緊急時の対応は入所施設

との連携ですが、日常生活の援助としての部

屋や浴室の改造、福祉機器の導入では県や市

リハビリテーションセンターの力が大きな助

けになっています。メンバーの大半が重症心

身障害児・者ということもあり、児童相談所

も福祉事務所と共に日頃から情報交換に努め

ています。

4 多くの人のかかわりのなかで

1人の人生を l人または一つの機関で担い

きることは到底できないことですし、そうし

ようとすることは逆にとても危険なことだと

思います。お互いにその人にかかわる専門性

を持ち寄ることでより広く大きく、障害をも

った人たちー l人では行動がとれない人たち

ーの生活を援助したいと思います。あるメン

バーが重篤な状態で入院した折り、処置をし

ながら看護婦の方が、 「生きててよ、生きて

てよ、それだけでいいのだから」と一生懸命

話しかけていたとそのメンバーの母親から聞

いたことがあります。人と人との関係の原点

は「生きててほしL、」という気持ちにあると

思います。 l人の命は多くの人に支えられ、

また多くの人を支えています。家族の人の次

に本人に近いところにし、る人間である自覚を

もち、お互いに支え、支えられる人間同士と

して、共に歩きたいと思います。

重度の障害者が地域で生活していくために

私の娘は現在20歳、愛の手帳1度、身体障

害者手帳1級です。現在島田療育センターの

デイケアに通っています。重度重複の娘を20
年間育ててきた母親としての現在の思い、感

じたことを話させていただきたL、と思います。

誕生より娘はとにかく体の弱L、子供でした。

家にいるより病院の方が中心の生活が続きま

した。その生活にピリオドのきっかけを作っ

てくれたのは養護学校小学部への入学ではな
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高橋幸恵

町田市障害児・者を守る会「すみれ会」会長

かったでしょうか。訪問教育を覚悟していた

私に、教育委員会の方は、 「学校に行きまし

ょう」と信じられない言葉でした。入学式の

娘の体重は 7、8同で食べることが嫌いでし

た。恐縮し、またオロオロする私に先生は言

いました。 iお母さんまかせて下さい。私た

ちプロなんですから」私だけの娘だ、った!私

だけのたくさんの不安と苦悩を抱えた娘を共

有してくれる人がここにいた!と感謝と同時



に、暖かい感激をいたしました。それから l

年。働かなければならなくなった私は、娘を

施設に入れることを覚悟しました。覚悟をし

ながら思い惑い市役所を訪ねたのです。何と

しても娘を手放したくない、放課後の受入先

を捜してほしいと。行政の方の熱意と、施設

長や指導員の暖かいご理解により学童保育に

入ることができました。学童に入って 1年。

仕事が終わり学童保育のベビーベッドで眠っ

ている娘を見ている私に、 1年生のある男の

子が言いました。

「おばちゃん、僕、最初咲ちゃん気持ち悪か

ったんだ」

「そう。今はどうなの ?J

「僕とってもかわいい」

わが家の場合は“保育に欠ける児童"とし

ての『学童Jでしたが、障害児の場合はこれ

だけが『学童』の必要性ではないと思います。

もちろん障害を理由に、両親が働いている家

庭でさえも入れないのが現実ですが、障害児

の場合は、放課後をどうするのかという問題

があります。ある調査によると、 「家の中で

1人で過ごす」が59.2%、 「母と 2人で」を

いれると、 65.7%その中で「何もすることが

ない」が 31.5%という数字が出ています。障

害児の放課後生活の問題は、単に「保育に欠

ける」こども一般の問題だけに解消されず、

障害者問題としての性格も併せ持っていると

思います。そのためには、指導員の加配など、

障害児を受け入れるための条件整備が公的責

任によって行われることを希望いたします。

また小学校高学年以上の学齢児も放課後を安

心して過ごせるような、障害児を対象とした

放課後生活の場が確保されなければならない

と思います。

その後私は社会福祉協議会の運営する緊急

一時保護所の職員を経て、現在は町田市独自

といわれる福祉的就労者も含めた通勤寮の寮

母をしています。もちろん障害のある娘と一

緒に住み込みという形態をとっています。知
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的障害者と呼ばれる利用者と重度重複の娘が

すてきな共存生活をしています。

今娘は毎日島田療育センターに送迎パスで・

通っています。週 1回は入浴サービスを受け

ています。この日ばかりは l人でお風自に入

ることになんの後ろめたさを感じることなく、

私は入浴できるのです。学校卒業後すぐの進

路先は週2日しか通うことのできない擦育園

でした。そこで半年過ごしたのですが、生活

のリズムは目茶苦茶、それが食欲にも影響し

てくるようになり、当時送迎保障のないため、

あきらめていた島田療育センターに自前で送

迎体制を作り移りました。重度障害者にとっ

て毎日通所というのがどれほど大切なものな

のかということを、痛切に感じた半年でした。

今、私の住んでいる町田市のある作業所が

無認可施設から、法内作業所にしようと計画

をし、東京都のご理解もいただき、実現にむ

かっています。ここに通所している青年達の

障害は重度です。現在ボランティアさんも含

めて、ほとんど l対lに近い処遇をしていま

す。それが法内になった場合7.5対1、重度

加算をいれでも6.5対1にしかならないとい

う現実に惇然としてしまいます。これだけの

指導員の数では青年達が通所することさえ保

障できません。ましてやより豊かな内容等望

めるわけがありません。無認可のままでは、

職員の身分等不安定な部分が多いということ

で、法人化を決定したのですが、今、直接処

遇をよくするために、市の加算をお願いした

り、親の配置をしたりと、大変苦労をしてい

ます。

娘の通っている島田療育センターのデイケ

アは東京都の単独事業です。一刻も早く国の

段階での重度障害者のための通所施設の位置

づけをしていただきたく思います。

今、娘は20歳になりました。介護者である

私は40歳を越しました。娘の体は小さいので

すが、自分の体をコントロ ルできない分だ

け介護者への負担は大きくなります。慢性的



な腰の痛みを感じ、いつまで抱えることがで

きるのかなと不安を感じるようになってきま

した。私が所属している会のお母さんたちと

もよく親の加齢と介護の困難、体の不調が話

題になります。 3年前に会で介護者の生活状

況についてアンケートをとりました。子供の

介助にかかわる時間は、平均7時間43分(通

学通所日)と 9時間4分(在宅日)です。 N

HKが1990年に行った「一般主婦の生活時間」、

では、乳幼児をもっ主婦で2時間55分、 40代

の主婦で32分です。一般に子供が成長し、親

から自立していく様子が伺えますが、私たち

介護者は同年代でも、 1日平均8時間近くも

子供を介助しなければなりません。健康状態

では、腰痛、頭痛等で 41.4%の人が不調を

訴えています。

養護学校が全員就学になり、重度の子供た

ちも学校に通うことができるようになりまし

た。それは子供たちの健康を助長し、親は障

害児を家族と共に地域で一緒に生きることに

自信をもち、喜びを味わってきました。でも、

歳をとることに逆らうことはできず、しかし

ここまで地域で過ごしてきた彼らを遠くの施

設にいれることはできません。どうしたら住

みなれた地域で一生を終えることができるの

か、親が切羽つまった状況に追い込まれる前

に環境を整えてやりたいと思うのです。今

「地域福祉」と言われていますb しかしそれ

が介護者の過度の負担の上になりたってはい

ないでしょうか。

在宅の生活をしながら、介護者も障害者も

素敵に暮らしていけるにはどうしたらよいの

か。介護者に過度の負担がなく、そして障害

者本人にも豊かな生活を送るためには

1 )通所の場

週5日以上

直接処遇者の数

入浴サービス

送迎の保障
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2 )緊急の時だけではないレスパイ卜も含

む保護事業

3 )宿泊体験のできる場

4 )安心して受診できる医療(生活圏内)

相談もできる機関として

娘はある大学病院を主治医として、

月1回受診をし、てんかんの薬を

もらっていますが、本当の主治医

は自宅より 2時間かかる、障害者

専門の病院だと思っています。生

まれてから、何カ所の病院を訪ね

たでしょうか…。

総合的に障害者を診れる医療機関

が、生活圏内に必要です。

5 )学童児には、放課後の生活の場を

今までは親が介護をしていく上での生活の

条件を述べましたが、我が子は、障害者本人

は、果たしていつまで親と一緒の生活を望ん

でし、るのだろうかとも思ってしまいます。障

害者であっても、いろんな生活形態を望んで

もいいのではないでしょうか。またそれは親

にとっても同様のことが言えると思います。

住み慣れた地域で自然に自立生活を重度障害

者もすることができるのではないでしょうか。

知的障害者の通勤寮で寮母をやりはじめた当

初は、彼らの生活が、我が子の生活とは全く

違うものとしかうつりませんでした。重度障

害者は施設に入るしかないと思っていました。

しかし10年間一緒に生活をしてきて、彼らと

の違いはケアの度合いだけではなL、かと思う

ようになりました。中軽度の人たちの生活寮

やグル プホームができてきています。重度

障害者が地域で生きる時、どのような生活形

態がよいのか分かりません。医痩のパックは

必ず必要です。人手もたくさん必要です。非

常にお金がかかります。国の制度として、確

立していただきたいと思います。

親としての思いを話させていただきました。

「障害児・者の親は、最も見近に接している



社会人であり、したがって、最もよく代弁で

きる社会人である」という言葉をある先生の

本で読ませていただいたことがあります。し

かし、一番我が子の力、要求、願いが見えに

くい、また見ょうとしない立場になりやすい

こともあると思います。一番近い関係者だと

いう自負を持ちながら、障害者の親としての

願いを伝えていきたいと思います。

障害者プランの策定に向けて

厚生省では、障害のある人々が社会の構成

員としてふつうに生活を送れる社会の実現の

ためには、地域において障害者施策を計画的

に整備していくことが必要であるとの認識の

もと、ニーズに基づく供給量の把握、財源等

なお検討すべき課題は多いが、昨年9月以来

の障害者保健福祉施策推進本部での検討につ

いて、中間的に、今後の施策の基本的な方向

と骨格を示した(I障害者保健福祉施策推進

本部中間報告」本年7月)。

中間報告では、介護等のサービスの提供に

関して、障害者の生活を支援するためのサー

ビスがなお質、量ともに十分でないとの認識

のもと、 「障害者のニーズに的確に応え、ま

た高齢者の場合に比して遜色のない介護等の

サービス供給体制を整備していく必要があ

る」、サービスの質の向上のため、 「各々 の

障害の状況の評価を踏まえた介護等のサービ

スの望ましい在り方を明確化し、地域におけ

る様々な社会資源を活用した適切なサービス

提供の方法を確立していくことが重要である」

とそれぞれ指摘している。

ここでいう「高齢者の場合に比して遜色の

ない」とし、う表現について、 「高齢者より上

にはならなしリという意味ではないか、とい

った懸念が寄せられているところであるが、

厚生省としては、同じように介護の必要な高
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梶尾雅宏

厚生省社会・援護局更生課課長補佐

齢者と障害者には、同じように介護サービス

が提供されるべき、という基本認識のもと、

さらに障害者については、活動年齢にあるこ

とや、ガイドヘルプなど障害者特有のニーズ

もあることに配慮したサービス量を確保して

いこうという趣旨であり、そうした考えに基

つ丸、て、現在策定作業中の障害者プランにも

数値目標を盛り込んでいきたいと考えている

ところである。

障害者プランの策定作業については、中間

報告を受け、年末までの完成を目指して現在

鋭意作業を進めているところである。厚生省

としては、高齢者の新ゴールドプラン、正式

名称は「高齢者保健福祉推進十か年戦略」、

これと同様に、保健福祉分野の計画として策

定することを考えていたが、障害者の生活全

般を支える計画とするためには、保健福祉分

野だけでなく、雇用、教育、まちのバリアフ

リー化など関係省庁一体となった取り組みが

必要であり、政府全体でプランをつくるべき

であるとの強い意向が、与党3党から構成さ

れる「与党福祉プロジェクト」から示されて

いる。これを受け、現在、総理府の障害者対

策推進本部担当室が中心となって、政府全体

の取り組みとしての障害者プランを策定すべ

く取り組んでいる。



なお、障害者対策推進本部においては、既

に平成5年3月に「障害者対策に関する新長

期計画」を策定しているが、今回策定しよう

としている障害者プランは、その重点施策実

施計画としての位置づけで、数値目標を設定

するなど具体的な施策目標をできるだけ盛り

込んだ形のものとしたい、また、厚生省以外

の各省庁についても、短い作業時間ながら、

極力具体的な書き込みをしてほしい、と考え

ているところである。

いずれにせよ、昨年の新ゴールドプランや

エンゼ‘ルプランは、予算編成前に策定し、こ

れを受けた初年度たる平成7年度予算編成と

いう過程を経ているものであり、今回の障害

者プランについても、同じような過程をたど

りたいと考えている。大量の赤字国債の発行

が必要とされるなど厳しい財政状況の中では

あるが、ぜひともいいプランをっくりたく、

残り時間も短くなってきたが、最大限努力し

ていきたい。

中間報告において、 「地域における様々な

社会資源を活用した適切なサービス提供の方

法を確立していくことが重要である」と述べ

ているが、その具体化に向けて、この夏から

有識者による検討会を設け、ガイドラインの

策定等を通じたサービスの全体的な質的向上

を目指している。検討会全体としては、身体

障害、知的障害、精神障害に共通する検討会

であるが、障害の種別ごとに部会を設けて、

それぞれ作業を進めているところである。

高齢者に関する介護問題に関しては、老人

保健福祉審議会において、本年2月以来、高
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齢者介護の基本的在り方や介護サービス及び

費用保障の在り方についてさまざまな角度か

ら審議が行われ、本年 7月に「新たな高齢者

介護システムの確立について(中間報告)J 
が公表された。中間報告では、介護を必要と

する高齢者誰もが、身近に、いつでもどこで

も、スムーズに介護サービスを利用できるよ

うな仕組みを実現するため、

(1)高齢者介護に対する社会的支援体制の整

備

(2)利用者本位のサービス体系の確立

(3)社会連帯による介護費用の確保

の3点を基本的な考え方として提示している。

同審議会は、 9月に再開し、同中間報告を

踏まえ、介護基盤の整備や介護支援体制の在

り方、社会保険システムにおける具体的な制

度設計などについて、さらに具体的な検討を

進めている。

現在、特に各論点ごとに詰めた議論を行う

ために、老人保健福祉審議会の中に、新たな

高齢者介護システムにおける介護サービスの

具体的な在り方について検討を行う「介護給

付分科会」、高齢者介護の費用保障に関し、

社会保険システムの具体的な在り方について

検討を行う「制度分科会」、及び高齢者介護

における予防やリハビリの充実、介護サービ

スを担う施設整備や人材の養成確保の具体的

な在り方について検討を行う「基盤整備分科

会」の 3分科会を設けて検討を進めていると

ころである。

当初、年内に老人保健福祉審議会のとりま

とめを、というスケジュールを考えていたが、

とりまとめは年明けになるのではないか、と

いうのが、現在の進捗状況である。



.私からの提言(1)

生活体験を通しての提言

聴覚障害の立場から井上 薫

私の願い阿部八重

内部障害者(腎機能障害者)からの当面の 3つの願い木村妙子
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私からの提言(1)生活体験を通しての提言

聴覚障害の立場から

1 聴覚障害者向けテレビ番組は、手話ニュ

ースの他に、民放は 1放送局につき週 1-2

本に過ぎず、大半は都道府県や市がスポンサ

ーになった行政の広報番組であり、量的にも

質的にも不十分である。

アニメ…字幕付はサザエさん、ドラエモン

しかない。アンパンマン、セーラ

ームーン、ドラゴンボール、スラ

ムダンクを子供と楽しみたい。

ドラマ…字幕付はチャンパラが多い。

例:水戸黄門、鬼平犯科帳等。

トレンディドラマにはほとんどな

い。場所によって字幕付でも見ら

れないこともある。

ニュース…手話ニュースは昼5分、夜10分

井上 薫

横浜市聴覚障害者協会手話講習会講師

2 5年前から私の住む市は粗大ゴミは申請

制となった。パンフレットを見ると、電話で

申請をする。聴障者の場合はどうなるのか?

健聴の友人に聞いてもらったところ、親と

一緒に暮らしている方が多いと思ったので、

考えていなかったとのこと。聴障夫婦の場合

はどうなるのか? そのことを新聞の地元の

コラムに訴えた。環境事業局事務所は、もと

もとファックスを持っているが、公表すると

一般の人からの連絡も予想され、すぐ公表す

るのは無理である。近所の人に頼んで電話し

てくれる方法を…、という答えだった。冷た

い反応に、市の聴障協が抗議をして、現在は

ファックスで申請できるようになっている。

他の市では、そのようなケースがないそうで

のみ。しかも 3チャンネルである。 す。

阪神大震災の時、神戸では4日間手話ニュ

ースがストップされた。被害を受けた聴障者

は正確な情報を得られず、不安な日々を過ご

した。避難所でも、水、食事の配給、お風目

等の時間の放送が聞こえない。このように健

聴者優先の社会は、聴障者に「いつ、どこで、

何かが起きた時、きわめて不安で悲しい事実」

である。聴障者だけでなく、他の障害者も一

方的に苦しむのは不公平である。

電車、パス、駅で電光板をよく見かけるよ

うになったが、行先と次の駅名のみ。事故が

あった時、緊急放送が聞こえない私達には不

安である。すぐ緊急放送が流れるよう、工夫

してもらえば心強い。
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3 今年4月に行われた統一地方選挙の時、

自分の住んでいる区の立候補者から聴障者に

ぜひ講演の内容を分かつでほしいので、手話

通訳をという話が持ちかけられ、公平的に立

候補者全員に手話通訳をと，思って、手話通訳

派遣協会と選挙管理委員会へ直談判したとこ

ろ、今の法律では無理といとも簡単にことわ

られてしまった。手話サークルの有志のおか

げではじめから希望していた候補者の通訳を

してもらい、はじめて演説の内容がよく理解

できた。 r福祉向上」と口をすっぽくして言

ってもその声は聴障者に届かず、棄権してし

まう人も少なくありません。 7月の参議院の

比例代表の政見放送に手話通訳がついたが、



まだまだです。

4 地元で、 「地域の福祉」について市民デ

ィスカッションがあった。手話サークルの協

力で手話通訳がつき、いろいろと意見(公の

場所にファックスがない等)を言うことがで

きた。そのおかげで、市と区の広報、!区の案

内紙に、ファックス番号が電話番号と一緒に

乗せられるようになった。手話通訳がいなか

ったら参加しなかったと思う。手話サークル

との連携も大切だと痛感した。ただし、残念

なことに、税務署へ質問のファックスを出し

たところ、なかなか返事をくれず、しかもど

うやって調べたのか、実家の母の所へ「息子

さんからファックスをもらったが、息子さん

にそのように言って下さい。」という内容の

電話がかかって来た。書くのはめんどうくさ

いから電話で伝言してもらおうという聴障者

を無視した態度に、がく然とし、情けなくな

ってしまいました。

5 去年の春から駅前の交番に「交通訪問者

探知自動通報装置及び会話装置」が設置され

ました。不在交番に来訪者があったとき、赤

外線センサーが探知して、自動的に本署につ

ながり、本署の警察官と会話ができる便利な

システムですが、聴障者の場合どうでしょう

か。訪ねても、不在のため、会話装置があっ

ても話しができず、あらためて訪ねてきたと

きもまた不在で、あきらめて帰った無念さも

ありました。健聴者にとっては便利なもので

も、聴障者にとっては不便なものもあるので

す。せっぱ詰まったときにかけ込んでも、駄

目だったらと思うとゾッとします。このよう

なシステムはこれからも増えつつあるそうで

す。神奈川県警察は何を考えているのでしょ

うか? 不在にする場合はFAXを置くとか、

思いやりがないのでしょうか? 東京の24時

間手話交番が羨ましい限りです。聴障者は見

かけだけで健聴者と変わらないため、重く見

られていないケースが多い。暮らしやすい社

会にするよう、小さなことでも遠慮せずに言

えるようにしたいと思っています。

私の願 い

あべやえ

さくら会の阿部八重です。
かい ねんまえ ただ

さくら会は、 4年前にできました。多田さ
うさか しまだ たち いくせいかい

ん、高坂さん、島田さん達と、育成会の

策京う笑芸の蒔、完ぴ差した文蓬で萎まり、こ
かい かい

の会をなくしたくないと、さくら会をっくり

ました。

こういう答がふえてほしいと慧います。そ
うりゅう おも

して交流したいと思います。
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ことし がっ

阿 部八重

さくら会会員

今年の 6月にスウェーデンに行きました。

スウェーデンで払障等いのおもい文ゃ、

括討語審の文もいっしょに詰の中でくらして

いました。アパートや、起議の文といっしょ
わたしたち

にくらしていました。私達は、こういうのが
申ぞ

望みです。
にほん おも

こういうのが、日本にもできたらと思いま

す。



宮ィスの交は、筆にものがあったら、遥れ

ません。
だれ

誰かがなおしてあげなくてはならないし、

つえをついている文も筆に官主連などあった
だれ おし

ら通れません。誰かが教えてあげなくてはな

さけ 申

プライパシーがありません。お酒を飲みに

行くこともできません。
じゅう まどみ

自由がないのがイヤです。のぞき窓から見

られるのもイヤです。かつてに決められるの

もイヤです。面33のことは白33で決めたいで

りません。宮は、みんなが助け喜って差きて す。

ていきたい。堂のきこえない文にも、筋けが

志議な文すはみんな、替の帯で筋け各って差

きていきたい。
しせっ

施設はイヤです。

議場で、も、なぜ括討語審箸が竺蓄はじめに
しごとちゅう あそ

くびになるのでしょうか。仕事中に遊んでい
ひと おも

る人がくびになればいいのにと思います。

これでおわります。

内部障害者(腎機能障害者)からの
当面の 3つの願い

まずこの第18回リハビリテーション研究大

会の場で透析患者である私に「私からの提言」

というテーマでの発言の機会を与えていただ

いたことに感謝いたします。というのは、こ

の大会も研究者が多く参加しておられるよう

で、いつも与える側の立場の方々が多いと思

うのですが、私たち障害者・与えられる側の

意見というものを汲み上げるルートがあまり

ないのでは?と、思っていたからです。

今日は座長の手塚さんからも打ち合せの時

に、要旨にとらわれず何でも話してよいから

とお許しをいただいたので、 3つほど提言を

いたしたいと思います。前お2人の提言者が

体験に根ざした分かりやすい、心に響くお話

でしたのに、私は多言で早口でお聞きづらく

て、恐縮ですが、腎機能障害者は腎臓が障害

を受けているのであり、他の雄弁な肢体不自

由の身体障害者の方と同様に、障害者それぞ

れの個性を認めて、お許しいただきた~、と思
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います。

木村妙子

東京都腎臓病患者連絡協議会事務局

皆様ご承知のことでしょうが、腎機能障害

とはどういうものか簡単にお話ししたいと思

います。腎臓は内臓器で体の背中側、肋骨の

下あたり背骨の両側にその人の握りこぶしぐ

らいの大きさで空豆の形をして付いています。

人間が食べた食物が消化吸収され、血液中で、

活用されたあとの物質の津をこしとり、必要

なものを再吸収して、最終的に老廃物と水分

を跨脱を通じて体外に排植する臓器です。心

臓にしても肝臓にしても人間の臓器はどれも

24時間営業、年中無体ですが、腎臓は血液流

量が特に多いらしく、いったん、ダメージを

受けるとっき、つぎと細胞が破壊され、腎不全

に陥ります。そうすると、身体の中に老廃物

と水がどんどん溜ってきて、死に至ってしま

います。私は腎不全になってつくづく思いま

した。尾寵な話で申し訳ないのですが、大と

名付けられている揚管の方から出る廃棄物は、



一週間出なくても死にはしません。それに比

べ、腎臓から出る小の方は一週間出なかった

ら大変です。腎臓病の知識を一般に普及した

いと患者会でも運動していますが、本当に名

前を逆にしたいくらいです。

この腎不全による死から逃れるために、血

液透析という治療法を人工腎臓の機械によっ

て週3回受けることで生き延びているのが私

たち腎機能障害者です。従来の障害者の枠に

は収まりきらない存在です。腎臓が機能的に

も器質的にも障害を受けていて使いものにな

らないということでは障害者として固定した

症状という条件に合致します。しかし、透析

の長期合併症により、骨粗霧症で骨折して足

が不自由になるかもしれないし、アミロイド

の沈着によって手首が動かなくなり、ドアの

ノプさえ回せなくなるかもしれないという進

行する症状をも含めて考えると病人というこ

とになります。

ここで第一の願いですが、障害者政策の転

換点にあたって、障害者の認定基準枠の拡大

を声を大にして要望します。私たち腎不全患

者は1972年、お金の切れ目が命の切れ目とい

う厳しい現実の前に立ち上り、障害者の認定

を各方面の方々のご理解と協力により、受け

ることができるようになりました。その結果、

医療費の心配なく延命でき、全国では7万人

もの会員を組織することができました。誰で

も、いつでも、どこでも、透析を受けること

ができる社会制度を運動により確保すること

ができました。けれども、今現在、難病患者

の方や老人の病人でちょっとした条件を満た

さないために、障害者に認定されず、苦しん

でおられる方がたくさんいます。当事者運動

をするにも自分か病人では動くこともできず、

家族は働かなくてはなりませんから、なかな

か世論に訴えることもできず困っています。

当局に枠の拡大を要望するしかありません。

第2点は要介護の問題です。私たちは一日

おきに通院して透析を受けていられる聞はい
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いのですが、長期透析の合併症や他の病気が

発症して動けなくなったとき、透析をどうす

るかが、大問題となります。年齢制限のため

老人施設には入れず、たとえ高齢でも、特別

養護老人ホームでは一日おきの通院に対応で

きないとして入所を拒否されてしまいます。

透析施設はサテライトのところが多く、入院

施設のある病院は数少ないのです。その病院

に入院できたとしても、ベッドと透析室との

往復が残りの人生のすべてということになり

かねません。今問題になっている介護保険に

しても、障害者は入れないとか、保険の掛金

だけとって、いざとなったら介護サービスは

基盤がないので受けられないというのでは税

金と保険料の二重取りではないでしょうか。

また無年金者のように、保険料の払えない人

の教済はどうするのでしょうか。

老人保健法の改悪で痛感したように、一度

悪い制度ができてしまうと、弱者はどうしよ

うもありません。体験的に話してよいという

ことなので、私事になりますが、母が1981年

に脳硬塞で倒れて、昨年の10月に亡くなりま

した。私が透析23年になりますので、透析人

生の半分以上自分の透析と母の介護で過ごし

ました。その苦労はともかく、母が最後の 2

年間の入院時、内科病棟に入院している間は、

食事のワゴンも温かいものと冷たいものとが

区切れている最新式のものでした。けれども、

私が透析のため一日おきにどうしても留守に

なるので退院はもう少しとお願いした途端に、

老人専門の病棟に移され、ドクターの人数は

全病棟8床5室あと個室が2床4室1床2室

で1名、ナースの数も減って、おむつ交換は

時間制、エイドさんは食事介助でとろろいも

とハンバーグと酢のものを平気で、ごちゃま

ぜにして、口に突っ込むような人もいるし、

ちょっと食べられなくなると、すぐ鼻から管

を入れる経口栄養にしてしまうし、ワゴンは

旧式のものだし、ベッドカーテンも古いし、

タオルケットは透けて見えるほどボロだし、



ベッド自体も頭の方だけジャッキになってい

て、足の方はだめというのが多く、困りまし

た。こんなにも、老人医療の保険点数が包括

化され、さらに逓減制になった結果が露骨に

出ているのかと悲しくなりました。戦後50年

を生き抜いて働いた結果がこうです。日本の

老人が病気するとかわいそうです。

介護保険も公的などと付けているので、内

容をよく把握しないでとにかく賛成すると怖

いような気がします。老人介護を何とかして

ほしいという切実な願いを逆手に取って、国

民をだますようなことはしてほしくありませ

ん。要介護問題を本当に国の手で取り扱い、

新ゴールドプランを充実することによって、

私たち透析患者が要介護になっても安心して

長生きできる社会制度を作ってほしいのです。

第3点は腎機能障害者に対する心理的リハ

ビリテーションの必要性です。私たち透析患

者が透析を宣告されるのは透析をしなければ

死にますという死の告知と同じなのですが、

透析療法を受ければ生き延びられるので、ガ

ンの告知のようには社会問題化はしていませ

ん。しかし、体験的にいえば、私が透析導入

したころは、機械の台数も少なく、まだ、身

体障害者に認定されていなかったので、社会

保険本人だけが10割給付で、透析することが

できた時代でした。私のような者が生き延び

るより、誰か他の人が機械を使った方が良い、

塩分制限と厳しい水分制限(1日・200ミリリッ

トル)をして、針を2本刺されて、生きていく

のはいやだと尿毒症で熱も40度くらいの頭で

考えました。当時は外シャンと言い、シリコ

ンの管を血管に刺して血液を循環させていた

ので、夜中にその外シャントを抜こうとしま

した。動脈に刺しであるので抜けば大量出血

します。ベッドサイドでその頃は、私を看病

してくれていた母が目を覚まして、隣室の病
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友が先生に知らせてくれ、一命を取り留めま

したが、 5年間は立ち直れませんでした。持

ち前の根性と、母をはじめ、兄夫婦の愛情で

なんとか生きることができました。そして、

患者会の先輩の生きる姿を見て、励ましを受

けて、自分も会活動に参加することによって

生きてこられたと思います。

透析施設にはソーシャルワーカーのいない

病院も多いですし、医師サイドも救命してい

るので、それでよしということなのでしょう

か、今にし、たるまで、制度上で心理的に病気

の悩みを聞いてくれる人には出会ったことは

ありませんでした。患者会活動をしていても、

自己管理が上手くし、かなくて、体調は悪く、

仕事も失い、妻には去られ(逆もありますが)

また自棄になり体調を悪くするという悪循環

に陥っている患者がし、ます。会にも入らず、

もちろんスタッフともあまり話さず、本当に

見ていると、なんとかしてあげられなし、かと

思うのですが、人間的力量が自分にないので

どうすることもできません。障害者対策の転

換点というのなら、もう少し、ゆとりを持っ

た制度にして、内部障害者に対しても心理的

リハビリテーションを行えるようにしてほし

いと思います。お断りしておきますが、透析

患者のなかにはハンディを乗り越えて、社会

復帰している人がたくさんいますし、 1991年

の全腎協の実態調査では一般健常者に比べれ

ば、やはり社会的弱者ですが、男性の 6割、

女性の 2割が収入のある就労をしています。

それでも心が立ち直れれば、もっと元気にな

る患者がたくさんいるのですから、何とか救

ってほしいもので、すD

なにか、長いだけで自分でもよく理解でき

ていない点もあり、お聞きにくかったことと

思います。失礼し、たしました。



.私からの提言(2)
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シンポジウム

-障害者運動を通して-

[座長]手塚直樹

[シンポジスト]山城完治

広田和子

三津 了



私からの提言(2)シンポジウム

障害者運動を通して

座長:手塚直

シンポジスト:山城完

広田和

一津

樹(全日本育成会常務理事)

治(東京視力障害者の生活と権利を守る会事務局長)

子(神奈川県精神障害者連絡協議会事務局次長)

了(障害者の生活保障を要求する連絡会議代表)

手塚(座長) これから「障害者運動を通し ますが、そこで運動をしています。今日は、

て」というテーマで、シンポジウムを行いた

いと思います。シンポジストの皆さんは、そ

れぞれのお立場から長年にわたり障害者運動

のリーダーとして活躍してこられています。

そうした障害者運動を通して、いま強く思っ

ていることなどを中心に、ご提言していただ

くことになっております。

それでは、シンポジストのご紹介をさせて

いただきます。いちばん手前が、東京視力障

害者の生活と権利を守る会事務局長の山城完

治さんです。次が、神奈川県精神障害者連絡

協議会事務局次長の広田和子さんです。最後

が、障害者の生活保障を要求する連絡会議代

表の三津了さんです。早速ですが、自己紹介

と運動の内容等を含めて、率直なご提言をい

ただきたいと思います。それでは山城完治さ

ん、よろしくお願いし、たします。

視覚障害者の3つの不自由

山城 山城です。よろしくお願いします。ち

ょっとあがっていますが、一生懸命、できる

だけ思っていることを話したし、と思っていま

す。私は「弱視」といいまして、少し見える

のですが、左が0.01で、右が光が見える程度

の視力です。私は、東京視力障害者の生活と

権利を守る会、愛称で「東視協」と呼んでい
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私のレジュメにそって、お話をしたいと思っ

ています。

私は、今回お話をするにあたり 3つの大き

な柱を立てました。これは運動や生活にもか

かわると思うのですが、大切なことは3つあ

ると思います。 1つは、いま自分がどこにい

るのか、どこに足を突っ込んで・いるのか、ど

のように立っているのか、という問題です。

2つ目は、どこを向くのか、また、どう構え

るのかという問題です。それから、 3つ目は、

どのように歩くのか、定るのか、歩むのか。

このような内容で話をしたいと思っています。

さて、 1番目の問題です。私は視覚障害者

の「完全参加と平等」を実現するために、い

ま自分たちが置かれているものとして、 3つ

の不自由と 3つの遅れということを考えてい

ます。 3つの不自由というのは、歩行、移動

の不自由、情報の入手と発信の不自由、就労

の不自由です。それから、 3つの遅れは、障

害を補うための制度や技術開発の遅れ、視覚

障害啓蒙の遅れ。そして 3番目は、これは非

常に大きい問題ですが、障害者差別など人権

と民主主義の遅れ。これを克服していくこと

が私たちの課題だと思っています。 3つの不

自由というのは、医療で言えば対症療法と覚

えていただければいいのではないかと思いま



す。それに対して 3つの遅れというのは、原

因療法、根本療法だといえるのではないかと

思っています。

今日は、特に 3つの不自由の問題について

話をしたいと思います。まず歩行、移動の問

題ですが、ここでは2つお話します。 lつは、

駅のホームからの転落の問題です。昨年、私

たちは東京で調査をしました。 100人にアン

ケートをとったのですが、視覚障害者全体で

50人がホームからの転落を経験しているので

す。全盲者に至っては、 3人に 2人がホーム

から落ちているのです。

私はその状況から、駅のホームというのは

視覚障害者にとっては綱渡りのようなもので、

そこにある点字ブロックは命綱である、と考

えました。昨年の12月から今年の11月までに、

3人の方がホームから転落して亡くなってい

るのです。そして 1人は、大腿骨を骨折する

という瀕死の状態です。それだけではありま

せん。最近またホームの転落の調査をしまし

た。まだ結果がまとまっていないので、残念

ながら発表はできませんが、ホーム転落者を

100人集めるというのは、簡単なことなので

す。そのくらい視覚障害者はホームから落ち

ている、怪我をしている、ということが分か

っています。その問題の解決に、私たちは取

り組みたいと思っているのです。

取り組むポイントは、 3つあります。まず

は、点字プロックの敷設の問題です。これは

命綱ですから、点字ブロックを敷設させてい

く。

それから、ホーム要員の確保の問題です。

今年の11月に神奈川県で転落した人は、電車

の車両と車両の聞から落ちて亡くなっている

のです。これは、ホーム要員がいれば電車は

止められたのです。落ちたときに見つけられ

れば、電車を止められたわけですが、動いて

しまったものだから、死んでしまった。そう

いうことで、どうしてもホーム要員がL、なけ

ればいけないとし、う状況があります。
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それから、 3つ目は、ホーム・ドア方式と

いうものです。ホームが壁になっていて、電

車のドアがあくと壁が開くようになっている

ホーム・ドア方式を実現することは、大切だ

と思います。最近、自殺者が多いですが、こ

れは、その防止にも役立つ。もうそういう時

代になっている、と私たちは思っています。

2番目は、読み書きの不自由の問題です。

10年ほど前、私の友だちが「ラブレターを書

きたいんだけど、自分じゃ墨字のラブレター

は書けないしな」とポツリと言ったのです。

断っておきますが、これは私ではありません。

そういう話を聞いて、 「なるほどな」と思い

ました。しかし、技術の開発が進んでいく中

で、点字ワープロができてきて、いまはラブ

レターが書けるのです。けれども、まだ読め

ない。それから、書類の書き込みなどはでき

ないという状況があります。そういう問題は、

私たちの問題として、非常に大切な問題です。

それから、差別の問題として言うと、点字の

選挙公報さえ法律では認められていないので

す。公職選挙法では、点字公報を作ることは

認めていない。そういう実態さえあるわけな

のです。このように、読み書きの問題はいろ

いろあります。

3つ目の不自由は、就労の問題です。これ

は1つだけ挙げておきますと、東京都の職員

に障害者の採用試験がありますが、その中に

点字試験がないのです。ということは、視覚

障害者は障害者ではないということなのでし

ょうか。どのように考えているのか分かりま

せんが、非常に不満です。こういういろいろ

な問題があるわけですが、私たちは、こうい

った問題を解決していきたいと考えています。

なお、 3つの遅れについては、今回省きます。

どう構えるか

それから、私たちの運動の受け止め方の問

題ですが、私は、まず、いろいろなことがあ

ったら真正面で受け止める、ということを大



切にしています。例えば野球の守備でいうと、

真っ直、真正面でボールを取るということで

す。真正面で取らないと、あとの送球などの

処理がうまくできませんからね。そういう意

味で、やはり真正面から受け止めるというこ

とは大切です。余談ですが、村山首相が、沖

縄の米軍の暴行事件の問題で、この間のニュ

ースで何だか訳の分からないことを言ってい

ました。 1今度は私が苦しむ番です」とか言

って署名をするそうですね。 1苦しむ番」と

いうのは、どういう意味なのでしょうか。沖

縄の人の苦しみが分かっているのでしょうか。

あれは、物事を正面からとらえていない一例

だと思いました。

それから、 2つ目は、一歩踏み込んで対処

するということです。テニスを見ているとよ

く分かるのですが、テニスでは、し市、ボール

を返す人は、必ず一歩踏み込んで返している

のです。踏み込まない人のボールは、後ろに

下がるから、ポーンとボールが上に上がって

しまう。だから、相手にボレーをされてしま

うわけです。そういうのを見ていると、やは

り踏み込むということは大切だな、と思いま

す。自分でも、積極的になっていない問題に

ついては、何だか傍観者的に受け止めてしま

うことがあるので、そういう面で、自分にも

注意したいなと思っています。

3つ目は、運動を広く見ていくという問題

です。これは団結の問題になると思うのです

が、一言言いたいと思います。これは他の団

体のことですから、あまり詳しくは言いたく

ないのですが、 1 J Bニュース」という点字

のニュースに、日盲連という団体が、消費税

が上がったときに「障害者には配慮、しなさい

よ」というようなことを社会党に申し入れを

した、ということが書いてありました。これ

を読んだとき、私は非常に疑問に思いました。

日盲連さんは消費税に対して正面から取り組

んでいないのではないか、財源の問題を考え

ても、広くみんなと団結していく方向を見定
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めていないのではないか、ということを私は

思いました。日盲連さんのような責任のある

団体は、消費税に反対する障害者全体のこと、

国民全体のことを広く見て運動に取り組む必

要があるのではなし、かな、と思いましたので、

これを、 「広く見る」ということの lつの例

にしたし、と思ったわけです。運動の構えとか

方向については、そういうことを思っていま

す。

障害者運動の進め方

3つ目は、どのように歩むかという問題で

す。私は、レジュメに「知、主、閥、共」と

いうスローガンを挙げています。大体、自分

のスローガンも忘れてしまうので、言葉を短

くすれば覚えていられるだろうと、このよう

にしているわけです。

「知」というのは、知るということです。

事実と道理を知るということでしょうが、私

は、知るということは位置エネルギーだと思

っています。ゴムを十分に引っ張って、放す

わけです。そうしないと運動は力になってい

かないという意味で、私にとって知るという

ことは位置エネルギーだ、と思っています。

だから知らなければいけないのだ、と言い聞

かせているわけです。

2つ目の「主」は「主人公Jの「主」です。

先ほど 13つの不自由」ということを言いま

したが、これは「主」に関係があるのです。

3つの不自由は、視覚障害者が正面から受け

止めて、先頭に立って解決してし、かなければ

いけない。そういう意味で、私は、 3つの不

自由を解決していく運動の主人公は私たちで

ある、と位置つeけているのです。この問題は

視覚障害者であれば誰も引くことのできない

課題である、と考えているわけです。

それでは自分はどうなのか、ということで

すが、私は、やはりできるだけ運動に積極的

に取り組みたいと思っています。ある場面で

は運動の主人公になりたし、と思いますし、要



求によっては、いろいろな視覚障害者が主人

公になっていかざるを得ないし、 L、かなけれ

ばいけないと思っています。例えば私たちの

会で要求を集めますが、そのときには、なる

べく会員が主人公になるように、会員の要求

を集めるようにしていこうという努力をして

います。そういう意味で、 「主」というのは

非常に大切だ、と，思っています。

次に「闘」ですが、私は、闘いというのは、

司法、立法、行政に対してバランスよくやっ

ていかなければいけない、と思っています。

私のところでいうと、やはり裁判は弱いです

ね。裁判は非常に難しいです。裁判闘争をや

っていくというのは、非常にエネルギーが要

ることですし、 1人だけではできませんから、

会を挙げて、国民みんなで闘っていかなけれ

ばいけないという意味で、司法に対する闘い

というのは弱いと思っています。それから政

治の問題でも、政治的に高まってL、かなけれ

ばいけません。政治で政策を決めていくわけ

ですから、私たちも政治にどんどん取り組ん

でいかなければいけないと思うのです。行政

については、いろいろやっていると思います

ので、司法、立法、行政にバランスよく、と

いうことです。

2つ目は、国や自治体に総合的に働きかけ

ていかなければいけないということです。国

は全視協という団体がやっていますし、都は

東視協がやっています。そして区は、私たち

は東視協豊島支部というのを作り、 3年連続

請願採択、 3年連続区長交渉をやりました。

あまり威張ることではありませんが、今年も

4年連続の請願採択を目指して、この間請願

を提出してきました。このように、地域でも

やるし、国でもやるし、都でもやる、という

ようにやっていかなければいけないと思って

います。

広くみんなと一緒に

次の「共」は、広く皆さんと一緒に、とも
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にやるということです。これが私たちは非常

に弱し、と~，~、ますか、まだ遅れているところ

だと思います。そして、最後に私が言いたい

のは、視覚障害者問題にも積極的に一緒に取

り組んでほしい、ということです。私は目が

悪いので、一生懸命やっているつもりなので

すが、力がなくて、どんなに頑張っても、な

かなか先へ進みません。やはり目の見える人

や、いろいろな人の力がほしいのです。視覚

障害者問題だけではありませんが、いろいろ

な問題を頑張るには、皆さんと協力をして、

知恵を絞ってやっていきたいと思っています。

私たちの運動は、目の見えない者ばかりで何

から何までやるわけです。ですから、視覚障

害者問題にも、どんどん皆さんの力をいただ

きたいとお願いをして、発言を終わりたいと

思し、ます。どうもありがとうございました。

手塚 山城完治さんに 13つの不自由」と

13つの遅れ」ということを中心にご提言を

いただきました。最後には、 「みんなの力が

ほししリということで言葉を結ばれました。

それでは、次は広田和子さんです。よろしく

お願L、L、たします。

精神の病気と薬の副作用

広田 広田です。精神障害者の立場からお話

させていただきますが、病名は、 1983年4月

1日に通院が始まったときから「精神分裂病」

です。当時の症状としては、出社拒否が続い

ていました。たまたま、山城さんが米軍の話

をされましたが、私自身は、米軍基地の中で

保護された経験を持っています。そのとき、

警察が米軍基地の中まで来たので-すが、私の

身上調べを家のほうへ電話であれこれ問い合

わせて、それで何も政治的な活動歴が出なか

ったので、 「どうぞ、お引き取りくださし、」

ということになりました。そのときに警察官

が、うちの母に 1r和子さんは、おかしいで

すよ』と言った」と今年母から聞きました。

現在母は80歳になりますが、当時は68歳で、



警察官に「おかしい」と言われた一言で、私

は精神病院に行くことになりました。そして、

結果として精神病院に行ったことで、障害が

重くなったのです。

いま日本にどのぐらい精神障害者がいるか

と申しますと、一応、厚生省の統計では 108
万人という数字が出ています (95年12月発行

の『障害者白書』では推定 157万人)。これ

は昭和58年の数字です。ただ、精神障害者の

問題は、過去において非常に治安的な要素が

強かったために、精神障害者に関する調査へ

の反対運動も強く、実質、現在我が国にどの

ぐらいいるかということは、明確な数字は行

政もつかんでいないのが現状です。もし皆さ

んが、心の病にかかったり、精神の病気にな

ったときに、安心して医療にかかれるだろう

かと言われたときに、私は残念ながら「安心

しでかかれません」とお話しておきたいと思

います。だから現在安心しでかかれるように

いろいろと活動しています。

私自身も、今日は体験談ということではな

いので、話をはしよりますが、 83年に通院を

始めて、 88年に先生が「薬を飲み忘れている

ことがあるんじゃないか」と聞いたときに、

私は5年間先生とつき合ってきたから、信頼

関係があると，思って、何気なく「ええ」と答

えたら、いきなり「注射を打ちます」という

ことで、全くインフォームド・コンセントが

なく、注射が打たれました。デポ剤という効

果が1カ月くらい持続する注射です。

その副作用が出ました。いまこうして座っ

てしゃべっていますが、いちばん悪いときに

は、 22時間、アカシジアという症状ですが、

俳個症になりました。着座不能、正座不能に

なって、よだれを垂らして、先ほど隣の山城

さんが、片方の目が0.01という視力だという

お話をされましたが、私は視力も O.1から

0.01に下がって、耳も聞こえなくなり、匂い

もしなくなり、ケーキを食べても、おすしを

食べても、鉛のような味がしました。つまり

幻覚です。ありとあらゆる幻覚が出た。これ

は精神医療に携わっている人でないと分から

ないのですが、向精神薬はとても強いのです。

便秘なども起こしますので、患者によっては、

本当に下から出ないで、上から戻してきて窒

息死したりするような、そういう事例もある

のです。私自身も、ものすごい便秘で、本当

に生き地獄のような中を、毎日、毎日過ごし

ていました。そのために、鍵と鉄格子の中に

29日間、緊急入院したのです。

家族もそうなのですが、はたから見ていま

すと、症状が悪くなったと思う人が多いので

す。症状の部分もあるのですが、私のような

場合は副作用、症状ではなくて副作用が症状

に見えてしまうということなのです。よだれ

を垂らして、背中を丸めて、 「死にたいのよ。

死にたいのよ」と言って、トボトボ、トボト

ボと歩いているのです。いましゃべる時にも

こういうふうに水を飲んでいますが、これも

薬の副作用です。現在も向精神薬を多量に飲

まないと一睡もできない。飲んでも、疲れる

と眠れない。昨日は、こちらに来て床が変わ

ったので、あまりよく眠れていないのです。

普段、大体12時間ぐらい横になっています。

見かけは、ちょっと元気そうに見えますが、

12時間ぐらい横になっていないと、非常に疲

れる。何をしても疲れやすいし、副作用で喉

が絶えず乾く。人によっては舌が絶えず出て

くるというような、いろいろな副作用があり

ます。だから、向精神薬が昭和30年代にでき

たと言われて、日本の精神医学は進んだと言

われていますが、いまでもそれを飲んでいる

人にとっては、とても辛い毎日があります。

偏見と差別

それで、私が入院した鍵と鉄格子が、どう

してそういう背景があるかとし沌、ますと、要

録集の47ページに古屋龍太さんという人が精

神科特例の話を書いていますが、精神科特例

というのは、他科の診療科目よりも精神科は、
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医者は 3分の lでいい、看護は3分の 2でい

い、ということになるのです。本来、精神科

というのは、普通の科目よりももっと先生と

コミュニケーションをとらなければいけない

はずなのに、このような安上がりの医療にな

っているのです。そして点数も安い。だから、

一般よりも半分以下の入院費用ということで

す。それとマンパワー不足です。この中に精

神の関係からの参加者がどれだけおられるか

分かりませんが、同じ福祉の職場、また同じ

医療の人の、精神の医療に就いている人に対

する偏見や差別があるということも、スタッ

フから聞きます。

そして、障害者基本法に一昨年やっと精神

障害者が入りました。 i最初から精神障害者

を入れようという声があったけれども、残念

ながら、他の障害者から『あの気遣いたちは

入れたくない』という声があって、一昨年ま

で入ることができなかった」と聞いたことが

あります。障害者聞の中の偏見、差別、そし

てスタッフの中の偏見、差別、そして地域の

中の偏見、差別。私が通院を始めた83年4月

1日から今日までに、 13名の自殺者と 9名の

突然死をした人がいます。それは、私の仲間

だったり、友だちだったり、知人だったりと

いう人です。そういう関係で22人死んでいる

のです。これは、普通のことではないと思い

ます。私は49歳ですが、みんな、ほとんど私

より年下の人です。ある日、突然亡くなる。

ある日、突然電車に飛び込む。ある日、突然

洗剤を飲んで死んでしまう。そしてお通夜や

お葬式のときに、約8割は「お焼香に来ない

でくれJと言われる。 r精神病院の友だちは

来ないでくれ」、 「精神障害者は来ないでく

れ」、 「精神病の患者は来ないでくれ」、

「仲間は来ないでくれ」。これは、家族を責

めることはできないのです。そういう社会が

存在していると思います。

去年、日本病院地域精神医学会とし、う学会

が名古屋であり、 10何人もの当事者が参加し

ました。今日も当事者が3人出ていますが、

当事者が10何人も学会に出るということは非

常に珍しいということで、 iNHKのニュー

スに出てくれ」という話になりました。私は

「地元の人に出てもらったほうがし、いでしょ

う」と言ったのですけれども、 「名古屋の人

は、 『マスコミに出るとパッシングに遭うと

困るから出られなし、』ということ」で、私が

出たのです。そのときに、名古屋のNHKか
ら電話があって、 「広田和子さんが精神障害

者としてNHKの東海地方のニュースに出る

ことについて、親、兄弟、親類一同に了解を

取ってくれ」と言われました。

それから、私は「らくらく・バンド」とい

う音楽のバンドもやっているのですが、この

バンドが新聞に取り上げられたときに記者が

「仮名にするのか、本名にするのか」と私に

聞いたのです。このようなことを聞くこと自

体が、もう一般的ではないと思います。私は

「写真も出て、普通に生きょうというのだか

ら、当然、本名が出るんじゃないんですか」

と言ったのですが、結果的には iA子さん」

で出た。長いこと話すと時聞が足りませんの

で省きますが、それは、その新聞社の東京本

社内で90年9月に話し合った結果、精神障害

者を実名で出してしまったら、 「あの新聞社

は、何で精神障害者を実名で出してしまった

の」と思われたら困るということでした。よ

く精神障害者が事件を起こしたときに、報道

機関は、精神障害者の人権を守るという形で

匿名にしますが、私は、そのときに、 「ああ、

これは報道機関の偏見だ」と思うのです。

そういう状況の中で、鍵と鉄格子の中に、

いま 34万8.000人がし、ます。そのうちの約3

分の l、12万人ぐらいは、これは厚生省の調

査結果ですが、社会的入院、つまり社会に受

け皿さえあれば、いつでも出られるという人

たちです。しかし、私の知り合いの病院のス

タッフたちは「もっともっと、 6割はいるよ」

と言うのです。半分以上は出られる状態であ
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る。しかし、出られない。家族は高齢になっ

て引き取れない。または、いなくなっている

のです。

生活障害

それから、私のレジュメの中にもあります

が、あるシンポジウムで、他の障害者は全部

当事者が出ていたのですが、精神だけはなぜ

か著名な専門家が出ていました。いきなり出

てきて、 「精神分裂病の人は、ご飯も炊けな

ければ、味噌汁も作れなし、」と言ったのです。

私は、ご飯は炊けません。でも、炊飯器が炊

いてくれます。お米さえといで、水を入れて

スイッチを入れれば、炊飯器は使えるのです。

でも、長いこと病院にいてそういう炊飯器が

あることさえ知らない入院患者がいっぱいい

るのは現実です。今日の朝、私はトーストを

1枚食べました。病院は、温かい食事を出そ

うと思っても、トーストまでは出せないので

す。トーストがあることを知らない。 トース

ターがあることを知らない。それから生活保

護で入院していますと、日用品費が2万2.690 
円出ます。けれども、病院がお小遣いを管理

しますので1万円札を見たことがない。

それからパスで、す。私は、横浜に住んでい

ます。それで、生活保護ですから無料パスが

出ていますので、それで乗っていますが、パ

スもそうで、おつりがどこから出てくるのか、

おつりとして出てくるのか、または両替えを

するのか、後ろから券を取って乗るのか、そ

ういうようなことを全く知らないのです。私

が若いころは、車掌さんがし、ました。車掌さ

んがいたころに入院した人は、後ろから乗っ

ていいのか、前から乗っていいのか分かりま

せん。こういうことを、生活障害というので

す。

バンドで、ちゃんこ鍋屋に行きました。何

にも手をつけない人がいます。 rどうしたの」

と聞くと、登校拒否をしていて、会社も行っ

ていなくて、お母さんと 2人だけで向き合っ

て食事をしていたので、鍋ものは初めて食べ

る、それで「鍋の食べ方が分からなし、」とい

うのです。そこで、 「鍋は食べられないよ。

こういうふうに取って食べるのよ」と仲間が

教えてあげると、本来ならば楽しく会話をし

ながら鍋料理を食べるのに、夢中になって鍋

料理を食べて、慌てて駆けて帰ってしまった。

そして、夜中の12時ごろ電話があった。 rど
うしたの」と聞くと、 「食べすぎちゃって、

お腹をこわした」と言う。それで私は、 「じ

ゃあ、この次は食べすぎないようにね」と話

をしました。そういうような皆さんが笑うよ

うな生活、浦島太郎のような生活があるので

す。

そういう人は、動作も非常にゆっくりです。

けれども、社会の動きはとても早L、。私も、

病院を退院して 1年間、作業所通所後3カ所

に就労しました。 2カ所目は 362日、 9時か

ら8時まで稼働していて、外国人労働者と共

存でした。そこで、 「あなた、そこが障害だ

よ」と、零細企業の社長が言う。そういう中

で、こっちが「ノー」、 「ノー」と会社側に

言ってし、かないと、どんどんその歯車の中に

入っていってしまう。

精神障害者は、見かけは分からなし、から、

うちでグダグダしているとか、どこへも行か

ないとか、いろいろ言われるのです。今は昔

と違って、コンビニがあります。あれは、み

んな~\~、と言いますね。昔だと、例えば八百

屋だと、 「おじさん、これ 1個」と言うのだ

けれども、コンビニだったらほしいものを持

ってきてお金を出せば、何にもコミュニケー

ションがなくて買える。それと、夜は暗L、か

ら人目をはばからず買える。そういうような

精神障害者がたくさんいます。

心の豊かさ

私は、 91年にアメリカに行きました。日本

はアメリカに敗戦して、戦後、民主主義が日

本に入ってきたと言うけれども、アメリカか
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ら何を学んだのでしょうか。今年も、アイル

ランドへ行ってきました。こう言うと、いか

にもお金がありそうですが、実は生活保護で、

助成金やカンパで行っています。そうすると、

生活保護の福祉事務所の係長さんたちが、

「私で・さえ行ったことのない海外へ、あなた

は何で行く」みたいに言うのです。社長の奥

さんも、そうでした。 I社長夫人の私でさえ

行ったことのない海外旅行へ行く、あなたは

何様なの」と言うから、 「はい、精神障害者

様です」といった言い方をしたのですが、そ

れは私のキャラクターだから言えるので、実

際は言えない人が多くて、 「何で行くの」と

言われた時点で行けなくなってしまう人もい

るし、病状を崩す人もいる。でも、私たち精

神障害者も、社会に近づく努力をしているの

です。

アイルランドやアメリカへ行ってみると分

かるのですが、 「日本は経済大国だ」などと

いうのはおこがましい。消費大国だと思いま

す。夏の夜は夜風が入ってくるから、パスは

窓を聞ければいいのに冷房を入れている。そ

ういうような、ものすごい消費大国だと思い

ます。それで障害者の社会資源は、アメリカ

で見ると、 365日、24時間システムでオープン

している。しかし経済は、アフター・ファイ

プと土、日は休んでいる。日本はどうでしょ

うか。経済は365日、24時間動いている。しか

し、多くの社会資源は、土、日が休みです。

その辺は、物がこれだけ豊かになったのだか

ら、少しは心の豊かさを取り戻していかなけ

ればいけないと思います。それは、とりもな

おさず、ここにおられる、まだ障害をもって

ない人も過ごしやすいことなのではないか、

と考えています。それと、 「働かなければ人

並ではなL、」という眼差しが、障害者の生活

を生きづらくさせているのです。

本当に、言ったら切りがないのです。先ほ

どの生活体験を通しての提言で、阿部さんが

施設の話をしていました。生活保護施設とい

うのがありますが、その入所者のうち約8割

が精神障害者です。どのぐらいのお金が使え

ると思いますか。現物支給なのです。横浜市

から 5.000円出ています。たったそれだけな

のです。あと、シャツを並べておいて、それ

を取る。そういうような所もあるのです。そ

して精神障害者の作業所は、いま全国で 963

カ所、神奈川県内で 102カ所です。グループ

ホームもできてきています。しかし、何十万

人と言われる社会的入院患者が社会で生きて

いくために必要な数のグループ・ホームは国

では作り切れない。

精神医療施策の遅れ

民間の住居を借りて住む場合など、家族の

高齢化を考えると公的保証人制度が必要です

し、多種の社会資源が必要です。精神病院に

入院すると、保護者が必要なのです。私は盲

腸でも入院したことがあるのですが、別に保

護者は要りませんでした。でも、精神病院は

本人と医師の契約でなく、保護者と医師との

契約になっています。また、ここに面会につ

いての「厚生省保健医療局精神保健課長通達」

というのがあります。盲腸で私が入院してい

るのだったら、 「広田和子さんは、何号室に

入院していますか」とお見舞いに来たら、教

えてくれます。でも、精神病院は教えません。

多くの病院は、面会は家族だけなのです。そ

れは家族にとっても負担だし、本人にとって

も、社会とかけ離れている、そういう社会が

この豊かな日本にあることを、先進国でいち

ばん遅れているという精神障害者の施策、精

神医療の施策があることを、ぜひ知っていた

だきたいと思います。時間がきましたので、

また後ほどつけ加えさせていただきたいと思

います。ありがとうございました。

手塚 広田さん、どうもありがとうございま

した。それでは三揮さん、お願し功、たします。
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障害者が地域の中で自立していく条件整備

三津 障害連の三津と申します。よろしくお

願いします。いまのお 2人のお話が、たいへ

ん感動的と~，~、ますか、非常に現実的で生々

しいお話でしたので、このあと、障害者施策

全体の、抽象的、概念的な話をしようと思う

私は、少し話しにくいな、というのが正直な

ところです。それから、手塚さんからは、 15

分を必ず守れというお話なので、手話通訳の

方には申し訳ないのですが、少し早口でしゃ

べることになってしまうと思いますが、ご了

承ください。

昨日から言われていますが、障害者を取り

巻く施策というのが非常に目まぐるしく展開

しているというのは、誰が見てもそういう状

況にあると思います。いま、私たち当事者運

動の側も、国の各省庁なり自治体から出てく

るさまざまなプランだとか、方針、制度的な

計画案といったものが次から次に出てきて、

それを読みこなすのに精一杯で、運動として

新しいものを当事者から提起して、作り出し

ていくということに、なかなかこちらがイニ

シアティプをとって動き出すことができにく

いので、若干のいら立ち、あるいはジレンマ

的なものを感じている、というのが現状だろ

うと思います。

その中で、厚生省が出した保健福祉施策推

進本部の中間報告というのが7月に出て、 12

月にはそれがもう最終報告的な形でまとめら

れて、 「障害者プラン」という形で出される、

ということが伝えられているわけです。その

中で、その目的なり理念なりのところでは、

これまで、ずっと障害者運動が言い続けてきた

「障害者の自立」とか、 「障害者の人間とし

ての尊厳」とか、 「地域で自立してし、く条件

整備」といったことが、固なり自治体が出し

てくるものの中にも、言葉としては非常に数

多くちりばめられています。

「ノーマライゼーションを実現するための」

という「ノーマライゼーション」という言葉

が、いちばん多く報告書の中にも出されてい

たと思うのですが、どうしたら、本当の意味

で誰もが、どんな障害をもっていても、地域

の中で 1人の人間として権利を行使して生き

ていける状況を作り出していくことになるの

かということになると、いま、お 2人のお話

にあったように、まだまだ多くの差別なり偏

見なりというのが渦巻いています。制度的に

も、障害者を l人の個人、 1人の独立した人

間という形で位置づけようとしない制度的な

縛りというか枠組みが、まだまだ多く残って

いるのだと思うのです。 i障害者は本当に独

立した個人だ」という位置つeけには、まだま

だなり得ていません。

具体的には、各種の施策が、いわゆる扶養

義務規定的なものがあって、所得制限だとか、

あるいは、その施策を個人として受け入れる

のではなく、いわゆる親や兄弟の付属物的な

扱いのところで障害者が扱われているという

状況というのは、まだまだ払拭されていない。

制度としてそれがまだ残っているというのが、

し、まの現実だと認識しています。それを打ち

崩していくことを、障害者運動の 1つの大き

な課題としなければならないと思うのです。

これからさまざまな形で展開される施策策定、

あるいは施策の推進という中で、いちばん基

本としなければならないのは、やはり障害者

の権利に基づいたものであることが、まず大

原則として打ち立てられなければならないと

思います。それまでの、どちらかというと思

恵であったり保護であったりという立脚点か

ら展開されてきた各種の施策を総ざらえする

形で、改めて、 1人の人間の権利というもの

をどこまで大切にしていくのか、どこまで重

要なものとしていくのか、という形で施策を

展開していくということが、まず大原則とし

て打ち立てられなければならないと考えてお

ります。

障害者が地域の中で自立して生きていくと
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いうのは、どういう報告であっても、どうい

う計画案であっても、まず言われていると思

うのです。基本的な法律の中で、障害者の地

域での自立と社会経済活動を支援するという

のは、障害者基本法の理念なり目的という形

で出されているわけです。しかし、障害者が

地域で自立して生きていくということはどう

いうことなのカ¥ということになると、いま

出されていたような障害者に対するあからさ

まな、あるいは隠された偏見なり差別なりと

いうものを一切許さないぞ、差別を全面的に

禁止していくぞということが、さまざまな施

策の大原則として打ち立てられる必要がある、

と考えています。

具体的に障害者が地域で生きていくという

ことになると、やはり地域で生きていける条

件整備というのが、まず必要ではないかと考

えています。地域で生きていく条件というの

は、さまざまなものがありますが、共通して

基本的なものとしては、人間はこの社会で生

きていくためには、やはり経済活動をしなけ

ればならない。そして、経済的に社会の中で

生きていくということになると、経済的な能

力というのがきちんと身につけられなければ

ならない。それは、 lつは雇用の場の拡大で

す。一般社会の人と同じレベルで障害をもっ

人が働き、給料をもらい、それでそれぞれの

生活を作り上げてし、く、というのが1つの形

です。

現実にはまだまだ雇用の対象になりにくい、

就労に適しにくい障害をもった人たちが数多

くいますので、その場合には、年金を中心と

する所得保障が的確な形で行われているとい

うのが、経済的な能力をそれぞれの形で障害

者が身につけることができる、ということだ

と思います。

それから、生活の拠点として生きていくこ

とができる住まいが、きちんとした形で保障

されていくこと。障害に合った住環境を自分

のものとしていくということ。どういう街で
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も、どういう地域でも、どんな障害があって

も自由に動いていける、そういう条件整備も

必要であるということです。

次に、社会の中で、さまざまな形で社会に

参加して活動していける場をきちんと保障し

ていくこと。そして、必要な人には、必要な

ときに、必要な量の分だけ介助が提供される

ような、そういう介助システムが的確に整備

されることも必要です。

そういう 5つの課題というのが、まず基本

的な原則としてあるのだと思います。それ以

外に、教育の問題であったり、医療の問題で

あったり、さまざまな条件整備というのがま

だまだ必要になってくるわけです。地域で生

活をしていくということを可能にするために

は、これらの経済的な自立、住宅の確保、移

動の自由、社会活動の場の保障、必要な介助

を受けることのできる条件整備、こういう条

件を、やはりきちんとした形で作り出してい

く、障害をもっ人それぞれが、自分の選択、

あるいは自分の決定によってそれを使いこな

していき、地域の中で 1人の人間として暮ら

していくことができるような条件整備をして

いくべきである、と考えます。

当事者側の政策提起能力を高める

それぞれの課題に関しては、やはりその課

題の整備の仕方というのがあると思うのです

が、基本的には、当事者がニーズをきちんと

打ち出し、そのニーズに沿った形でそれぞれ

の課題の整備をしていくというのが、まず大

原則になってし、かなければならないと思いま

す。従来は、どちらかというと当事者抜きで、

あるいは当事者の意見はほんの参考という形

で聞かれていました。いわゆる専門家という

人たちが、彼らにはこれぐらいのものは必要

だろう、このぐらいの条件を整えてあげない

といけない、こういう形で-条件を作っておか

ないと、彼らは危ないであろうとか、生きて

いくのにフォローしてあげなければいけない、



保護してあげなければいけないという観点で、

それぞれの施策が作られてきた傾向が強いと

思うのです。しかし、これからは、施策を展

開する上では、やはり当事者が中心になって

いくべきであるし、当事者の意見によって、

当事者のニーズによってそれぞれの施策が整

備されていくということが、必要であろうと

考えます。

我々の運動としては、そういう形にもって

いきたい、というのがあるわけですが、そう

いう場合に、やはり当事者の政策提起能力と

いうものを、もっともっと当事者の側でつけ

ていく必要があるということは、いま痛切に

感じております。政策を学び、政策を自ら打

ち出していくという機会を、当事者側がもっ

と積極的に求めていく必要があるし、それか

ら能力を高めるために、当事者だけの力では

なく、ここにお集まりの皆さんのような専門

家と対等な形でともに学び合い、ともに作り

合う力を合わせていくような、そういう政策

提起能力を高めてし、く、あるいは施策を展開

させていくための能力を高めていくというこ

とが、当事者としては必要であろうと考えて

います。

当事者と専門家がパートナーシップを結ぶ

そのときに、私たち当事者の側から専門家

の皆さんにお願いしたいのは、新しい社会状

況、新しい社会政策を作っていく上での、本

当の意味のパートナーという位置つ'けを当事

者に与えるべきだと考えます。お互いに学び

合う部分というのは非常に多いし、ただ一方

的に専門家が対象としての当事者を導くとい

う図式は、もうそろそろ解消して、お互いが

導き合うことが必要だと思うのです。本当の

意味でのパートナーシップを打ち立てていく

というのが、これからの状況ではないかとい

う気がします。
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これからの障害者運動に求められるもの

そして、さまざまな社会的な条件整備のと

きに、先ほど山城さんからは、国や自治体双

方から展開させていくというお話がありまし

たが、 1人ひとりの障害者が身近な地域で、

自分の本当に身近なところから地域を変えて

し、く、地域の中でさまざまな新しい試みを展

開させ、それを国のほうできちんと全体的な

制度にさせていくという方向も、もっともっ

と大きい道筋として作ってし、く必要があるの

ではなし、かと思います。特に私たち障害者の

地域の介助・介護条件ということを見ても、

いま私たちの周りでは、いわゆる全身性介護

人派遣事業というような形での介助サービス

的なものが、地域で起こり始めています。

これは、いわゆる国のホームへルパー制度

を、当事者が本当に使いやすいような形で作

らせていこう、という運動の 1つの結果で、

県レベルでは、東京、埼玉、神奈川、兵庫、

市としては大阪市という、 L、くつかの先進的

な自治体で動き出していて、いま急速に全身

性介護人派遣事業のようなことが各自治体の

中で動き出しているというか、整備され始め

ています。それを全国的なものにさせていっ

た中で、いわゆる国の介助制度、いま公的介

護保険制度がさまざまな形で論議されていま

すが、それに強く影響させていくような、そ

ういう役割が必要になってくるのだと思いま

す。

ついでにお話しすれば、いまの公的介護保

険制度、あるいは、いま出されている『新た

な高齢者介護システムに関して』という報告

書を見ても、障害者当事者の側から意見を言

ってし、く、あるいは、障害者が自立生活運動

の中で勝ち得てきた理念なり方法なりという

ものを、高齢者介助の中にももっともっと強

く影響させていくということが必要である、

と考えています。そういう役割を、今後はま

すます障害者当事者運動が、いままでの要求



運動は要求運動で、これからもまだまだ必要

になってくるし、それから、差別を糾弾する

というか、いまある差別を許さないという姿

勢での運動というのもまだまだ必要である、

ということは前提として、その上でもう一段

上というか、政策的なところに踏み込むよう

な運動展開が、障害者当事者運動に求められ

ている状況だと思います。

重ねてお話しますが、そういう状況の中で、

専門家の皆さんとは、本当の意味で対等なパ

ートナーシップというものをきちんと作り出

していって、新しい社会を作り出す力をお互

いに高めていきたいと考えております。時間

が来ましたので、以上です。

[質疑応答]

手塚 どうもありがとうございました。いま、

山城さんと広田さんと三揮さんから、それぞ

れのお立場に立つてのご提言がありました。

フロアの皆様方、ご質問なり、ご意見なり、

どうぞ積極的によろしくお願L市、たします。

寺田 昨日の情報保障の分科会で発言した、

東京青い芝の会の寺田と申します。私たちは、

幼いときからの全身性障碍者であるというこ

とと、障碍が全身性であるということの、 2

つの面から強調してきたのですが、先ほど広

田さんから、 「社会的な浦島太郎」と端的な

発言がありました。社会から隔離されてきた

ことによる障害という問題と医療の薬物の副

作用のことを言われました。社会から隔離さ

れてきたことによる問題は、私たちが幼いと

きからの障碍による問題として強調してきた

ものと非常に共通していると思います。そう

いう意味で、広田さんのお話を感動を持って

お聞きしたのですが、私たち幼いときからの

障碍者が、幼いままの障碍者として成人し、

老齢化してきたその原因の lっとして、養護

学校のように無菌状態ともいうべき環境とい

うものが整備されていたことにあると思いま
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す。そういうことを昨日の分科会では問題に

しました。司会の中野先生からも、会場には

養護学校の関係者の方がたくさん来ていたの

で、 「これについて、何かご意見がある方」

と言って水を向けたのですが、無菌状態とい

うかなり挑発的な言葉で提起したにもかかわ

らず、それに対する養護学校関係者からの反

発らしきものは全く聞かれなかったので、こ

の研究大会にしてはL、ささか活気に欠けるの

ではないか、という印象を持ちました。広田

さんの言われたような精神(障碍)の問題な

どに、社会の関心が次第に高まっていますが、

私たち幼いときからの全身'性障碍の位置つ'け

は、ますます影が薄くなっているように思わ

れて、あえて強調しているのです。そういう

ことと広田さんのお話と関連して、いま一度

注意を喚起していただければと思って、発言

をいたしました。

手塚 どうもありがとうございました。ただ

いまの発言は、東京青い芝の会の寺田さんか

らの発言でした。

井上 山城さんにお伺いしたいと思います。

先ほど、選挙の投票に点字がない、というよ

うなお話がありましたね。県と市の選挙管理

委員会というところに、申請と~) ~、ましょう

か、要求しましたでしょうか。また、それで

断られたのでしょうか。点字版は、本来なら

ば県と市の選挙管理委員会が作るべきものだ

と思っています。そのことについて、どうお

考えでしょうか。

手塚 先ほどの山城さんの提言の中で、選挙

公報には点字は認められていない、という発

言がありました。それに対して、どのように

運動を進めて、それに対しての反応、回答等

はどうなのか、というご質問の内容でした。

山城さん、よろしくお願いします。

山城 ちょっと早口で、舌足らずで申し訳あ

りませんでした。政見などを書いた点字の選

挙公報というのが、公職選挙法で認められて

いないのです。実際は、そういうことは認め



られていませんが、 「選挙のお知らせ」とい

った名前を変えて、国政選挙や都知事選挙や

都議会選挙等々で作っているのです。それは、

「選挙のお知らせ」なのです。普通だったら、

「選挙公報Jと出るでしょう。けれども、点

字の場合は、少し遠慮して、名前を変えて、

「お知らせ」という抜粋版でしか出ないので

す。それは、点字の選挙公報というのは当た

り前のものだけれども、それを公職選挙法で

認めていないからです。だから、法的にいう

と、あれは法外なのです。法外な話だなと思

いますが、そういうことなのです。

私たちは、もちろん自治省に言っています。

兵庫のほうでテープのお知らせを作ったら、

自治省がこれにクレームをつけて、 「何だ、

これは法律違反じゃないか」と押さえにかか

ったのです。それから、私のところだから言

いますが、豊島区で、初めは「選挙公報」と

として出たのです。私は、 「ゃった」と思い

ました。 iこれでいくんですか。選挙公報で

すね」と言ったら、豊島区も調べたのですね、

「ご免なさい。 wお知らせ』で我慢してくだ

さい」と言われました。そういう意味なので

す。だから、地方では、 i Wお知らせ』とい

うことで発行しなさいJということで、たく

さん実現していますが、選挙公報としては認

められていない。はっきり言えば、まだ点字

を一人前と認めていない、 3分の一人前ぐら

いだと国のほうは扱っている、と理解してい

ただきたいと思います。

手塚 そのほか、いかがですか。

太田 千葉県の第一更生園の太田と申します。

皆さんに質問というよりは、お願いをしたい

と思います。まず広田さんのお話を聞いて、

私は昨日までは精神科医と思っていなかった

のですが、先ほどの発言で精神科医と名乗っ

てしまったことを、大変ピピっております。

朝日新聞に、ずっと昔、 「ルポ・精神病棟」

というのがあって、そういうのをまた思い出

しました。
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実は、私も施設長で、かつて精神病院にも

おりましたものですから、感じますのは、確

かに厚生省の雰囲気が変わったり、意向が変

わってきて、計画の段階では、障害者団体の

代表や、あるいは障害者の意見を聞く形に、

だんだんなってきていますが、作ったもの、

例えば社会福祉施設、あるいは民間病院まで

はなかなか難しいと，思いますが、公的な精神

病院の姿勢がどうであるか、それを利用者の

側からチェックするということをしてし、かな

いと、やはり専門家集団だけでは駄目だと思

うのです。真面目な専門家は、どういう形に

していくべきか、やはり悩んでいるのです。

というのは、自分も当事者ではないのです。

例えば広田さんのように精神病院を卒業され

た方が見て、精神病院というのは、あるとす

れば、こういうことが望ましいと。例えば保

護室などは、どうしても必要なのです。いま

広田さんはそういう状況ではないのですが、

場合によっては保護室も必要だと、広田さん

でも感じられるところがあると思うのです。

ですから、そういう場合に、どんな形が望ま

しいのか。

企業でも、いま社外重役などというシステ

ムが少しずつ広がっていますが、こういう公

的な社会福祉施設あるいは医療施設に、やは

り民間のお目付役というか、チェックする人

が必要だと思うのです。確かに社会福祉施設

などには理事会というのがあるのですが、こ

れは形式的で行政に都合のL沌、人材が選ばれ

るのが普通です。ですから、理事会は当てに

なりません。障害者団体の方、あるいは利用

する団体の方が、そういうところをチェック

できるようなシステムができればいいと思う

のです。おそらく、なかなか難しいのでしょ

う。先ほど山城さんが、民主主義はまだ日本

では徹底されていない、というようなことも

おっしゃいましたが、そういうことをまた考

えていただければと思います。

手塚 どうもありがとうございました。専門



家集団では限界があるから、利用者の側から

チェックしてほしい、というご提言でした。

あとで、まとめの中で、そのことを含めて、

ご提言いただきたいと思います。

久保田 東京の目黒区立の作業所の職員で、

久保田と申します。三揮さんにお聞きしたい

と思います。政策形成能力というお話があり

ました。先ほど「生活体験を通しての提言」

で発言者の木村さんもおっしゃっていました

が、福祉法の改正で、いままで県レベル、国

レベルだったものが市町村に下りてくる。そ

うなってくると自治体で政策を作るというこ

とが必要だ、といまあちこちで言われてきて

いて、自治体の職員も、上で言われたのでは

なくて、自分たちで政策を作らなければいけ

ないというので、いろいろ勉強もしていると

ころなのです。けれどもどんな方法がいいの

か。自治体でやる場合には、例えば自分の頭

で考えるだけではなくて、いろいろあちこち

の自治体で・やっていると思うのですが、障害

者団体の方と一緒の懇談の場を持って、そこ

でし、ろいろ要望などを聞いて、それはどう解

決すればいいか、と予算を考えて、対策を研

究していくという方法かと思うのです。

そうではなくて、むしろ当事者のほうから

政策形成能力を作るのだ、というのは素晴ら

しいなと思うのですが、具体的には、いまど

のへんで・悩んで‘いらっしゃって、今後それを

どのようにしていこうと思われているのか。

あるいは、自治体職員に、もっとそのへんの

ところで、こういうふうにやれ、そのほうが

政策形成がやれるのだ、というようなお話が

あるかなと思うのですが、そのへんを教えて

ほしいと思うのです。

手塚 三揮さんにあとでお願いします。その

ほか、いかがですか。

尾上私は、大阪で福祉のまちづくり条例の

制定運動にかかわっている、尾上と申します。

先ほどの当事者参加、あるいはチェック機構

ということに関連してですが、いま、施策だ
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けではなくて、いろいろな企業や、いろいろ

なところで、 「人にやさししリとか「何々に

やさしし、」というのがすごく言われるように

なっていると思うのです。実は、大阪の福祉

のまちづくりで、いまいちばん問題になって

いるのが、 JRが作ったタッチパネル式の券

売機なのです。

山城さんにあとでお聞きしたいのですが、

ご存じのとおり、 「人にやさしい券売機」と

いうスローガンなのに、全然視覚障害者には

使えない。しかも、私たち車椅子の者にとっ

ても、あれは斜めから見るので、すごく使い

にくいのです。ですから、 「人にやさしい

(障害者には厳しし、)J券売機なのかな、と

思っているのです。 I人にやさしし、」とか

「ともに」ということはすごく言われるよう

にはなっているのですが、どうも私たち障害

者の立場、利用者の立場からすると、果たし

てどうなのかな、と思うようなことも多々あ

るわけです。そういう意味で、ああいう商品

の開発も含めて、もっともっと当事者が参加

していくべきではなし、かと思うのですが、視

覚障害者の立場から何かご意見があれば、聞

かせていただきたし、と思っています。

もう 1つ、私は大阪に住んでいるのですが、

実は、大阪では、精神医療ではいろいろな問

題があるのです。もう20年ぐらい前に暴行事

件で死亡事件が起きて、また10年前にも起き

た。新聞でも触れているわけですが、そうい

うふうに、表に出ているだけで3回ほど事件

を起こしている病院が、いまだに経営ができ

ている。ご存じのとおり、精神保健法になっ

た段階で、都道府県段階での精神医療審査会

ができて、本当はそこでチェックができるこ

とになっているはずなのですが、いまだに大

阪ではそういうことが起きている。果たして

その審査会をどうしていくのか、あるいは、

そこに当事者が参加できているのか、あるい

は、参加の上でどういう権限を持たせるべき

かという点について、ご意見があればお聞き



したいと思っています。

手探 ありがとうございました。まだ、ご質

問、ご意見があるかと思いますが、時聞が迫

ってまいりました。いま、大きく 3つの質問

が出ました。 lつは、当事者からのチェック

ということ。第2は、三揮さんに対する質問

で、当事者からの施策提起を市町村ではどの

ような形でそれを受け止めていったらし沌、の

かということ。第3は、精神障害者事件に関

連しての審査会への当事者参加ということで

す。当事者参加については 2つのテーマが出

てまいりました。これら大きく 3つのことを

含めまして、お三方それぞれの立場から、 3

分程度ずつでまとめをしていただければと，思

います。それでは山城さんから、よろしくお

願いします。

山城 タッチパネルの件で、 「出た」と思い

ましたので、言わせていただきます。 JR東

日本もやろうとしましたが、私たちは猛反発

をしたのです。何しろ切符というのは、全盲

の者にとっては、買っても確認できないわけ

です。何を買ったのか、もしかしたら違うの

を売りつけられたのではないか、と思ってい

るわけです。それが買うときに確認できない

ようでは、これは券売機ではない。あれは欠

陥品だ、と私は主張したのです。全くそのと

おりです。

それから、当事者問題の話でいうと、マス

コミに出たり、 JRに行ったりしていますが、

私がいちばん感じたのは、何か施策をやる前

に、当事者に相談するというシステムがない、

ということです。いつも後追いになって、

「作っちゃったけど、あんまり改善できない

けど、どう」という聞き方をするわけです。

それを、作るときに、地域、障害者、消費者

団体、その他いろいろな声を聞いてやるよう

な社会システムづくりにしないと駄目だと思

います。

それから、豊島区で請願をやって、豊島区

の議員さんや行政の人たちと一緒に、池袋の
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駅点検をやったのです。池袋の駅点検をやっ

て、そのあとに懇談会をやったのです。障害

者問題を取り上げてもらったという意味では、

初めての経験だったのですが、そういうこと

を、議会ゃあちこちで論議していく必要があ

るなと思いました。それで、池袋の駅の改善

をするということで採択されたのですが、そ

ういう取り組みが必要だということです。

もう 1つ、原宿のシャンゼリゼ通りに点字

ブロックをつけてほしいという要求が出たの

で、この間、商庖街の人と話し合いました。

商庖街の人たちは、点字ブロックというと初

めは「胸に槍を刺された思いだ」と言いまし

た。 r黄色」と言われたら、もうギクッとし

たと。つまり、黄色は目立つからつけたくな

いわけです。シャンゼリゼって、しゃれてい

るでしょう。そこに、何千万という点字ブロ

ックをつけるというのです。商店街の人たち

は、黄色にしたくないということがあり、い

ろいろ論議した結果、何とか黄色に近い中国

の御影石を選んでもらって、 「これで、お願

いしたし、」ということで、一応話がつきまし

た。このように、行政はもちろんですが、こ

れからは民間にも手を広げて、運動を強めて

いく必要があるな、と感じました。

最後に、先ほど申し上げましたが、そうい

う知恵、情報、力というものが、まだまだ決

定的に私たちに不足しているのです。私たち

の小さな節穴から見ているような狭い視野と、

力のない力で、何とかできるだけのことをや

っているというのが、いまの視覚障害者運動

の現状ではなし、かなと思っているのです。そ

ういう意味で、パートナーといいますか、一

緒に力を合わせて、運動をもっともっと進め

ていきたいなと思っています。

手塚 ありがとうございました。それでは広

田さん、お願いいたします。

広田 尾上さんのご質問について私の知って

いる範囲でお答えさせていただくと、精神医

療審査会は、 15名の委員のうち 9名が精神科



医で、 4名が弁護士とか検事とか判事とか人

権擁護委員会委員、あと 2名は学識経験者で

はなL、かと思います。当事者は入っていませ

ん。これは、厚生省が法律で定めて決めてい

るのです。実際に私は精神医療人権センター

のスタッフもしているのですが、その審査会

があることを、学習不足でついこの間まで知

りませんでした。知らない人が多いので、神

奈川の場合だと、審査会があることを県のた

よりに載せてくれ、何しろ密室なのだから聞

かれなければいけない、ということを言って

いるのです。

去年、神奈川でも越川記念病院問題という

のが起きました。 180名のうち12名が 1年間

のうちに突然死しても、精神保健法でも、医

療法でも、医療を罰することはできないので

す。例えば暴行事件のような刑事事件になれ

ば、罰することはできるのです。それから、

損害賠償のような民事になれば、それは裁判

になるけれども、ただ死んだというだけでは、

それが何人いても、 「おかしいね」と言うだ

けで、患者仲間では、 「薬が多かったんじゃ

なし、かなJとか、いろいろなことが出ますが、

そこは全く密室です。どうしたら、そこが聞

かれていくのか。精神障害者も自己決定能力

があるのだ、保護者なんか必要ないんだ、と

私たちは言い続けてきているわけですが、実

際には、家族に病名を告知して本人には知ら

されていなかったりしていることももちろん

あります。今回の阪神大震災でもそうですが、

本人には薬を告知されていない場合も多いの

です。だから、医療機関が全滅したときに、

自分が何の薬を飲んでいたか分からないわけ

です。 rそれを言ってほししリといま言って

いるのですが、行政のほうから病院の側へな

かなか出してもらえません。このように、病

名も、薬の名前さえも知らないでかかってい

る患者が、大勢いるのです。

それから「ペイシェン卜・アドボカシーJ、

患者の権利養護というのが欧米では進んでい
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て、私が病院のOGだとしたら、そういう人

が入院している患者さんをサポー卜して、病

院側や行政にものを言っていけるようなシス

テムに対し、欧米では行政がお金を出してい

るのです。でも、それは日本では本当に程遠

い。そのへんを考えると、逆に私たちも、ど

うしたらいいのかと思ってしまいます。オン

ブズマン制度とか、いろいろ行政に言うけれ

ども、なかなかそれにつながらないし、神奈

川の例でいうと、神奈川は日本でいちばん人

口に対し精神病院の病床のパーセンテージが

少ないのです。そうすると、入院患者を入れ

てもらうために県が頭を下げなければいけな

いという関係で、これはどこの行政にも言え

ることなのですが、とても医師会とか病院協

会に弱L、ということがあるのです。

ただ、患者も黙って見ているだけではいけ

ないと思います。審査会が妥当かどうかは分

かりませんが、そのようなチェック機関に、

当事者をただ 1人入れたということではなく

て、複数が本当に入って、見ているんだよ、

というようなシステムがないといけないと思

うのです。いまいろいろな委員会があります

が、 l人出てくれということになると、逆に

当事者の意見を聴いたとアリバイづくりに使

われているのではなし、かと思うこともありま

す。

私は今回、厚生省の動きでよかったと思う

ことがありました。手帳が精神障害者に出ま

した。それがし、し、かどうかは、いろいろな意

見があります。現実の問題として、 「ほしく

ないよ」と言う人もいれば、 「手帳に写真を

つけないほうがいい」と言う人もいます。私

などは、身分証明書がないから、つけたほう

がいいと思うのです。しかし逆に、つけられ

ない人もいるという現実があります。つけら

れなし、から、他の障害者並のサービスは今回

は見送りたいというような意見も、報道で見

たりします。こういった現実の中で、その精

神障害者手帳の説明とヒアリングが、全国 5



カ所の会場で開かれたのです。そのときに、

厚生省精神保健課が、過去の精神障害者施策

について謝罪をしたのです。私が行った東京

会場では、 450人ぐらいの人が集まりました。

そして、雷が鳴る日だったのですが、当事者

が、 「この雷は、厚生省に対する我々精神障

害者のこれまでの怒りだ」という形で発言し

て、すごい拍手が来たのです。

このように、何か行われるときに 1人委員

を入れて、 「とにかく聞いたよ」ということ

ではなくて、情報をオープンにして、みんな

から意見を聞くような開かれた行政、聞かれ

た医療というものが今後はぜひ必要だと思い

ます。そして、その中で自分がどういうもの

を選択して、どう自己決定して、どう自己責

任を持って生きていくか、ということが社会

参加だと考えています。それがなかなか程遠

いのですが、ぜひ、今日ここに来た皆さんに

は、精神障害者に関する書物も読んでいただ

きたいと思います。

ただ、 1つ注意していただかなければなら

ないことがあります。神奈川で精神保健ボラ

ンティア講座というのをやっているのですが、

なまじっか知識として知ると、 「あの人は被

害妄想ね」ということになりがちです。例え

ば、私がアメリカから帰ってきたときに、

「このごろ来なかったねJと肉屋さんに言わ

れたので、 「ちょっとアメリカに会議に行っ

てきた」と言ったら、肉屋の奥さんが出てき

て、 「そうか、そうか、アメリカに行きたい

と思っていたら、とうとうアメリカに行って

きたと，思っちゃったのか。可哀想にねJと言

ったのです。その人は、精神病院の看護婦さ

んですよ。だから、ここにおられる福祉の仕

事に携わっている人にも言えると思うのです

が、自分が見ている障害者だけが障害者だ、

と固定観念を持ってしまうと、全体の精神障

害者像の中での、障害者が見えないのです。

障害は、 150万人いれば 1人ひとり違う。私は、

ある意味では障害は個性だと思っていますか
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ら、自分が見た範囲内での限定っきの知った

かぶりをしていただいては非常に困ると思い

ます。太田さんのご質問については、私はま

ず精神科特例を見直す必要があると考えてい

ます。

手塚 ありがとうございました。それでは三

揮さん、お願いします。

三漂 いま広田さんがおっしゃったことと、

わりと重なることがあるのですが、当事者の

意見を聞くというときに、広田さんからは形

式的だというお話がありました。障害をもっ

ている人聞を入れておけば当事者参加だとい

うことではない、ということがlつあると思

います。その問題でいちばん大きなデメリッ

卜を被っていたり、その問題でいちばん大き

な問題を抱えている人聞を入れていくという

のが、本当の意味で当事者参加だと思うので

す。特に国の各種の施策審議会がありますが、

例えば移動の問題、運輸問題を論議する審議

会には、日常的に階段の前で立ち止まらざる

を得ない、電動車椅子なり歩行困難の人がき

ちんと入ってその問題を提起していくのが、

本当の意味での当事者参加だと思いますし、

いま広田さんからお話があったように、 l人

や2人入れるということだけではなく、障害

者の問題を論じるときには一定の割合で当事

者が入っているというのが、 1つ絶対条件だ

と思います。

それから、自治体レベルで、身近なところ

からきちんと政策を作り出していこう、ある

いは地域を変えていこうというときに、まだ

まだ地域自治体では、どちらかというと障害

者は怖がられてしまうのです。障害者はうる

さいやつらだとか、ちょっと非常識なことも

やっていたりすることも、多くあったので、

障害者が来るとややこしいなとか、面倒くさ

いなとか、嫌だなという思いが先に立ってし

まうというのが、少なからずあったと思うの

です。しかし、これからはもうそれを払拭し

ましょうと。ただ、何か要望を聞きますよだ



けではなくて、やはり頭を悩ましましょうよ、

というところで動くべきだと思います。

5月に総理府のほうから、市町村計画の策

定指針というのが出されました。しかし、あ

のままでは我々は困るということで、私たち

が作る策定指針というのをいま出し直して、

12月9日に発表しようと思っています。 12月

9日に私たちは障害者政策全国研究集会とい

う集会をやろうと思っているのですが、これ

は今回が第1回で、ずっと継続させていこう

と思っています。そういう場に専門家の方た

ちに数多く出てきていただし、て、その中でー
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緒に政策作を学んでいきたいと考えています。

よろしくお願いします。

手塚 どうもありがとうございました。まだ、

いろいろとご意見があるかとも思いますが、

時聞がまいりました。シンポジストの皆様、

それぞれの運動を通しての貴重な、積極的な

ご意見、ご提言をいただきました。また、フ

ロアの皆様方、長時間にわたりまして本当に

積極的なご参加をいただき、ありがとうござ

いました。シンポジストの山城さん、広田さ

ん、三揮さんに、もう l度拍手をお願L市、た

します。どうもありがとうございました。
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総括シンポジウム

リハビリテーションの新たなる展開
-障害者施策の転換期にあたって一

座長小川 孟(津山みのり学園顧問)

伊藤利之(横浜市障害者更生相談所所長)

シンポジスト 調 輿(東京コロニ一理事長〉

高松鶴吉(西南女学院大学教授)

大熊 由紀子(朝日新聞論説委員〉

尾上浩二(障害者情報ネットワーク世話人)

伊藤(座長) 今大会の最後を締めくくるシ

ンポジウムを、 「リハビリテーションの新た

なる展開一障害者施策の転換期にあたって一」

という大会テーマに沿って進めさせていただ

きます。シンポジストの方々は、もう皆さん

よくご存じだと思いますが、簡単にそのプロ

フィールをご紹介しておきます。

まず1番バッターですが、本大会の実行委

員長であります調一興さんです。昨日の大会

の冒頭にもご紹介がありましたように、現在

の役職は社会福祉法人東京コロニーの理事長、

そして日本障害者協議会の代表です。現在取

り組んでいらっしゃる仕事は、社会就労セン

タ一、授産施設の制度改革、障害者保健福祉

施策の確立、ノーマライゼーションプランの

策定など広範にわたり、その実現に向けて運

動を進めていらっしゃいます。

2番バッターは、高松鶴吉さんです。ご存

じのように北九州市立総合療育センターで長

い間所長としてお仕事をされておりまして、

本年の 3月に、ご本人は「クビ」と書いてお

りますが、定年で退職されました。現在は西

南女学院大学の保健福祉学科の教授でいらっ

しゃいます。そのほかに、全社協の重度障害

者通所活動施設、デイセンターに関する委員

会のチェアマンで、厚生省の心身障害研究の

主任研究者でもあります。

さて、 3番手は尾上浩二さんです。尾上さ

んは障害者総合情報ネットワーク世話人、

『ジョイフル・ピギン』の編集長です。 I駅

にエレベーターを!福祉の街づくり条例を!

大阪府民の会」の事務局長でもいらっしゃい

ます。 1960年大阪市でお生まれになりまして、

小学校の 6年間を養護学校、施設で過ごされ

ました。そして大阪市立大学に入学後に、サ

ークル活動をきっかけとして、障害者運動の

世界に飛び込まれたそうです。その後、大阪

中部障害者開放センターの設立にかかわり、

大阪市に対してグループホーム制度や、介護

制度の充実を働きかけていらっしゃいます。

リフト付きパス制定運動や、大阪府福祉のま

ちづくり条例制定の運動に、当事者の立場か

ら取り組んでおられます。現在は特に大阪市

の新長期計画をし、かに実効性を持たせるかと

いうことで、さまざまな働きかけをされてい

るということです。最近の著書ですが、 「震
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災が問うまちづくり条例」、これは『福祉労

働j69号に集録されております。ほかに「市

町村障害者基本計画策定指針・まちづくりの

分析と評価」などがあります。

最後は野球でいえば4番ノ〈ッタ一、主砲で

すが、今回はラストバッターでもあります。

朝日新聞の論説委員、大熊由紀子さんです。

東京大学の教養学科で科学史と科学哲学を専

攻されまして、卒業後、ただちに朝日新聞社

に入社されています。 1984年から論説委員と

なり、主として医療、福祉の社説を担当され

ているということです。中央社会福祉審議会、

国民生活審議会各委員、全国ボランティア活

動振興センター運営委員、東京大学医学部非

常勤講師などもされております。著作は『寝

たきり老人のいる国いない国一真の豊かさへ

の挑戦ー』、これはぶどう社から出ておりま

すが、この本は日本の福祉を変えた本として

ベストセラーになりました。そのほか、 『ほ

んとうの長寿社会を求めて一市町村からの新

しい波-J、 『心のプリズム」、 『女性科学

ジャーナリストの目』など、多数の著作があ

ります。

シンポジウムの進め方ですが、シンポジス

トの顔ぷれを見れば、話し出したらキリがな

いだろうと思います。したがって、おひとり

10分間と、まず制限しまして、それぞれご自

分の主張をしていただく。その上で、お互い

シンポジスト同士のディスカッションをして

いただこうと思います。その後、 30分間をフ

ロアの皆様方とのディスカッションの時間に

したいと考えております。

小川(座長) それでは早速、シンポジウム

に入りたいと思いますが、もう始まりますと

座長の口を挟む余地はなくなりますので、最

初に少し話をさせていただきたいと思います。

昨日の基調講演で、板山さんのお話の中に、

今回のテーマに関係のあるさまざまな出来事、

あるいは施策、そして、これからの方向等に

ついてご紹介がありました。おそらく皆さん
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もいくつかが鮮明に頭に残っているのではな

いかと思うのです。私も伺っておりまして、

例えば障害者のニーズというのはいわゆる福

祉だけなのかと。それはイコール厚生行政だ

けに期待されるものなのか。むしろそうでは

なくて、これからは国の施策全体の問題に、

障害者に対するさまざまな施策がかかわって

くるとか。あるいは社会保障審議会の勧告で、

特に心身に障害をもった人々、また介護の必

要な高齢者、こういう人々の生存権というも

のは、これまで最低限の保障にとどまってい

たけれども、これからは人間の尊厳を保障す

るものへと、やはり衣変えをしてし、かなけれ

ばならないといったようなことのご紹介があ

りました。

また、法律や制度が次々と変わりつつあり

ますが、それが個々の障害をもった人々に本

当に役に立つのか。市町村へとどんどん役割

が下りていきますが、ご参加の皆さんが現在

働いている現場に、それがどのようによい変

化として影響があるのかどうか、こういうよ

うなことが板山さんの基調講演を伺いながら、

記憶に残っております。

ただ、そのときに紹介されました例えば障

害者基本法、あるいは今日これから話題の中

心になると思われる障害者保健福祉の推進、

これについての中間報告、こういうことが紹

介されました。そこで皆さんにお尋ねします

が、障害者基本法あるいは中間報告というの

を読んだという方は、どのくらL、し、らっしゃ

いますか。読んでいない方がけっこう大勢し

ゃっしゃいますね。おそらくシンポジストの

方はこういう状況を踏まえて、これからの話

を展開していくのではなし、かと思います。

それでは早速、調さんから「私はこう考え

るJというご意見をお願いしたいと，思います。

中間報告を評価する

調 私のレジュメには、こういうことについ

て話したい、という項目をあげました。しか



し、これを全部話したらとても時聞が足りな

くなります。また、私が出しておいた原稿で

は「総括シンポジウム・レジュメ」だけにし

ておいたのですが、事務局のほうで「現状か

ら総合へ向けて」という私が考えたこととは

違った表題をつけてくれています。それはと

もかくとして、時間が限られているので、こ

こで早口でしゃべることにします。レジュメ

の項目に沿って、ポイントだけをポンポンと

話をしたいと，思います。散漫になりますが、

お許しをいただきたいと思います。

まず最初の lの「障害者の生活の実情と施

策について」というのは、保健福祉施策につ

いてというのが正確です。そして、①の「障

害者の生活」は現状と生活の実情といった意

味なのですが、ここは一言で・言っておきます

と、重い障害者が地域で生活できる地域コミ

ュニティケアのシステムができていない、地

域で生活できる条件が欠落している。ノーマ

ライゼーションとか完全参加と平等と言いな

がら、そこに焦点を当てた施策が進められて

いない。したがって、重い障害者や、あるい

は自分で自分の生活を律することができない

レベルの障害者は、地域で生活することが極

めて困難である、という状況であると申し上

げておきます。

それから「厚生省保健福祉施策推進本部中

間報告をどう見るか」。これは参加者のうち

半分ほど読んでいない人がし、ますが、これを

いま解説するわけにいきませんから、ポイン

トだけを申し上げます。私は中間報告を評価

するという立場であります。従来にない、地

域で障害者が自立するということを支援する

というところに焦点を当てた施策に、ようや

く踏み込んだなという点で評価をする。そし

て、障害の種別を超えて横断的に、さらに市

町村を主体にして、そして数値目標、年次計

画といったようなスタンス、それからいわゆ

る行政組織についての役割分担、市町村域、

複数市町村域、都道府県域、これがそれぞれ
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の役割分担をする。さらに厚生省の障害者行

政の一元化を図る。これはすでに厚生省が発

表したとおりであります。こういった内容の

基調について評価をするということです。

中間報告のいくつかの間題点

保健福祉施策推進本部の中間報告について

は評価できる。したがって、この基調に沿っ

て最終報告をまとめる作業をしてほしいとい

うのが、厚生省や与党に対する要望、あるい

は野党にも協力を求めるということで動いて

いますが、いくつか問題点がある。 Iつは自

立の条件として、住まい、介護、働く場また

は活動の場、この 3本を柱にしていますが、

所得保障が欠落しているという点です。この

点は強く求めていかなければならないと思っ

ています。

市町村が中心になるといっても、財政的な

裏つ'けがきちんとなされないと、責任だけ押

しつけるということになる。あるいは相当な

配慮をしないと、若干の格差は仕方がないに

しても、限度を超えた格差が出てくる可能性

がある。このへんの歯止めをどうするか。現

に東京都と例えば山口県を比較してみますと、

非常に大きな格差がある。スウェーデンと日

本に住んでいるくらいの格差がある。すでに

日本の都道府県レベルでそういう格差がある

わけです。

それから、重度障害者のための活動の場と

して、日本の施設で欠落しているデイサービ

ス機能を持つ施設、デイサービスセンターと

いう言い方で中間報告に出てきますが、障害

の種別を超えて、通所のデイサービス機能を

持つ施設をきちんと制度化することが必要で

あるということです。

施設制度が障害者の種別ごとになっている

ものだから、 40種類近くになっているのです。

授産施設だけでも12種類になっています。こ

んなことでは地域で展開できるはずがなく、

施設制度全体の体系を見直す必要がある。見



直しながら数値目標を出す必要があること等、

その他いくつかありますが省略します。

それから、市町村の計画ですが、これは司

会者の問題提起にもありましたが、総理府は

平成8年度に市町村障害者計画を策定するよ

うに、都道府県を通して要請をしました。三

津(了)さんは障害者の側からはあれでは駄

目だとおっしゃっていますが、とにかく 8年

度ということで出しました。高齢者の保健福

祉計画と違って義務ではありません。ですけ

れども、都道府県の協力を得て、最大限なん

とかまとめてもらうという努力をするという

ことですが、この場合、ここでどれだけしっ

かりした中身の障害者計画を作るかというこ

とが、これからは非常に重要になります。特

に精神障害の問題が、私は非常に気になって

おります。というのは現在の所管が保健所で

す。都道府県レベルで、市町村に下りていま

せん。これは障害児も知的障害者もそうです

が、知的障害者は福祉事務所が所管していま

すので市町村から見えるという所にあります

が、精神障害については保健所が施設の入所、

あるいは手帳の交付等の権限を持っていて、

市町村には責任も権限もないのです。したが

って、市町村計画から精神障害者が欠落する

という可能性がある。このことを問題にして

いかなければならないと、申し上げておきま

す。何とかして、市町村計画の中に精神障害

者も含めた計画を作らせるような行動をしな

ければならないと思っております。

政策建議をして制度化させる

次にノーマライゼーションプランについて

話をします。私はまず、厚生省に保健福祉計

画のしっかりしたものを作ってほしいと思っ

ていました。ところが与党やその他の関係が

あって、この12月に各省庁、宮内庁と防衛庁

を除く関係省庁の障害者施策を、新長期計画

は非常に抽象的ですけれども、その後具体化

したものを、厚生省の保健福祉計画と一緒に
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発表するという流れになっています。そのた

めに我々は各省庁に対して、具体的な要望を

持って回っています。単なる要求では駄目な

ので、具体案をもっていまはやっていますが、

ともかく急ピッチで動く必要があるというこ

とです。

本格的なノーマライゼーションプランとい

うところまでいかないにしても、可能な限り

具体的な内容のものを策定されるように動か

なければならないなと思っています。

最後に、政府国会に向けてということです。

これは与党、野党も含めて動いていますが、

大蔵大臣が財政危機宣言をしました。来年度

は11兆何千億お金が足りないと言っています。

そこで、厚生省がし、ろいろなやりくりをして、

お金を作るという努力もしているようですが、

とても足りません。予算がつかなければ、と

ても数値目標のきちんとしたものはできませ

ん。腰砕けに終わるということは明らかです。

必ず政治がイニシアティプを取って、ちゃん

と予算をつける。ゴールドプランの場合もそ

うでした。あれは政治が動いたのです。です

から、国会を動かすということに全力を上げ

ないといけない。民間の政策建議、行政のと

りまとめというプロセスを経て、それを本当

のものにするためには政治が動くという条件

を作ってし、く。それを我々はずっと追し、かけ

ていかなければいけないと思っています。以

上です。

小川 調さんとしては中間報告に対して一応

の評価を与えている、ということですが、こ

れはあくまでもいくつかの欠けている点をき

ちんと補完して、同時に最終報告へ向かつて

トーンダウンしないようにと、こういうお話

だったと思います。 lつだけ聞きたいのです

が、板山さんの話にもありました障害をもっ

ている人たちに対する施策ではなくて、いわ

ゆる介護保険の問題です。介護保険に高齢者

だけでなく、障害をもっている人もなぜ含め

ないのか、という議論がいろいろありました。



板山さんとしては、これは実際には難しいの

ではないか、やはり施策としては高齢者に限

定をして、その中に障害をもっている人が含

まれなければこれは別に施策を立てざるを得

ないのではないかと、積極的に、障害をもっ

ている人たちも介護保険の中に加えるべきだ

という論調ではなかったように思います。こ

れについて調さんは、どう考えておられます

か。

介護保険ー障害者と高齢者の介護は一体化す

べきー

調 これは高松先生からも昨日「調さんどう

するんだ」と言われたのです。高松先生から

このお話が出ると思っていて、その後で私が

何か言わなければならなし、かなと思っている

問題でした。基本的には高齢者の介護という

のは、やはり加齢による障害なのですから、

その障害者の介護と高齢者の介護を制度的に

分けるということは、基本的に賛成できない

というのが私の考え方です。しかし、介護の

ことを保険でいきなり出してきて、いま障害

者をどうするか、障害者も含めてという議論

になって、しかも来年の 5月にはもう法案を

出すというのです。この前もタイムスケジュ

ールはどう考えているのだと聞いたら、 5月

には法案を出すと。まだ中身もよく検討して

いないのに、そういうサイクルでやられたの

では、とてもではない。私たちは障害者の介

護はどうするのかと、社会・援護局の更生課

長、あるいは社会・援護局長に要望を含めて

ただしたところ、障害者の介護は保険ではな

く、公費でやるという方向で考えたいと、そ

ういう答えでした。大体ゴールドプランを作

ったとき、全国に l万カ所介護支援センター

を作ると決めたときに、なぜ高齢者だけに限

定するのだ、なぜ同じ地域で介護を必要とす

る人はすべて対象にしないのか、と強くその

不合理を問うたのです。しかし、ガンとして

「これは高齢者のための制度であります。だ
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から障害者は対象にしませんJと。厚生省の

中のこのタテ割りに、今度は社会・援護局が

逆にカチンときているのではないかと思いま

す。いろいろなことが反映していると思いま

す。したがって、介護保険については、長期

的にはやはり一体化すべきだと考えます。た

だ、障害者の介護あるいは介助というのは、

別な要素もありますから、そのことも十分配

慮した上での介護の仕組み、中身や体系を作

らなければいけないということがあるので、

少し時間をかけて作ることが必要だと思いま

す。

小川 それでは高松さん、本シンポジウムの

主題の「障害者施策の転換期にあたってJ、

お考えになっていることをお話願いたいと思

います。

地域の高校に入学を

高松 私は障害児とその親という世界で仕事

をしてきましたから、当然ながら私はそのと

ころから話をするだろうと、司会をされる小

川さんからも念を押されています。その視点

から見て、 3つの願し、を申し上げます。

l番目はすべての子供はすべての校区に入

学させて欲しいということです。でも誤解し

ていないでいただきたいのは特殊教育廃止論

者でないことです。実際のところは世界の中

で、特殊な学級や学校が全くないという地域

は、極めて例外的で、障害をもった子供たち

の教育の場が、すべて普通の学校で解決する

かどうかということは、まだ人類的なレベル

で実験中というところで、私はそこまで言う

勇気はありません。ありませんが、小学校の

1年生のときには同じ学校に入っていって l

学期かあるいはできれば 1年、一緒に暮らす

ということで、その子はその校区における子

ども仲間の市民権のようなものを得ることが

できる。友だちができる。その仲間の子供た

ちは運動会にでも、発表会にでも、何かの学

校の行事のときにも、土曜日の活動でも、



「あの何とかちゃんがいるじゃないの」と思

い出し、その子を招待し参加させるのではな

いか、そんな関係が生まれる。

ですから、その子が2年生のときに遠い養

護学校に通うようになっても、その子は校区

で多くの友だちをもち続けるのであって、だ

からこそ、その子が大きくなって地域に帰っ

てきたときには当然のように迎えられる、そ

の町の住民になり得る。

しかし、現在の状態は、小学校に上がる時

点で右へ左へと別れて、全然経験もなく、交

流もなく、ときどきは交流も少しはできてき

ましたが、大人になってから帰ってくるとい

う、そういう異国人風な状況で‘地域に帰って

くるのです。ですから現在の子供の教育状態

は、ノーマライゼーションという思想には全

く合わないことになる。それで私はそのこと

を願っているのです。

親業の定年制

2番目に願っていることは、およそ75とか

85とか、髪の毛が真っ白になって、いかにも

疲れたという顔をされているお母さんが、な

お大きくなった障害をもったもう青年ではな

く、壮年になっている人を介護しているとい

うこの状態は、いかにも我が国における福祉

の後進性を象徴するものと思われるのです。

それにはさまざまな情愛的なものも含まれま

すから、そう簡単には割り切れないが、とも

かくも私は親としての務め、親業は定年制に

したい。少なくとも自分が人生の務めを一応

果たしたと。老年期に入るどんなに遅くとも

65歳までには、社会的な扶与、社会的な介護

の手を差し延べなければならないと思います。

しかし、これは現実のところ、まだ解決して

いないのです。

文部省と厚生省のタテ割り行政の格差

3番目は高等部を卒業した、私はいつも養

護学校高等部の卒業式に出席しますが、あの

華やかに「おめでとう」と祝福されて門を出

て行った後の彼らには、行くところがない。

すべての子供たちがないわけではありません

が、重度の子供たちには道がないのです。そ

の子供たちは、いってみれば豪華な宮殿とい

ったら悪いかもしれませんが、およそ年間

700万から800万ぐらいの教育費でもって本当

に大切に育てられてきて、その宮殿の門を出

ると行く所がなくて、その宮殿の前にスラム

を作り出しているという印象なのです。

自分たちの手で、親が集まりボランティア

を集め、善意の人々の応援を得て、小さな小

規模作業所を作って、これはもう20年前から

始まっています。そして現在すでに 3.800カ
所といわれている急成長企業です。これほど

我が国において、もし産業というのならば、

こんなに急上昇で成長している産業はないで

しょう。しかし残念ながら、これはやはり産

業ではないのです。政府はこの小規模作業所

に、年間 100万円の応援をしています。その

作業所が仮に20人の人がいたとすると、 1人

の割り当ては 5万円です。 700万円から 5万

円になっている。この大きな格差が文部省と

厚生省というタテ割りの行政なのです。

教育をするのは国の義務である。だが、障

害者の生活を保障するのは国の義務ではない、

というこの違いには、本当に憤りを感じます。

仮にその3.800カ所の小規模作業所に年間500

万円差し上げたとしても、そのお金は 190億
円です。その 190億円が我が国にとって大変

大きな出費になるのかどうかと考えますと、

この最近のバブルの後始末のために、本当に

驚くような兆単位のお金が動く姿を見て、こ

の格差は何だと思うのです。我々に未来があ

るのかといったらオーバーだけど、ないとは

いえない。確かに、 10年前、 20年前を振り返

れば、我々の世界は大いに前進しているとは

いえる。でもやはり悔しく思います。これは

国の作り方を改めるべきと、さまざまな所で

いわれている一連の思いの延長上に、この私
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たちの福祉もあるという気がするのです。

生産者論理で進む有害性、これはもはや惰

性であるということを人々は感じている。 G

NPをさらに拡大するという方向に国の未来

はないということは、ほとんどの皆さんが承

知をしておられる。けれど惰性でもって、こ

の大きな船はその方向に進んでいる、そうい

う状態で、我々の福祉をどう作っていくかと

いうことです。

介護保険は障害者問題を補うもの

介護保険についての私の姿勢を明らかにせ

よと言われますが、私は第 lに、私もその一

員となった高齢者問題は年金問題と障害問題

につきると思っています。障害者の問題は高

齢であろうが、若年であろうが、そこにある

のは障害者問題だから、それを高齢者として

切っていったあのセクショナリズムを問題に

したいと思います。ですからできれば戻して

ほしい。高齢障害者だけ特別にというのも、

障害者の介護という視点からすると、これも

原理的に言えばやはりおかしい。

また、私はこの前、たまたま電話でお話し

た正村公宏さんという有名な経済学者のご意

見によれば、 「それは先生本来は税金だよ。

税金のほうがはるかに公平性もあるし、当然

そうあるべきではないかと私は思っている」

と言われました。ですから税金か保険かとい

うことも、本当は議論すべきだったのでしょ

う。だが、なぜ、これほど単純化して、いそ

いで介護保険を通していきたいのか、その思

いについて私もかなり分かつているつもりで

す。ですから、いま水をかけていいのだろう

かと、大いに悩んでいるところです。

小川 いま高松さんがおっしゃるように、バ

ブルの崩壊のつけをどうするかについては、

それこそ総理大臣、大蔵大臣が必死になって

考えるべきですが、障害をもっている人たち

の福祉、あるいは障害者の介助といったよう

なことについて、予算がなければ真っ先に切
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り捨てていくというような位置づけになって

いるということは、全く腹立たしいことです。

また、サービスの格差というようなことも、

板山さんは基調講演で「介護保険は高齢者対

象であるけれども、障害をもっている人の介

護についても、必ずそれは、施策の整合性と

いうものが、常に配慮されているのだ」とい

うふうに言われました。しかし、高松さんの

話ですと、パスで送り迎えをし、 1人年間700

万円から 800万円という、障害をもっている

お子さんたちの義務教育のための費用が、同

じ子供が-g学校を出た途端になくなり、地

域の作業所すらなかったり、あるいはそこへ

通うのももちろん自分で通っていくというよ

うな状態に、まさに落ち込むということにな

ります。そういうさまざまなサービスの欠陥

というものを、もろに体験していかなければ

ならない障害をもっ当事者の人たちにとって

は、いろいろな思いがあると思うのですが、

尾上さんから、そのあたりのお話を伺いたい

と思います。

中間報告の内容をどう実効あるものにさせて

し、くか

尾上 昨日からずっと参加をさせていただい

ていて、 lつのキーワードが障害者施策の転

換期ということなのかなと思いながら聞いて

いました。午前中の精神障害の立場からの広

田さんの提言を、すごく感銘を持って、かっ

私の幼いときのことを思い出しながら聞いて

おりました。といいますのは、先ほど司会の

方からご紹介いただきましたとおり、私は小

学校のときに肢体不自由児施設にし、たのです。

もういまから20数年前ですから、いまはだい

ぶ変わっているだろうと思うのですが、その

ときのその施設では、手術をすればするほど

障害が重くなる、そういうことがし、くらでも

起きていました。ですから私にとってリハビ

リテーションというと、そういう経験から

「無理矢理にされて、痛い思いをして、実際



の生活には役立たなし、」という強い印象が残

っています。こういうリハビリテーションの

研究大会の前で言うのも非常に申し訳ないこ

とですが、 20数年のことで、私はそういった

ことを思い出しながら広田さんのお話を聞い

ておりました。

実はその転換期ということに絡めて言いま

すと、中間報告を、読んでおられない人もい

るようなので、ちょっと説明をしますと、調

さんが言われたとおり、その基調とし、し、ます

か、基本的なトーンというのは、私たちも評

価できる、あるいはこれを実効性を持って実

施させていきたいという立場です。なぜかと

いうと、この中で地域における自立と社会参

加の支援ということで次のようなことが書か

れています。要約をしますと、 「これまでの

障害者関係の施策では、障害者を地域の一員

としてとらえるよりも、地域から離れた収容

施設で、障害を克服するための専門的な処遇

を行うことに重点が置かれてきた。あるいは

精神障害についても、かつては大型の精神病

院を作って、収容医療を図ることが施策の中

心をなしていた」というように、はっきりそ

の問題を指摘した上で、これからはし、わば

「地域において、普通に生活できるような条

件整備をするのだ」と述べています。しかも、

もう 1つ言っています。 Iその地域での条件

整備といったときに、いまだにサービスは質

量とも絶対的に不足をしているのだ」と。い

ままでノーマライゼーションということは国

際障害者年で言われてきたわけですが、大阪

弁で言うと、 「絵に描いた餅は食べられへん

で」ということを、よく行政交渉などでは言

っておりました。いろいろなお題目のような

ものは、いろいろな行政文書につくわけです

が、実際に、ではこの状態のどこがノーマラ

イゼーションなのか、という実感を持ってい

たわけです。今回、ここまで踏み込んだ問題

点、の指摘がされています。私は学生時代から

こういう活動を始めて、今年で19年目なので
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す。おそらく 19年前だったら、障害者運動の、

しかも「過激」といわれる障害者運動の基調

と言ってもおかしくないぐらいのことなのか

なと。そういう意味ではやはりこの18年、 20

年の聞に、転換というか、その理念だけでは

なくて、ここに書かれていることをどうさせ

ていくかということが、問題の転換期になっ

ているのかなという感じがしております。

中間報告と最終報告で注目している 3つの課

題

その上で、中間報告と、これから出される

最終報告について、私なりに思っていること

を、 3点ほどお話をしたいと思います。

私はずっと大阪生まれの大阪育ち、難波っ

子ですので、中央省庁のことはともあれ、大

阪での現状から見たら、ぜひこれは最終報告

に盛り込んでいただきたいということがいく

つかあります。

lつはやはり実効性ある計画にするために、

先ほど言われた数値目標や年次計画というこ

とが、中間報告では必要だと書かれているぐ

らいで、具体的に固としてはこうやるのだと

いうのがないわけです。大阪は全国に先がけ

て、大阪府も大阪市も新長期計画を昨年に作

っています。私の住んでいる大阪市でしたら、

理念的には結構L、L、内容になっているのでは

なし、かと評価をしているのです。例えば「機

会平等」であるとか、あるいは「自立生活の

確立」、あるいは「権利の平等保障」といっ

たことまで含めて、かなり書いているわけな

のです。しかし、実はその新長期計画ができ

て、今年の予算はすごく伸びるぞと思ったわ

けなのですが、期待は大きく裏切られました。

要は先ほどお話がありましたとおり、バ7"ル

がはじけて、いまの税収の落ち込みの中で、

障害者施策というのは、ここ 2、3年ピタッ

と止まっているというのが、いまの大阪の現

状だと私は思っています。

なぜかというと、よくよく見てみますと、



結局民政局関係、福祉関連予算というのを概

算でパッと取った上で、まず不況ですから生

活保護が伸びる。ゴールドプランは10年計画、

あるいはエンゼルプランも計画ができてきて

いる。その予算を取ったら、障害に新しい施

策を展開するお金は残っていないという状況

があるのではないか、と思っています。ゴー

ルドプランとエンゼルプランの狭間の中で障

害者施策は一体どうなるのかと思っています

ので、ぜひそういう意味で数値目標、年次計

画はどうなるのかと注目しております。

もう 1点，思っておりますことは、この中で

障害横断的な施策、展開ということが何回か

出ております。調さんがおっしゃられたとお

り、精神障害者についてはどうなるのか、私

も同様の危慎を持っています。

もう 1つ、併せて言っておきますと、障害

者基本法成立のときに、付帯決議で、 「てん

かん、自閉症、難病等でいわば長期にわたり

生活の困難を伴う人は、この法律でいう障害

者であるというように、障害者の範曙に入れ

るのだ」という付帯決議があります。そうい

ったことも含めて、きちんと障害を横断の中

に入れたいと思います。これが2つ目です。

3つ目ですが、午前中の提起の中で、三揮

さんから基本課題として、所得、住まい、移

動、活動の場、介護の 5点の提起がありまし

た。調さんがおっしゃられたとおり所得保障

が全く抜けているのです。それともう 1つは、

介護の問題。中間報告でも介護サービスは今

後最も重要な課題であるとはっきり書いてい

るのですが、どうも今後の方向ということで

は「望ましいあり方を検討する、ニード把握

をする」というレベルでとどまっていて、踏

み込んだ提起がされていないように思います。

ですから所得保障と併せてその介護の部分が

どうなるのかということが、注目をしている

3つ目の課題です。

その上で、やはり国からどんどんそういう

意味で追風のようになっていただきたいと思

いますのと、同時にやはり私たちが住んでい

る市町村、私の町はどう変わるのだろうかと

いう夢を思い描けるようなものにしていきた

いなと思います。この中間報告と併せて、市

町村の基本計画がどうなるかということが、

非常に気にかかっております。

市町村障害者計画策定指針は、本文が20ペ

ージ、資料を入れたら 100ページ近い資料だ

ったと思うのですが、思わず「わあ、すごい

詳細ゃな。果たして市町村でどこまでこれを

読みこなせるかな」と思いました。そして、

思い出したのがゴールドプランのときに、横

におられる大熊さんがたしか書かれていたと

思うのですが、どこかのシンクタンクに任せ

っきりで、自治体行政としては何ひとつ、調

査も何もやらなかったというところもある。

もしかしたらシンクタンクにも任せずに、い

わば何々市、何々町という名前だけ変わって、

その策定指針に毛の生えたぐらいになってし

まわなL、かなと、思ったりするわけです。そ

うではなくて、それぞれの市町村でユニーク

なものができ上がっていってほしいと思うわ

けです。その点から私たちは、午前中から何

度も出ております当事者参加ということを、

ぜひとも実現をしたいと思っています。

計画への障害者の参画

これは午前中の話にもありましたが、いま

までの当事者参加というのは、まず行政なり、

いろいろなところで内容がほぼ固まった段階

で、 「これでいいですよね」という、そこで

形だけ意見を聞くのが当事者参加だったわけ

ですが、ニード、調査の段階から含めて当事者

参加ができるか、大熊さんの言葉を借りれば

「参加」から「参画」へということができる

かどうかということかなと思っています。

これは大阪市などで、私はいま施策推進協

議会の委員をさせていただいていることもあ

って提起をしているのですが、行政がやるニ

ーズ調査はもちろんやらなければいけないの
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だけれども、行政がやる調査は基礎的な調査、

あるいは概括的な数量的な調査が中心になる

だろうと思います。でも、例えば私なり誰々

なりの 1日の介護はどんなものが必要なのか、

そういうサンプル調査的なものというのは、

やはり障害者団体、障害者グループが全面協

力しないと、いわゆるプライパシーの問題と

合わせて難しい部分があるだろうと思います。

障害者グループや障害者団体がし、ろいろな調

査資料をそれなりに集めてきている。それも

含めて、そのニーズ把握の参考資料にしてい

ただきたいと思ったりします。

もう 1点思いますのが、市町村中心のサー

ビスというのが、もう 1つの策定指針なり中

間報告の基本理念なわけです。全くそのとお

りだとは思うのですが、これが本当にいいも

のをめぐっての競争になればし沌、なと思うわ

けなのです。市町村中心、市町村への権限委

譲というのは、もう 10年前ぐらし、から言われ

ているのですが、この10年間というのは悪い

方向へ向かつての市町村、地域格差の拡大だ

ったのかなという感じがするわけです。

といいますのは、以前神奈川で活動されて

いて、いま福島に戻っておられる白石さんと

いう私の大先輩がいるわけなのですが、彼に

大阪に来ていただいて講演をお願いしたとき、

「よくいろいろな所で日本とアメリカ、日本

とスウェーデンの違いということが議論にな

る。これはこれですごく大切なことだけれど

も、それ以上に東京と福島とかのほうが、よ

ほど格差がある。日本と国外よりも、市町村

の格差のほうがはるかに大きいのだ」という

話をしておられたのを思い出します。市町村

中心のサービスをやるべきだという限りは、

本当に権限と同時に財源やマンパワーも含め

て市町村に移っていくようにしていただきた

い。そうしないと、結局数値目標を作って、

後は市町村がやれと言って、市町村も頑張っ

て、それなりのいろいろなユニークなものを

作っても、実際には実施できないということ
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になってしまいます。そういう意味での裏づ

けというものもぜひ求めていきたいなと思っ

ております。そういったことも含めて、今度

12月9日に、私たちは 1回目の障害者政策研

究集会をやろうと思っています。この市町村

の基本計画が、果たして来年度まででどこま

でできるのかというような，心もとないところ

もありますが、むしろこれがきっかけになっ

て、どんどん当事者がいろいろな提起をして、

いろいろなアイディアが盛り込まれていく、

そういういわば当事者運動、あるいは当事者

と一緒lこパートナーシップを持った専門家の

人たちの意見が飛び交う、盛り上がっていく

ような時期にしていきたいな、それが転換期

ということなのかなという思いを持っており

ます。

小川 市町村の障害者計画については、昨日、

板山さんのお話の中で全国 3，300市町村のう

ち、計画を作っているのは 290、作る予定が

があるというのがし 100というご紹介があり

ました。ゴールドプランのときのように、い

ちばん潤ったのは計画の策定を受託した会社

であったというようなことがないようにして

いかなければならないと思うのです。尾上さ

んのいう実効ある法律、数値目標、年次計画

ということですが、よく読んで見ると、努め

なければならない、努めてできなければ仕方

ない、何々を置くことができる、置かなくて

もかまわない、というように解釈される表現

が多いのに気がつきます。ですから、私ども

は専門家の意見がそれぞれの地域に反映され

るような努力をしていく必要があると思いま

す。

さて、大熊さんが『寝たきり老人のいる固

いない国』を書かれてから 5年が経ちました。

大熊さんがその中で、 「日本の貧しい福祉や

医療、その背後にある貧しい政治や貧しい文

化が、何10万人の寝たきり状態のお年寄りを

作り出していることは間違いない」と書いて

おられるのですが、これを障害者をもった人



々と置き換えても、どうも 5年前から状態は

あまり変わっていないような感じがし、たしま

す。

いままで3人の発言者がお話になられたこ

とも踏まえて、大熊さんからお話を伺いたい

と思います。

かわってきた日本の福祉

大熊 ご紹介ありがとうございました。変わ

らないのではなL、かという悲しいお話でした

が、私もそう思っていたのです。いま私は

『日本の医療福祉を変えようとした70の社説』

という本を書いている最中で、なかなか書け

ないで困っているのですが、 10年間に書いた

社説を並べまして、ずっと見てみると、変わ

らないと，思っていたけど、結構変わっていた

という感じがしてきました。 I言葉は魔術」

というのがいちばん最初の章なのですが、少

なくとも「寝たきり老人」という言葉は、心

ある人は使わなくなって、 「要介護のお年寄

りJとか、 「寝かせきりの高齢者」という言

葉を使ってくださるようになりました。精神

薄弱や、授産施設という当事者を傷つける言

葉も改められつつあります。 Iボケても誇り

をJ I雑居をやめようJ I隔離はいやだ」と

いう章があるのですが、これもほんのちょっ

とずつですが、昨日お話になった日浦先生、

清水先生たちがそうではないものをどんどん

作り上げていらっしゃいます。

5つ目の章が「ダイヤモンドプランを」と

いうのものです。この「ダイヤモンド」とい

う言葉そのものはまだ採用になっていません

が、ノーマライゼーションプランといった形

で、少しずつ実現しつつあるのではなし、かと

思うのです。

まず何よりも私自身が変わっております。

『寝たきり老人のいる国いない国』という本

は5年前に出たのですが、それは 8年前の朝

日新聞のシンポジウムが原型になりました。

そのときのタイトルは「真の豊かさへの挑戦」
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というもので、そこに私は当事者の人に出て

いただこうと考えて、三津了さんに出ていた

だきました。そしたら一緒に出ましたスウェ

ーデンから来た人が、 「何で知的にハンディ

キャップをもっている人をシンポジストに入

れないのだ」とすごく非難されました。私は

8年前のそのときにはキョトンとしていまし

た。話が捗らなくなってしまうのではなL、か

と当時の私は思ったわけで・す。その後だんだ

んお付き合いをしているうちに改心しまして、

4年前に「老いても、障害をもっても輝くた

めに」というシンポジウムをしましたときは、

知的なハンディのある方にシンポジストをお

願いしました。今日お出になった広田さんや

耳のご不自由な井上さんとか、尾上さんは紙

上参加をしていただく、それからさくら会の

人にも出ていただきました。そこでは、聴衆

の皆さんは、 「知的なハンディキャップをも

っている方たちが話されることが、すごくよ

く分かる」と大評判でした。ほかの弁が立っ

と，思っている人よりも、センテンスがすごく

短くて、言うべきことをきちんと考えて話し

てくださったからです。今日の発言を伺って

も、広田さんも阿部さんも井上さんも山城さ

んもメッセージがスーツと頭に入りました。

今日、皆様が聞いて感銘されたならば、何か

の催しをするときには、当事者の方を入れよ

うよと、ご本人に代わって、まず提言してい

ただきたいと思います。

それから変わったことの 2番目は、障害者

プランの中間報告の冒頭には、 「真に豊かな

成熟社会とは、経済活動が拡大した社会では

なく、すべての人が障害の有無や程度を問わ

ず、生き生きと暮らしていけるような社会で

ある」と書いてあることです。 r寝たきり老

人のいる国いない国』の最後のところに私は

こう書きました。 I真の豊かさとは何か、こ

の間いが日本のあちこちで語られるようにな

りました。真の豊かさは物や金ではない。潤

いのある住環境だ。多様な価値観が認められ



る社会だ。選択肢の豊富さだ。個性的な余暇

だ。友情だ。自己決定が尊重されることだ。

そう人々は言うようになりました。ただ、無

意識のうちに、五体満足で健康な自分自身を

念頭に置いて、真の豊かさが語られているの

です。それだけでは、ただの豊かさにすぎな

いと私は思います。老いた人も障害をもった

人も、同じように潤いのある住環境を持つこ

とができ、多様な価値観や豊富な選択肢を保

障され、個性的な余暇や友情や恋愛を味うこ

とができ、自己決定が尊重される、それもご

くさりげなく、当たり前にできる、そういう

社会ができてこそ、真の豊かな社会なのでは

ないでしょうか」と。それと同じ考え方が、

この中間報告の、しかも冒頭に書いてあった

ので、 「まあ、 5年前に比べると、厚生省も

変わった」と思ったわけです。

中間報告への注文

中間報告を取り上げた社説で、 3つほど注

文をしました。

1つは、これから12月に向けて作られるも

のは、国際的な水準にかなうものであってほ

しし1。
2つ目は障害の種別を超えたいろいろな試

みが、例えば自立生活センターや横浜市、大

阪府をはじめいろいろな所でされているから、

それを参考にしてほしい。

3つ目は当事者の参画。アメリカやヨーロ

ッパで・は障害をもっ人たちが行政官として入

っています。日本では行政官の中にいないの

だから、よその国以上に当事者の参加ではな

く参画を、と書きました。この国際的な水準

の達成について、今日ここにおられる方は、

もっといろいろな提言をしてほしいなと思う

のです。広田さんは2度も外国にし、らっしゃ

ったし、尾上さんも始終いらっしゃっていま

すが、それはやはりー握りの方たちです。国

際的な水準から見て日本がどのように遅れて

いるかというのは、今日ここにいらっしゃる
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皆さんたちがし、ろいろな国に行って、もう分

かっていらっしゃることについて、それをも

っともっと広報、宣伝をしていただきたいわ

けです。

今年はカナダに行って来ました。カナダに

は日本の精神病院を訪ねたことがある精神病

の当事者の方たちがおられます。彼らにとっ

てもう本当に驚くべき体験だったそうです。

訪ねた病院は、そういう人を受け入れるくら

いですから、非常に進歩的な精神病院だった

のですが、そこの雑居の所を見て、カナダの

当事者はみんな口がきけなくなって、その後、

ちょっと調子が悪くなってしまって、カナダ

に帰ってからも、あの日本の精神病院を思う

と精神状態が不安定になるとし、う、それが日

本の進歩的な精神科医が長になっている精神

病院のありさまです。カナダの人たちが日本

で泣き出しそうになったのを見て、日本の当

事者の人たちは、 「ああ、日本はそれほどひ

どかったのかJと、がっくりされたというこ

とです。この違いを、皆様はもっといろいろ

な人に教えていただきたいなと思います。

障害の種別を超えるということでも、皆様

の発言が重要です。専門家も当事者も、障害

というと自分の障害、自分が支援している障

害のことに、つい頭がいってしまいますが、

そのお隣、その隣、その隣ということを常に

気をつけて、自分のことを訴えるときには、

ついでにといっては何ですが、ほかの障害も

一緒に抱き合わせにして世の中に言ってし、か

ないと、この中間報告もまともな最終報告に

ならないのではなし、かと心配をしております。

中間報告をいい最終報告にするために

介護保険まで話していると時聞がなくなっ

てしまうのでそれは後にして、中間報告をい

い最終報告にするためには、調さんがあちこ

ちの政党へ行って言っておられるのを、皆様

でもっと助ける、目に見える運動をしないと

いけないのではないかと思います。例えば薬



害でエイズになられた方たちの支援者が、黄

いハンカチを振って厚生省を取り囲みました。

あれですべてが解決しているわけではないで

すが、少なくともいろいろな人たちが関心を

持ちました。でもあれは最初は非常に小さな、

私の所に相談に見えたときには、学生さんが

5人で一生懸命やっているけれども、 30人集

まるかどうか心配だ。わずか30人しか集まら

ないで厚生省の前で抗議したら、かえって馬

鹿にされてしまうから、どうしましょうとい

うようなお話で見えました。結局何千人もが

集まり、その映像が繰り返し放映され、世間

の関心が集まるようになりました。障害者プ

ランでは、厚生省を包囲するよりも、大蔵省

を包囲したほうが、少しオリジナリティがあ

るかなと思うのです。

一昨日会ったドイツの施設長さんから、こ

んな話を聞きました。彼女たちは 4年前にボ

ンで、お年寄りが使うベッドの上に縛られた

老人の大きなパネルを乗せて、それをガラガ

ラ町の中を引っ張って、 I~ 、まのように少な

い人手だと、あなたたちはゆくゆくこうやっ

て縛られるようになりますよ」というデモを

やったそうです。これも大変絵になったそう

で、大変効果があって人手が増えたというよ

うなこともおっしゃっておりました。 ADA

を作った今文部省局長のジュディ・ヒューマ

ンさんも 4度だか5度だか逮捕されたという

ことですから、この中から逮捕者が出るくら

い過激にやらないと、実のある最終報告にな

らないのではなし、かと思っております。

専門職の量的不足が質の低下をもたらす

小川 かつてリハビリテーションに従事する

者は、障害をもっている人の代弁者という意

識を結構持っていたと，思うのです。ですから

国に対してさまざまな要求をするということ

も、自分たちの問題ではなく、自分たちがサ

ービスを提供しようとしているその人たちの

ためなのだというようなことで、割合と頑張
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ったのですが、時代は変わって、いま主役は

障害をもっている人たちだと。障害をもって

いる人たちから見れば、リハビリテーション

に従事している人は、必ずしも自分らの味方

ではないと、尾上さんも言ったように、 「さ

んざっぱらやってもらったけど、あまり役に

は立たなかった」というようなご意見もある

わけです。

そうしますと、どうもリハビリテーション

に従事している者は、自分らは先頭になかな

か立てなくて、やはり先頭に立つのは障害を

もっている人たちだと考えるようになります。

今日ここに参加している皆さんは、障害をも

っている人たちに対して、窓口で、あるいは

施設で直接仕事をしているので、個々の対象

に応じるのが精一杯で全体の流れというもの

が見えなくなる、関心はあるが暇がないとい

うのが実態だと思うのです。けれども、私ど

も従事者がきちんとした仕事をするためには

与えられている条件について考えなければな

りません。大熊さんも書かれているのですが、

日本の専門職の技術、知識のレベルはどうな

のか。量的な不足が質の低下をもたらしてい

る面もあるのではないか。このあたりは私も

全く同感で、特に対人サービスの場合は、や

はりある程度の絶対量がないと、いくら l人

ひとりが質が高くても、 1人ではできないと

いう仕事があるわけです。

そのために、大熊さんとしては「優しさ、

思いやりが押しつぶされる勤務体制にあるの

ではないか」と大変同情的に見てくださって

いるのですが、尾上さんもそういう意味では

サービスの絶対量、質の不足というものを指

摘されておられたわけです。

ひとわたりお話をいただいたのですが、あ

れだけではどうも意を尽くせない。ほかの人

の話を聞いていて、やはりちょっと気になる

というようなことが当然あると思いますので、

振り出しに戻って調さんいかがですか。



我々が転換期をつくる

調転換期というのは我々が転換期を作ると

いう姿勢が必要なのだということです。それ

がlつです。これはどうしても考えなければ

ならない。障害者の範囲が狭い。依然として

制限列挙です。基本法の定義は誤りであると

いうこと、これはやはりどこかで直してもら

わなければいけないです。自閉症の人は、愛

の手帳ももらえない人がたくさんいます。こ

の前、障害福祉課長に会ったとき、 「ちゃん

と対応すると言ったでしょうJ iいや、対応

できないJ iそんなら話が違うではないか」

という話になりました。障害福祉課が対応で

きると言ったので我々は納得したのに、この

ような具合です。日本の障害者は441万人で3.

6%、アメリカは4.300万で約20%、スウェー

デンは15%、ヨーロッパが6%から10%と、

日本は本当に障害者は少ないのか。このこと

は昨日のトピックで頭部外傷になった方の事

例がありました。 18歳過ぎて知的障害になっ

ても、精神薄弱者福祉法の適応は受けられな

い。障害の状態にあっても、対象にならない

という話はとんでもない。日本の障害者の決

め方を、根本的に見直す必要があるというこ

とです。ここのところを抑えておかないと、

どんなにいい制度ができても、その制度から

外されている障害者が、外にたくさんできる

ということになる、ということを念頭に置い

ておかなければいけないなと思います。これ

は誤りであるということを、きちんと言い続

けていく必要があります。

それから今日、午前中のプログラムのシン

ポジストの広田さんが言いましたが、障害者

という人聞はいない。精神障害者という人間

もいない。知的障害者という人間もいない。

Aさんがあり、 Bさんがおり、 Cさんがし、る。

そのとおりなのです。私なども授産施設など

という名前はやめよう、今度は社会就労セン

ターということでやろうということになりま

した。まだ国は法律を変えてくれませんが、

みんな一緒にやって何の問題もないのです。

精神障害、知的障害、身体障害を全部含める

施設を新しく作って実際に始めました。多少

の問題はあります。ありますがそれは整理が

ついていくのです。別々に施設を作る必要は

ないのです。タテ割りでやったものだから、

マンパワーが非常に問題になった。私は身体

障害者のことは分かるけれども、ほかの障害

のことは分からない。知的障害者のことは分

かるが、ほかは分からない。これはおかしい。

障害者のことはすべて、知的障害者も精神障

害者も身体障害者も分からなければおかしい。

しかも基本的にはAさんであり Bさんなので

す。 l人ひとりみんな違う。同じ精神障害で

も広田さんと、うちにいる 1人ひとりのいろ

いろな人は全く違う。みんな l人ひとりが違

うことと同じようなものです。ただ、ハンデ

ィキャップの違いが多少ある、程度の差があ

るというだけのことです。そこのところをし

っかり考えて、要するに障害の種別を超える

という意味は、そういう障害の種別オンリー

の措置施設を作るということも含めて、マン

パワーの問題にも深くかかわっているという

ことなのだと思います。

それからもう 1つは、特に法務省にいま問

題提起をしているのですが、扶養義務の範囲

の問題です。精神障害者の場合は保護者と表

現は変わりましたが、実際は保護義務です。

これは民法の扶養義務の範囲が2親等まで、

裁判所の判断によっては3親等までとなって

いることからくるのです。これは近代社会の

家族制度ではないのです。日本はもう核家族

化して直系制家族は崩壊しているのです。そ

して夫婦制家族なのです。ここのところを直

させないと、高齢者の介護の問題にしても、

障害者の自立の問題にしても、親からの独立

ということを前提に考えていった場合の、非

常に重要な問題なのです。

それから精神障害というだけで離婚理由に
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なるとか、あるいは禁治産者、準禁治産者に

すぐしてしまうのではなく、 「後見人」とい

う言葉はよくないという言葉の問題がありま

すが、要するに後見人制度の問題について本

格的にやはり取り組んでいくということは非

常に重要です。これは我々も法務省にすでに

要望を出して、日本障害者協議会ではプロジ

ェクトを作って、法律の専門家を入れて、作

業の検討を始めましたが、絶対にこれはやら

なければいけない。そうしないと自立につな

がらない。いつも家族依存です。 60歳の障害

者を80歳の親が面倒を見なければならないと

いう状態が、改善されないのです。このへん

の問題について、積極的に対応してし、かなけ

ればならない。

私は法制審議会の委員会やらいろいろな所

を回って、とにかく食いついていく。嫁男の

問題だってトラブルが起こっているのです。

夫婦制社会なのだから。障害をもたない人た

ちは、成人したら独立しているのです。親も

子離れをしていくのに、障害者の場合にはそ

れができないようないろいろな不利な法制に

やはりぶつかるのです。この問題があります

が、この時期に特に問題意識にしておいてい

ただきたい。そして、障害の状態にありなが

ら障害者福祉法の対象外となることから救う

という問題は、基本法だけの問題ではありま

せん。障害者総合福祉法といったことを、ど

こで日程に乗せるかが問題です。今度3つが

一緒になりますが、ここで障害者総合福祉法

に向けて、どう取り組むかということが、障

害の状態でありながら、障害者福祉の対象か

ら外すということを起こさない最善の方法で

あると私どもは考えておりまして、いま日本

障害者協議会の下で、総合福祉法のプロジェ

クトを動かしているところです。

小川 高松さん、いま調さんが先ほど高松さ

んのおっしゃった親業定年65歳というのと関

係のある介護の問題をお話になりましたが、

そのあたりを含めて、そのほかどうぞ補足が
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ありましたらお話をお願いしたいと思います。

生き方を選べる環境づくり

高松 親と子が一緒に暮らして悪L、かという

と、悪いことはないと思うのです。だって普

通の人もそういう生活をしている人がし、ます。

ですから障害をもった人が、親と一緒に暮ら

しているということは、何も悪いことではな

いのです。我々が問題にしたいと思っている

ことは、 l人で生きていきたいという子供は、

いつかは親の家から出ていくというのは普通

の姿であって、その普通の姿を、障害をもつ

がゆえに実現できないという、その状況をい

かに変えるかということなのです。ですから、

すべての親と子が別れろと、そういうものを

いまここで言う必要は何もないのです。です

けど、 l人で暮らしたいという子が、障害が

重いがゆえにそれが実現できない。あるいは

それを心配して親が引き止める。私はよく言

われます。 I私が引き止めるのは、子離れで

きないつまらない親と先生は思うかもしれな

いが、親離れしろ、子離れしろと言って、こ

の子はどこへ行ったらいいのですかJと言い

ます。だって行く所はないことはない。ちょ

っと離れるが居住の施設がある。ありますけ

れども、この町で暮らしたいという願L、があ

る。ボランティアの十分なサポートを得て 1

人で-アパート暮らしをしている人もいます。

グループホームを作り始めている人々もいる

が、普遍的にそういう姿が実現できるように、

実は I人ひとりの家庭を、し、かに私たちがサ

ポー卜していくかということが、結局は私た

ちのいまの課題なのです。

私は65歳ですからよく分かりますが、いつ

までも子供の面倒をみなくてはならないとい

うのは、ある意味での諦めでもあり、ある意

味では喜びでもあるが、やはり辛いものでし

ょう。実際、私の家庭では子供たちは離れて

しまって、もとの 2人だけの夫婦に戻ってし

まって 2人で暮らしてます。そういうのが普



通の生活です。それができない状況、子供に

とっては l人になって出ていきたいけれども、

出ていけないという状況、親にとっても夫婦

だけで-ゆっくりした老後を暮らしたいと思っ

ても、それが許してもらえない状況、こうい

う状況をどう解決するかということだと思う

のです。ですから親も子も一緒に暮らしたい

と思うのならば、当然ながらそこに介護力が

入ってきたら、それでいいではないですか。

とにかくいまの状況はせつな過ぎるのです。

80歳になっても、 85歳になっても、やがて50

歳になる子供を一生懸命、もうこうなったら

意地になっているというか、本当に親と子が

共棲しているというか、本当に一体化してい

るという状況で、いまさら離れることはでき

ないという状況に追い込まれている。そうい

う状態ができてしまっている方々には、心か

らお詫びしなければならないし、いまから親

と子がそういう方向に追い込まれていくこと

がないようにと思っているのです。

障害者の介護の問題は我々が提案すればよい

小川 そうすると、いま高齢者の介護保険の

問題に絡んで、障害をもっている人たちの介

護を一体どういう形で、やっていくのかという

ことが話題になっていますが、先生の考え方

だと、具体的にどんな方法にしていけばよい

と思われますか。調さんは現在の扶養義務制

度それ自体を根本的に変えてし、かなければと

も言っておられますが。

高松 財源がどうであろうと、高齢者の介護

が実現したならばこうしようという必要はな

いと思うのです。障害者の介護の問題は、我

々が提案していったらいい。高齢者の介護が

実現するから、障害者のほうもやってくれと

いうのではなくて、それはそれ、これはこれ

ではないでしょうか。ですから、実は私は介

護というのは一元的に考えていただきたいと

思し、ました。現実にどうなっていくか分から

ないのですが、市町村の窓口のところから、
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介護のサービスを実践していくところにおい

て、どうしたら混乱が起こらなくて、シンプ

ルファイズされていくかと思っているのです。

私はやはり一元化したほうが、基本的にはい

いと思っていますが、いろいろな人のお話を

聞くと、老人の介護といまからの人生を持っ

ている人の介護とは、ニュアンスが違うとい

う意見もある。そうかなあと思ったり、それ

なら付加的に何かをつければいいのではない

か、という意見も分かります。しっかりした

形で、我々の世界における介護が実現するな

らば、財源が税金であろうとも保険であろう

ともどちらでもいいのです。しかし実際のと

ころ、では障害者に関する介護の問題を、い

つ、どこで、誰がどのようにディスカッショ

ンし、煮詰めてきたかということがあるのか。

ですから我々のプログラムとして、障害者介

護のテーマを lつのプログラムとして提出す

ることができるのか、したいものだとも思い

ます。

少なくとも私はまだそういう仕事には全く

参画していません。

小川 尾上さんそういう情報についてはどう

ですか。

「介護」に対するとらえ方の違い

尾上私は大阪に住んでいるのでそんなに情

報があるわけではないのですが。ただ、実際

にいま介護保険で選択性、あるいは権利性と

いうことが言われているのですが、では障害

者の場合はどうなるのかと思うわけです。障

害者はいまのままでいいのかということなの

です。同時に先ほどの高齢と障害の当事者の

間では、そんなに大きな違いはないと思うの

ですが、日本のタテ割り行政ということを前

提にすると、かなり発想が違うのかなという

感じがするわけです。というのは、私が住ん

でいる大阪市を例にとりますと、ホームへル

パー制度は、高齢者福祉課が主導権を持って

いて、それで一緒に65歳以下の障害者にも派



遣されるわけです。私たちの要望などを含め

て話をしていても、どうも何を言っているの

か話が理解されない。私たちの提案の仕方も

まずいのかもしれませんが。どうやら高齢者

福祉でいう介護は、 1つは「家族介護力」と

いうか、それが前提になっているようです。

つまり基本はあくまでも家族が介護するので

すよ、でも家族だけでやっていたら大変だし、

倒れて共倒れになったら施設の数も足りない

しということで、いわば家族介護力を長持ち

させる、維持させるために介護をつけるのだ

という発想が、全部が全部でないにしても、

見え隠れしてしまう、これがまず lつです。

ですから、当事者本人の自立支援なのか、家

族の介護力を前提にして、それを支えるとい

うことなのかということの違いがまず lつ、

そこらへんの議論をきちんとしておかないと

いけないなと思います。

高松 独居老人だって多いではないですか。

尾上 でも大体要介護状態で、いわば日本の

場合、いわゆる寝かせっきり状態、要介護状

態になって、独居の場合だったら、もう施設

に行くのが当たり前というのが、高齢福祉の

ニュアンスではないかと思います。

高松 大熊さんそうなのでしょうか。

家族の介護力に頼る時代よさようなら

大熊 いえ、変わりつつあります。大阪って

進んでいるのかなと思っていたので、すが、案

外遅れているのかな。例えば東京の足立区の

柳原地区ですと、独居の要介護のお年寄りの

ところに夜中にヘルパーさんと看護婦さんが

組になってやって来て、自宅で暮らせるよう

に支えるということをやっています。それを

やっているペルパーさんや看護婦さんは、独

居の方のほうがかえってやりやすい。なまじ

お嫁さんなどがいると、そのお嫁さんがし、ろ

いろと邪魔をするとか、気がねしなければな

らないということです。日本の厚生省ですら、

老人保健福祉計画のマニュアルを作ったとき
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に、 「家庭の介護力に過大な期待をかけない

ように、留意されたい」そういうことはして

はいけませんというのを、出したくらいです

から、本当は日本もそっちに向かつて変わら

なければいけないのではなし、かと思います。

高松先生が要介護の身になったときと、尾

上さんがまだ若くて、障害をもっていらっし

ゃるときと、さほど違わないような気がする

のです。障害をもっている人は障害をもって

いる人で、年齢で区切るべきではないと私は

思っていますし、 「家族の介護力に頼る時代

よさようなら」としなければいけないと思っ

ています。社会保障制度審議会のほうは、こ

れからゆくゆく福祉は個人単位にしてし、かな

ければいけないという方向を建議しているよ

うに記憶しています。

小川 何か介護にこだわっているようですが、

障害をもっている人たちへの地域で-のサービ

スというものが、施設サービスに代わってて

強調される。これは当然介護というものが充

実してこないと、そんなものは地域で実現し

ないわけです。ですから、 65歳以上で介護を

必要とする人たちの問題以上に、それこそ生

まれたときから、ずっと介護を要する子供、

少年、青年、そして壮年と、このあたりをず

っと抱えていかなければならない家族介護と

し、う問題のほうが、よほど深刻ではなし、かと

思うのです。長さも長いですし…。

尾上さんにお聞きしますが、いま格別24時
間介護してもらわなければ困るというような

ことではないですね。親との関係、一時期尾

上さんのグループなども、親との関係は非常

に険悪な状態になったことがありましたね。

ですから、いわゆる介護をしてもらわざるを

得ないほど、障害の重い人にとっての親の介

護、他人介護というようなことについて、も

う少し当事者からのご意見がありましたら伺

いたいと思います。

当事者支援、本人支援のための介護



尾上実は私は大阪の「青い芝の会」という

団体もやっているのです。いまから20年ぐら

い前、障害者がそれこそアパートを借りて自

立生活をしようとしたときに、真っ先に反対

されるのが、施設にいる人だったら、その施・

設のいわゆる専門家、そして在宅の人でした

ら親だったわけです。

私たちの中では「親は敵である」という言

い方まで含めてあったわけです。つまり、い

まから翻って考えれば、親や専門家と言われ

ている人たちぐらいしか、障害者と接してい

なかった、そういう社会状況の反映だったの

かなと思ったりもするわけなのです。ただ、

いわゆる親離れ、子離れの問題、あるいは先

ほどの当事者支援、本人支援なのかどうかが、

すごく大切なのではないかということを最近

改めて思いました。私どものセンターはグル

ープホームなどもやっているわけなのですが、

それでいろいろな親御さんの会に呼ばれてグ

ループホームのノウハウなども含めて講演を

したりするのです。そのときに、 「親なき後

のグループホーム」といったスローガンがあ

ります。いや、これは違うと、別に頭ごなし

には言いませんが、親が元気なうちから自立

をするのですと話します。それこそ親が例え

ば65、10になるということは、障害者本人に

とってみれば30、40になっているということ

です。これは別に障害者、健常者を問わずだ

と思うのですが、それまでいわば自分のこと

を何一つ決める機会を与えられなくて、それ

で、じゃあいまから、親が倒れたから自立を

しましょうということは、絶対に無理とは言

わないですし、あるいはいまからでも遅くは

ないとも思いますが、大変です。若いときか

ら自立するほうが、よほど楽だと思うわけで

す。それが先ほど障害者の場合、より当事者

支援、本人支援であるということが、いまの

日本の社会状況の中では強調しなければいけ

ないのかなと思うことです。

総括シンポジウム -166 

当事者参加一大阪市の場合一

介護の問題から離れてもう 2点ほどお話し

たいと思います。先ほどから当事者参加とい

うことを私は何度も言っているわけですが、

実は大阪市には、その新長期計画の進捗、運

用を司るものとして、障害者施策推進協議会

というところがあるわけです。そこにはそれ

こそ大阪市の局長も含めて、いろいろな偉い

人たちがたくさんいるわけですが、その中に

当事者委員が5名いるわけです。視覚、聴覚、

肢体はもちろん、さらに精神と知的に関して

は家族ではなくて本人が入るようになりまし

た。もちろん家族の意見など聞く必要はない

というわけではありません。いままで知的障

害や精神障害の人たちの意見というのは、家

族が代弁するという形できました。まだ 1回

しかやっていないからこれからだと，思うので

すが、それこそ局長クラスの人たちの中で、

例えば知的障害の人が発言するためには、フ

ァシリテーターというか、それこそ行政用語

など分かりにくい言葉だらけですから、分か

りやすく説明をする、そういうアド、パイザ一、

ファシリテーター的な役割の人がきちんとつ

いて、発言をする。あるいは精神障害者の人

も当事者として提起してし、く。そういう知的

障害、精神障害の人たちも、当事者として施

策推進協議会に参加できていることを報告し

ておきたいと思います。先ほど大阪市の悪い

ことばかり言っていましたが、大阪市は一方

で・やっていることはやっているのですよとい

うことを、ちょっと言っておかないといけな

いかなと、そうしないと大阪に帰れなくなる

かなと思いますので(笑)お話しました。

資格制限の問題は人権の問題

もう 1点、先ほどの資格制限の問題を調さ

んが言われましたが、実は私の連合いは聴覚

障害なのですが、 12月9日にある集会の人権

分科会で、欠格条項を調べようということで、



パソコンに向かつて、ここ 1、2週間ぐらい

徹夜で打ち込んでいるのです。ちょっと正確

な数は忘れましたが、禁治産者、準禁治産者

を入れると 300件ぐらいあるのです。中には

それこそ笑い話のようなものもあります。例

えば、馬主というか、馬のオーナーにもなれ

ない。私たちは 2人とも猫が好きなのですが、

猫のオーナーにはなれるのかなという笑い話

もしているのですが、本当に何でこんなもの

までに資格制限があるのというくらいある。

これがL、まの日本の現状です。これは12月9

日の人権分科会で資料として出すわけです。

今回バリアフリーというのがずっと言われて

いるのですが、どうもかつて国の新長期計画

を作るときには、バリアフリーというのは物

理的なものだけではなくて、制度的な壁とか、

文化、情報面の壁も取るのだといっていたの

が、またバリアフリーというのは福祉のまち

づくり、建物だけのような形に戻ってしまっ

ている気がします。そういう意味で、改めて

もう一度、資格制限、欠格条項の問題を人権

の問題としてとらえ直していかなければいけ

ないかなと，思っています。

小川 ありがとうございました。それでは大

熊さんどうぞ。

介護保険は税金でやった方がいい

大熊 先ほど言い残したのは介護保険のこと

ですが、私自身はこういう生活支援のサービ

スは、本来税金でやったほうがいいと思って

います。理由は公平であるということです。

保険だと保険を払えない人はどうするかとか、

そういう問題が出てきますからo それからそ

のほうが安いです。例えば、この間デンマー

ク人とオランダ人とドイツ人のシンポジウム

があって、そのときデンマーク人が、 「皆さ

んが思っているほど、我々はお金を使ってい

るんじゃないですよ」と言ったので、ぜひそ

の数字を知らせてくれと言いまして、この間

返事がきました。それによると、 GDPに占

める社会保障費の割合はデンマークが16%で、

オランダとドイツが19%です。家族が介護し

たりなどしなくても、 24時間巡回型ホームヘ

ルプのおかげで安心して自宅で暮らせるデン

マークのほうが、医療費も安くてすむ、そし

て全体としてもオランダ、ドイツより安いと

いうことが分かりました。なぜかというと、

それは税金で‘全部を一体的にやっていますか

ら、税金のっけを保険に回して、あとは知ら

んぷりみたいな、日本のような状態になって

いないからだろうと思います。

というわけで、本来は税金論者なのですが、

この日本ではちょっと見回しても、どこの政

党も増税を提案しそうもありません。自民党

も新進党も言わない、共産党は所得税はいい

と言うのですが、消費税は駄目というわけで、

どうも増税は駄目らしし、。そして、建設省や

ら運輸省やら農林省には要らない港湾や農道

のためのお金がたくさん税金から分配されて

いるけれども、あれを吐き出させる甲斐性も

どうも厚生省にはないらしい〈笑)というの

で、泣く泣く公的介護保険も仕方がなし、かな

という心境にいまあるわけなのです。まだ社

説にはそこまではっきり書いていませんが。

そうなると、障害をもっている人はどうす

るか。私は本来は高齢者と障害者を分けるべ

きではないと思います。 I知的障害」という

言葉を社説で使い始めたのも、いわゆる痴呆

のお年寄りというのは、高齢の知的障害者で

ある、寝たきり老人といわれている人は高齢

の身体障害者であるということで、つながり

をつけたいという意味で、 「障害Jという言

葉はあまり好きではないのですが、使い始め

ているわけです。介助が必要だという意味で

は共通なのだから、一緒の基盤のほうがし、い

のではなし、かと思っているのです。

厚生省のお役人が必ず言う、 「税金の措置

と違って、権利性と選択性がございますから、

この公的介護保険はとてもいいものです」と

いうのに私は腹を立てました。そこで、中央
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社会福祉審議会の前半で公的介護保険、後半

で例の中間報告が一緒に報告されたときに、

こう尋ねました。 i前半では保険にすれば、

権利性と選択性がでてくるとおっしゃったけ

れども、そうなると、税金で介助を提供する

障害者のほうは、権利性もなければ選択性も

ないことですか」と。両方ともすごく困って

しまって答えがなくて、後で「ああいうきつ

いことを聞かれて困りました」、といった具

合で、矛盾していることは厚生省の人も、ど

うも分かつているようなのです。

ただ、もう 1つ、判断を迷っていることが

あります。障害分野も保険にしてしまうと、

いま障害福祉で・使っている税金まで大蔵省に

取り上げられてしまうと、元も子もないとい

うことがあるのです。保険、税金、どちらの

ほうが本当にお金がたくさんつくか、要はお

金がくればいいわけですが、それをもう少し

現場の皆さんからよく伺ってから、きちんと

書こうかなと，思っています。いまの年寄りは、

ものを言えない、言わないように育てられて

いますから、お年寄りだけを対象にした介護

保険だとレベルがすごく低くなってしまう恐

れがあります。そこに広田さんやら尾上さん

がガアガア言えば、水準が上がるのではない

かなという期待もあるわけですが、逆にその

ことを厚生省は察知して入れないのかなと邪

推をしたりしている次第です。

障害者計画を市町村単位で行う効果

それから先ほど尾上さんが市町村に下りて

くることのマイナス面を言われたのですが、

私はやりようによっては、市町村に下りたこ

とをうまく利用して、 l点豪華、 2点豪華で

いくつかの町を立派に育て、それを比較して

世の中に発表していくということによって、

低い所を高い所に引き上げるという戦略はど

うだろうかという気がします。例えばこの会

場には磁気ループが引き回しであるのかどう

かちょっと確かめていないのですが、東京な
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どでは磁気ループがある会場は、めったにあ

りません。徳島県にはいろいろな会場に磁気、

電気のコードのようなものが引き回しである

か、埋め込んであって、アンプがありますの

で、こうやってしゃべると、補聴器にきれい

な音が直に入るという仕掛けがあります。そ

れがなぜ徳島にあるかというと、そこにとて

も活動的な難聴の方がおられるからできた。

その徳島があるから、四国の隣の町などは具

合が悪くなって、まねるようになりました。

もう少し経っと、それが全国に広がっていく

ということになるかもしれません。尾上さん

が活躍するから、東京に比べれば大阪の公共

輸送機関はよくなっていまして、私が東京の

審議会などで、 「大阪に比べると東京はだい

ぶひどいですよ」と言うと、担当者は非常に

誇りを傷つけられたような感じをもつようで

す。

先ほど『本当の長寿社会を求めて』という

2冊目の本を紹介してくださったのですが、

あるフォーラムをまとめたもので、それには

「市町村からの新しい波」という題名をつけ

ました。これはデンマークの高齢者福祉を世

界ーのレベルに押し上げたアンデルセンさん

としづ教授で元大臣の人が、 「これは市町村

同士が競争したから、デンマークとスウェー

デンが競争したからなったのだ」という話を

聞きまして、格差ができるということはいい

ことなのだと発想を変えました。ただ、格差

があるとしつこく何度も何度も言うことによ

って、下のほうのレベルの町長さんや村長さ

んや市長さんが落選するように持ってL、かな

ければ、このことは解決しないだろうと思い

ます。

いま牛久という町が、障害福祉でいい動き

をしているのです。それはいろいろな障害の

団体が一緒になっていることと、その中心人

物の事務局長の女性が4人の子育てをして、

英語塾の先生をしていたので、すごく褒める

のが上手なのが特徴です。お役人がちょっと



こっちを向いてくれたら、ものすごく感謝を

する。町長さんが仮に講演会を聞きに来たら、

それを褒めまくるとかというようなことをし

て福祉水準を上げています。そんなことから、

これは国単位でやるよりは、市町村単位でや

ったほうが効果があるかなと，思っています。

小川 いろいろなヒントを伺って国体を連想

しました。国体の主催県がずっと優勝すると

いう自治体の競争意識が福祉施策にも生かさ

れるとすばらしいですね。リハビリテーショ

ン研究大会を聞いたその県は、がぜんリハビ

リテーションが充実してくるというようなこ

とになるといいと思うのですが。

調さん補足がありましたらどうぞ。

子どもが成人したら互いの扶養義務を免除す

る

調補足ではなくて高松先生、私は扶養義務

の範囲について、要するに子供が親の扶養義

務を持たない、子供が成人になったら、独立

した存在として認める、親が扶養する義務が

免除される、その代わり親権もなくなるとい

う、この関係が大事だと思うのです。

子供は結婚して、また次の世代を育てる。

そして夫婦はお互いに扶養義務を持って、自

分たちの老後の準備をし生きていくという、

こういうサイクルがいま近代社会のサイクル

です。そういう前提で親子が同居したりする

のは、これは別に、むしろ家族機能を大事に

するということは非常にいいことだけれども、

そこだけはきちんと整理をしたほうがいい。

そうしないと、ハンディキャップをもった者

が、いろいろな法律で不利な影響を受けると

いう現況があるのです。そういうことを問題

にしているのでして、むしろ自然な関係で親

子、兄弟というのは逆にうまくいくと、私は

思うのです。

それから、介護の問題については私は最初

に申し上げていたから、改めて介護の問題に

ついて申し上げることはありません。
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伊藤 ご協力いただきましてありがとうござ

し、ました。

それでは、 10分間ほどここで休憩を取らせ

ていただきまして、その聞にフロアの皆様、

各シンポジストの方々にご質問やご意見があ

れば、ご用意いただきたいと思います。

[質疑応答]

伊藤 それではこれからの時間、フロアの皆

様とディスカッションをしたいと思います。

質問というよりは、ご意見、あるいは主張を

ぜひしていただきたいと思います。ご所属と

お名前を言って、どなたとディスカッション

したいのかご指名いただいて、ぜひご意見を

いただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

介護保険の財源とマンパワー

太田(千葉県第一更生園〉 介護保険の財源

について、大熊さんと高松先生にご意見を伺

いたいのです。昨年の秋ごろ、千葉県庁に所

属する医師の県庁医師会というのがありまし

た。そのときに厚生省のある局長が来て、私

どもの先輩でもありましたから、わりと気楽

に話されたのだと，思うのですが、いま厚生省

が抱えているいくつかの話をされたところで

介護保険の話が出ました。

そのときに、介護保険を導入するにあたっ

て、医療法人、社会福祉法人とL、う形態があ

るけれども、仮にこれが社会福祉法人に介護

保険を入れてくると、違う形態の法人にしな

ければいけないのではなし、かという内部での

議論があるということを話されたのです。私

は、そのときも質問をしたので・すが、あまり

ディスカッションする機会がなくて、その後、

同じ県庁に所属しています衛生部のある課長、

厚生省から出向していますが、彼もドクター

ですので、いろいろ話を聞いたのですが、介

護保険を導入するにあたってのモデルは医療



保険であったと彼は言うわけです。厚生省全

体がそう思っていたかどうか分かりませんが、

彼の認識はそうでした。日本で医療保険が急

速に広まっていった。それを見ると、介護保

険も急速に広まるであろうと言っていたわけ

ですが、私はそれを聞いていて、疑問に思っ

たことが2つあります。 1つは医療保険とい

うのはあくまでも利潤追求型だと私は思って

います。ですから税金の対象になるわけです

が、介護保険という形でやりますと、やはり

利潤追求型にならざるを得ないと，思っていま

す。そうすると、本当の意味でのいいサービ

スが得られるだろうか。医療保険が始まって、

医療法人、あるいはクリニックが全国津々浦

々、無医村はないわけではなかったのでしょ

うが広まっていったけれども、そこにいろい

ろな問題が起こってきたはずです。

もう 1つは日本はキュアの面では例えばC

TとかMRAとか、高度な機械はかなり先進

国並みにあるいは先進国並み以上に広まった

のですが、肝心のケアの部分は随分医療の中

で見落とされた。そのことが、また介護保険

できちんとできるだろうかということです。

1つは先ほど言いましたように利潤追求型に

どうしでもなるのではなかろうかということ

と、もう 1つはマンパワーの確保はどうされ

るのだろうか。やはり介護というのはマンパ

ワーですが、日本の場合は少子・高齢社会が

どんどん進む。そうするとどうなるのだろう

か。例えば医療保険が入ったときに、これは

最近ではそういう病院はなし、かもしれません

が、私が知っている病院では、国際協力の下

に、ネパールかどこかの女性を何人か連れて

来まして、見習看護婦にして、准看護婦にし

て、看護婦にしていくとしづ養成過程も、か

つてはあったわけで-すから、そういうマンパ

ワーの確保についてもどうなのだろうか。私

はやはり財源の問題はどうでもいいというの

ではなくて、やはり将来の質を確保するのな

ら、ここは特に中央社会福祉審議会の委員で
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ある大熊さんにも頑張っていただL、て、やは

り財源の面でも質を追求するようなものを考

えていただきたい。この件について高松先生

にもぜひご意見を伺いたい。以上です。

伊藤 まとめませんけれども、よろしいでし

ょうか、それでは大熊さんのほうからお願い

します。

先ずは財源の確保から

大熊 まずマンパワーのほうですが、これは

少子・高齢化といっても、それほど心配する

ことはないと私は思っています。例えばホー

ムへルパーさんは10年前にもっと増やさなけ

ればと書いたときは、デンマークの20分の l

でしたが、その後ゴールドプランができて10

万人計画、新ゴールドプランで17万人計画に

なり、いま新々ゴールドプランというのを言

っている人たちがいて、それは30万人と言っ

ております。ここまでくると、デンマークの

ほぼ半分ですから、 50万人ぐらいのへルパー

さんがし、れば、デンマークのように自宅で暮

らしたり、高松先生は自宅で介護を受けなが

ら暮らせるということになると思います。そ

して、その50万人というのをほかの数字と比

べてみるとJ、ま専業主婦の女性は1.200万人

おりますし、おまわりさんは50万人ぐらいい

るし、学校の先生は75万人ぐらL市、るわけで、

5 -60万人のへルパーさんというのは、そん

なに恐ろしい数ではないのであって、確保し

ようと思えば、いくらでもできる。むしろ高

松先生たちが一生懸命養成していらっしゃる

人たちが、就職先がなくて困っているという

ような状況があります。なぜ就職先がなし、か

というと、市町村にお金がなし、からというこ

とですから、やはり財源を何とか確保しなけ

ればいけないだろうと思います。その場合、

外人労働者を使おうというのは、特に介護の

ような深く文化に根ざした分野では、とんで

もないことではなし、かと思っています。



質を高くするために

それからいま介護保険のことについて、医

療関係者、病院関係者はものすごい関心を持

っておりますが、その関心の持ち方は、この

財源がきたら、これでどうやって自分たちが

得しょうかという話です。いま特別養護老人

ホームは 1人当たりの床面積が8.数m2が、

この聞の基準改正で10rrfにまでなりました。

病院は 4.3ばという所に、いまギューギ‘ュ一

人を押し込めているわけで、人手の質もあま

り芳しくない。でも「そこに要介護の老人が

いる」というだけで、介護保険からお金を持

ってこようとしております。これには絶対反

対だというのは、すでにほかの論説委員の了

承も得て、社説に書いてあります。少なくと

も国際レベルからみると低L叶齢、日本の特別

養護老人ホームぐらいのレベルにまでならな

かったら、その病院で介護されているお年寄

りのところにお金がいくようになってはいけ

ないということです。質が確保されなければ、

介護保険のお金はいかないというようなこと

にでもしないと、質は確保できないだろうと

思います。

この間来たドイツの特養ホーム施設長フィ

ッシュさんの話によりますと、きちんと資格

を持った人が50%いるということ、それから

施設は l人当たり 12m2というのが当然の基準

で、これも低すぎるということになっている

ということです。ドイツという国は、ヨーロ

ッパの中では大変後進国のほうですから、そ

れよりはましなレベルをクリアしなければと

思います。

それから利潤追求の件ですが、私も、病院

は最初の隠れたシルバービジネスではなし、か

と思っているくらいです。ポアするというと

人を殺せるように、 「抑制」という言葉でご

老人を平気で縛ってしまうという、ああいう

ようなものが許されているのは、需要と供給

がマッチしていないからです。もう行く所が
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ないから、泣く泣くあそこへ行くということ

ですから、保険になれば質がよくなるとか、

選択性が増すとか、権利性が増すということ

はないのであって、やはり供給量が確保され

てこそ、質とか権利性とか、選択性が出てく

るのではなし、かと思っております。

福祉関係職のイメージアップを図る

高松 何を話したらいいのか、ちょっと分か

らないのですが。私はいま福祉関係の学生を

養成している大学の教官になったので・す。先

ほど大熊さんがおっしゃってくださったが、

「かなりやる気のある人だな、いまの20歳の

日本の若い女性というのは、なかなかし、ける

よ」という気が、実は私にもあるのです。そ

ういう子供たちがし、ま一生懸命心配している

のは卒業した後就職できるかということでし

て、多分できないだろう、極めて厳しいだろ

うねというのが客観的な観察です。ホームヘ

ルパーになるのをいやとは多分言わないと思

うのだけど、しかし、いまのホームヘルパー

ならなりたがりはしないと思うのです。それ

は調さんがおっしゃっていたけれども、 70%

がパートで、要するに熱き心を持った、少し

時間的に余裕のある奥様のパートというイメ

ージの人々が70%ということです。正式な職

員となったホームヘルパーの人たちが、胸を

そらしてし市、仕事をしていますわよと言える

イメージを持てるか、ということがあります。

最近看護婦さんの仕事もだんだん社会的にも

尊ばれる仕事として認識が変わってきており

ますが、ホームへルパーの仕事もそれと同じ

程度に認めてもらうようになっていけばと思

っております。

私は介護保険の問題について先ほどから税

金のほうがL、いとか、障害者を足手まといだ

からといった感じで、あまりにも早急に走っ

て、とにかくこれを成立させたいという厚生

省の焦りのようなものがあって、もうしょう

がないと目をつぶるのがいいのかと悩んでい



ると言ったかと思うのです。実は今朝の日経

にちょうどタイミングよくこういうのカ〈出て

ました。それは来年度の予算で国債の発行が

20兆円に迫る。赤字国債が最高10兆円で、要

するに政府はこれで 300~~円の借金を持つこ

とになったと書かれています。また例の消費

税が97年4月には 5%にするということもも

う決まったのだそうですが、あれは確か福祉

関係に使うものと聞いていました。また介護

にかかるお金は4兆円で始まり、最後は 7兆

円ぐらい要るのだという話を聞きます。 7兆

円のうち、老人医療費が8兆円かかっていて

そのうち 1兆円は介護にかかわる費用になっ

ているのだから、その 1兆円を持ってくると

6兆円の財源があればいいのだという話でし

た。

一方では消費税 1%を上げると 3兆円の収

入があるという話も聞いていましたから、そ

れなら 2%増やすということになっているの

だから、その 2%は6兆円でちょうどでいい

ではないか、税金でやれるではなL、かという

感じを持っていたのです。ところが、そこに

もきちんと書いてありますが、この 2%分は

赤字で大変な一般財源の方で使われるように

すでにプログラムされている。しかも、来年

度の予算がきついというだけでなく、その次

の年もいかに赤字国債を返していくかという、

大変厳しい財政の中で仕事をしていくのだか

ら、そういうことを考えると、何としてでも

来年の夏までには通したいと言われる厚生省

の気持ちも、ああ分かるなという気がして、

不完全でも実現することがし、いと思ったりし

ているのです。

伊藤 ありがとうございました。時聞がギリ

ギリのところまできていますので、もうおひ

とりどうぞ。

介護と総合リハビリテーションの関係

大友(栃木県障害福祉課) 4人の先生方に

l人ひとりお聞きしたいのですが、時間の関
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係もありますので、それは司会者にお任せし

ます。いま介護保険等の問題が出ているわけ

ですが、その中で介護と総合リハビリテーシ

ョンという関係をどのように考えたらいいか、

ということをお聞きしたいわけです。昨日か

らのお話の中で、介護保険をめぐっては高齢

関係と障害関係では、ちょっと割り切れない

表現が実はあるわけですが、政策制度のいろ

いろな裏側の議論は置いておいて、介護とい

うものを総合リハビリテーションの視点から

どう考えていくかということが、やはり問わ

れるのかなと思うわけです。

昨日、実は第2分科会で、厚生省の専門官

から、社会リハビリテーションに関する見解

が私案として出されました。簡単に申し上げ

ますと、社会リハビリテーションの考え方は

技術援助過程と、政策制度関係の両者で構成

されるという言い方をされておりまして、そ

のポイン卜は「社会生活能力を高めるすべて

のプロセス」とし沌、ましょうか、そんなふう

な規定をしておりまして、しかも、その技術

援助の多くはソーシャルワークである、とい

う言い方をしているわけです。

そういう観点から考えて、今回注目されて

いる介護というものが、本質的に日本のいわ

ば総合リハビリテーションを推進するにあた

って、どういう位置を占め、どういう lつの

角度から考えられるべきなのかということを、

やはり問うことが必要なのではないだろうか

と実は思ったわけです。この研究大会のテー

マは、 「総合リハビリテーション」という観

点ですから、ぜひともそういう点からの迫り

方に関する見解というものも、明確にしてお

く必要があるのかなと、思った次第です。そ

ういう観点で、時間の許す限り、どなたかか

らかお話いただければと思います。

伊藤 大変大きなテーマなので・すが、どなた

か、お手を挙げる方はいらっしゃいませんで

しょうか。あるいは会場からこの問題につい

てご発言なさる方はし、らっしゃいませんか。



とくにソーシャルリハビリテーションの分野

の方いかがでしょうか。

調 これは学問的に言わなくてもいいのでし

ょう。だってリハビリテーションというのは

やはり障害者の自立度を高めてし、く、あるい

は自立のためのサービスをしていく仕事です。

その中に社会リハビリテーションがある。私

は社会リハビリテーションとか、社会的リハ

ビリテーションという言葉は、どうも喉から

下に落ちないのです。所得保障であったり、

住まいの問題であったり、介護の問題であっ

たり、移動の問題であったり、あるいは情報

サービスの問題であったり、そういう総合的

な、障害の種別や程度によりますが、サービ

スがあって、医学、教育、職業といった分野

と全体がある中で、その障害の種別や程度な

どそれぞれの条件において、サービスを組み

合わせていくということの中の 1つが介護で

ある、と私はとらえています。

したがって、リハビリテーションの中に包

み込むということは、私はあまり考えないほ

うなのですが、やはりいまリハビリテーショ

ンにかかわっている人が集まっているので、

あえてリハビリテーションということの中で、

社会、あるいは社会リハビリテーションの位

置づけで介護が含まれるという整理になるの

ではなL、かι思います。

伊藤 リハビリテーションを技術的なものと

位置づけるとすれば、介護や福祉という問題

は、それを補う、あるいはそれと両輸を成す

関係にあるものだと思います。

制限時聞がきていますが、もうおひとりと

いうことで手を挙げていらっしゃった方がい

ますのでよろしいでしょうか。

義務教育の改革についての議論を

松矢(東京学芸大学) 昨日の基調講演で板

山さんから障害者の問題はすべて福祉、厚生

省が担当する、ということは問題であって、

この障害者基本法というのは、障害者施策全
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体の見直しでなければならない。このことが

基調になって、午後の討論も、今日のシンポ

ジウムもそうなっていると思いますので、そ

んな立場から少し私の意見を述べさせていた

だきます。

午前中のシンポジウムの討議の際に、寺田

さんの方からも、養護学校関係者はどうして

いるかというようなことがあったり、また高

松先生からもすべての子供たちを校区の学校

で教育していくとし、う、教育の改革を進める

べきであるということも、最初に指摘されま

した。そういう観点で、私も今回はこの研究

大会のプログラム委員長という立場なのです

が、昨日の「トピック」で宮城教育大学の清

水先生から、特別なニーズ教育とインテグレ

ーションということで情報提供していただき

ました。実は明日、第 1回の「特別ニーズ教

育とインテグレーション学会」というのが立

ち上がるわけです。そこではまさに高松先生

がおっしゃった、それがテーマで・す。明日は

シンポジウムから始まりますが、日本の障害

児教育のリーダーである山口薫先生の提言が

あります。すでにこの10月に仙台で障害児学

級の先生方の研究大会がありましたが、そこ

でも山口先生は通常の教育の改革、少なくと

もl学級20名ぐらいの通常学級の児童数とい

う、そうし、う教育改革を進めながら、やはり

小学校の教育はすべて校区で受けるべきでは

なし、かという提言をなさっております。おそ

らくそういうことが明日から始まっていきま

す。私は寺田さんの問題提起、これはもう国

際障害者年から私は政策委員をおおせっかつ

て、寺田さんとは一緒でそのことをずっと言

われてまいりましたので、いつも気持ちが重

いのですが、やってし、かなければいけないの

ではなし、かと思っています。そのタイミング

としては、これは大熊さんに大いにやってい

ただきたいのですが、再来年、 1997年は学校

教育法制定50年です。今年は戦後50年という

ことで、だいぶ戦争の問題が取り上げられま



したが、ぜひ新聞で、すべての子供の学校教

育ということで、キャンペーンを打ってほし

いのです。私はやはり義務教育の改革という

ことが、うんと議論されていかなければいけ

ないと思います。すべての子供が、障害児も

含めて、いじめの問題もすべて、そういうい

じめられている子供たちの問題を解決する、

すべての子供たちの教育ということを実現さ

せるためには、非常にタイミングとしてはい
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いのではないか。そういう時期が50年であり

ますので、大いにやっていただきたいと思い

ます。以上です。

伊藤 ありがとうございました。座長として

全体をまとめょうかと，思っていたのですが、

今大会のプログラム委員長から、最後にごあ

いさつをいただきましたので、これをもちま

してシンポジウムを閉じさせていただきたい

と思います。どうもありがとうございました。



.閉 A 
~ 

閉会のあいさつ手塚直樹

次回開催地から中込 直
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閉会のあいさつ

手塚直樹

第18回総合リハビリテーション研究大会副実行委員長

全日本育成会常務理事

第18回リハビ、リテーション研究大会は、皆

様のご協力により、昨日から今日にかけまし

て、本島に内容の豊かな、すばらしい大会が

持てましたことを感謝申し上げます。講演者、

シンポジスト、進行に当たってくださいまし

た方々はもちろんですが、最後まで積極的に

ご参加いただきましたフロアの皆様方に、心

から感謝申し上げます。どうもありがとうご

ざいました。 また、この大会は、日本障害

者リハビリテーション協会が主催しておりま

すが、裏方としてとどこおりなく開催してく

ださいました事務局の皆様に、心からお礼を

申し上げます。

本日お昼休みの常任委員会で、来年は岡山

県で開催することが決まりました。事務局を

お引き受けくださいますのは、社会福祉法人

旭川荘です。旭川療育園の中込先生から、ご

挨拶をいただきたいと思います。

皆様のご協力によりまして、この大会を無

事に終えましたことのお礼を述べ、閉会の言

葉とさせていただきます。どうもありがとう

ございました。
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次回開催地から

本来なら理事長の江草がご挨拶させていた

だくところですが、ちょうど北京の方へ出張

していて、明日まで帰ってまいりませんので、

代わりに私が時期大会のご案内させていただ

きます。

本日のお昼休みに聞かれたこの研究大会の

常任委員会で、来年は岡山での開催という決

定をいただきました。旭川荘の職員一向、協

力させていただきたいと思っております。

日時は来年の12月14日、 15日(土、日曜日)

になります。ちょっと寒い時期ですが、会場

の都合などでやむを得ずこの時期に決定さて

いただきました。

場所は、先ほど岡山市というご紹介があり

ましたが、岡山県倉敷市の川崎医療福祉大学

を会場にして開催させていただきます。会場

は 700名はいるような広い部屋がありますの

で、多数の方のご参加を希望いたします。
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中込 直

旭川療育園

大会テーマは 121世紀のリハビリテーショ

ン」ということをタイトルにやってみょうか

と考えております。

それから特別講演は、まだ案ですが、韓国

や、上海のリハビリテーションについてのお

話をうかがおうかということを考えておりま

す。韓国のリハビリテーションの話を、韓国

障害者連盟の宋先生から、上海のリハビリテ

ーションについてのお話を上海リハビリテー

ション医学会の会長で衛生局副局長の周先生

からお伺いするという予定を立てております。

これから実行委員会でいろいろ意見を出し

合って進めてL、く予定になっております。

寒い時期になりますが、広くて、きれいな

会場ですので、皆さまお誘い合わせのうえ、

ぜひご参加下さい。

よろしくお願L、し、たします。是非たくさん

の方々の参加を希望しております。
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第18回総合リハビリテーション研究大会

開催要綱

大会テーマ: リハビリテーションの新たなる展開 一障害者施策の転換期にあたってー

日 時:平成7年11月23日(木・祝)・ 24日(金)

会 場: 中央福祉学院〈ロフォス湘南〉

干240-01神奈川県三浦郡葉山町上山口1560

TEL:0468-58-0721 FAX:0468-58-0724 

定員: 300名

参加 費: 7.000円 (2日間の資料代、昼食代、報告書代を含む)

* 1日のみの参加も同額

主 催: 財団法人日本障害者リハビリテーション協会

後 援: 厚生省、労働省、文部省、東京都、神奈川県、全国社会福祉協議会、

日本障害者雇用促進協会、社会福祉・医療事業団

協 賛: 共同作業所全国連絡会、視覚障害リハビリテーション協会、全国精神障害者家

族会連合会、全国精神障害者社会復帰施設協議会、全国特殊教育推進連盟、全

日本精神薄弱者育成会、全日本特殊教育研究連盟、聴覚障害者精神保健研究会、

聴覚障害者問題研究会、テクノエイド協会、日本医療社会事業協会、日本介護

福祉士養成施設協会、日本義肢協会、日本義肢装具学会、日本義肢装具士協会、

日本言語療法士協会、日本作業療法士協会、日本社会事業学校連盟、日本社会

福祉士会、日本手話通訳士協会、日本障害者協議会、日本職業リハビリテーシ

ョン学会、日本身体障害者団体連合会、日本精神医学ソーシャル・ワーカー協

会、日本精神衛生会、日本精神科看護技術協会、日本精神薄弱者愛護協会、日

本ソーシャル・ワーカー協会、日本聴能言語士協会、日本発達障害学会、日本

病院・地域精神医学会、日本保健福祉学会、日本理学療法士協会、日本リハビ

リテーション医学会、日本リハビリテーション看護学会、日本リハビリテーシ

ョン工学協会、リハビリテーション・ソーシャル・ワーク研究会
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[:.-芝主::ぞ三~，主::::i

| llJi 23日(木・祝〉 第 1日

9:00 受付

10:00 開会

10: 15 基調講演 座長:寺山久美子

(東京都立医療技術短期大学教授)

「リハビリテーションの新たなる展開 一障害者施策の転換期にあたって一」

板山賢治(日本障害者リハビリテーション協会副会長〉

11:30 昼、食

12:30 トピック

(1)特別なニーズ教育とインクルージョン教育

清水員夫(宮城教育大学教授)

(2)精神保健福祉法の制定をめぐって

座長:野村 歓

(日本大学教授)

天野宗和(埼玉県立精神保健総合センター相談部技術協力課長〉

(3)知的障害者の能力開発と企業就労の新たな展開

関宏之(大阪市職業リハビリテーションセンタ一所長)

(4)高次脳機能障害と障害認定

大橋正洋(神奈川リハビリテーション病院リハビリテーション部長)

(5)ウェルフェアテクノハウス構想

池田喜一(機械技術研究所ロボット工学部福祉応用研究室主任研究員)

14:30 休憩

1 11月23日(木・祝〉 第 1日

15:00 分科会 *4会場で同時開催

第 1分科会「災害と地域生活」

座長:丸山一郎(全国社会福祉協議会障害福祉部長)

発言者:高木 成〈阪神・淡路大震災聴覚障害者現地救援対策本部事務局長)

出来挫江(神戸市育成会灘支部長)

亀井勝(障害者支援センタ一代表〉

清水明彦(西宮市社会福祉協議会「青葉園」園長)

吉岡 崇〈神戸市民生局心身障害福祉室育成課長〉

第2分科会「社会リハの概念と実践」

資料

座長:大木勉(貴峯荘職業更生センタ一所長)

発言者:奥野英子(厚生省社会・援護局更生課身体障害者福祉専門官〉

大塚庸次(七沢更生ホーム副所長)

高橋流里子(日本社会事業大学助教授)
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第 3分科会「障害者と情報保障」

座長:中野敏子(明治学院大学教授)

発言者:高田英一(全日本ろうあ連盟理事長)

薗部英夫(全国障害者問題研究会事務局長)

牧田克輔(日本盲人会連合情報部長)

松友 了(日本精神薄弱者福祉連盟常務理事)

寺田純一(東京青い芝の会事務局長)

第4分科会「地域生活と介護」

座長:橋本泰子(西南女学院大学教授)

発言者:井上千津子(東海大学教授)

日浦美智江(訪問の家"朋"施設長)

高橋幸恵(町田市障害児・者を守る会"すみれ会"会長)

梶尾雅宏(厚生省社会・援護局更生課課長補佐)

17:30 交流会

19:30 ナイト・ディスカッション

進路指導・生涯支援 精神障害者の医療と福祉をめぐって

自由討議障害者の文化・芸術・遊び

11月24日(金)第 2日

9: 15 私からの提言 座長:手塚直樹

(全日本育成会常務理事)

(1)生活体験を通しての提言

井上薫(横浜市聴覚障害者協会手話講習会講師)

阿部八重(さくら会会員)

木村妙子(東京都腎臓病患者連絡協議会事務局)

(2)シンポジウム 障害者運動を通して

12:00 昼食

山城完治(東京視力障害者の生活と権利を守る会事務局長)

広田和子(神奈川県精神障害者連絡協議会事務局次長〉

三津 了(障害者の生活保障を要求する連絡会議代表)

13:00 総括シンポジウム

「リハビリテーションの新たなる展開 障害者施策の転換期にあたって一」

座長:小川 孟(津山みのり学園顧問)、伊藤利之(横浜市障害者更生相談所所長)

シンポジスト:調 一興〈東京コロニ一理事長〉

高松鶴吉(西南女学院大学教授)

大熊由紀子(朝日新聞論説委員)

尾上浩二〈障害者総合情報ネットワーク世話人)

15:30 閉会
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第18回総合リハビリテーション研究大会

アンケート結果

今回の研究大会の感想及び今後の開催にあたっての提案事項について、参加者からアンケー

トにより意見を求めた(回答数21)。

類似している意見等は、重複掲載を省き、事務局でまとめさせていただいた。

内容は、次の通りである。

1.今回の研究大会についての感想

(1)大会テーマ・プログラム内容

-たいへん漠然とした大きなテーマであったと思う。政策から見たもの(大きい話)、当事

者からの生活体験(小さい話)が混ざり合って、参加する側の姿勢が不安定だった。

・テーマが少し散漫だったような気もするが、分科会は、その点非常にしぼり込まれていて、

興味深いと感じた。

・自分自身の仕事の位置、現在の方向性(流れ)を改めて確認することができたこと。気っー

きの多い、また視野の広がる内容だった。

・いろいろな方面のリハビリテーションの取り組み、とらえ方、今後の課題が情報として得

られてよかった。(同様意見他 1) 

・専門家の方からの話だけでなく、それぞれ障害のある方からの話を聞くことができ、現状

を再確認することができた。

-今、何を問題にしていて、どのようにそれぞれの分野で働きかけなくてはいけないのか、

考えさせられた。

・いろいろな障害のことがを盛り込まれていて、専門分野と他の分野との違いについて学べ

てよかったと思う。

・全般的によかった。 2日日午後のシンポジウムは盛り上がってすばらしかった。大熊講師

の発言が光った。

・板山氏の明快な基調講演をはじめ、予想以上に充実した内容であり、事前の準備打ち合わ

せもかなり綿密であると推測される。

・多種多様なプログラムの中で選択できるということは、とてもよかったと思う。

・当事者の声を聞くことができとても現実的でょいと思うが、具体的対応について検討でき

れば・..。
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-障害者施策の過渡期にあることを大会に参加して実感した。今後の展開に期待したいと思

う。また、 2日目の障害者の提言については、生の戸を聞けたこと、今まで与えられてい

た福祉が障害者自らが福祉を変え、運営してし、く時代だと，思った。

. 2日目の「私からの提言」、当事者からの提起は貴重だった。もっとこうした場、機会を

これまでも企画すべきだったと反省する一方で、今後は必須(プログラム)のものと実感

した。

-当事者の発言に多くの感銘を受けた。やはりいつも思うことであるが、 1)ハビリテーショ

ン関係者は何らかの形で、聞く機会があると思うので、ぜひ多くの人に聞いてもらう方法

を考えていただきたい。

• 2日目の当事者の方々のメッセージには感動した。地方都市では、障害者団体となると自

分たち団体の利益誘導に終始することが多く、幅広く考え歩んでいきにくい状況がある。

こういう声を聞いてもらえると少しは違うのかと，思った。また、午後のシンポジウムは、

とても分かりやすく、いろんな視点が参考になった。地方都市であることや自分自身の不

勉強で最新情報が入りにくいなか、この大会に参加すると障害者に関する全体の動きも入

手できて、今後にとても有意義である。

・前回(第17回)も参加したが、前回と比べると今回の方がのめりこんで聞き入る内容のも

のが多く充実した2日間で、たくさんの宿題をもらった気がする。多分、当事者の方の生

々しい意見が本音のところで聞くことができたからだと思う。私の場合、医療機関に勤務

していて作業所のこと、精神障害者、知的障害者、障害児教育などは、うとい分野である

が、この大会によって、日本における障害者問題を全体的に学習することができ、改めて

専門家としての自分の位置に気づくことができた。

(2)運営について

-フロアーからの質問は、質問カードのようなものを作って配布すれば、もっといろいろな

人からでたように思う。また、分科会(第 2)は、あまりにも人数が多過ぎたため、活気

のある交流には程遠く終わってしまい、残念だった。同テーマで、交流の際にでも小グル

ープを作っては、よかったので・はないか。

・今までより、ずいぶんメニューがゆったりしたようで、ありがたかった0

・逗子駅からのアクセスについて、予め参加者の交通手段を調査し、対応策を検討してほし

い。(視覚障害の人が、満員のパスに乗車していた)

・原稿や資料など、一部には配布されずに会が進められ、わかりにくく残念だった。はじめ

る前に必要資料をチェックしてほしい。

・視覚障害者の参加者への配慮、が欠けていたと思う。私たちは、レジメで話の筋など「情報」

をより正しく受け止められたが、点字などのレジメの用意がなかったようで、私たちの大

会にはふさわしくなかったと思う。
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(3)その他

-現在最もホットな課題は、介護・介助の問題である。このテーマは、進行形であるだけに、

リハビリテーション関係者としてどうかかわっていくのか、どう提言していくのかなどを

含めた発言が欲しかった。

・会場は少し不便ではあったが、たいへん居心地のよいスペースだった0

・会場・設備も立派であり、運営も良好である 0

・研修施設と宿泊施設が一体で、他のことを気にせず、会に臨めた。研修に集中するには、

よい施設だと感じた。

・交通が不便なのが残念。参加者も昨年に比べ、半分以下に思われた。すばらしい研究大会

なので、ぜひ大勢の人に参加してほしいと思っている。

-私は、看護職の立場から目の前の障害者のケアのことだけに目を向けていた自分が、とて

も恥ずかしい思いがした。特に福祉のこと、特に政治的背景に無関心であったことを深く

反省している。

2. これからの研究大会について、希望すること

(1)大会テーマ

-就労保障、所得保障

.時代を反映したもの

.リハビリテーションの質の向上

-現場、当事者を中心にしたもの(トピック、生活体験ででたようなテーマに絞る)

・今回でも出た「当事者、専門家のそれぞれの役割について」もっと深く考えていきたい。

-当事者の参加ということで、おそらく不可欠になるであろうと思われる社会リハについて、

取り上げてほしい。(同様意見他1) 

・リハ資源の統合、有機的連携

(2)プログラム

-施策や方法論に至るまで具体的な議論(財源をどうするか、とか、ケースワークについて

など)が欲しい。

-障害当事者にウエイトをおくことが望ましい。

. 1"現場」で分けた分科会や若い世代の分科会があってもよいと思う。

・講演ばかりでなく、テーマについて実践している人。第一線で活躍している人の話を聞い

てみたい。

-社会リハに関し当時者の意見を聞きたい。
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-障害者施設における体系の在り方。

-施設における障害者のQOLについて

.介護保険制度について

・施策の解説など、専門スタッフと当事者が共に学べるようなもの。

-今回の「阪神大震災」をテーマにした分科会など、その時のテーマにすることに意義があ

るものについて、どんどん取りいれてほしい。

・一般市民への啓発も含めての試みというところで、リハビリテーション教育の在り方のよ

うな話があればと思う。理由として、 「リハビリテーション」を「訓練」と同義にとらえ

ている人も多く、一般理解を広げていくには、どうすべきかという悩みがあるため。

-リハビリテーションに関する調査研究の発表

・フロアーでの話し合い形式も取り入れてほしい0

.5"'" 6人位の小グループの話し合いをもっ。

・展示イベント(福祉機器、情報機器)

-デンマーク、スエーデン等の身障施策・施設等の映画がみたい。

(3)その他

-諸先輩方の考えをたくさん聞き、議論できれば嬉しい。

-現在、急進歩している分野なので、その流れについてこれていない者がたくさんいると思

う。現場の勉強不足と反省するが、このような大会がその差(知る者、知らない者)をう

める内容をもっともてば、リハビリの世界の進歩につながると考える。

・資料に分科会の内容を予め詳しく書いていもらった方が選びやすい。

-各種資料(事前に準備するレジメや当日配布する発表者などの資料)のサイズをA4に統

ーしてはどうか。

「機会均等」によってようやくこれまでのマクロの社会リハが解放された気がする。 20周

年の研究大会では、ぜひ初期の頃のリハビリテーション交流セミナーに戻し、厚生省だけ

でなく、すべての省庁が取り組んでいる社会リハビリテーション(機会均等化〉の交流・

発表の場となってほしい。特に政策決定者、行政マンには参加してほしい。

・できれば、企業側の参加を期待する。

-土木、建築関係者の参加(シンポジスト、提言者、一般参加者)

・自治体首長、議員の参加

・海外からのリハビリテーション関係者の参加

-開催地元県のリハ関係者、障害者、行政関係者の参加(地元への刺激のため〉
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第18回総合リハビリテーション研究大会実行委員会

東京コロニ一理事長

全日本育成会常務理事

横浜市障害者更生相談所所長

興

樹

之

一

直

利
塚

藤

調

手

伊

放送大学教授
横浜市総合リハビリテーションセンター

地域サービス室係長
目黒区社会福祉事業団リハビリテーション課長
全国授産施設協議会協議員
浴風会病院リハビリテーション科室長
横浜市総合リハビリテーションセンター企画研究室

担当係長

三 ツ 木 任 一
成 田 す み れ

子
治
栄
朗

恵
直
久
車

小 )11
川原
永原
畠山

実行委員長

副実行委員長

[運営委員会]

委員長
副委員長

員委

東京学芸大学教授
日本大学理工学部教授
神奈川リハビリテーション病院

リハビリテーション部長
日本社会事業大学教授
日本医科大学教授
日本点字図書館館長
東京都心身障害者福祉センター就労援助科
共同作業所全国連絡会事務局長
国立精神・神経センター武蔵病院

精神科ソーシャルワーカー
横浜市養護教育総合センター相談指導室指導主査

宏
歓
洋
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障害者職業総合センタ一統措研究員
貴峯荘職業更生センタ一所長
全国精神障害者家族会連合会常務理事
東京都立医療技術短期大学教授
全日本特殊教育研究連盟常任理事・事務局長
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[資料広報委員会]

委員長 池田 昂
副委員長 大木 勉
委員 滝沢武久

寺山久美子
福岡 稔
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第18回総合リハビリテーション研究大会事務局

干162東京都新宿区戸山 1丁目22番1号

(財)日本障害者リハビリテーション協会

電話(03)5273-0601 FAX(03)5273-1523 
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この事業は、社会福祉・医療事業団(長寿社会福祉基金)の社会福祉振興事業の一環として、行ったものです。


